
まとめ資料比較表 〔付録１ 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について〕 
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実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No.

②

④

⑤

ＰＲＡから抽出される事故シーケンスの差異（東海第二は，地震ＰＲＡにおける直流電源喪失の事故シーケンスを展開しているが，島
根２号炉は階層イベントツリーでＴＢＤに分類）

①

島根２号炉の原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ，タービン補機海水ポンプ及び循環水ポンプは屋外設置のた
め，評価対象。また，ディーゼル燃料貯蔵タンクは地下設置のため，評価対象外

③

島根２号炉のタービン補機冷却系サージタンクは建物屋上に設置されているため評価対象並びに中央制御室空調換気系及び再循環
ポンプMGセットは建物最上階に設置されていないため，評価対象外

⑥

島根２号炉の制御室及び廃棄物処理施設は原子炉建物とはそれぞれ別建物（制御室建物，廃棄物処理建物）にあるため評価対象

島根２号炉のディーゼル燃料貯蔵タンクは地下設置のため，評価対象外

比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

相違理由

島根２号炉は評価に年超過確率は用いていない
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目 次 

 

はじめに 

 

1炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出

及び重要事故シーケンス選定について 

1.1 事故シーケンスグループの分析について 

1.1.1 炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出，整理 

1.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 

1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

1.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 

1.1.2.3 炉心損傷後の原子炉格納容器の機能への期待可

否に基づく整理 

1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて 

1.3 重要事故シーケンスの選定について 

1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方 

1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果 

 

2 格納容器破損防止対策の有効性評価における格納容器破損モ

ード及び評価事故シーケンスの選定について 

2.1 格納容器破損モードの分析について 

2.1.1 格納容器破損モードの抽出，整理 

2.1.2 レベル 1.5PRAの定量化結果及び影響度を踏まえた

格納容器破損モードの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 評価事故シーケンスの選定について 

2.2.1 評価対象とする PDSの選定 
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はじめに 

 

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ

抽出及び重要事故シーケンス選定について 

1.1 事故シーケンスグループの分析について 

1.1.1 炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出，整理 

1.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 

1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

1.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 

1.1.2.3 炉心損傷後の格納容器の機能への期待可否に基

づく整理 

1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて 

1.3 重要事故シーケンスの選定について 

1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方 

1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果 

 

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード

抽出及び評価事故シーケンスの選定について 

2.1 格納容器破損モードの分析について 

2.1.1 格納容器破損モードの抽出，整理 

2.1.2 抽出した格納容器破損モードの整理 

2.1.2.1 必ず想定する格納容器破損モードとの対応 

2.1.2.2 追加すべき格納容器破損モードの検討 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 評価事故シーケンスの選定について 

2.2.1 評価対象とするＰＤＳの選定 
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1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ

抽出及び重要事故シーケンス選定について 

1.1 事故シーケンスグループの分析について 

1.1.1 炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出，整理 

1.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 

1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

1.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 

1.1.2.3 炉心損傷後の原子炉格納容器の機能への期待可

否に基づく整理 

1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて 

1.3 重要事故シーケンスの選定について 

1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方 

1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果 

 

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価における格納容器破損

モード及び評価事故シーケンスの選定について 

2.1 格納容器破損モードの分析について 

2.1.1 格納容器破損モードの抽出，整理 

2.1.2 内部事象運転時レベル 1.5ＰＲＡの定量化結果及び

影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 評価事故シーケンスの選定について 

2.2.1 評価対象とするプラント損傷状態の選定 

 

 

 

 

 

 

・付番の相違 

【柏崎 6/7】 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「原子

炉格納容器」と記載（以

下，同様の相違は記載

を省略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は章を分け

て記載（以下，同様の

相違は記載を省略） 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「プラ
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2.2.2 評価事故シーケンスの選定の考え方及び選定結果 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する

格納容器破損防止対策の有効性 

2.2.4 直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する

対策 

 

3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の

運転停止中事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス

の選定について 

3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 

3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグルー

プの検討・整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 評価事故シーケンスの選定の考え方 

2.2.3 評価事故シーケンスの選定結果 

 

 

 

 

 

2.2.4 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等における格

納容器破損防止対策の有効性 

2.2.5 直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対

策 

 

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シ

ーケンスの選定について 

3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 

3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループ

の抽出，整理 

 

 

 

3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 

3.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

3.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 評価事故シーケンスの選定の考え方及び選定結果 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格

納容器破損防止対策の有効性 

2.2.4 直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対

策 

 

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シ

ーケンスの選定について 

3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 

3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループ

の抽出・整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ント損傷状態」と記載

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は評価事故

シーケンスの選定の考

え方と選定結果を分け

て記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は１章

（炉心損傷防止対策）

の章構成と整合するよ

う記載（以下，同様の

相違は記載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「3.1.2 

抽出した事故シーケン

スの整理」について

「3.1.1 燃料損傷に至

る運転停止中事故シー

ケンスグループの抽

出・整理」に記載して

いる 
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3.2 重要事故シーケンスの選定について 

3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方 

3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果 

4 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に

活用した PRAの実施プロセスについて 

 

3.2 重要事故シーケンスの選定について 

3.2.1 重要事故シーケンス選定の考え方 

3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果 

4. 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に活用したＰＲＡの実施プロセスについて 

 

3.2 重要事故シーケンスの選定について 

3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方 

3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果 

4. 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に活用したＰＲＡの実施プロセスについて 
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表 

 

第 1-1 表 PRA の対象とした主な設備・系統 

第 1-2 表 内部事象運転時レベル 1PRA における起因事象と発生

頻度 

第 1-3 表 地震レベル 1PRA における起因事象と発生頻度 

第 1-4 表 津波高さ別の発生頻度 

 

 

第 1-5 表 イベントツリーにより抽出した事故シーケンス 

第 1-6 表 PRA の結果に基づく新たな事故シーケンスグループの

検討 

第 1-7 表 事故シーケンスグループの主要な炉心損傷防止対策と

炉心損傷頻度 

第 1-8 表 重要事故シーケンス等の選定 

第 2-1 表 格納容器破損モード別格納容器破損頻度 

第 2-2 表 PDSの定義 

 

 

 

 

 

第 2-3 表 評価対象とする PDSの選定 

第 2-4 表 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定 

 

 

 

 

 

第 3-1 表 内部事象停止時レベル 1PRA における起因事象と発生

頻度 

 

 

 

第 3-2 表 運転停止中事故シーケンスグループ別燃料損傷頻度 

 

表 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－1表 イベントツリーにより抽出した事故シーケンス 

第 1－2表 ＰＲＡの結果に基づく新たな事故シーケンスグルー

プの検討 

第 1－3表 事故シーケンスグループの主要な炉心損傷防止対策

及び炉心損傷頻度 

第 1－4表 重要事故シーケンス等の選定 

第 2－1表 格納容器破損モード別格納容器破損頻度 

第 2－2表 プラント損傷状態（ＰＤＳ）の定義 

 

 

 

 

 

第 2－3表 評価対象とするプラント損傷状態（ＰＤＳ）の選定 

第 2－4表 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3－1表 運転停止中事故シーケンスグループ別炉心損傷頻度 

 

表 

 

第 1－1表 ＰＲＡの対象とした主な設備・系統 

第 1－2表 内部事象運転時レベル１ＰＲＡにおける起因事象と 

発生頻度 

第 1－3表 地震レベル１ＰＲＡにおける起因事象と発生頻度 

第 1－4表 津波高さ別の発生頻度 

 

 

第 1－5表 イベントツリーにより抽出した事故シーケンス 

第 1－6表 ＰＲＡの結果に基づく新たな事故シーケンスグルー

プの検討 

第 1－7表 事故シーケンスグループの主要な炉心損傷防止対策

と炉心損傷頻度 

第 1－8表 重要事故シーケンス等の選定 

第 2－1表 格納容器破損モード別格納容器破損頻度 

第 2－2表 プラント損傷状態の定義 

 

 

 

 

 

第 2－3表 評価対象とするプラント損傷状態の選定について 

第 2－4表 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定

について 

 

 

 

 

第 3－1表 内部事象停止時レベル１ＰＲＡにおける起因事象と

発生頻度 

 

 

 

第 3－2表 運転停止中事故シーケンスグループ別燃料損傷頻度 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＲＡ

の対象とした設備系

統，起因事象及び発生

頻度の表を記載 

 

・付番の相違 

【東海第二】 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は（ＰＤＳ）

と記載（以下，同様の

相違は記載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は題名の

最後に「について」と

記載（以下，同様の相

違は記載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＲＡ

起因事象及び発生頻度

の表を記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

付録1-5



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

第 3-3 表 重要事故シーケンス(運転停止中)の選定について 

第 3-4 表 燃料損傷までの余裕時間について 

 

 

 

第 3－3表 重要事故シーケンス（運転停止中）の選定 

第 3－2表 燃料損傷までの余裕時間 

 

 

 

第 3－3表 重要事故シーケンス（運転停止中）の選定について 

第 3－4表 燃料損傷までの余裕時間について 

 

島根２号炉は「燃料

損傷頻度」と記載 
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図 

 

第 1-1 図 事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス

選定の全体プロセス 

第 1-2 図 内部事象運転時レベル 1PRA イベントツリー 

第 1-3 図 地震レベル 1PRA 階層イベントツリー 

第 1-4 図 地震レベル 1PRA イベントツリー 

 

 

 

 

 

第 1-5 図 津波レベル 1PRA 津波高さ別イベントツリー 

 

 

 

 

 

 

 

第 1-6 図 津波レベル 1PRA イベントツリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1-7 図 プラント全体の炉心損傷頻度 

 

 

 

 

第 1-8 図 各 PRA の結果と事故シーケンスグループごとの寄与割

図 

 

第 1－1図 事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケン

ス選定の全体プロセス 

第 1－2図 内部事象レベル１ＰＲＡにおけるイベントツリー 

第 1－3図 地震レベル１ＰＲＡにおける階層イベントツリー 

第 1－4図 地震レベル１ＰＲＡにおけるイベントツリー 

 

 

 

 

 

第 1－5図 津波レベル１ＰＲＡにおける階層イベントツリー 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－6図 津波レベル１ＰＲＡにおけるイベントツリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－7図 プラント全体の炉心損傷頻度 

 

 

 

 

第 1－8図 事故シーケンスグループごとの寄与割合 

図 

 

第 1－1図 事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケン

ス選定の全体プロセス 

第 1－2図 内部事象運転時レベル１ＰＲＡイベントツリー 

第 1－3図 地震レベル１ＰＲＡ階層イベントツリー 

第 1－4図 地震レベル１ＰＲＡイベントツリー 

 

 

 

 

 

第 1－5図 津波レベル１ＰＲＡ階層イベントツリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－6図 プラント全体の炉心損傷頻度 

 

 

 

 

第 1－7図 各ＰＲＡの結果と事故シーケンスグループごとの寄

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「にお

ける」イベントツリー

とは記載していない 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では津波

高さ別のイベントツリ

ーを階層イベントツリ

ーと記載（以下，同様

の相違は記載を省略） 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の津波Ｐ

ＲＡでは，評価対象と

する起因事象に対して

炉心損傷に直結する事

象のみが抽出されたた

め，イベントツリーを

作成していない 

 

・図番号の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

・記載表現の相違 
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合 

 

第 2-1 図 格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンス選定

の全体プロセス 

第 2-2 図 シビアアクシデントで想定される事象進展と格納容器

破損モード 

第2-3 図 内部事象運転時レベル1.5PRA格納容器イベントツリー 

 

 

第 2-4 図 内部事象運転時レベル 1.5PRAの定量化結果 

 

 

第 3-1 図 運転停止中の原子炉における事故シーケンスグループ

抽出及び重要事故シーケンス選定の全体プロセス 

第 3-2 図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移 

 

 

 

 

 

 

第 3-3 図 POS の分類及び定期検査工程 

 

 

 

 

第 3-4 図 運転停止時における燃料損傷に至る事故シーケンスの

グループ化(停止時 PRA イベントツリー) 

 

 

 

 

第 3-5 図 起因事象別の寄与割合 

 

 

 

 

 

第 2－1図 格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンス選

定の全体プロセス 

第 2－2図 シビアアクシデントで想定される事象進展と格納容

器破損モード 

第 2－3図 内部事象レベル１．５ＰＲＡにおけるイベントツリ

ー 

 

第 2－4図 格納容器破損モードごとの寄与割合 

 

 

第 3－1図 運転停止中原子炉における事故シーケンスグループ

抽出及び重要事故シーケンス選定の全体プロセス 

第 3－2図 施設定期検査時のプラント状態と主要パラメータの

推移 

 

 

 

 

 

第 3－3図 停止時ＰＲＡにおけるプラント状態の分類及び施設

定期検査工程 

 

 

 

第 3－4図 停止時ＰＲＡにおけるイベントツリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与割合 

 

第 2－1図 格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンス選

定の全体プロセス 

第 2－2図 シビアアクシデントで想定される事象進展と格納容

器破損モード 

第2－3図 内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡ格納容器イベントツ

リー 

 

第 2－4図 内部事象運転時レベル 1.5ＰＲＡの定量化結果 

 

 

第 3－1図 運転停止中の原子炉における事故シーケンスグルー

プ抽出及び重要事故シーケンス選定の全体プロセス 

第 3－2図 定期事業者検査時のプラント状態と主要パラメータ

の推移 

 

 

 

 

 

第 3－3図 ＰＯＳの分類及び定期事業者検査工程 

 

 

 

 

第 3－4図 内部事象停止時レベル１ＰＲＡイベントツリー 

 

 

 

 

 

第 3－5図 起因事象別の寄与割合 

 

 

 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「定期

事業者検査」と記載 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「ＰＯ

Ｓ」と記載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は運転時

と同様の図タイトルに

している  

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＲＡ

の起因事象別の寄与割
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第 3-6 図 事故シーケンスグループ別の寄与割合 

 

 

 

 

第 3－5図 事故シーケンスグループごとの寄与割合 

 

 

 

第 3－6図 事故シーケンスグループ別の寄与割合 

合を記載 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

別紙 

 

1 有効性評価の事故シーケンスグループ選定における外部事象

の考慮について 

 

 

 

 

 

 

2 外部事象(地震)に特有の事故シーケンスについて 

 

 

 

 

 

 

 

3 重大事故防止に関係する設備についての諸外国の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 

1. 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての

外部事象の考慮について 

 

 

 

 

 

 

2. 外部事象に特有の事故シーケンスについて 

 

 

 

 

 

 

 

3. 諸外国における炉心損傷防止対策の調査結果について 

 

 

 

 

4. ＴＢＷシーケンスの炉心損傷防止対策及び着眼点に基づく

評価を踏まえた重要事故シーケンスの選定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 重大事故等対処設備の津波からの防護について 

別 紙 

 

１ 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定における外

部事象の考慮について 

 

 

 

 

 

 

２ 外部事象特有の事故シーケンスについて 

 

 

 

 

 

 

 

３ 重大事故防止に関係する設備についての諸外国の調査結果 

 

 

 

 

４ ＴＢＷシーケンスの炉心損傷防止対策及び着眼点に基づく

評価を踏まえた重要事故シーケンスの選定及びＴＷシーケ

ンスの纏め方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

別紙１では格納容器

破損モードの検討も含

むため「等の」を記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では津波

特有の事故シーケンス

も含む 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

記載している内容は

同様 

 

・別紙構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はＴＢＷ

シーケンスの扱い及び

ＴＷシーケンスの纏め

方について別紙に記載

した 

【東海第二】 

島根２号炉はＴＷシ

ーケンスの纏め方につ

いて記載している 

 

・解析の相違 
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4 内部事象 PRA における主要なカットセットと FV 重要度に照ら

した重大事故等防止対策の対応状況 

 

5 地震 PRA，津波 PRA から抽出される事故シーケンスと対策の有

効性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 「水素燃焼」及び「格納容器直接接触(シェルアタック)」を格

納容器破損モードの評価対象から除外する理由 

 

 

 

 

 

 

7 格納容器隔離の分岐確率の根拠と格納容器隔離失敗事象への

対応 

 

 

8 原子炉圧力容器内の溶融燃料－冷却材相互作用に関する知見

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 内部事象ＰＲＡにおける主要なカットセット及びＦＶ重要

度に照らした重大事故等防止対策の有効性について 

 

7. 地震ＰＲＡ，津波ＰＲＡにおける主要な事故シーケンスの対

策について 

 

8. 格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」の

想定及びその対策について 

 

 

 

 

 

 

9. 格納容器直接接触（シェルアタック）を格納容器破損モード

の評価対象から除外する理由について 

 

 

 

 

 

 

10. 格納容器隔離失敗の分岐確率の根拠と格納容器隔離失敗事

象への対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 内部事象ＰＲＡにおける主要なカットセットとＦＶ重要度

に照らした重大事故等防止対策の対応状況 

 

６ 地震ＰＲＡ，津波ＰＲＡから抽出される事故シーケンスと対

策の有効性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 「水素燃焼」及び「格納容器直接接触（シェルアタック）」

を格納容器破損モードの評価対象から除外する理由 

 

 

 

 

 

 

８ 格納容器隔離失敗の分岐確率の妥当性と隔離失敗事象への

対応について 

 

 

９ 原子炉圧力容器内における水蒸気爆発を格納容器破損モー

【東海第二】 

島根２号炉は津波Ｐ

ＲＡから直接炉心損傷

に至る事象のみ抽出し

ており，重要事故シー

ケンスに津波を起因と

するものを含んでいな

い 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

・格納容器型式の相違 

【東海第二】 

東海第二はＭａｒｋ

－Ⅱ型格納容器である

ことを考慮し，ペデス

タル部でのＭＣＣＩの

取扱いを記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は水素燃

焼についても格納容器

破損モードの評価対象

から除外する理由を記

載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

・記載表現の相違 
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の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 PRA ピアレビュー実施

結果について 

 

 

 

10「PRA の説明における参照事項(平成 25 年 9 月 原子力規制

庁)」への柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の PRA の対応

状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 東海第二発電所 ＰＲＡピアレビュー実施結果及び今後の

対応方針について 

 

 

 

11. 「ＰＲＡの説明における参照事項（平成 25年 9月 原子力

規制庁）」への東海第二発電所のＰＲＡの対応状況について 

 

ドの評価対象から除外する理由について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 島根原子力発電所２号炉ＰＲＡピアレビュー実施結果につ

いて 

 

 

 

11 「ＰＲＡの説明における参照事項（平成 25年９月 原子力

規制庁）」への島根原子力発電所２号炉ＰＲＡの対応状況 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は別紙記

載内容から題名を記載

した 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は炉内Ｆ

ＣＩに関する知見を整

理 

 

・プラント名称の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 
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別添 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 確率論的リスク評価

(PRA)について 

 

 

別添 

 

東海第二発電所 確率論的リスク評価（ＰＲＡ）について 

別 添 

 

島根原子力発電所２号炉 確率論的リスク評価（ＰＲＡ）につい

て 
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はじめに 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則の解釈」（平成 25 年 6 月 19 日）（以下「解釈」

という。）に基づき，重大事故対策の有効性評価に係る事故シー

ケンスグループ等の選定に際しては，個別プラントの確率論的リ

スク評価（以下「PRA」という。）を活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は従来から定期安全レビュー等の機会に内部事象レベル

1PRA（出力運転時，停止時），レベル 1.5PRA（出力運転時）を実

施してきており，これらの PRA 手法を今回も適用した。 

 

 

 

 

 

また，外部事象としては，現段階で PRA 手法を適用可能な事象と

して，日本原子力学会において実施基準が標準化され，試評価等

の実績を有する地震レベル 1PRA 及び津波レベル 1PRA を対象と

し，これらの外部事象 PRA から抽出される建屋・構築物等の大規

模な損傷から発生する事象についても事故シーケンスグループ

等の選定に係る検討対象範囲とした。 

 

 

はじめに 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈」（平成 25年 6月 19日）（以下「解釈」

という。）に基づき，重大事故対策の有効性評価に係る事故シー

ケンスグループ等の選定に際しては，個別プラントの確率論的リ

スク評価（以下「ＰＲＡ」という。）を活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は従来から定期安全レビュー等の機会に内部事象レベル

１ＰＲＡ（出力運転時，停止時），レベル１．５ＰＲＡ（出力運

転時）を実施してきており，これらのＰＲＡ手法を今回も適用し

た。 

 

 

 

 

また，外部事象としては，現段階でＰＲＡ手法を適用可能な事象

として，日本原子力学会において実施基準が標準化され，試評価

等の実績を有する地震レベル１ＰＲＡ及び津波レベル１ＰＲＡ

を対象とし，これらの外部事象ＰＲＡから抽出される建屋・構築

物等の大規模な損傷から発生する事象についても事故シーケン

スグループ等の選定に係る検討対象範囲とした。 

 

 

はじめに 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき，重

大事故等対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループ等の

選定に際しては，個別プラントの確率論的リスク評価（以下「Ｐ

ＲＡ」という。）を活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は従来から定期安全レビュー等の機会に内部事象レベル１

ＰＲＡ（出力運転時，停止時）及びレベル 1.5ＰＲＡ（出力運転

時）を実施してきており，これらのＰＲＡ手法を今回も適用した。 

 

 

 

 

 

また，外部事象としては，現段階でＰＲＡ手法を適用可能な事象

として，一般社団法人日本原子力学会において実施基準が標準化

され，試評価等の実績を有する地震レベル１ＰＲＡ及び津波レベ

ル１ＰＲＡを対象とし，これらの外部事象ＰＲＡから抽出される

建物・構築物等の大規模な損傷から発生する事象についても事故

シーケンスグループ等の選定に係る検討対象範囲とした。 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は名称及

びその記載に合わせ

「、」と記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は参照文

書の発行年月日を記載

していない 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「重大

事故等対策の有効性評

価」で記載を統一 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「及び」

と記載（以下，同様の

相違は記載を省略） 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「一般

社団法人」と記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「建物」
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今回実施する PRA の目的が重大事故等対処設備の有効性評価

を行う事故シーケンスグループ等の選定への活用にあることを

考慮し，これまで整備してきたアクシデントマネジメント策（以

下「AM 策」という。）や福島第一原子力発電所事故以降に実施し

た各種対策等を含めず，プラント運転開始時から備えている手

段・設備に期待する仮想的なプラント状態を評価対象として PRA 

モデルを構築した。 

 

 

 

なお，今回の PRA の実施に際しては，原子力規制庁配布資料

「PRA の説明における参照事項（平成 25 年 9 月）」を参照した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ＰＲＡが適用可能でないと判断した外部事象について

は，事故シーケンスの定性的な分析を行い，事故シーケンスグル

ープ等の選定に係る検討を実施した。 

 

 

 

 

 

 

今回実施するＰＲＡの目的が重大事故等対策の有効性評価を

行う事故シーケンスグループ等の選定への活用にあることを考

慮し，これまで整備してきたアクシデントマネジメント策（以下

「ＡＭ策」という。）や福島第一原子力発電所事故以降に実施し

た各種対策等を含めず，設計基準事故対処設備の機能にのみ期待

する仮想的なプラント状態を評価対象としてＰＲＡモデルを構

築した。 

 

 

 

なお，今回のＰＲＡの実施に際しては，原子力規制庁配布資料

「ＰＲＡの説明における参照事項（平成 25 年 9 月）」を参照した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ＰＲＡが適用可能でないと判断した外部事象について

は，事故シーケンスの定性的な分析を行い，事故シーケンスグル

ープ等の選定に係る検討を実施した。 

 

 

 

 

 

 

今回実施するＰＲＡの目的が重大事故等対策の有効性評価を

行う事故シーケンスグループ等の選定への活用にあることを考

慮し，これまで整備してきたアクシデントマネジメント策（以下

「ＡＭ策」という。）や緊急安全対策等を考慮しない仮想的なプ

ラント状態を評価対象としてＰＲＡモデルを構築した。 

 

 

 

 

 

なお，今回のＰＲＡの実施に際しては，原子力規制庁配布資料

「ＰＲＡの説明における参照事項（平成 25年９月 原子力規制

庁）」を参照した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で記載を統一 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は別紙１

において地震・津波以

外の外部事象について

定性的な分析を実施し

ていることをふまえて

記載 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「ＰＲ

Ａの説明における参照

事項」をふまえて下表

と整合するように記載 
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＜今回の PRA の対象＞ 

 

＜今回のＰＲＡの評価対象＞ 

 

なお，「ＥＣＣＳ手動起動」，「原子炉手動減圧」，「残留熱除去

系の手動起動」，「高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の

水源切替」等の「設計基準事故対処設備の機能を作動させるため

の手動操作」は考慮する。 

今回実施したＰＲＡの詳細については，「別添 東海第二発電

所確率論的リスク評価（ＰＲＡ）について」に示す。 

＜今回のＰＲＡの対象＞ 

対象 許認可 モデル化採否 

設計基準対象施設及

びプラント運転開始

時から備えている手

段・設備 

対象 

期待する（「設計基準事故

対処設備の機能を作動さ

せるための手動操作」，

「常用系である復水・給

水系」※１等に期待する。） 

ＡＭ策（平成４年に計

画・整備） 
対象外 期待しない 

緊急安全対策 対象外 期待しない 

重大事故等対処設備 
現在申

請中 
期待しない 

※１ 手動停止時のみ期待する 

・解析条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

ＰＲＡの解析条件に

おいて，島根２号炉は

「外部電源復旧」に期

待していない。「常用系

である復水・給水系」

は手動停止時のみ期待

している 
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1 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽

出及び重要事故シーケンス選定について 

 

炉心損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シー

ケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定の全体プロ

セスを第1-1 図に示す。本プロセスに従い，各検討ステップに

おける実施内容を整理した。 

【概要】 

①  内部事象PRA，外部事象PRA(適用可能なものとして地震，

津波を選定)及びPRA を適用できない外部事象等について

の定性的検討から事故シーケンスグループの抽出を実施し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 抽出した事故シーケンスグループと必ず想定する事故シ

ーケンスグループとの比較を行い，必ず想定する事故シー

ケンスグループ以外に抽出された外部事象特有の事故シ

ーケンスグループについて，頻度，影響等を確認し，事故

シーケンスグループとしての追加は不要とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 抽出した事故シーケンスグループ内の事故シーケンスに

ついて，国内外の先進的な対策を講じても炉心損傷防止が

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ

抽出及び重要事故シーケンス選定について 

 

炉心損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シー

ケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定の全体プロ

セスを第1－1図に示す。本プロセスに従い，各検討ステップに

おける実施内容を整理した。 

【概要】 

① 内部事象ＰＲＡ，外部事象ＰＲＡ（適用可能なものとして

地震，津波を選定）及びＰＲＡを適用できない外部事象等

についての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンス

グループとの比較を行い，必ず想定する事故シーケンスグ

ループに対応しない外部事象特有の事故シーケンスにつ

いて，頻度，影響等を確認し，事故シーケンスグループと

しての追加要否を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 抽出した事故シーケンスグループ内の事故シーケンスに

ついて，国内外の先進的な対策を講じても炉心損傷防止が

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ

抽出及び重要事故シーケンス選定について 

 

炉心損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シー

ケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定の全体プロ

セスを第1－1図に示す。本プロセスに従い，各検討ステップに

おける実施内容を整理した。 

【概要】 

① 内部事象ＰＲＡ，外部事象ＰＲＡ（適用可能なものとして

地震，津波を選定）及びＰＲＡを適用できない外部事象等に

ついての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンス

グループとの比較を行い，必ず想定する事故シーケンスグル

ープ以外に抽出された外部事象特有の事故シーケンスにつ

いて，頻度，影響等を確認し，事故シーケンスグループとし

ての追加要否を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 抽出した事故シーケンスグループ内の事故シーケンスに

ついて，国内外の先進的な対策を講じても炉心損傷防止が困

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はイベン

トツリー等から抽出さ

れるものを事故シーケ

ンス，喪失した機能ご

とにまとめたものを事

故シーケンスグループ

としている（以下，同

様の相違は記載を省

略） 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

ここでは事故シーケ

ンスグループの抽出及

び重要事故シーケンス

選定のプロセスの概要

を記載しているため，

島根２号炉は「追加要

否を検討した」と記載 
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困難なものは，格納容器破損防止対策の有効性評価にて取

り扱うこととした。 

④ 炉心損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シ

ーケンスグループごとに，「実用発電用原子炉に係る炉心

損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に

関する審査ガイド」（以下「審査ガイド」という。）に記

載の観点(共通原因故障又は系統間の機能の依存性，余裕

時間，設備容量，代表性)に基づき，有効性評価の対象と

する重要事故シーケンスを選定した。 

困難なものは，格納容器破損防止対策の有効性評価にて取

り扱うこととした。 

④ 炉心損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シ

ーケンスグループごとに，「実用発電用原子炉に係る炉心

損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に

関する審査ガイド」（以下「審査ガイド」という。）に記

載の観点（共通原因故障又は系統間の機能の依存性，余裕

時間，設備容量，代表性）に基づき，有効性評価の対象と

する重要事故シーケンスを選定した。 

難なものは，格納容器破損防止対策の有効性評価にて取り扱

うこととした。 

④ 炉心損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シ

ーケンスグループごとに，「実用発電用原子炉に係る炉心損

傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関す

る審査ガイド」（以下「審査ガイド」という。）に記載の観

点（共通原因故障又は系統間の機能の依存性，余裕時間，設

備容量，代表性）に基づき，有効性評価の対象とする重要事

故シーケンスを選定した。 
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1.1 事故シーケンスグループの分析について 

解釈には，炉心損傷防止対策の有効性評価に係わる事故シー

ケンスグループの，個別プラント評価による抽出に関して以下

のとおりに示されている。 

１－１ 

(a) 必ず想定する事故シーケンスグループ 

① BWR 

・高圧・低圧注水機能喪失 

・高圧注水・減圧機能喪失 

・全交流動力電源喪失 

・崩壊熱除去機能喪失 

・原子炉停止機能喪失 

・LOCA 時注水機能喪失 

・格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA) 

(b) 個別プラント評価により抽出した事故シーケンスグルー

プ 

①個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価

(PRA)及び外部事象に関する PRA(適用可能なもの)又はそ

れに代わる方法で評価を実施すること。 

②その結果、上記１－１(a)の事故シーケンスグループに含

まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンス

グループが抽出された場合には、想定する事故シーケンス

グループとして追加すること。なお、「有意な頻度又は影

響をもたらす事故シーケンスグループ」については、上記

１－１(a)の事故シーケンスグループと炉心損傷頻度又は

影響度の観点から同程度であるか等から総合的に判断す

るものとする。 

 

上記１－１(b)①に関して，PRA の適用可能な外部事象につ

いては日本原子力学会におけるPRA 実施基準の標準化の状況，

試評価実績の有無等を考慮し，地震及び津波とした。したがっ

て，内部事象レベル1PRA，地震レベル1PRA 及び津波レベル1PRA 

を実施し，事故シーケンスグループを評価した。 

 

 

 

1.1 事故シーケンスグループの分析について 

解釈には，炉心損傷防止対策の有効性評価に係る事故シーケ

ンスグループの，個別プラント評価による抽出に関して以下の

とおりに示されている。 

１－１ 

(a) 必ず想定する事故シーケンスグループ 

①ＢＷＲ 

・高圧・低圧注水機能喪失 

・高圧注水・減圧機能喪失 

・全交流動力電源喪失 

・崩壊熱除去機能喪失 

・原子炉停止機能喪失 

・ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

・格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

(b) 個別プラント評価により抽出した事故シーケンスグルー

プ 

①個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（Ｐ

ＲＡ）及び外部事象に関するＰＲＡ（適用可能なもの）又

はそれに代わる方法で評価を実施すること。 

②その結果、上記１－１(a)の事故シーケンスグループに含

まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンス

グループが抽出された場合には、想定する事故シーケンス

グループとして追加すること。なお、「有意な頻度又は影

響をもたらす事故シーケンスグループ」については、上記

１－１(a)の事故シーケンスグループと炉心損傷頻度又は

影響度の観点から同程度であるか等から総合的に判断す

るものとする。 

 

上記１－１(b)①に関して，ＰＲＡの適用可能な外部事象に

ついては日本原子力学会におけるＰＲＡ実施基準の標準化の

状況，試評価実績の有無等を考慮し，地震及び津波とした。し

たがって，出力運転時の内部事象レベル１ＰＲＡ，地震レベル

１ＰＲＡ及び津波レベル１ＰＲＡを実施し，事故シーケンスグ

ループを評価した。 

 

 

1.1 事故シーケンスグループの分析について 

解釈には，炉心損傷防止対策の有効性評価に係る事故シーケ

ンスグループの，個別プラント評価による抽出に関して以下の

とおりに示されている。 

１－１ 

(a) 必ず想定する事故シーケンスグループ 

① BWR 

・高圧・低圧注水機能喪失 

・高圧注水・減圧機能喪失 

・全交流動力電源喪失 

・崩壊熱除去機能喪失 

・原子炉停止機能喪失 

・LOCA時注水機能喪失 

・格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） 

(b) 個別プラント評価により抽出した事故シーケンスグルー

プ 

① 個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価

（ＰＲＡ）及び外部事象に関するＰＲＡ(適用可能なもの)

又はそれに代わる方法で評価を実施すること。 

② その結果、上記１－１(a)の事故シーケンスグループに

含まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケン

スグループが抽出された場合には、想定する事故シーケン

スグループとして追加すること。なお、「有意な頻度又は

影響をもたらす事故シーケンスグループ」については、上

記１－１(a)の事故シーケンスグループと炉心損傷頻度又

は影響度の観点から同程度であるか等から総合的に判断

するものとする。 

 

上記１－１(b)①に関して，ＰＲＡの適用可能な外部事象に

ついては一般社団法人日本原子力学会におけるＰＲＡ実施基

準の標準化の状況，試評価実績の有無等を考慮し，地震及び津

波とした。したがって，内部事象運転時レベル１ＰＲＡ，地震

レベル１ＰＲＡ及び津波レベル１ＰＲＡを実施し，事故シーケ

ンスグループを評価した。 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は内部事

象運転時レベル１ＰＲ

Ａと記載（以下，同様
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また，PRA の適用が困難と判断した地震，津波以外の外部事

象については定性的な検討により発生する事故シーケンスの

分析を行った。 

実施した事故シーケンスグループに係る分析結果を1.1.1 

に示す。 

 

 

 

 

1.1.1 炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出，整理 

(1) PRA に基づく整理 

内部事象レベル 1PRA では，各起因事象の発生後，炉心損

傷を防止するための緩和手段等の組み合わせを評価し，第

1-2 図のイベントツリーを用いて分析することで炉心損傷

に至る事故シーケンスを抽出している。PRA の対象とした柏

崎刈羽原子力発電所6 号及び7 号炉の主な設備系統を第1-1 

表に示す。また，選定した起因事象及びその発生頻度を第 1-2 

表に示す。 

 

 

外部事象に関しては，PRA が適用可能な事象として地震レ

ベル 1PRA 及び津波レベル 1PRA を実施し，内部事象と同様

にイベントツリー分析を行い，炉心損傷に至る事故シーケン

スを抽出した。第 1-3 図に地震 PRA の階層イベントツリー

を，第 1-4 図に地震 PRA のイベントツリーを，第 1-5 図に

津波 PRA の津波高さ別イベントツリーを，第 1-6 図に津波

PRA のイベントツリーを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ＰＲＡの適用が困難と判断した地震，津波以外の外部

事象については定性的な検討により発生する事故シーケンス

の分析を行った。 

実施した事故シーケンスグループに係る分析結果を1.1.1に

示す。 

 

 

 

 

1.1.1 炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出，整理 

(1) ＰＲＡに基づく整理 

内部事象レベル１ＰＲＡでは，各起因事象の発生後，炉心

損傷を防止するための緩和手段等の組合せを評価し，第 1－2

図のイベントツリーを用いて分析することで炉心損傷に至

る事故シーケンスを抽出している。 

 

 

 

 

 

外部事象に関しては，ＰＲＡが適用可能な事象として地震

レベル１ＰＲＡ及び津波レベル１ＰＲＡを実施し，内部事象

と同様にイベントツリー分析を行い，炉心損傷に至る事故シ

ーケンスを抽出した。第 1－3 図に地震ＰＲＡの階層イベン

トツリーを，第 1－4 図に地震ＰＲＡのイベントツリーを，

第 1－5図に津波ＰＲＡの階層イベントツリーを，第 1－6図

に津波ＰＲＡのイベントツリーを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ＰＲＡの適用が困難と判断した地震，津波以外の外部

事象については定性的な検討により発生する事故シーケンス

の分析を行った。 

実施した事故シーケンスグループに係る分析結果を「1.1.1

炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出，整理」に示す。 

 

 

 

 

1.1.1 炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出，整理 

(1) ＰＲＡに基づく整理 

内部事象運転時レベル１ＰＲＡでは，各起因事象の発生

後，炉心損傷を防止するための緩和手段等の組合せを評価

し，第 1－2 図のイベントツリーを用いて分析することで炉

心損傷に至る事故シーケンスを抽出している。ＰＲＡの対象

とした島根原子力発電所２号炉の主な設備系統を第 1－1 表

に示す。また，選定した起因事象及びその発生頻度を第 1－2

表に示す。 

 

 

外部事象に関しては，ＰＲＡが適用可能な事象として地震

レベル１ＰＲＡ及び津波レベル１ＰＲＡを実施し，内部事象

と同様にイベントツリー分析を行い，炉心損傷に至る事故シ

ーケンスを抽出した。第 1－3 図に地震レベル１ＰＲＡの階

層イベントツリーを，第 1－4 図に地震レベル１ＰＲＡのイ

ベントツリーを，第 1－5 図に津波レベル１ＰＲＡの階層イ

ベントツリーを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の相違は記載を省略） 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は項目の

名称についても記載

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＲＡ

の対象とした設備系

統，起因事象及び発生

頻度の表を記載 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の津波Ｐ

ＲＡでは，評価対象と

する起因事象として炉

心損傷に直結する事象

のみが抽出されたた

め，イベントツリーを

作成していない 
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地震によって生じる起因事象及びその発生頻度を第 1-3表

に，津波高さと発生するシナリオの観点から整理した津波高

さ別の発生頻度を第 1-4 表に示す。 

 

 

地震や津波の場合，各安全機能の喪失に至るプロセスは異

なるものの，起因事象が内部事象と同じであれば，炉心損傷

を防止するための緩和手段も同じであるため，事故シーケン

スも内部事象と同様である。また，地震レベル 1PRA 及び津

波レベル 1PRA では，内部事象レベル 1PRA では想定してい

ない複数の安全機能や緩和機能を有する機器が同時に損傷

する事象や，建屋・構築物等の大規模な損傷の発生により直

接的に炉心損傷に至る事故シーケンスも扱っている。 

 

各 PRA により抽出した事故シーケンスを第 1-5 表に，評

価結果を第 1-7図及び第 1-8 図に示す。 

(2) PRA に代わる検討に基づく整理 

PRA の適用が困難な地震，津波以外の外部事象(以下「そ

の他の外部事象」という。)については，その他の外部事象

により誘発される起因事象について検討した。内部溢水及び

内部火災では，外部電源喪失や全給水喪失等の起因事象の発

生が想定される。また，洪水，風(台風)，竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災，

人為事象等において想定される事象は，いずれも内部事象レ

ベル1PRA で想定する起因事象に包絡されるため，その他の

外部事象を考慮しても新たな事故シーケンスグループは抽

出されないと推定した。(別紙1) 

 

 

 

 

1.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 

今回実施したレベル1PRA により抽出した各事故シーケンス

(第1-5 表参照)を，炉心損傷防止のための緩和機能の喪失状

況，プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で分類し

た結果と，解釈の１－１(a)に示されている必ず想定する事故

 

 

 

 

 

地震や津波の場合，各安全機能の喪失に至るプロセスは異

なるものの，起因事象が内部事象と同じであれば，炉心損傷

を防止するための緩和手段も同じであるため，事故シーケン

スも内部事象と同様である。また，地震レベル１ＰＲＡ及び

津波レベル１ＰＲＡでは，内部事象レベル１ＰＲＡでは想定

していない複数の安全機能や緩和機能を有する機器が同時

に損傷する事象や，建屋・構築物等の大規模な損傷の発生に

より直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスも扱っている。 

 

各ＰＲＡより抽出した事故シーケンスを第 1－1 表に，評

価結果を第 1－7図及び第 1－8図に示す。 

(2) ＰＲＡに代わる検討に基づく整理 

ＰＲＡの適用が困難な地震，津波以外の外部事象（以下「そ

の他の外部事象」という。）については，その他の外部事象

により誘発される起因事象について検討した。内部溢水及び

内部火災では，外部電源喪失や全給水喪失等の起因事象の発

生が想定される。また，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，人為事象等において想定される事象は，いずれも内部

事象レベル１ＰＲＡ，地震レベル１ＰＲＡ又は津波レベル１

ＰＲＡのいずれかで想定する起因事象に包絡されるため，そ

の他の外部事象を考慮しても新たな事故シーケンスグルー

プは抽出されないと推定した（別紙 1）。 

 

 

 

1.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 

今回実施したレベル１ＰＲＡにより抽出した各事故シーケ

ンス（第1－1表参照）を，炉心損傷防止のための緩和機能の喪

失状況，プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で分

類した結果と，解釈１－１(a)に示されている必ず想定する事

地震によって生じる起因事象及びその発生頻度を第 1－3 表

に，津波高さと発生するシナリオの観点から整理した津波高

さ別の発生頻度を第 1－4表に示す。 

 

 

地震や津波の場合，各安全機能の喪失に至るプロセスは異

なるものの，起因事象が内部事象と同じであれば，炉心損傷

を防止するための緩和手段も同じであるため，事故シーケン

スも内部事象と同様である。また，地震レベル１ＰＲＡ及び

津波レベル１ＰＲＡでは，内部事象運転時レベル１ＰＲＡで

は想定していない複数の安全機能や緩和機能を有する機器

が同時に損傷する事象や，建物・構築物等の大規模な損傷の

発生により直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスも扱っ

ている。 

各ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスを第 1－5 表に，

評価結果を第 1－6図及び第 1－7図に示す。 

(2) ＰＲＡに代わる検討に基づく整理 

ＰＲＡの適用が困難な地震，津波以外の外部事象（以下「そ

の他の外部事象」という。）については，その他の外部事象

により誘発される起因事象について検討した。内部溢水及び

内部火災では，外部電源喪失や全給水喪失等の起因事象の発

生が想定される。また，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び人為事象等において想定される事象は，いずれも内

部事象運転時レベル１ＰＲＡ，地震レベル１ＰＲＡ又は津波

レベル１ＰＲＡのいずれかで想定する起因事象に包絡され

るため，その他外部事象を考慮しても新たな事故シーケンス

グループは抽出されないと推定した。（別紙１） 

 

 

 

1.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 

今回実施したレベル１ＰＲＡにより抽出した各事故シーケ

ンス（第1－5表参照）を，炉心損傷防止のための緩和機能の喪

失状況，プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で分

類した結果と，解釈１－１(a)に示されている必ず想定する事

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は地震及

び津波の起因事象発生

頻度等の表を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は地震，

津波に包絡されるその

他の外部事象があるた

め，内部事象運転時レ

ベル１ＰＲＡに限定し

た記載とはしていない 

 

 

 

 

・記載表現の相違 
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シーケンスグループとの関係及び解釈の１－２に示されてい

る要件との関係等を第1-6 表に整理した。また，整理の内容を

1.1.2.1～1.1.2.3 に示す。 

 

 

 

1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

今回実施したレベル1PRAにより抽出した各事故シーケンス

(第1-5表参照)について，炉心損傷防止のための緩和機能の喪

失状況，プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で分

類した。具体的には次の(a)～(g)及びこれ以外のシーケンスに

分類した。緩和機能の喪失状況，プラントの状態の観点で，(a)

～(g)は，解釈１－１(a)の必ず想定する事故シーケンスグルー

プに対応するものとして整理した。 

 

(a) 高圧・低圧注水機能喪失(TQUV) 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，高圧注水機能を喪失

し，原子炉の減圧には成功するが，低圧注水機能が喪失して，

炉心の著しい損傷に至るシーケンスを，事故シーケンスグル

ープ「高圧・低圧注水機能喪失」に分類する。 

(b) 高圧注水・減圧機能喪失(TQUX) 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，高圧注水機能及び原

子炉減圧機能を喪失し，炉心の著しい損傷に至るシーケンス

を，事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能喪失」に

分類する。 

(c) 全交流動力電源喪失(長期 TB, TBD, TBP, TBU) 

外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の確保に失敗す

る等，全交流動力電源喪失の発生後に，安全機能を有する系

統及び機器が機能喪失することによって，炉心の著しい損傷

に至るシーケンスを，事故シーケンスグループ「全交流動力

電源喪失」に分類する。 

 

 

なお，PRAでは電源喪失のシーケンスを長期TB，TBD，TBP

及びTBUに詳細化して抽出しているが，いずれも全交流動力

電源喪失を伴う事故シーケンスグループであるため，解釈１

故シーケンスグループとの関係及び解釈１－２に示されてい

る要件との関係等を第1－2表に整理した。また，整理の内容を

1.1.2.1～1.1.2.3に示す。 

 

 

 

1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

今回実施したレベル１ＰＲＡにより抽出した各事故シーケ

ンス（第1－1表参照）について，炉心損傷防止のための緩和機

能の喪失状況，プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観

点で分類した。具体的には次の(1)～(7)及びこれ以外の事故シ

ーケンスに分類した。緩和機能の喪失状況，プラントの状態の

観点で，(1)～(7)は，解釈１－１(a)の必ず想定する事故シー

ケンスグループに対応するものとして整理した。 

 

 (1) 高圧・低圧注水機能喪失（ＴＱＵＶ） 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，高圧注水機能を喪失

し，原子炉の減圧には成功するが，低圧注水機能が喪失して，

炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを，事故シーケンス

グループ「高圧・低圧注水機能喪失」に分類する。 

 (2) 高圧注水・減圧機能喪失（ＴＱＵＸ） 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，高圧注水機能及び原

子炉減圧機能を喪失し，炉心の著しい損傷に至る事故シーケ

ンスを，事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能喪失」

に分類する。 

 (3) 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ，ＴＢＤ，ＴＢＰ，ＴＢＵ） 

外部電源喪失の発生時に区分Ⅰ及び区分Ⅱの非常用交流

電源の確保に失敗するとともに，区分Ⅲの高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機による高圧炉心スプレイ系専用の交流

電源の確保に失敗することにより全交流動力電源喪失が発

生し，安全機能を有する系統及び機器が機能喪失することに

よって，炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを，事故シ

ーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に分類する。 

なお，ＰＲＡでは電源喪失の事故シーケンスを長期ＴＢ，

ＴＢＤ，ＴＢＰ及びＴＢＵに細分化して抽出しているが，い

ずれも全交流動力電源喪失を伴う事故シーケンスであるた

故シーケンスグループとの関係及び解釈１－２に示されてい

る要件との関係等を第1－6表に整理した。また，整理の内容を

「1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応」

～「1.1.2.3 炉心損傷後の原子炉格納容器の機能への期待可

否に基づく整理」に示す。 

 

1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

今回実施したレベル１ＰＲＡにより抽出した各事故シーケ

ンス（第1－5表参照）について，炉心損傷防止のための緩和機

能の喪失状況，プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観

点で分類した。具体的には次の(1)～(7)及びこれ以外の事故シ

ーケンスに分類した。緩和機能の喪失状況，プラントの状態の

観点で，(1)～(7)は，解釈１－１(a)の必ず想定する事故シー

ケンスグループに対応するものとして整理した。 

 

(1) 高圧・低圧注水機能喪失（ＴＱＵＶ） 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，高圧注水機能を喪失

し，原子炉の減圧には成功するが，低圧注水機能が喪失して，

炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを，事故シーケンス

グループ「高圧・低圧注水機能喪失」に分類する。 

(2) 高圧注水・減圧機能喪失（ＴＱＵＸ） 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，高圧注水機能及び原

子炉減圧機能を喪失し，炉心の著しい損傷に至る事故シーケ

ンスを，事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能喪失」

に分類する。 

(3) 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ，ＴＢＤ，ＴＢＰ，ＴＢＵ） 

外部電源喪失の発生時に区分Ⅰ及び区分Ⅱの非常用交流

電源の確保に失敗するとともに区分Ⅲの高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機による高圧炉心スプレイ系専用の交流

電源の確保に失敗することにより全交流動力電源喪失が発

生し，安全機能を有する系統及び機器が機能喪失することに

よって，炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを，事故シ

ーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に分類する。 

なお，ＰＲＡでは電源喪失の事故シーケンスを長期ＴＢ，

ＴＢＤ，ＴＢＰ及びＴＢＵに詳細化して抽出しているが，い

ずれも全交流動力電源喪失を伴う事故シーケンスであるた

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「解釈

１－１(a)」等で統一

（以下，同様の記載は

省略） 

 

 

 

 

 

・付番の相違 

【柏崎 6/7】 

項目の数は同じ（以

下，同様の相違の記載

は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計の相違 

【柏崎 6/7】 

ＢＷＲ－５の島根２

号炉における本事故シ

ーケンスグループに分

類される事故シーケン

スを明確化 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は「事故シ
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－１(a)に記載の事故シーケンスグループでは「全交流動力

電源喪失」に該当するものとして整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 崩壊熱除去機能喪失(TW) 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，原子炉圧力容器への

注水等の炉心の冷却に成功するものの，原子炉格納容器から

の崩壊熱除去機能が喪失し，炉心損傷前に原子炉格納容器が

過圧により破損，その後，炉心の著しい損傷に至るおそれの

あるシーケンスを，事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機

能喪失」として分類する。 

(e) 原子炉停止機能喪失(TC) 

運転時の異常な過渡変化の発生後，原子炉停止機能を喪失

し，炉心の著しい損傷に至るシーケンスを，事故シーケンス

グループ「原子炉停止機能喪失」として分類する。 

 

 

(f) LOCA時注水機能喪失(AE, S1E, S2E) 

大破断LOCAの発生後の高圧注水機能及び低圧注水機能の

喪失，又は，中小破断LOCAの発生後の「高圧注水機能及び低

め，解釈１－１(a)に記載の事故シーケンスグループでは「全

交流動力電源喪失」に該当するものとして整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

また，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による交流電源

確保失敗は高圧炉心スプレイ系のシステムモデルに含めて

モデル化していることから，区分Ⅰ及び区分Ⅱの非常用交流

電源の確保に失敗し，かつ，高圧炉心スプレイ系による炉心

冷却に失敗する事故シーケンスを本事故シーケンスグルー

プに分類することとする。 

 

 

 

 

 

 (4) 崩壊熱除去機能喪失（ＴＷ，ＴＢＷ） 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，原子炉圧力容器への

注水等の炉心の冷却に成功するものの，格納容器からの崩壊

熱除去機能が喪失し，炉心損傷前に格納容器が過圧により破

損，その後，炉心の著しい損傷に至るおそれのある事故シー

ケンスを，事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」

として分類する。 

 (5) 原子炉停止機能喪失（ＴＣ） 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，原子炉停止機能を喪

失し，炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを，事故シー

ケンスグループ「原子炉停止機能喪失」として分類する。 

 

 

 (6) ＬＯＣＡ時注水機能喪失（ＡＥ，Ｓ１Ｅ，Ｓ２Ｅ） 

大破断ＬＯＣＡの発生後の高圧注水機能及び低圧注水機

能の喪失，又は，中小破断ＬＯＣＡの発生後の「高圧注水機

め，解釈１－１(a)に記載の事故シーケンスグループでは「全

交流動力電源喪失」に該当するものとして整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

また，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による交流電

源確保失敗は高圧炉心スプレイ系のシステムモデルに含め

てモデル化していることから，区分Ⅰ及び区分Ⅱの非常用交

流電源の確保に失敗し，かつ，高圧炉心スプレイ系による炉

心冷却に失敗する事故シーケンスを本事故シーケンスグル

ープに分類することとする。 

 

 

 

 

 

(4) 崩壊熱除去機能喪失（ＴＷ） 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，原子炉圧力容器への

注水等の炉心の冷却に成功するものの，原子炉格納容器から

の崩壊熱除去機能が喪失し，炉心損傷前に原子炉格納容器が

過圧により破損，その後，炉心の著しい損傷に至るおそれの

ある事故シーケンスを，事故シーケンスグループ「崩壊熱除

去機能喪失」として分類する。 

(5) 原子炉停止機能喪失（ＴＣ） 

運転時の異常な過渡変化等の発生後，原子炉停止機能を喪

失し，炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを，事故シー

ケンスグループ「原子炉停止機能喪失」として分類する。 

 

 

(6) ＬＯＣＡ時注水機能喪失（ＡＥ，Ｓ１Ｅ，Ｓ２Ｅ） 

大破断ＬＯＣＡの発生後の高圧注水機能及び低圧注水機

能の喪失，又は，中小破断ＬＯＣＡの発生後の「高圧注水機

ーケンスグループ」と

記載しているが，これ

らは個別の事故シーケ

ンスであることから，

島根２号は「事故シー

ケンスと記載」（以下，

同様の相違は記載を省

略） 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

ＢＷＲ－５の島根２

号炉における高圧炉心

スプレイ系ディーゼル

発電機は，高圧炉心ス

プレイ系のシステムモ

デルに含めてモデル化

していることから，シ

ーケンス選定での扱い

について記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計基

準事故を含めて「等」

を記載 
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圧注水機能」又は「高圧注水機能及び原子炉減圧機能」の喪

失により，炉心の著しい損傷に至るシーケンスを，事故シー

ケンスグループ「LOCA時注水機能喪失」として分類する。 

なお，PRAではLOCA時の注水機能喪失シーケンスを，破断

口の大きさに応じてAE(大破断LOCAを起因とする事故シーケ

ンス)，S1E(中破断LOCAを起因とする事故シーケンス)及び

S2E(小破断LOCAを起因とする事故シーケンス)に詳細化して

抽出しているが，いずれもLOCA時の注水機能喪失を伴う事故

シーケンスグループであるため，解釈１－１(a)に記載の事

故シーケンスグループでは「LOCA時注水機能喪失」に該当す

るものとして整理した。 

 

(g)  格納容器バイパス (インターフェイスシステム

LOCA)(ISLOCA) 

インターフェイスシステムLOCAの発生後，破断箇所の隔離

に失敗し，非常用炉心冷却系(以下「ECCS」という。)による

原子炉水位の確保に失敗することで炉心の著しい損傷に至

るシーケンスを，事故シーケンスグループ「格納容器バイパ

ス(インターフェイスシステムLOCA)」に分類する。 

 

 

 

 

 

1.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 

今回実施したレベル1PRAにより抽出した各事故シーケンス

(第1-5表参照)のうち，炉心損傷防止のための緩和機能の喪失

状況，プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で解釈

１－１(a)の必ず想定する事故シーケンスグループに対応しな

い事故シーケンスとしては，地震に伴い発生する地震特有の事

象として以下の事故シーケンスグループを抽出した。 

 

 

 

 

 

能及び低圧注水機能」又は「高圧注水機能及び原子炉減圧機

能」の喪失により，炉心の著しい損傷に至る事故シーケンス

を，事故シーケンスグループ「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」と

して分類する。 

なお，ＰＲＡではＬＯＣＡ時の注水機能喪失シーケンス

を，破断口の大きさに応じてＡＥ（大破断ＬＯＣＡを起因と

する事故シーケンス），Ｓ１Ｅ（中破断ＬＯＣＡを起因とす

る事故シーケンス）及びＳ２Ｅ（小破断ＬＯＣＡを起因とす

る事故シーケンス）に細分化して抽出しているが，いずれも

ＬＯＣＡ時の注水機能喪失を伴う事故シーケンスであるた

め，解釈１－１(a)に記載の事故シーケンスグループでは「Ｌ

ＯＣＡ時注水機能喪失」に該当するものとして整理する。 

(7) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

（ＩＳＬＯＣＡ） 

インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生後，破断箇所の

隔離に失敗し，非常用炉心冷却系（以下「ＥＣＣＳ」という。）

等による原子炉水位の確保に失敗することで炉心の著しい

損傷に至る事故シーケンスを，事故シーケンスグループ「格

納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」に

分類する。 

 

 

 

 

1.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 

今回実施したレベル１ＰＲＡにより抽出した各事故シーケ

ンス（第1－1表参照）のうち，炉心損傷防止のための緩和機能

の喪失状況，プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点

で解釈１－１(a)の必ず想定する事故シーケンスグループに対

応しない事故シーケンス又は事故シーケンスグループとして

は，地震・津波特有の事象として以下の事故シーケンス又は事

故シーケンスグループを抽出した。 

 

 

 

 

能及び低圧注水機能」又は「高圧注水機能及び原子炉減圧機

能」の喪失により，炉心の著しい損傷に至る事故シーケンス

を，事故シーケンスグループ「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」と

して分類する。 

なお，ＰＲＡではＬＯＣＡ時の注水機能喪失シーケンス

を，破断口の大きさに応じてＡＥ（大破断ＬＯＣＡを起因と

する事故シーケンス），Ｓ１Ｅ（中破断ＬＯＣＡを起因とす

る事故シーケンス）及びＳ２Ｅ（小破断ＬＯＣＡを起因とす

る事故シーケンス）に詳細化して抽出しているが，いずれも

ＬＯＣＡ時の注水機能喪失を伴う事故シーケンスであるた

め，解釈１－１(a)に記載の事故シーケンスグループでは「Ｌ

ＯＣＡ時注水機能喪失」に該当するものとして整理した。 

(7) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

（ＩＳＬＯＣＡ） 

インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生後，破断箇所の

隔離に失敗し，非常用炉心冷却系（以下「ＥＣＣＳ」という。）

等による原子炉水位の確保に失敗することで炉心の著しい

損傷に至る事故シーケンスを，事故シーケンスグループ「格

納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」に

分類する。 

 

 

 

 

1.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 

今回実施したレベル１ＰＲＡにより抽出した各事故シーケ

ンス（第1－5表参照）のうち，炉心損傷防止のための緩和機能

の喪失状況，プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点

で解釈１－１(a)の必ず想定する事故シーケンスグループに対

応しない事故シーケンスとしては，地震・津波特有の事象とし

て以下の事故シーケンスを抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はＢＷＲ

－５であり，原子炉隔

離時冷却系はＥＣＣＳ

ではないため，原子炉

隔離時冷却系を含める

ために「等」を記載 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，津

波特有の事象として

「直接炉心損傷に至る

事象」を抽出した 

・解析結果の相違 
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(1) Excessive LOCA 

大規模な地震では，原子炉格納容器内の原子炉冷却材圧力

バウンダリにおいて，大破断 LOCA を超える規模の損傷に伴

う冷却材喪失(Excessive LOCA)が発生する可能性がある。具

体的には，逃がし安全弁(以下「SRV」という。)の開放失敗

による原子炉圧力上昇又は地震による直接的な荷重により，

原子炉格納容器内の原子炉冷却材圧力バウンダリ配管が損

傷に至るシナリオを想定している。大規模な地震において

LOCA が発生した場合であっても，破断の規模や使用可能な

緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も

考えられるが，一方で，ECCSの注水機能の全喪失や，使用可

能な ECCS の注水能力を上回る量の原子炉冷却材の漏えいが

発生することにより炉心損傷に至る可能性も考えられる。さ

らに，使用可能な緩和設備の状況によっては原子炉格納容器

の除熱に失敗する等の原因により，原子炉格納容器の破損に

至る可能性も考えられる。 

このように，大規模な地震発生後の原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの損傷の規模や緩和機能の状態には不確かさが大き

く，原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷の規模や緩和機能の

状態に応じて個別に事象収束の評価を実施することは困難

であるため，保守的に Excessive LOCA 相当の LOCA が発生

するものとし，炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

 

なお，後述するシーケンス選定の結果，大破断 LOCA につ

いては国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対

策を講じることが困難なシーケンスとして原子炉格納容器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ 

大規模な地震では，格納容器内の原子炉冷却材圧力バウン

ダリにおいて，大破断ＬＯＣＡを超える規模の損傷に伴う冷

却材喪失（Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ）が発生する可能

性がある。具体的には，逃がし安全弁の開放失敗による原子

炉圧力上昇又は地震による直接的な荷重により，格納容器内

の原子炉冷却材圧力バウンダリ配管が損傷に至るシナリオ

を想定している。大規模な地震においてＬＯＣＡが発生した

場合であっても，破断の規模や使用可能な緩和設備の状況に

よっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが，一方

で，ＥＣＣＳの注水機能の全喪失や，使用可能なＥＣＣＳの

注水能力を上回る量の原子炉冷却材の漏えいが発生するこ

とにより炉心損傷に至る可能性も考えられる。 

さらに，使用可能な緩和設備の状況によっては格納容器の

除熱に失敗する等の原因により，格納容器の破損に至る可能

性も考えられる。 

このように，大規模な地震発生後の原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの損傷の規模や緩和機能の状態には不確かさが大き

く，原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷の規模や緩和機能の

状態に応じて個別に事象収束の評価を実施することは困難

であるため，保守的にＥｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ相当の

ＬＯＣＡが発生するものとし，炉心損傷に直結する事象とし

て抽出した。 

なお，後述する事故シーケンス選定の結果，大破断ＬＯＣ

Ａについては国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷

防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして格納

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ 

大規模な地震では，原子炉格納容器内の原子炉冷却材圧力

バウンダリにおいて，大破断ＬＯＣＡを超える規模の損傷に

伴う冷却材喪失（Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ）が発生す

る可能性がある。具体的には，逃がし安全弁（以下「ＳＲＶ」

という。）の開放失敗による原子炉圧力上昇又は地震による

直接的な荷重により，原子炉格納容器内の原子炉冷却材圧力

バウンダリ配管が損傷に至るシナリオを想定している。大規

模な地震においてＬＯＣＡが発生した場合であっても，破断

の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を

防止できる可能性も考えられるが，一方で，ＥＣＣＳの注水

機能の全喪失や，使用可能なＥＣＣＳの注水能力を上回る量

の原子炉冷却材の漏えいが発生することにより炉心損傷に

至る可能性も考えられる。さらに，使用可能な緩和設備の状

況によっては原子炉格納容器の除熱に失敗する等の原因に

より，原子炉格納容器の破損に至る可能性も考えられる。 

このように，大規模な地震発生後の原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ配管の損傷の規模や緩和機能の状態には不確かさが

大きく，原子炉冷却材圧力バウンダリ配管の損傷の規模や緩

和機能の状態に応じて個別に事象収束の評価を実施するこ

とは困難であるため，保守的にＥｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣ

Ａ相当のＬＯＣＡが発生するものとし，炉心損傷に直結する

事象として抽出した。 

なお，後述する事故シーケンス選定の結果，大破断ＬＯＣ

Ａについては国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷

防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして原子

【東海第二】 

地震・津波特有の事

象について東海第二は

追加する事故シーケン

スグループとして「(7) 

津波浸水による最終ヒ

ートシンク喪失」が抽

出されたことから事故

シーケンスグループに

ついても記載 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では「原

子炉冷却材圧力バウン

ダリ配管」で記載を統

一 
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の機能に期待している。破断の規模や使用可能な緩和設備の

状況によっては原子炉格納容器の機能に期待できる場合も

考えられる。 

(2) 計測・制御系喪失 

大規模な地震の発生により，計測・制御機能が喪失するこ

とで，プラントの監視及び制御が不能な状態に陥る可能性が

ある。計測・制御機能を喪失した場合であっても，喪失の規

模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止

できる可能性も考えられるが，一方で，ECCSが起動不能にな

ること等が原因で炉心損傷に至る可能性も考えられる。さら

に，残留熱除去系が起動不能になること等の原因により，原

子炉格納容器の破損に至る可能性も考えられる。 

このように，大規模な地震による計測・制御系の喪失の規

模には不確かさが大きく，計測・制御機能が喪失した際のプ

ラントへの影響を特定することは困難であることから，保守

的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

(3) 格納容器バイパス 

大規模な地震では，原子炉格納容器外で配管破断等が発生

し，原子炉格納容器をバイパスした原子炉冷却材の流出が発

生する可能性がある。格納容器バイパス事象はインターフェ

イスシステム LOCA とバイパス破断に細分化され，バイパス

破断は通常開等の隔離弁に接続している配管が原子炉格納

容器外で破損すると同時に隔離弁が閉失敗することで原子

炉冷却材が流出する事象である。原子炉冷却材の流出や使用

可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる可

能性も考えられるが，一方で，破断箇所の隔離に失敗したこ

とで原子炉建屋内の機器に悪影響が及び炉心損傷に至る可

能性も考えられる。 

このように，大規模な地震発生後の格納容器バイパス事象

の影響には不確かさが大きく，配管破断の程度や破断箇所の

特定，影響緩和措置の成立性等に応じた網羅的な事象進展の

評価が困難なことから，保守的に炉心損傷に直結する事象と

して抽出した。 

 

 

(4) 原子炉圧力容器・原子炉格納容器損傷 

容器の機能に期待している。破断の規模や使用可能な緩和設

備の状況によっては格納容器の機能に期待できる場合も考

えられる。 

(2) 計装・制御系喪失 

大規模な地震の発生により，計装・制御機能が喪失するこ

とで，プラントの監視及び制御が不能な状態に陥る可能性が

ある。計装・制御機能を喪失した場合であっても，喪失の規

模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止

できる可能性も考えられるが，一方で，ＥＣＣＳが起動不能

になること等が原因で炉心損傷に至る可能性も考えられる。

さらに，残留熱除去系が起動不能になること等の原因によ

り，格納容器の破損に至る可能性も考えられる。 

このように，大規模な地震による計装・制御系の喪失の規

模には不確かさが大きく，計装・制御機能が喪失した際のプ

ラントへの影響を特定することは困難であることから，保守

的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

(3) 格納容器バイパス 

大規模な地震では，格納容器外で配管破断等が発生し，格

納容器をバイパスした原子炉冷却材の流出が発生する可能

性がある。格納容器バイパス事象はインターフェイスシステ

ムＬＯＣＡとバイパス破断に細分化され，バイパス破断は通

常開等の隔離弁に接続している配管が格納容器外で破損す

ると同時に隔離弁が閉失敗することで原子炉冷却材が流出

する事象である。原子炉冷却材の流出や使用可能な緩和設備

の状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられ

るが，一方で，破断箇所の隔離に失敗したことで原子炉建屋

内の機器に悪影響が及び炉心損傷に至る可能性も考えられ

る。 

このように，大規模な地震発生後の格納容器バイパス事象

の影響には不確かさが大きく，配管破断の程度や破断箇所の

特定，影響緩和措置の成立性等に応じた網羅的な事象進展の

評価が困難なことから，保守的に炉心損傷に直結する事象と

して抽出した。 

 

【以下，比較のため，(5)を記載】 

(5) 格納容器損傷 

炉格納容器の機能に期待している。破断の規模や使用可能な

緩和設備の状況によっては原子炉格納容器の機能に期待で

きる場合も考えられる。 

(2) 計装・制御系喪失 

大規模な地震の発生により，計装・制御機能が喪失するこ

とでプラントの監視及び制御が不能な状態に陥る可能性が

ある。計装・制御機能を喪失した場合であっても，喪失の規

模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止

できる可能性も考えられるが，一方で，ＥＣＣＳが起動不能

になること等が原因で炉心損傷に至る可能性も考えられる。

さらに，残留熱除去系が起動不能になること等の原因によ

り，原子炉格納容器の破損に至る可能性も考えられる。 

このように，大規模な地震による計装・制御系の喪失の規

模には不確かさが大きく，計装・制御機能が喪失した際のプ

ラントへの影響を特定することは困難であることから，保守

的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

(3) 格納容器バイパス 

大規模な地震では，原子炉格納容器外で配管破断等が発生

し，原子炉格納容器をバイパスした原子炉冷却材の流出が発

生する可能性がある。格納容器バイパス事象はインターフェ

イスシステムＬＯＣＡとバイパス破断に細分化され，バイパ

ス破断は通常開等の隔離弁に接続している配管が原子炉格

納容器外で破損すると同時に隔離弁が閉失敗することで原

子炉冷却材が流出する事象である。原子炉冷却材の流出や使

用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる

可能性も考えられるが，一方で，破断箇所の隔離に失敗した

ことで原子炉建物内の機器に悪影響が及び炉心損傷に至る

可能性も考えられる。 

このように，大規模な地震発生後の格納容器バイパス事象

の影響には不確かさが大きく，配管破断の程度や破断箇所の

特定，影響緩和措置の成立性等に応じた網羅的な事象進展の

評価が困難なことから，保守的に炉心損傷に直結する事象と

して抽出した。 

 

 

(4) 原子炉格納容器損傷 
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【柏崎 6/7】 
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・解析結果の相違 
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大規模な地震では，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の

いずれか又は両方の損傷が発生する可能性がある。この場

合，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器のいずれか又は両方

の損傷により，原子炉停止や炉心冷却が困難となる可能性が

考えられる。大規模な地震において原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器のいずれか又は両方の損傷が発生した場合であ

っても，損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては

炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが，一方で，原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器のいずれか又は両方の損傷

に伴い ECCS の注水配管配管が破断し，炉心冷却が困難にな

る等の理由により，炉心損傷に至る可能性も考えられる。ま

た，原子炉圧力容器の損傷後に使用可能な緩和設備の状況に

よっては原子炉格納容器の除熱に失敗する等の原因により，

原子炉格納容器の破損に至る可能性も考えられるほか，大規

模な地震により原子炉格納容器の損傷が発生する可能性が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように，大規模な地震発生後の原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器のいずれか又は両方の損傷の規模や緩和機能

の状態には不確かさが大きく，損傷の規模や緩和機能の状態

による事象収束可能性の評価が困難なことから，保守的に炉

心損傷に直結する事象として抽出した。 

 

【以下，比較のため，(4)の記載を再掲】 

(4) 原子炉圧力容器・原子炉格納容器損傷 

大規模な地震では，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の

いずれか又は両方の損傷が発生する可能性がある。この場

合，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器のいずれか又は両方

大規模な地震では，格納容器の損傷が発生する可能性があ

る。この場合，格納容器の損傷により，原子炉の停止や炉心

冷却が困難となる可能性が考えられる。大規模な地震におい

て格納容器の損傷が発生した場合であっても，損傷の規模や

使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止でき

る可能性も考えられるが，一方で，格納容器の損傷に伴いＥ

ＣＣＳの注水配管が破断し，炉心冷却が困難になる等の理由

により，炉心損傷に至る可能性も考えられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように，大規模な地震発生後の原子炉圧力容器の損傷

の規模や緩和機能の状態には不確かさが大きく，損傷の規模

や緩和機能の状態による事象収束可能性の評価が困難なこ

とから，保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

【(5)はここまで】 

 

【以下，比較のため，(4)を記載】 

(4) 原子炉圧力容器損傷 

大規模な地震では，原子炉圧力容器の損傷が発生する可能

性がある。この場合，原子炉圧力容器の損傷により，原子炉

停止や炉心冷却が困難となる可能性が考えられる。大規模な

大規模な地震では，原子炉格納容器の損傷が発生する可能

性がある。また，原子炉格納容器の損傷に伴い，原子炉圧力

容器が損傷する可能性も考えられる。この場合，原子炉格納

容器の損傷又は原子炉格納容器と原子炉圧力容器の両方の

損傷により，原子炉停止や炉心冷却が困難となる可能性が考

えられる。大規模な地震において原子炉格納容器の損傷又は

原子炉格納容器と原子炉圧力容器の両方の損傷が発生した

場合であっても，損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況に

よっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが，一方

で，原子炉格納容器の損傷又は原子炉格納容器と原子炉圧力

容器の両方の損傷に伴いＥＣＣＳの注水配管が破断し，炉心

冷却が困難になる等の理由により，炉心損傷に至る可能性も

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように，大規模な地震発生後の原子炉格納容器の損傷

の規模や緩和機能の状態には不確かさが大きく，損傷の規模

や緩和機能の状態による事象収束可能性の評価が困難なこ

とから，保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

 

 

 

(5) 原子炉圧力容器損傷 

大規模な地震では，原子炉圧力容器の損傷が発生する可能

性がある。この場合，原子炉圧力容器の損傷により，原子炉

停止や炉心冷却が困難となる可能性が考えられる。大規模な

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，地震

ＰＲＡの事故シーケン

スの分類に基づき，原

子炉圧力容器損傷と原

子炉格納容器損傷を分

割しているが，記載内

容は同等。なお，島根

２号炉では原子炉格納

容器損傷の事故シーケ

ンスに原子炉格納容器

と原子炉圧力容器の両

方が損傷する事故シー

ケンスを含めており，

階層イベントツリー

上，原子炉圧力容器損

傷を原子炉格納容器損

傷の後に設定している 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉格納容器損傷に伴う

原子炉圧力容器損傷に

ついても記載している

が内容は同等 
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の損傷により，原子炉停止や炉心冷却が困難となる可能性が

考えられる。大規模な地震において原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器のいずれか又は両方の損傷が発生した場合であ

っても，損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては

炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが，一方で，原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器のいずれか又は両方の損傷

に伴い ECCS の注水配管配管が破断し，炉心冷却が困難にな

る等の理由により，炉心損傷に至る可能性も考えられる。ま

た，原子炉圧力容器の損傷後に使用可能な緩和設備の状況に

よっては原子炉格納容器の除熱に失敗する等の原因により，

原子炉格納容器の破損に至る可能性も考えられるほか，大規

模な地震により原子炉格納容器の損傷が発生する可能性が

ある。 

このように，大規模な地震発生後の原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器のいずれか又は両方の損傷の規模や緩和機能

の状態には不確かさが大きく，損傷の規模や緩和機能の状態

による事象収束可能性の評価が困難なことから，保守的に炉

心損傷に直結する事象として抽出した。 

【再掲はここまで】 

 

(5) 原子炉建屋損傷 

大規模な地震では，原子炉建屋又は原子炉建屋を支持して

いる基礎地盤が損傷することで，建屋内の原子炉格納容器，

原子炉圧力容器等の機器及び構造物が大規模な損傷を受け

る可能性がある。 

大規模な地震において原子炉建屋又は原子炉建屋を支持

している基礎地盤の損傷が発生した場合であっても，損傷の

規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防

止できる可能性も考えられるが，一方で，原子炉停止や炉心

冷却が困難となり，炉心損傷に至る可能性も考えられる。 

このように，大規模な地震発生後の原子炉建屋又は原子炉

建屋を支持している基礎地盤の損傷の規模や緩和機能の状

態には不確かさが大きく，損傷の規模や緩和機能の状態によ

る事象収束可能性の評価が困難なことから，保守的に炉心損

傷に直結する事象として抽出した。 

 

地震において原子炉圧力容器の損傷が発生した場合であっ

ても，損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉

心損傷を防止できる可能性も考えられるが，一方で，原子炉

圧力容器の損傷に伴いＥＣＣＳの注水配管が破断し，炉心冷

却が困難になる等の理由により，炉心損傷に至る可能性も考

えられる。また，原子炉圧力容器の損傷後に使用可能な緩和

設備の状況によっては格納容器の除熱に失敗する等の原因

により，格納容器の破損に至る可能性も考えられる。 

 

 

 

 

 

このように，大規模な地震発生後の格納容器の損傷の規模

や緩和機能の状態には不確かさが大きく，損傷の規模や緩和

機能の状態による事象収束可能性の評価が困難なことから，

保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

 

【(4)はここまで】 

 

(6) 原子炉建屋損傷 

大規模な地震では，原子炉建屋又は原子炉建屋を支持して

いる基礎地盤が損傷することで，建屋内の格納容器，原子炉

圧力容器等の機器及び構造物が大規模な損傷を受ける可能

性がある。 

大規模な地震において原子炉建屋又は原子炉建屋を支持

している基礎地盤の損傷が発生した場合であっても，損傷の

規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防

止できる可能性も考えられるが，一方で，原子炉停止や炉心

冷却が困難となり，炉心損傷に至る可能性も考えられる。 

このように，大規模な地震発生後の原子炉建屋又は原子炉

建屋を支持している基礎地盤の損傷の規模や緩和機能の状

態には不確かさが大きく，損傷の規模や緩和機能の状態によ

る事象収束可能性の評価が困難なことから，保守的に炉心損

傷に直結する事象として抽出した。 

 

地震において原子炉圧力容器の損傷が発生した場合であっ

ても，損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉

心損傷を防止できる可能性も考えられるが，一方で，原子炉

圧力容器の損傷に伴いＥＣＣＳの注水配管が破断し，炉心冷

却が困難になる等の理由により，炉心損傷に至る可能性も考

えられる。また，原子炉圧力容器の損傷後に使用可能な緩和

設備の状況によっては原子炉格納容器の除熱に失敗する等

の原因により，原子炉格納容器の破損に至る可能性も考えら

れる。 

 

 

 

 

このように，大規模な地震発生後の原子炉圧力容器の損傷

の規模や緩和機能の状態には不確かさが大きく，損傷の規模

や緩和機能の状態による事象収束可能性の評価が困難なこ

とから，保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

 

 

 

(6) 原子炉建物損傷 

大規模な地震では，原子炉建物が損傷することで，建物内

の原子炉格納容器，原子炉圧力容器等の機器及び構造物が大

規模な損傷を受ける可能性がある。 

 

大規模な地震において原子炉建物の損傷が発生した場合

であっても，損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況によっ

ては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが，一方で，

原子炉停止や炉心冷却が困難となり，炉心損傷に至る可能性

も考えられる。 

このように，大規模な地震発生後の原子炉建物の損傷の規

模や緩和機能の状態には不確かさが大きく，損傷の規模や緩

和機能の状態による事象収束可能性の評価が困難なことか

ら，保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

 

(7) 制御室建物損傷 

スの分類に基づき，原

子炉圧力容器損傷と原

子炉格納容器損傷を分

割しているが，記載内

容は同等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，地震

ＰＲＡにおける基礎地

盤の損傷について，そ

の裕度が建物等の構造

物に対して相対的に大

きいことから記載して

いない 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 
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(7) 津波浸水による最終ヒートシンク喪失 

防潮堤を越流した津波により非常用海水ポンプが被水・没

水することにより最終ヒートシンクが喪失し，ＥＣＣＳによ

る炉心冷却機能が喪失するとともに，崩壊熱除去機能が喪失

することで，炉心損傷に至る。 

本事故シーケンスグループには，襲来する津波の高さに応

じて次の 4つの事故シーケンスが含まれるが，いずれも防潮

堤の健全性が維持される事故シーケンスであり，津波による

影響の程度が特定できること，及び炉心損傷頻度が有意であ

ることを考慮し，必ず想定する事故シーケンスグループに対

大規模な地震では，制御室建物が損傷することで，建物内

の中央制御盤等が損傷を受ける可能性がある。 

大規模な地震において制御室建物の損傷が発生した場合

であっても，損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況によっ

ては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが，一方で，

原子炉停止や炉心冷却が困難となり，炉心損傷に至る可能性

も考えられる。 

このように，大規模な地震発生後の制御室建物の損傷の規

模や緩和機能の状態には不確かさが大きく，損傷の規模や緩

和機能の状態による事象収束可能性の評価が困難なことか

ら，保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

 

(8) 廃棄物処理建物損傷 

大規模な地震では，廃棄物処理建物が損傷することで，建

物内の補助盤室やバッテリー室等に設置された機器等が損

傷を受ける可能性がある。 

大規模な地震において廃棄物処理建物の損傷が発生した

場合であっても，損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況に

よっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが，一方

で，原子炉停止や炉心冷却が困難となり，炉心損傷に至る可

能性も考えられる。 

このように，大規模な地震発生後の廃棄物処理建物の損傷

の規模や緩和機能の状態には不確かさが大きく，損傷の規模

や緩和機能の状態による事象収束可能性の評価が困難なこ

とから，保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。 

 

(9) 直接炉心損傷に至る事象 

津波高さＥＬ20m を超える大規模な津波によって建物内に

浸水が発生した場合，計装・制御系，ＥＣＣＳ等の複数の緩

和機能が広範にわたって機能喪失する可能性がある。津波高

さＥＬ20m を超える大規模な津波によって建物内に浸水が発

生した場合であっても，損傷の規模や使用可能な緩和設備の

状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられる

が，一方で，浸水によりＥＣＣＳが機能喪失すること等が原

因で炉心冷却が困難となり，炉心損傷に至る可能性も考えら

れる。さらに，浸水により残留熱除去系が機能喪失すること

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，地震

ＰＲＡから抽出される

「制御室建物損傷」の

事故シーケンスについ

て記載した 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，地震

ＰＲＡから抽出される

「廃棄物処理建物損

傷」の事故シーケンス

について記載した 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，津波

ＰＲＡから抽出される

「直接炉心損傷に至る

事象」の事故シーケン

スについて記載した 
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上記の事故シーケンスグループについて，解釈に従い，有

効性評価における想定の要否を炉心損傷頻度又は影響度等

の観点から分析した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応しない事故シーケンスグループとして抽出した。 

・原子炉建屋内浸水による複数の緩和機能喪失（最終ヒー

トシンク喪失） 

・最終ヒートシンク喪失（蓄電池枯渇後ＲＣＩＣ停止） 

・最終ヒートシンク喪失＋高圧炉心冷却失敗 

・最終ヒートシンク喪失＋逃がし安全弁再閉鎖失敗 

(8) 防潮堤損傷 

津波波力により防潮堤が損傷し，多量の津波が敷地内に浸

水することで，非常用海水ポンプが被水・没水して最終ヒー

トシンクが喪失するとともに，屋内外の施設が広範囲にわた

り機能喪失して炉心損傷に至る事故シーケンスである。 

この事故シーケンスは，防潮堤の損傷による津波の影響の

程度を特定することが困難であるため，必ず想定する事故シ

ーケンスグループに対応しない，炉心損傷に直結する事象と

して抽出した。 

 

上記の事故シーケンス又は事故シーケンスグループにつ

いて，解釈に従い，有効性評価における想定の要否を炉心損

傷頻度又は影響度等の観点から分析した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波特有の事象である「(7) 津波浸水による最終ヒート

シンク喪失」の事故シーケンスグループについては，炉心損

傷頻度が 4.0×10－６／炉年と有意な値であり，また，本事故

シーケンスグループは敷地内への津波浸水によりプラント

への影響が他の事故シーケンスとは異なり，炉心損傷防止の

ために必要な対応が異なることから，新たに追加する事故シ

ーケンスグループとして抽出した。 

 

等の原因により，原子炉格納容器の破損に至る可能性も考え

られる。 

このように，津波高さＥＬ20m を超える大規模な津波によ

る損傷の規模や緩和機能の状態には不確かさが大きく，損傷

の規模や緩和機能の状態による事象収束可能性の評価が困

難なことから，保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の事故シーケンスについて，解釈に従い，有効性評価に

おける想定の要否を炉心損傷頻度又は影響度等の観点から分

析した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

地震・津波特有の事

象について東海第二は

追加する事故シーケン

スグループとして「(7) 

津波浸水による最終ヒ

ートシンク喪失」が抽

出されたことから事故

シーケンスグループに

ついても記載 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

東海第二は，(7)の事

故シーケンスグループ

を新たに追加する事故

シーケンスグループと

して記載 
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① 炉心損傷頻度の観点 

(1)～(5)の各事故シーケンスグループの炉心損傷

頻度には，必ずしも炉心損傷に直結する程の損傷に至

らない場合も含んでいる。別紙 2 のとおり，これらの

事故シーケンスグループは評価方法にかなりの保守

性を有している。 

 

また，地震動に応じた詳細な損傷の程度や影響を評価

することは困難なことから，現状，対象とする建屋や

機器等の損傷を以て炉心損傷直結事象として整理し

ているが，実際には地震の程度に応じ，機能を維持し

た設計基準事故対処設備等が残る場合も想定される。

機能を維持した設計基準事故対処設備等がある場合，

それを用いた対応に期待することにより，炉心損傷を

防止できる可能性もあると考える。これらを整理する

と以下のようになる。 

a) 炉心損傷直結と整理している事象が発生した

が，損傷の程度が軽微であったり，機能喪失を免

れた緩和機能によって炉心損傷を回避できる場

合。 

b) 炉心損傷直結と整理している事象が発生した

が，緩和機能による炉心損傷の防止が可能な程度

の損傷であり，機能喪失を免れた緩和機能があっ

たものの，それらのランダム故障によって炉心損

傷に至る場合。 

c) 緩和機能の有無に関わらず炉心損傷を防止でき

ない規模の炉心損傷直結事象が発生し，炉心損傷

に至る場合。 

 

また，地震・津波特有の事象である(1)～(6)及び(8)の各

事故シーケンスについては，以下に示すとおり解釈に基づき

想定する事故シーケンスグループと比較して頻度及び影響

の観点から検討した結果，新たに追加する必要はないと総合

的に判断した。 

 

 

① 炉心損傷頻度の観点 

(1)～(6)の各事故シーケンスの炉心損傷頻度には，必ずし

も炉心損傷に直結するほどの損傷に至らない場合も含んで

いる。 

別紙2のとおり，これらの事故シーケンスは評価方法にか

なりの保守性を有している。 

 

また，地震動に応じた詳細な損傷の程度や影響を評価するこ

とは困難なことから，現状，対象とする建屋や機器等の損傷

をもって炉心損傷直結事象として整理しているが，実際には

地震の程度に応じ，機能を維持した設計基準事故対処設備等

が残る場合も想定される。機能を維持した設計基準事故対処

設備等がある場合，それを用いた対応に期待することによ

り，炉心損傷を防止できる可能性もあると考える。これらを

整理すると以下のようになる。 

 

a) 炉心損傷直結と整理している事象が発生したが，損傷の

程度が軽微であったり，機能喪失を免れた緩和機能によ

って炉心損傷を回避できる場合。 

 

b) 炉心損傷直結と整理している事象が発生したが，緩和機

能による炉心損傷の防止が可能な程度の損傷であり，機

能喪失を免れた緩和機能があったものの，それらのラン

ダム故障によって炉心損傷に至る場合。 

 

c) 緩和機能の有無に関わらず炉心損傷を防止できない規

模の炉心損傷直結事象が発生し，炉心損傷に至る場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 炉心損傷頻度の観点 

(1)～(8)の各事故シーケンスの炉心損傷頻度には，必ずし

も炉心損傷に直結する程の損傷に至らない場合も含んでい

る。別紙２のとおり，これらの事故シーケンスは評価方法に

かなりの保守性を有している。 

 

 

また，地震動に応じた詳細な損傷の程度や影響を評価するこ

とは困難なことから，現状，対象とする建物や機器等の損傷

をもって炉心損傷直結事象として整理しているが，実際には

地震の程度に応じ，機能を維持した設計基準事故対処設備等

が残る場合も想定される。機能を維持した設計基準事故対処

設備等がある場合，それを用いた対応に期待することによ

り，炉心損傷を防止できる可能性もあると考える。これらを

整理すると以下のようになる。 

 

ａ．炉心損傷直結と整理している事象が発生したが，損傷の

程度が軽微であったり，機能喪失を免れた緩和機能によっ

て炉心損傷を回避できる場合。 

 

ｂ．炉心損傷直結と整理している事象が発生したが，緩和機

能による炉心損傷の防止が可能な程度の損傷であり，機能

喪失を免れた緩和機能があったものの，それらのランダム

故障によって炉心損傷に至る場合。 

 

ｃ．緩和機能の有無に関わらず炉心損傷を防止できない規模

の炉心損傷直結事象が発生し，炉心損傷に至る場合。 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，(7)以外

の事故シーケンスグル

ープを新たに追加する

必要はないと判断して

いることを記載 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地震・津波特有の事

象として抽出した事故

シーケンスの数の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「もっ

て」と記載（以下，同

様の相違は記載を省

略） 

 

・付番の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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a)～c)の整理のとおり，a)の場合は炉心損傷を防止

できると考えられるため，評価を詳細化することで

(1)～(5)の各事故シーケンスグループの炉心損傷頻

度は現在の値よりも更に小さい値になると推定され

る。また，機能を維持した設計基準事故対処設備等に

期待した上で，そのランダム故障により炉心損傷に至

る場合のシーケンスは，内部事象運転時レベル 1PRA 

の結果から抽出された既存の事故シーケンスグルー

プに包絡されるものと考える。これらの事故シーケン

スグループに対して，炉心損傷頻度の観点では，地震

PRAの精度を上げることが望ましいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 影響度(事象の厳しさ)の観点 

(1)～(5)の各事故シーケンスグループが発生した

際の事象の厳しさについて，建屋や機器の損傷の程度

や組み合わせによって事象の厳しさに幅が生じると

a)～c)の整理のとおり，a)の場合は炉心損傷を防止できる

と考えられるため，評価を詳細化することで(1)～(6)の各事

故シーケンスの炉心損傷頻度は現在の値よりも更に小さい

値になると推定される。また，機能を維持した設計基準事故

対処設備等に期待した上で，そのランダム故障により炉心損

傷に至る場合の事故シーケンスは，内部事象レベル１ＰＲＡ

の結果から抽出された既存の事故シーケンスグループに包

絡されるものと考える。これらの事故シーケンスに対して，

炉心損傷頻度の観点では，地震ＰＲＡの精度を上げることが

望ましいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，(8)の事故シーケンスについては，津波ＰＲＡから

抽出される事故シーケンスであるが，炉心損傷頻度は3.3×

10－７／炉年であり，全炉心損傷頻度に対して0.4％程度と小

さい寄与となっているが，この炉心損傷頻度は防潮堤前面で

の津波高さがT.P.＋24mを超える津波の発生頻度と同じとし

ており，T.P.＋24mの津波に対する防潮堤の損傷確率を保守

的に1として評価しているため，防潮堤の損傷確率を詳細に

評価すること等によりこの事故シーケンスの炉心損傷頻度

は更に小さい値になると推定される。 

 

 

 

② 影響度(事象の厳しさ)の観点 

(1)～(6)の各事故シーケンスが発生した際の事象の厳し

さについて，建屋や機器の損傷の程度や組合せによって事象

の厳しさに幅が生じると考えられ，定量的に分析することは

(1)～(8)の事故シーケンスついては，地震レベル１ＰＲＡ

から抽出される事故シーケンスであるが，炉心損傷頻度は10

－７／炉年程度と小さく，上記の整理のとおり，ａ．の場合は

炉心損傷を防止できると考えられるため，評価を詳細化する

ことで(1)～(8)の各事故シーケンスの炉心損傷頻度は現在

の値よりも更に小さい値になると推定される。また，機能を

維持した設計基準事故対処設備等に期待した上で，そのラン

ダム故障により炉心損傷に至る場合の事故シーケンスは，内

部事象運転時レベル１ＰＲＡの結果から抽出された既存の

事故シーケンスグループに包絡されるものと考える。これら

の事故シーケンスに対して，炉心損傷頻度の観点では，地震

レベル１ＰＲＡの精度を上げることが望ましいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，(9)の事故シーケンスついては，津波レベル１ＰＲ

Ａから抽出される事故シーケンスであるが，炉心損傷頻度は

1.2×10－７／炉年と小さく，また，この炉心損傷頻度は小規

模な損傷の影響を含めた値であり，浸水による屋内外の施設

の損傷の規模によっては，機能維持している設備により原子

炉への注水を継続することで，炉心損傷が回避できる可能性

があり，現実的には更に小さい値になると推定される。 

 

 

 

 

 

② 影響度（事象の厳しさ）の観点 

(1)～(8)の各事故シーケンスが発生した際の事象の厳し

さについて，建物や機器の損傷の程度や組合せによって事象

の厳しさに幅が生じると考えられ，定量的に分析することは

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は地震Ｐ

ＲＡから抽出される事

故シーケンスの炉心損

傷頻度の観点を記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7 及び東海第

二は「a)～c)の整理の

とおり」と記載してい

るが，島根２号炉は「上

記の整理のとおり」と

記載 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地震特有の事象とし

て抽出した事故シーケ

ンスの数の相違 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，津

波特有の事象について

も記載した 

【東海第二】 

島根２号炉では津波

ＰＲＡから抽出される

「直接炉心損傷に至る

事象」の事故シーケン

スの炉心損傷頻度の観

点を記載 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地震特有の事象とし
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考えられ，定量的に分析することは難しいと考えるも

のの，地震と同時に炉心が損傷する状況は考え難い。

現状，対象とする建屋や機器等の損傷を以て炉心損傷

直結事象として整理しているが，実際には機能を維持

した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備，可

搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。

このように，事象の厳しさの観点では，高圧・低圧注

水機能喪失や全交流動力電源喪失等と同等となる場

合もあると考える。また，損傷の程度が大きく，設計

基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待でき

ない場合には，大規模損壊対策を含め，使用可能な設

備によって臨機応変に影響緩和を試みる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 炉心損傷防止対策の観点 

現状，対象とする建屋や機器等の損傷を以て炉心損

傷直結として整理している(1)～(5)の各事故シーケ

ンスグループについて，炉心損傷直結としていること

の保守性を踏まえて定性的に考察すると，①及び②で

述べたとおり，(1)～(5)の事象が発生するものの，機

能を維持した設計基準事故対処設備等が残る場合も

考えられる。この場合，炉心損傷に至るか否かは地震

によって機能を喪失した設備及び機能を維持した設

計基準事故対処設備等のランダム故障によるため，内

部事象運転時レベル 1PRA の結果から抽出された既存

の事故シーケンスグループに包絡されると考えられ

難しいと考えるものの，地震と同時に炉心が損傷する状況は

考え難い。現状，対象とする建屋や機器等の損傷をもって炉

心損傷直結事象として整理しているが，実際には機能を維持

した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備，可搬型の

機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。このように，

事象の厳しさの観点では，高圧・低圧注水機能喪失や全交流

動力電源喪失等と同等となる場合もあると考える。また，損

傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備や重大事故等対処

設備に期待できない場合には，大規模損壊対策を含め，使用

可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。 

 

 

また，(8)の事故シーケンスが発生した際の事象の厳しさ

について，防潮堤の損傷の程度によって事象の厳しさには幅

が生じると考えられ，定量的に分析することは難しいと考え

るものの，実際には機能を維持した設計基準事故対処設備や

重大事故等対処設備，可搬型の機器等で炉心損傷を試みるも

のと考える。このように，事象の厳しさの観点では，全交流

動力電源喪失等と同等となる場合もあると考える。また，損

傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備や重大事故等対処

設備に期待できない場合には，大規模損壊対策を含め，使用

可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。 

 

 

③ 炉心損傷防止対策の観点 

現状，対象とする建屋や機器等の損傷をもって炉心損傷直

結として整理している(1)～(6)の各事故シーケンスについ

て，炉心損傷直結としていることの保守性を踏まえて定性的

に考察すると，①及び②で述べたとおり，(1)～(6)の事象が

発生するものの，機能を維持した設計基準事故対処設備等が

残る場合も考えられる。この場合，炉心損傷に至るか否かは

地震によって機能を喪失した設備及び機能を維持した設計

基準事故対処設備等のランダム故障によるため，内部事象運

転時レベル１ＰＲＡの結果から抽出された既存の事故シー

ケンスグループに包絡されると考えられる。 

また，炉心損傷を防止できる場合も考えられるため，炉心

難しいと考えるものの，地震と同時に炉心が損傷する状況は

考え難い。現状，対象とする建物や機器等の損傷をもって炉

心損傷直結事象として整理しているが，実際には機能を維持

した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備，可搬型の

機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。このように，

事象の厳しさの観点では，高圧・低圧注水機能喪失や全交流

動力電源喪失等と同等となる場合もあると考える。また，損

傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備や重大事故等対処

設備に期待できない場合には，大規模損壊対策を含め，使用

可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。 

 

 

また，(9)の事故シーケンスが発生した際の事象の厳しさ

について，敷地内及び建物内への浸水の程度によって事象の

厳しさに幅が生じると考えられ，定量的に分析することは難

しいと考えるものの，実際には機能を維持した設計基準事故

対処設備や重大事故等対処設備，可搬型の機器等で炉心損傷

防止を試みるものと考える。このように，事象の厳しさの観

点では，全交流動力電源喪失等と同等となる場合もあると考

える。また，損傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備や

重大事故等対処設備に期待できない場合には，大規模損壊対

策を含め，使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試

みる。 

 

③ 炉心損傷防止対策の観点 

現状，対象とする建物や機器等の損傷をもって炉心損傷直

結事象と整理している(1)～(8)の各事故シーケンスについ

て，炉心損傷直結としていることの保守性を踏まえて定性的

に考察すると，①及び②で述べたとおり，(1)～(8)の事象が

発生するものの，機能を維持した設計基準事故対処設備等が

残る場合も考えられる。この場合，炉心損傷に至るか否かは

地震によって機能を喪失した設備及び機能を維持した設計

基準事故対処設備等のランダム故障によるため，内部事象運

転時レベル１ＰＲＡの結果から抽出された既存の事故シー

ケンスグループに包絡されると考えられる。また，炉心損傷

を防止できる場合も考えられるため，炉心損傷頻度は現在の

て抽出した事故シーケ

ンスの数の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，津

波特有の事象について

も記載した 

【東海第二】 

島根２号炉では津波

ＰＲＡから抽出される

「直接炉心損傷に至る

事象」の事故シーケン

スの事象の厳しさの観

点を記載 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地震特有の事象とし

て抽出した事故シーケ

ンスの数の相違 
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る。また，炉心損傷を防止できる場合も考えられるた

め，炉心損傷頻度は現在の値よりも低下するものと考

えられる。 

損傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備や重大

事故等対処設備に期待できない場合には，大規模損壊

対策を含め，建屋以外に分散配置した設備や可搬型の

機器を駆使し，臨機応変に対応することによって，炉

心損傷や格納容器破損を防止することになる。 

上記のように，(1)～(5)の各事故シーケンスグルー

プは，実際のところプラントへの影響に不確かさが大

きく，具体的なシーケンスを特定することが困難であ

る。このため，外部事象に特有の事故シーケンスグル

ープについては，炉心損傷防止対策の有効性評価の事

故シーケンスグループとしてシーケンスを特定して

評価するのではなく，発生する事象の程度や組合せに

応じて炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を

柔軟に活用するとともに，建屋全体が崩壊し内部の安

全系機器・配管の全てが機能を喪失するような深刻な

損傷の場合には可搬型のポンプ，電源，放水設備等等

を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図るこ

とで対応するべきものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の検討を踏まえ，(1)～(5)の各事故シーケンスグループ

は，一定の安全機能喪失時の対策の有効性を評価するシナリオ

損傷頻度は現在の値よりも低下するものと考えられる。 

 

 

損傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備や重大事故等

対処設備に期待できない場合には，大規模損壊対策を含め，

建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し，臨機

応変に対応することによって，炉心損傷や格納容器破損を防

止することになる。 

上記のように，(1)～(6)の各事故シーケンスは，実際のと

ころプラントへの影響に不確かさが大きく，具体的な事故シ

ーケンスを特定することが困難である。このため，外部事象

に特有の事故シーケンスについては，炉心損傷防止対策の有

効性評価の事故シーケンスグループとして事故シーケンス

を特定して評価するのではなく，発生する事象の程度や組合

せに応じて炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔

軟に活用するとともに，建屋全体が崩壊し内部の安全系機

器・配管の全てが機能を喪失するような深刻な損傷の場合に

は可搬型のポンプ，電源，放水設備等々を駆使した大規模損

壊対策による影響緩和を図ることで対応するべきものと考

える。 

 

また，(8)の事故シーケンスについても，防潮堤の損傷の

程度によっては機能を維持した設計基準事故対処設備や重

大事故等対処設備による対応に期待できる場合も考えられ，

損傷の程度が大きく設計基準事故対処設備や重大事故等対

処設備に期待できない場合には，大規模損壊対策を含め，使

用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。 

 

 

 

 

 

 

 

以上の検討を踏まえ，(1)～(6)及び(8)の各事故シーケン

スは，一定の安全機能喪失時の対策の有効性を評価するシナ

値よりも低下するものと考えられる。 

 

 

損傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備や重大事故等

対処設備に期待できない場合には，大規模損壊対策を含め，

建物以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し，臨機

応変に対応することによって，炉心損傷や格納容器破損を防

止することになる。 

上記のように，(1)～(8)の各事故シーケンスは，実際のと

ころプラントへの影響に不確かさが大きく，具体的な事故シ

ーケンスを特定することが困難である。このため，外部事象

に特有の事故シーケンスについては，炉心損傷防止対策の有

効性評価の事故シーケンスグループとして事故シーケンス

を特定して評価するのではなく，発生する事象の程度や組合

せに応じて炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔

軟に活用するとともに，建物全体が崩壊し内部の安全系機

器・配管のすべてが機能を喪失するような深刻な損傷の場合

には可搬型のポンプ，電源，放水設備等を駆使した大規模損

壊対策による影響緩和を図ることで対応すべきものと考え

る。 

 

また，(9)の事故シーケンスについても，敷地内及び建物

内への浸水の程度によっては機能を維持した設計基準事故

対処設備や重大事故等対処設備による対応に期待できる場

合も考えられ，損傷の程度が大きく設計基準事故対処設備や

重大事故等対処設備に期待できない場合には，大規模損壊対

策を含め，使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試

みる。 

 

 

 

 

 

 

以上の検討を踏まえ，(1)～(8)の各事故シーケンスは，一定

の安全機能喪失時の対策の有効性を評価するシナリオとして

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地震特有の事象とし

て抽出した事故シーケ

ンスの数の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，津

波特有の事象について

も記載した 

【東海第二】 

島根２号炉では津波

ＰＲＡから抽出される

「直接炉心損傷に至る

事象」の事故シーケン

スの炉心損傷防止対策

の観点を記載 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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としては適当でない事象であり，新たに追加するシーケンスと

はしないことを確認した。また，(1)～(5)の各事故シーケンス

グループを炉心損傷頻度及び影響度の観点から総合的に判断

した結果，解釈に基づき想定する事故シーケンスグループと比

較して有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグルー

プとして，新たに追加するシーケンスには該当しないと判断し

た。 

 

また，上記の検討及び別紙 2のとおり，大規模な地震を受け

た場合であっても，炉心損傷に直結するほどの損傷が生じるこ

とは考えにくく，大規模な地震を受けた場合の大部分は使用可

能な緩和機能によって炉心損傷防止を試みることが可能であ

るものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3 炉心損傷後の原子炉格納容器の機能への期待可否に基

づく整理 

内部事象レベル1PRA，PRA が適用可能な外部事象として地震

及び津波レベル1PRA を実施し，地震，津波以外の外部事象に

ついてはPRA に代わる方法で概略評価を実施した結果，追加す

べき新たな事故シーケンスグループはないことを確認した。 

 

したがって，柏崎刈羽原子力発電所6 号及び7 号炉の有効性

リオとしては適当でない事象であり，新たに追加するシーケ

ンスとはしないことを確認した。また，(1)～(6)及び(8)の

各事故シーケンスを炉心損傷頻度及び影響度の観点から総

合的に判断した結果，解釈に基づき必ず想定する事故シーケ

ンスグループと比較して有意な頻度又は影響をもたらす事

故シーケンスグループとして，新たに追加するシーケンスに

は該当しないと判断した。 

 

また，上記の検討及び別紙2 のとおり，大規模な地震を受

けた場合であっても，炉心損傷に直結するほどの損傷が生じ

ることは考えにくく，大規模な地震を受けた場合の大部分は

使用可能な緩和機能によって炉心損傷防止を試みることが

可能であるものと考える。 

 

 

 

津波による防潮堤損傷についても，防潮堤の機能が全て喪失

するほどの損傷が生じることは考えにくく，敷地内に多量の

津波が流入した場合でも，使用可能な津波防護対象設備によ

って炉心損傷防止を試みることが可能であるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3 炉心損傷後の格納容器の機能への期待可否に基づく整

理 

内部事象レベル１ＰＲＡ，ＰＲＡが適用可能な外部事象とし

て地震及び津波レベル１ＰＲＡを実施し，地震，津波以外の外

部事象についてはＰＲＡに代わる方法で概略評価を実施した

結果，追加すべき新たな事故シーケンスグループとして「津波

浸水による最終ヒートシンク喪失」を抽出した。 

したがって，東海第二発電所の有効性評価で想定する事故シ

は適当でない事象であり，新たに追加するシーケンスとはしな

いことを確認した。また，(1)～(8)の各事故シーケンスを炉心

損傷頻度及び影響度の観点から総合的に判断した結果，解釈に

基づき想定する事故シーケンスグループと比較して有意な頻

度又は影響をもたらす事故シーケンスグループとして新たに

追加するシーケンスには該当しないと判断した。 

 

 

また，上記の検討及び別紙２のとおり，大規模な地震を受け

た場合であっても，炉心損傷に直結する程の損傷が生じること

は考えにくく，大規模な地震を受けた場合の大部分は使用可能

な緩和機能によって炉心損傷防止を試みることが可能である

ものと考えられる。 

 

 

 

(9)の事故シーケンスについても，計装・制御系，ＥＣＣＳ

等の複数の緩和機能がすべて喪失する程の損傷が生じること

は考えにくく，使用可能な設備によって炉心損傷防止を試みる

ことが可能であるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3 炉心損傷後の原子炉格納容器の機能への期待可否に基

づく整理 

内部事象運転時レベル１ＰＲＡ，ＰＲＡが適用可能な外部事

象として地震及び津波レベル１ＰＲＡを実施し，地震，津波以

外の外部事象についてはＰＲＡに代わる方法で概略評価を実

施した結果，追加すべき新たな事故シーケンスグループはない

ことを確認した。 

したがって，島根原子力発電所２号炉の有効性評価で想定す

地震・津波特有の事

象として抽出した事故

シーケンスの数の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「ほど」

と記載（以下，同様の

相違は記載を省略） 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，津

波特有の事象について

も記載した 

【東海第二】 

島根２号炉では津波

ＰＲＡから抽出される

「直接炉心損傷に至る

事象」の事故シーケン

スの対応を記載 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は追加す
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評価で想定する事故シーケンスグループは，解釈１－１(a)の

必ず想定する事故シーケンスグループのみとなる。これについ

て，以下に示す解釈１－２及び１－４の要件に基づいて整理

し，各事故シーケンスグループの対策の有効性の確認における

要件を整理した。 

 

１－２ 第１項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するため

に必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件

を満たすものであること。 

(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい

損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあ

っては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対

策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲

内で有効性があることを確認する。 

(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい

損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難

なもの(格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパ

ス等)にあっては，炉心の著しい損傷を防止する対策に

有効性があることを確認する。 

１－４ 上記１－２(a)の「十分な対策が計画されており」とは，

国内外の先進的な対策と同等のものが講じられている

ことをいう。 

 

整理の結果は以下のとおり。 

○解釈１－２(a)に分類される事故シーケンスグループ 

・高圧・低圧注水機能喪失 

・高圧注水・減圧機能喪失 

・全交流動力電源喪失 

・LOCA 時注水機能喪失 

 

 

 

 

 

 

 

ーケンスグループは，解釈１－１(a)の必ず想定する事故シー

ケンスグループ及び新たに追加した「津波浸水による最終ヒー

トシンク喪失」となる。これについて，以下に示す解釈１－２

及び１－４の要件に基づいて整理し，各事故シーケンスグルー

プの対策の有効性の確認における要件を整理した。 

 

１－２ 第１項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するため

に必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件

を満たすものであること。 

(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい

損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあ

っては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対

策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲

内で有効性があることを確認する。 

(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい

損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難

なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイ

パス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対

策に有効性があることを確認する。 

１－４ 上記１－２(a)の「十分な対策が計画されており」と

は、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられて

いることをいう。 

 

整理の結果は以下のとおり。 

○解釈１－２(a)に分類される事故シーケンスグループ 

・高圧・低圧注水機能喪失 

・高圧注水・減圧機能喪失 

・全交流動力電源喪失 

・ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

・津波浸水による最終ヒートシンク喪失 

 

 

 

 

 

 

る事故シーケンスグループは，解釈１－１(a)の必ず想定する

事故シーケンスグループのみとなる。これについて，以下に示

す解釈１－２及び１－４の要件に基づいて整理し，各事故シー

ケンスグループの対策の有効性の確認における要件を整理し

た。 

 

１－２ 第１項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するために

必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たす

ものであること。 

(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損

傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、

炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画され

ており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があるこ

とを確認する。 

(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損

傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの

（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあ

っては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があるこ

とを確認する。 

１－４ 上記１－２(a)の「十分な対策が計画されており」とは、

国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていること

をいう。 

 

整理の結果は以下のとおり。 

○解釈１－２(a)に分類される事故シーケンスグループ 

・高圧・低圧注水機能喪失 

・高圧注水・減圧機能喪失 

・全交流動力電源喪失 

・ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

 

 

 

 

 

 

 

べき新たな事故シーケ

ンスグループはない

が，東海第二は新たな

事故シーケンスグルー

プを抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

東海第二は津波特有

の事故シーケンスを新

たな事故シーケンスグ

ループとして抽出 
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○解釈１－２(b)に分類される事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失 

・原子炉停止機能喪失 

・格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA) 

○解釈１－２(b)に分類される事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失 

・原子炉停止機能喪失 

・格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

○解釈１－２(b)に分類される事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失 

・原子炉停止機能喪失 

・格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

 

付録1-37



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて 

事故シーケンスグループ別に事故シーケンス，炉心損傷防止

対策について整理した結果を第1-7 表に示す。 

 

 

解釈１－２(a)の事故シーケンスグループに含まれる事故シ

ーケンスに対しては，炉心の著しい損傷を防止するための対策

として，国内外の先進的な対策と同等のものを講じることが要

求されている。 

一方で，事故シーケンスの中には，国内外の先進的な対策を

考慮しても，炉心損傷防止対策を講じることが困難なシーケン

スが存在する。具体的には以下の2 つの事故シーケンスが該当

する。なお，国内外の先進的な対策と柏崎刈羽原子力発電所6 

号及び7 号炉の対策の比較を別紙3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 大破断 LOCA＋HPCF 注水失敗＋低圧 ECCS 注水失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 全交流動力電源喪失(外部電源喪失＋DG 喪失)＋原子

1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて 

事故シーケンスグループ別に事故シーケンス及び炉心損傷

防止対策について整理した結果を第1－3表に示す。 

 

 

解釈１－２(a)の事故シーケンスグループに含まれる事故シ

ーケンスに対しては，炉心の著しい損傷を防止するための対策

として，国内外の先進的な対策と同等のものを講じることが要

求されている。 

一方で，事故シーケンスの中には，国内外の先進的な対策を

考慮しても，炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シー

ケンスが存在する。具体的には以下の3つの事故シーケンスが

該当する。なお，国内外の先進的な対策と東海第二発電所の対

策の比較を別紙3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失

敗 

 

 

 

 

 

 

②直流電源喪失＋原子炉停止失敗 

 

 

 

③交流電源喪失＋原子炉停止失敗 

1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて 

事故シーケンスグループ別に事故シーケンス及び炉心損傷

防止対策について整理した結果を第1－7表に示す。 

 

 

解釈１－２(a)の事故シーケンスグループに含まれる事故シ

ーケンスに対しては，炉心の著しい損傷を防止するための対策

として，国内外の先進的な対策と同等のものを講じることが要

求されている。 

一方で，事故シーケンスの中には，国内外の先進的な対策を

考慮しても，炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シー

ケンスが存在する。具体的には以下の２つの事故シーケンスが

該当する。なお，国内外の先進的な対策と島根原子力発電所２

号炉の対策の比較を別紙３に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋高圧炉心冷却失敗＋

低圧炉心冷却失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋交流電源・補機

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「，」で

はなく「及び」と記載 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

ＰＲＡから抽出され

る事故シーケンスの差

異（東海第二は，地震

ＰＲＡにおける直流電

源喪失の事故シーケン

スを展開しているが，

島根２号炉は階層イベ

ントツリーでＴＢＤに

分類）（以下，①の相違） 

 

・事故シーケンス名称

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備名称の相違によ

り①の事故シーケンス

名称に相違があるが内

容は同等 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

・事故シーケンス名称
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炉停止失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の事故シーケンスは，原子炉圧力容器から多量の冷却材が

短時間で失われていく事象であり，大破断LOCA 後は数分以内

に多量の注水を開始しなければ炉心損傷を防止することがで

きない。今回の調査では，事象発生から極めて短時間に多量の

注入が可能な対策(インターロックの追設等)は確認できなか

ったことから，このシーケンスを国内外の先進的な対策を考慮

しても，炉心損傷防止対策を講じることが困難なシーケンスと

して整理した。 

以上より，①の事故シーケンスについては，格納容器破損防

止対策の有効性評価の対象とすることとし，炉心損傷防止対策

の有効性評価の対象とする事故シーケンスから除外した(重要

事故シーケンス選定の対象とする事故シーケンスから除外す

る)。 

①の事故シーケンスについても，炉心損傷後の原子炉への注

水や格納容器スプレイ等の実施により，事象の緩和に期待でき

る。また，今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格

納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している

(「2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格

納容器破損防止対策の有効性」参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の事故シーケンスは，原子炉圧力容器から多量の冷却材が

短時間で失われていく事象であり，大破断ＬＯＣＡ後は数分以

内に多量の注水を開始しなければ炉心損傷を防止することが

できない。今回の調査では，事象発生から極めて短時間に多量

の注水が可能な対策（インターロックの追設等）は確認できな

かったことから，この事故シーケンスを国内外の先進的な対策

を考慮しても，炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シ

ーケンスとして整理した。 

以上より，①の事故シーケンスについては，格納容器破損防

止対策の有効性評価の対象とすることとし，炉心損傷防止対策

の有効性評価の対象とする事故シーケンスから除外した（重要

事故シーケンス選定の対象とする事故シーケンスから除外す

る）。 

①の事故シーケンスについても，炉心損傷後の原子炉への注

水や格納容器スプレイ等の実施により，事象の緩和に期待でき

る。また，今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器

の閉じ込め機能に期待できることを確認している（「2.3.3 炉

心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容器破損

防止対策の有効性」参照）。 

 

 

 

 

 

冷却系喪失）＋原子炉停止失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の事故シーケンスは，原子炉圧力容器から多量の原子炉冷

却材が短時間で失われていく事象であり，大破断ＬＯＣＡ後は

数分以内に多量の注水を開始しなければ炉心損傷を防止する

ことができない。今回の調査では，事象発生から極めて短時間

に多量の注入が可能な対策（インターロックの追設等）は確認

できなかったことから，この事故シーケンスを国内外の先進的

な対策を考慮しても，炉心損傷防止対策を講じることが困難な

事故シーケンスとして整理した。 

以上より，①の事故シーケンスについては，格納容器破損防

止対策の有効性評価の対象とすることとし，炉心損傷防止対策

の有効性評価の対象とする事故シーケンスから除外した（重要

事故シーケンス選定の対象とする事故シーケンスから除外す

る）。 

①の事故シーケンスについても，炉心損傷後の原子炉への注

水や格納容器スプレイ等の実施により，事象の緩和に期待でき

る。また，今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格

納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している

（「2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する

格納容器破損防止対策の有効性」参照）。 

 

 

 

 

 

の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では②の

事故シーケンスを地震

ＰＲＡの階層イベント

ツリーのヘディング名

で記載しているため，

「ＤＧ喪失」と「交流

電源・補機冷却系喪失」

について，事故シーケ

ンス名称が異なってい

るが内容は同等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・項目番号の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 2.2.3

にて，「炉心損傷防止が

困難な事故シーケンス

等に対する格納容器破

損防止対策の有効性」

を記載 
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②の事故シーケンスは，原子炉スクラムの失敗と全交流動力

電源の喪失が重畳する事故シーケンスである。制御棒による原

子炉停止に期待できない場合の代替の原子炉停止手段として

はほう酸水注入系を設けているが，全交流動力電源の喪失によ

ってほう酸水注入系が機能喪失に至ることから，炉心損傷を防

ぐことができない。今回の調査では，原子炉停止機能について，

ほう酸水注入系に期待できない場合のバックアップとなる対

策は確認できなかったことから，このシーケンスを，国内外の

先進的な対策を考慮しても，炉心損傷防止対策を講じることが

困難なシーケンスとして整理した。 

 

②の事故シーケンスは地震レベル1PRA から抽出された事故

シーケンスである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉スクラムの失敗の支配的な理由として，カットセットの

分析結果(別紙5)からは，地震による炉内構造物の損傷等が抽

出されている。今回の地震レベル1PRA では，事象発生と同時

に最大の地震加速度を受けるものとして評価しているが，事象

発生と同時にどの程度の地震加速度が加えられるかについて，

実際には不確かさが大きい。炉内構造物の低い損傷確率(5%損

傷確率)であることが高い信頼度(95%信頼度)で推定できる地

震加速度（以下「HCLPF」という。）は「地震加速度大」のスク

ラム信号が発信される地震加速度よりも大幅に高い値であり，

実際に大規模な地震が発生した場合には，地震による炉内構造

物の損傷等が生じる前にスクラム信号が発信されると考えら

れる。また，地震レベル1PRA では機器の損傷を完全相関とし

ていることから，例えば1 本のみの制御棒挿入に失敗する場合

であってもスクラム失敗により炉心損傷するものとして評価

 

②及び③の事故シーケンスは，原子炉スクラムの失敗と直流

電源喪失又は全交流動力電源の喪失が重畳する事故シーケン

スである。制御棒による原子炉停止に期待できない場合の代替

の原子炉停止手段としてはほう酸水注入系を設けているが，直

流電源の喪失又は全交流動力電源の喪失によってほう酸水注

入系が機能喪失に至ることから，炉心損傷を防止することがで

きない。今回の調査では，原子炉停止機能について，ほう酸水

注入系に期待できない場合のバックアップとなる対策は確認

できなかったことから，この事故シーケンスを，国内外の先進

的な対策を考慮しても，炉心損傷防止対策を講じることが困難

な事故シーケンスとして整理した。 

②及び③の事故シーケンスはいずれも地震レベル１ＰＲＡ

から抽出された事故シーケンスである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉スクラムの失敗の支配的な理由として，カットセットの

分析結果（別紙7）からは，地震による炉内構造物の損傷等が

抽出されている。今回の地震レベル１ＰＲＡでは，事象発生と

同時に最大の地震加速度を受けるものとして評価しているが，

事象発生と同時にどの程度の地震加速度が加えられるかにつ

いて，実際には不確かさが大きい。炉内構造物の低い損傷確率

（5％損傷確率）であることが高い信頼度（95％信頼度）で推

定できる地震加速度（以下「ＨＣＬＰＦ」という。）は「地震

加速度大」のスクラム信号が発信される地震加速度よりも大幅

に高い値であり，実際に大規模な地震が発生した場合には，地

震による炉内構造物の損傷等が生じる前にスクラム信号が発

信されると考えられる。また，地震レベル1ＰＲＡでは機器の

損傷を完全相関としていることから，例えば1本のみの制御棒

挿入に失敗する場合であってもスクラム失敗により炉心損傷

 

②の事故シーケンスは，原子炉スクラムの失敗と全交流動力

電源の喪失が重畳する事故シーケンスである。制御棒による原

子炉停止に期待できない場合の代替の原子炉停止手段として

はほう酸水注入系を設けているが，全交流動力電源の喪失によ

ってほう酸水注入系が機能喪失に至ることから，炉心損傷を防

ぐことができない。今回の調査では，原子炉停止機能について，

ほう酸水注入系に期待できない場合のバックアップとなる対

策は確認できなかったことから，この事故シーケンスを，国内

外の先進的な対策を考慮しても，炉心損傷防止対策を講じるこ

とが困難な事故シーケンスとして整理した。 

 

②の事故シーケンスは地震レベル１ＰＲＡから抽出された

事故シーケンスである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉スクラムの失敗の支配的な理由として，カットセットの

分析結果（別紙６）からは，地震による炉内構造物の損傷等が

抽出されている。今回の地震レベル１ＰＲＡでは，事象発生と

同時に最大の地震加速度を受けるものとして評価しているが，

事象発生と同時にどの程度の地震加速度が加えられるかにつ

いて，実際には不確かさが大きい。炉内構造物の低い損傷確率

（５％損傷確率）であることが高い信頼度（95％信頼度）で推

定できる地震加速度（以下「ＨＣＬＰＦ」という。）は，「地震

加速度大」のスクラム信号が発信される地震加速度よりも大幅

に高い値であり，実際に大規模な地震が発生した場合には，地

震による炉内構造物の損傷等が生じる前にスクラム信号が発

信されると考えられる。また，地震レベル１ＰＲＡでは機器の

損傷を完全相関としていることから，例えば１本のみの制御棒

挿入に失敗する場合であってもスクラム失敗により炉心損傷

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

①の相違 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

①の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，地震レ

ベル１ＰＲＡから２つ

の事故シーケンスを抽

出しているため「いず

れも」を記載 

 

・別紙番号の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 
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している。評価の詳細は別紙2 に示す。 

以上のとおり，②の事故シーケンスの炉心損傷頻度は保守的

な設定のもとに評価したものであるが，現実的に想定すると，

本事故シーケンスによって炉心損傷に至る頻度は十分に小さ

いと判断したことから，本事故シーケンスは，炉心の著しい損

傷を防止する対策の有効性を確認するシーケンスに該当しな

いと判断した。 

なお，第 1-7 表に示すとおり，これらの事故シーケンスの全

炉心損傷頻度への寄与割合は小さく，全炉心損傷頻度の約

96.5%以上の事故シーケンスが炉心損傷防止対策の有効性評価

の対象範囲に含まれることを確認している。 

 

するものとして評価している。評価の詳細は別紙2に示す。 

以上のとおり，②及び③の事故シーケンスの炉心損傷頻度は

保守的な設定のもとに評価したものであるが，現実的に想定す

ると，本事故シーケンスによって炉心損傷に至る頻度は十分に

小さいと判断したことから，本事故シーケンスは，炉心の著し

い損傷を防止する対策の有効性を確認する事故シーケンスに

該当しないと判断した。 

なお，第1－3表に示すとおり，これらの事故シーケンスの全

炉心損傷頻度への寄与割合は小さく，全炉心損傷頻度の約

99.0％以上の事故シーケンスが炉心損傷防止対策の有効性評

価の対象範囲に含まれることを確認している。 

するものとして評価している。評価の詳細は別紙２に示す。 

以上のとおり，②の事故シーケンスの炉心損傷頻度は保守的

な設定のもとに評価したものであるが，現実的に想定すると，

本事故シーケンスによって炉心損傷に至る頻度は十分に小さ

いと判断したことから，本事故シーケンスは，炉心の著しい損

傷を防止する対策の有効性を確認する事故シーケンスに該当

しないと判断した。 

なお，第1－7表に示すとおり，これらの事故シーケンスの全

炉心損傷頻度への寄与割合は小さく，全炉心損傷頻度の約88％

を占める事故シーケンスが炉心損傷防止対策の有効性評価の

対象範囲に含まれることを確認している。 

 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では津波

防護施設及び浸水防止

設備に期待した津波Ｐ

ＲＡを実施した結果，

津波ＰＲＡの炉心損傷

頻度が小さくなってい

る等，柏崎 6/7 及び東

海第二に比べて全体の

炉心損傷頻度が小さく

なっている。島根２号

炉と柏崎 6/7 号及び東

海第二とで，炉心損傷

防止対策の有効性評価

の対象範囲に含まれな

い事故シーケンスの炉

心損傷頻度の絶対値に

大きな相違はないが，

島根２号炉では全炉心

損傷頻度が小さいた

め，上記事故シーケン

スの全炉心損傷頻度へ

の寄与割合が相対的に

大きくなる。このため，

島根２号炉では対策が

有効となる事故シーケ

ンスの割合が小さくな
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っている 
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1.3 重要事故シーケンスの選定について 

1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方 

(1) 重要事故シーケンス選定の着眼点にもとづく整理 

設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評

価の実施に際しては，事故シーケンスグループごとに重要事

故シーケンスを選定している。重要事故シーケンスの選定に

当たっては，審査ガイドに記載の4 つの着眼点を考慮してい

る。今回の重要事故シーケンスの選定に係る具体的な考え方

は以下のとおりである。また，シーケンスグループごとに，

シーケンスと各着眼点との関係を整理し，関係が強いと考え

られるものから「高」，「中」，「低」と分類して整理した。 

 

 

【審査ガイドに記載されている重要事故シーケンス選定の着眼

点】 

a. 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設

備が機能喪失し，炉心の著しい損傷に至る。 

b. 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

c. 炉心損傷防止に必要な設備容量(流量又は逃がし弁容量等)

が大きい。 

d. 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表して

いる。 

 

a.  共通原因故障，系統間の機能の依存性の観点 

本PRA では，多重化された機器の共通原因故障を考慮し

ており，システム信頼性評価におけるフォールトツリーの

中でモデル化している。このため，原子炉建屋損傷等の炉

心損傷直結事象を除き，緩和機能の喪失によって炉心損傷

に至るシーケンスでは，共通原因故障が炉心損傷の原因の1 

つとして抽出され得ることから，これらのシーケンスにつ

いては，炉心損傷頻度への寄与が大きい場合，共通原因故

障の影響ありと判断する。 

系統間の機能依存性については，ある安全機能の機能喪失

によって必然的に別の系統も機能喪失に至る場合を系統間

の機能依存性ありと判断する。例えば，2 つのフロントライ

ン系(原子炉圧力容器への注水等，事故時の基本的な安全機

1.3 重要事故シーケンスの選定について 

1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方 

(1) 重要事故シーケンス選定の着眼点に基づく整理 

設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評

価の実施に際しては，事故シーケンスグループごとに重要事

故シーケンスを選定している。重要事故シーケンスの選定に

当たっては，審査ガイドに記載の4つの着眼点を考慮してい

る。今回の重要事故シーケンスの選定に係る具体的な考え方

は以下のとおりである。また，事故シーケンスグループごと

に，事故シーケンスと各着眼点との関係を整理し，関係が強

いと考えられるものから「高」，「中」，「低」と分類して整理

した。 

 

【審査ガイドに記載されている重要事故シーケンス選定の着眼

点】 

ａ．共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設

備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

ｂ．炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

ｃ．炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）

が大きい。 

ｄ．事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表して

いる。 

 

ａ．共通原因故障，系統間の機能の依存性の観点 

本ＰＲＡでは，多重化された機器の共通原因故障を考慮

しており，システム信頼性評価におけるフォールトツリー

の中でモデル化している。 

このため，原子炉建屋損傷等の炉心損傷直結事象を除き，

緩和機能の喪失によって炉心損傷に至る事故シーケンスで

は，共通原因故障が炉心損傷の原因の1つとして抽出され得

ることから，これらのシーケンスについては炉心損傷頻度

への寄与が大きい場合，共通原因故障の影響があると考え

られるものの，炉心損傷頻度は着眼点ｄで考慮することか

ら，ここでは，起因事象に着目し，系統間の依存性を有す

るサポート系の故障により起因事象が発生した場合を系統

間の依存性ありと判断する。 

1.3 重要事故シーケンスの選定について 

1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方 

(1) 重要事故シーケンス選定の着眼点に基づく整理 

設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評

価の実施に際しては，事故シーケンスグループごとに重要事

故シーケンスを選定している。重要事故シーケンスの選定に

当たっては，審査ガイドに記載の４つの着眼点を考慮してい

る。今回の重要事故シーケンスの選定に係る具体的な考え方

は以下のとおりである。また，事故シーケンスグループごと

に，事故シーケンスと各着眼点との関係を整理し，関係が強

いと考えられるものから「高」，「中」，「低」と分類して整理

した。 

 

【審査ガイドに記載されている重要事故シーケンス選定の着眼

点】 

ａ．共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設

備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

ｂ．炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

ｃ．炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）

が大きい。 

ｄ．事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表して

いる。 

 

ａ．共通原因故障，系統間の機能の依存性の観点 

本ＰＲＡでは，多重化された機器の共通原因故障を考慮

しており，システム信頼性評価におけるフォールトツリー

の中でモデル化している。このため，原子炉建物損傷等の

炉心損傷直結事象を除き，緩和機能の喪失によって炉心損

傷に至る事故シーケンスでは，共通原因故障が炉心損傷の

原因の１つとして抽出され得ることから，これらの事故シ

ーケンスについては，炉心損傷頻度への寄与が大きい場合，

共通原因故障の影響ありと判断する。 

系統間の機能依存性については，ある安全機能の機能喪

失によって必然的に別の系統も機能喪失に至る場合を系統

間の機能依存性ありと判断する。例えば，２つのフロント

ライン系（原子炉圧力容器への注水等，事故時の基本的な

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「基づ

く」と記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分析の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は共通原

因故障の影響を着眼点

aで考慮しているが，東
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能を直接果たす系統)に共通のサポート系(電源等，フロント

ライン系の機能維持をサポートする系統)が機能喪失し，そ

れが炉心損傷頻度に大きく寄与する場合は機能依存性あり

と判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  余裕時間の観点 

炉心損傷防止対策の対応操作に係る余裕時間を厳しくす

るため，事象が早く進展し，炉心損傷に至る時間が短い事故

シーケンスを選定する。 

【例1：LOCA 時注水機能喪失】 

破断口径が大きい方が，原子炉冷却材の系外への流出量

が多くなるため，炉心損傷防止対策の対応操作のための余

裕時間が短くなる。 

 

 

 

 

 

【例2：高圧・低圧注水機能喪失】 

過渡事象(全給水喪失事象)は原子炉水位低(L3)が事象進

展の起点となるため，通常水位から原子炉停止に至る手動

停止，サポート系喪失と比較して事象進展が早い。このた

め過渡事象を起因とするシーケンスの余裕時間が短い。 

 

 

 

c.  設備容量の観点 

炉心損傷防止に際して炉心の冷却に必要となる注水量等，

設備容量への要求が大きくなる事故シーケンスを選定する。 

【例1：高圧・低圧注水機能喪失】 

サポート系喪失を起因とするシーケンスは，系統間機能

依存性によって多重性を有する機能の片区分の設備が機能

喪失することから「中」とした。 

【例2：全交流動力電源喪失】 

いずれのシーケンスでも全交流動力電源喪失に至り，電

源を必要とする多くの設備が機能喪失することから「高」

とした。 

 

 

 

 

ｂ．余裕時間の観点 

炉心損傷防止対策の対応操作に係る余裕時間を厳しくす

るため，事象が早く進展し，炉心損傷に至る時間が短い事故

シーケンスを選定する。 

【例1：ＬＯＣＡ時注水機能喪失】 

中破断ＬＯＣＡを起因とする事故シーケンスは，破断面

積が大きいことより流出流量が多く，事象進展が早いこと

から「高」とした。また，小破断ＬＯＣＡを起因とする事

故シーケンスについては，中破断ＬＯＣＡに比べて破断面

積が小さいため「低」とした。 

 

 

 

【例2：高圧・低圧注水機能喪失】 

過渡事象（給水流量の全喪失）又はサポート系喪失（自

動停止）を起因とする事故シーケンスは，事象進展が早い

ことから「高」とした。また，原子炉を通常停止させる手

動停止／サポート系喪失（手動停止）については「低」と

した。 

 

 

ｃ．設備容量の観点 

炉心損傷防止に際して炉心の冷却に必要となる注水量等，

設備容量への要求が大きくなる事故シーケンスを選定する。 

安全機能を直接果たす系統）に共通のサポート系（電源等，

フロントライン系の機能維持をサポートする系統）が機能

喪失し，それが炉心損傷頻度に大きく寄与する場合は機能

依存性ありと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．余裕時間の観点 

炉心損傷防止対策の対応操作に係る余裕時間を厳しくす

るため，事象が早く進展し，炉心損傷に至る時間が短い事

故シーケンスを選定する。 

【例１：ＬＯＣＡ時注水機能喪失】 

破断口径が大きい方が，原子炉冷却材の系外への流出量

が多くなるため，炉心損傷防止対策の対応操作のための余

裕時間が短くなる。 

 

 

 

 

 

【例２：高圧・低圧注水機能喪失】 

過渡事象（全給水喪失事象）は原子炉水位低（レベル３）

が事象進展の起点となるため，通常水位から原子炉停止に

至る手動停止，サポート系喪失と比較して事象進展が早い。

このため，過渡事象を起因とする事故シーケンスの余裕時

間が短い。 

 

 

ｃ．設備容量の観点 

炉心損傷防止に際して炉心の冷却に必要となる注水量

等，設備容量への要求が大きくなる事故シーケンスを選定

海第二は着眼点ｄで考

慮している 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は機能依

存性の有無について共

通のサポート系が機能

喪失する場合を記載，

一方，東海第二は「中」

「高」等の分類の例を

記載していることによ

る，表現の差異 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は余裕時

間が短くなる例を記

載，一方，東海第二は

「高」「低」等の分類の

例を記載していること

による，表現の差異 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はこのた

めの後に「，」を記載 
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【例：LOCA 時注水機能喪失(中小破断LOCA)】 

中小破断LOCA 後の緩和措置としては原子炉減圧及び低圧

注水があるが，減圧に用いるSRV は十分な台数が備えられて

いる一方，低圧注水の代替となる注水設備の容量は低圧ECCS 

より少ない。このため代替となる設備容量の観点で低圧ECCS 

失敗を含むシーケンスが厳しいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  事故シーケンスグループ内の代表性の観点 

当該事故シーケンスグループの代表的な事故シーケンス

として，炉心損傷頻度が大きく，事故進展が事故シーケンス

グループの特徴を有しているものを選定する。ただし，「高」，

「中」，「低」の分類については炉心損傷頻度のみに着目して

整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の内部事象レベル1PRA，地震レベル1PRA 及び津波レ

ベル1PRA の結果のうち，シーケンスを選定するに当たって

同一に整理できると考えられるものについては，炉心損傷頻

度を足し合わせて上記の分類を実施した。本来，各PRA は扱

う事象が異なるため，結果の不確かさや評価の精度が異なる

ものであり，結果を足し合わせて用いることの可否(比較可

 

【例：ＬＯＣＡ時注水機能喪失】 

中破断ＬＯＣＡ及び小破断ＬＯＣＡ発生後の緩和措置と

しては原子炉減圧及び低圧注水があるが，原子炉減圧に用

いる逃がし安全弁は十分な台数が設置されている一方，低

圧注水の代替となる注水設備の容量は低圧ＥＣＣＳより少

ない。このため，低圧炉心冷却失敗を含む事故シーケンス

を「高」とし，原子炉減圧失敗を含む事故シーケンスを「低」

とした。 

 

 

 

 

 

 

ｄ．事故シーケンスグループ内の代表性の観点 

当該事故シーケンスグループの代表的な事故シーケンス

として，炉心損傷頻度が高く，事象進展が事故シーケンスグ

ループの特徴を有しているものを選定する。ただし，「高」，

「中」，「低」の分類については炉心損傷頻度のみに着目して

整理した。 

 

 

 

【例：高圧・低圧注水機能喪失】 

事故シーケンスグループの中で最も炉心損傷頻度の高い

ドミナントシーケンスを「高」，事故シーケンスグループ別

炉心損傷頻度に対して1％以上の寄与を持つシーケンスを

「中」，1％未満のシーケンスを「低」とした。 

 

今回の内部事象レベル１ＰＲＡ，地震レベル１ＰＲＡ及び

津波レベル１ＰＲＡの結果のうち，事故シーケンスを選定す

るに当たって同一に整理できると考えられるものについて

は，炉心損傷頻度を足し合わせて上記の分類を実施した。本

来，各ＰＲＡは扱う事象が異なるため，結果の不確かさや評

価の精度が異なるものであり，結果を足し合わせて用いるこ

する。 

【例：ＬＯＣＡ時注水機能喪失（中小破断ＬＯＣＡ）】 

中小破断ＬＯＣＡ後の緩和措置としては原子炉減圧及び

低圧注水があるが，減圧に用いるＳＲＶは十分な台数が備

えられている一方，低圧注水の代替となる注水設備の容量

は低圧ＥＣＣＳより少ない。このため，代替となる設備容

量の観点で低圧ＥＣＣＳ失敗を含む事故シーケンスが厳し

いと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．事故シーケンスグループ内の代表性の観点 

当該事故シーケンスグループの代表的な事故シーケンス

として，炉心損傷頻度が大きく，事象進展が事故シーケン

スグループの特徴を有しているものを選定する。ただし，

「高」，「中」，「低」の分類については炉心損傷頻度のみに

着目して整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の内部事象運転時レベル１ＰＲＡ，地震レベル１Ｐ

ＲＡ及び津波レベル１ＰＲＡの結果のうち，事故シーケン

スを選定するに当たって同一に整理できると考えられるも

のについては，炉心損傷頻度を足し合わせて上記の分類を

実施した。本来，各ＰＲＡは扱う事象が異なるため，結果

の不確かさや評価の精度が異なるものであり，結果を足し

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は中破断

ＬＯＣＡと小破断ＬＯ

ＣＡを中小破断ＬＯＣ

Ａと記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は設備容

量が厳しくなる例を記

載，一方，東海第二は

「高」「低」等の分類の

例を記載していること

による，表現の差異 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「事象

進展」で統一（以下，

同様の相違は記載を省

略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は着眼点

ｄについて，例示は記

載していない 
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能性)については，PRA の結果を活用する際の目的に照らし

て十分留意する必要がある。今回は重要事故シーケンスの選

定の考え方を以下のとおりとしていることから，結果の不確

かさやPRA 間の評価の精度の違いを考慮しても，炉心損傷頻

度を足し合わせて用いることによる問題は生じないものと

考えた。 

○ 今回抽出された事故シーケンスについては，第1-8 表

に示すとおり，結果的に，事故シーケンスグループ内

において選定対象とした全ての事故シーケンス対し

て，概ね同じ重大事故等対処設備で対応できるものと

考えている。このため，重要事故シーケンスの選定に

当たっては，その対応の厳しさに重きを置いて選定す

ることが適切と考え，主に着眼点b 及びc によって重

要事故シーケンスを選定している。これは，決定論的

な評価である有効性評価においては，対応が厳しい事

故シーケンスを評価することで，選定対象とした全て

の事故シーケンス対しても重大事故等対処設備の有

効性を確認できると考えたためである。 

 

 

○ 着眼点d については，対応の厳しさ等の選定理由が同

等とみなせる場合にのみ重要事故シーケンスの選定

の基準として用いており，結果的に崩壊熱除去機能喪

失の事故シーケンスグループにおいてのみ，重要事故

シーケンスの選定の理由としている。なお，崩壊熱除

去機能喪失で選定した重要事故シーケンスは内部事

象レベル1PRA 及び地震レベル1PRA から抽出された

シーケンスであったが，第1-7 表に示すとおり，いず

れのPRA においても，事故シーケンスグループ内で最

も高い炉心損傷頻度となったシーケンスである。 

 

 

 

 

 

 

との可否（比較可能性）については，ＰＲＡの結果を活用す

る際の目的に照らして十分留意する必要がある。今回は重要

事故シーケンスの選定の考え方を以下のとおりとしている

ことから，結果の不確かさやＰＲＡ間の評価の精度の違いを

考慮しても，炉心損傷頻度を足し合わせて用いることによる

問題は生じないものと考えた。 

○今回抽出された事故シーケンスについては，第1－4表に

示すとおり，結果的に，事故シーケンスグループ内にお

いて選定対象とした全ての事故シーケンスに対して，お

おむね同じ重大事故等対処設備で対応できるものと考

えている。このため，重要事故シーケンスの選定に当た

っては，その対応の厳しさに重きをおいて選定すること

が適切と考え，主に着眼点ｂ及びｃによって重要事故シ

ーケンスを選定している。これは，決定論的な評価であ

る有効性評価においては，対応が厳しい事故シーケンス

を評価することで，選定対象とした全ての事故シーケン

スに対しても重大事故等対策の有効性を確認できると

考えたためである。 

 

 

○着眼点ｄについては，対応の厳しさ等の選定理由が同等

とみなせる場合にのみ重要事故シーケンスの選定の基

準として用いており，結果的に崩壊熱除去機能喪失の事

故シーケンスグループにおいてのみ，重要事故シーケン

ス選定の理由としている。なお，崩壊熱除去機能喪失で

選定した重要事故シーケンスは内部事象レベル1ＰＲＡ

及び地震レベル1ＰＲＡから抽出されたシーケンスであ

ったが，第1－3表に示すとおり，いずれのＰＲＡにおい

ても，事故シーケンスグループ内で最も高い炉心損傷頻

度となった事故シーケンスである。 

 

 

 

 

 

 

合わせて用いることの可否（比較可能性）については，Ｐ

ＲＡの結果を活用する際の目的に照らして十分留意する必

要がある。今回は重要事故シーケンスの選定の考え方を以

下のとおりとしていることから，結果の不確かさやＰＲＡ

間の評価の精度の違いを考慮しても，炉心損傷頻度を足し

合わせて用いることによる問題は生じないものと考えた。 

○ 今回抽出された事故シーケンスについては，第1－8表

に示すとおり，結果的に，事故シーケンスグループ内に

おいて選定対象としたすべての事故シーケンスに対し

て，おおむね同じ重大事故等対処設備で対応できるもの

と考えている。このため，重要事故シーケンスの選定に

当たっては，その対応の厳しさに重きをおいて選定する

ことが適切と考え，主に着眼点ｂ及びｃによって重要事

故シーケンスを選定している。これは，決定論的な評価

である有効性評価においては，対応が厳しい事故シーケ

ンスを評価することで，選定対象としたすべての事故シ

ーケンスに対しても重大事故等対策の有効性を確認で

きると考えたためである。 

 

 

○ 着眼点ｄについては，対応の厳しさ等の選定理由が同

等とみなせる場合にのみ重要事故シーケンスの選定の

基準として用いており，結果的に崩壊熱除去機能喪失及

び原子炉停止機能喪失の事故シーケンスグループにつ

いて，重要事故シーケンスの選定の理由としている。な

お，崩壊熱除去機能喪失及び原子炉停止機能喪失で選定

した重要事故シーケンスは内部事象運転時レベル１Ｐ

ＲＡ及び地震レベル１ＰＲＡから抽出された事故シー

ケンスであったが，第1－7表に示すとおり，いずれのＰ

ＲＡにおいても，事故シーケンスグループ内で最も大き

い炉心損傷頻度となった事故シーケンスである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「おい

て」と記載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「重大

事故等対策」と記載 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では原子

炉停止機能喪失につい

ても着眼点ｄを重要事

故シーケンス選定の理

由としている（なお，

原子炉停止の選定理由

は柏崎刈羽 6/7 号炉と

同様である） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉において
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(2) 同一のシーケンスグループ内で対策が異なる場合の整理 

事故シーケンスグループは，基本的に喪失した機能あるい

はその組み合わせによって決定されるものであり，起因事象

や機能喪失の原因には依存しない。しかしながら，事故シー

ケンスへの対策の観点では，同じ事故シーケンスグループに

分類される事故シーケンスでも，喪失した機能の機能喪失の

原因が異なる場合，有効な対策が異なることがある。 

 

 

 

具体的には，高圧・低圧注水機能喪失及び全交流動力電源

喪失がこれに該当すると考える。これらについては，内部事

象又は地震を原因として各機能の喪失が生じる場合と，津波

による浸水によって各機能の喪失が生じる場合がある。内部

事象及び地震を原因とする場合は，重大事故等対処設備によ

り，喪失した機能を代替することが有効と考えられる。 

一方，津波を原因とする場合について，今回評価対象とし

たプラント状態においては，地下開口部からの浸水によって

注水機能等が喪失し炉心損傷に至ることを考慮すると，浸水

防止対策が最も有効であり，これにより機能喪失の原因自体

を取り除くことができる。 

 

これらの対策の観点での相違も踏まえ，今回は重大事故等

対処設備の有効性を評価するに当たって適切と考えられる

シーケンスを選定した。各々の事故シーケンスグループに対

して考慮した内容の詳細は次の 1.3.2項に示す。 

 

1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果 

1.3.1 項の選定の着眼点を踏まえ，同じ事故シーケンスグル

ープに複数の事故シーケンスが含まれる場合には，事故進展が

早いもの等，より厳しいシーケンスを重要事故シーケンスとし

て以下のとおりに選定している。また，「(3)全交流動力電源喪

失」では機能喪失の状況が異なるシーケンスが抽出されたた

 

 

 

(2) 同一のシーケンスグループ内で対策が異なる場合の整理 

事故シーケンスグループは，基本的に喪失した機能あるい

はその組合せによって決定されるものであり，起因事象や機

能喪失の原因には依存しない。しかしながら，事故シーケン

スへの対策の観点では，同じ事故シーケンスグループに分類

される事故シーケンスでも，喪失した機能の喪失原因が異な

る場合，有効な対策が異なることがある。 

 

 

 

具体的には，全交流動力電源喪失がこれに該当するが，同

じ炉心損傷防止対策で対応可能な事故シーケンスを1つの事

故シーケンスグループとし，細分化した各事故シーケンスグ

ループからそれぞれ重要事故シーケンスを選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各々の事故シーケンスグループに対して考慮した内容の

詳細は次の1.3.2項に示す。 

 

 

 

1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果 

1.3.1項の選定の着眼点を踏まえ，同じ事故シーケンスグル

ープに複数の事故シーケンスが含まれる場合には，事象進展が

早いもの等，より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンス

として以下のとおりに選定している。また，「(3)全交流動力電

源喪失」では機能喪失の状況が異なる事故シーケンスが抽出さ

 

 

 

(2) 同一のシーケンスグループ内で対策が異なる場合の整理 

事故シーケンスグループは，基本的に喪失した機能あるい

はその組合せによって決定されるものであり，起因事象や機

能喪失の原因には依存しない。しかしながら，事故シーケン

スへの対策の観点では，同じ事故シーケンスグループに分類

される事故シーケンスでも，機能喪失の原因が異なる場合，

有効な対策が異なることがある。 

 

 

 

具体的には，全交流動力電源喪失がこれに該当するが，同

じ炉心損傷防止対策で対応可能な事故シーケンスを１つの

事故シーケンスグループとし，細分化した各事故シーケンス

グループからそれぞれ重要事故シーケンスを選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各々の事故シーケンスグループに対して考慮した内容の

詳細は次の「1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果」に示

す。 

 

 

1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果 

「1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方」の選定の着眼

点を踏まえ，同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケ

ンスが含まれる場合には，事象進展が早いもの等，より厳しい

事故シーケンスを重要事故シーケンスとして以下のとおりに

選定している。また，「(3) 全交流動力電源喪失」では機能喪

は，炉心損傷頻度は「大

きい」又は「小さい」

で統一 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では，「機

能喪失の原因」と記載 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，津波

を起因とする事故シー

ケンスとして「直接炉

心損傷に至る事象」の

みを抽出していること

から，「高圧・低圧注水

機能喪失」に津波を起

因とする事故シーケン

スは含まれない 
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め，4 つの事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定し

た。選定理由及び選定結果の詳細については第1-8 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 高圧・低圧注水機能喪失 

① 重要事故シーケンス 

「過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧注水失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れたが，原子炉圧力，余裕時間及び対応する炉心損傷防止対策

の類似性を考慮し，3つの事故シーケンスを重要事故シーケン

スとして選定した。選定理由及び選定結果の詳細については第

1－4表及び以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

【以下，島根２号炉の構成に合わせて東海第二の記載順序を入

れ替えている】 

(1) 高圧・低圧注水機能喪失 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

①過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗 

ⅰ) 事故シーケンス 

①過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗 

②過渡事象＋逃がし安全弁再閉鎖失敗＋高圧炉心冷却

失敗＋低圧炉心冷却失敗 

③手動停止／サポート系喪失（手動停止）＋高圧炉心

冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗 

④手動停止／サポート系喪失（手動停止）＋逃がし安

全弁再閉鎖失敗＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却

失敗 

⑤サポート系喪失（自動停止）＋高圧炉心冷却失敗＋

低圧炉心冷却失敗 

⑥サポート系喪失（自動停止）＋逃がし安全弁再閉鎖

失敗＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（ＬＯＣ

Ａを除く。）の発生後，高圧注水機能が喪失し，原子炉減

圧には成功するが，低圧注水機能が喪失し，炉心損傷に

至る事故シーケンスである。本事故シーケンスグループ

への対策としては，代替注水手段による原子炉注水等が

失の状況が異なる事故シーケンスが抽出されたため，４つの事

故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。選定理由

及び選定結果の詳細については，第1－8表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 高圧・低圧注水機能喪失 

① 重要事故シーケンス 

「過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分類の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は全交流

動力電源喪失の事故シ

ーケンスグループは機

能喪失の状況の観点か

ら４つの事故シーケン

スグループに細分化

し，それぞれ重要事故

シーケンスを選定して

いる 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は第1－4表

に記載している事故シ

ーケンス等の内容を本

文にも記載している

（以下，同様の相違は

記載を省略） 
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② 炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・低圧代替注水系(常設)(復水補給水系) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

本事故シーケンスグループには津波に伴って生じる事

故シーケンス(第 1-8 表の本事故シーケンスグループの⑦

～⑩)が含まれている。いずれも炉心損傷頻度への寄与割

合が高く，着眼点 d では「高」又は「中」に分類されるが，

今回評価対象としたプラント状態においては，地下開口部

からの浸水によって注水機能等が喪失し炉心損傷に至る

ことを考慮すると，その対策は建屋内止水等の止水対策で

あり，事象進展に応じた重大事故等対処設備の有効性の確

認には適さないと判断したため，これらの事故シーケンス

は重要事故シーケンスとして選定していない。 

考えられる。 

 

ⅲ) 有効性を確認する主な炉心損傷防止対策 

・手動減圧 

・低圧代替注水系（常設） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

・格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ) 選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・低圧原子炉代替注水系（常設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は有効性

評価で主に考慮してい

る炉心損傷防止対策を

記載。一方，東海第二

は第1－4表に記載して

いる炉心損傷防止対策

を全て記載（以下，同

様の相違は記載を省

略） 

・設備名称の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は耐圧強

化ベントは自主対策設

備とし，記載していな

い 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉において

津波を起因とする事故

シーケンスとして「直

接炉心損傷に至る事

象」のみを抽出してい

ることから，「高圧・低

圧注水機能喪失」には

津波を起因とする事故

シーケンスは含まれな
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このため，ランダム故障又は地震に伴って生じる事故シ

ーケンス(第 1-8 表の本事故シーケンスグループの①～

⑥)から，着眼点「高」が多く，「高」の数が同じ場合は「中」

の数が多いシーケンス(第 1-8 表の本事故シーケンスグル

ープの①)を選定した。 

 

 

 

 

 

 

なお，ランダム故障又は地震に伴って生じる事故シーケ

ンス(第 1-8表の本事故シーケンスグループの①～⑥)は有

効と考えられる対策に差異がない。このため，起因事象発

生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象を起因とし，

減圧時に必要な減圧幅の観点で厳しいと考えられる，SRV 

再閉失敗を含まない事故シーケンス(第 1-8 表の本事故シ

ーケンスグループの①)は，ランダム故障又は地震に伴っ

て生じる事故シーケンス(第 1-8 表の本事故シーケンスグ

ループの②～⑥)に対して包絡性を有しているものと考え

る。 

 

 

 

(2) 高圧注水・減圧機能喪失 

① 重要事故シーケンス 

「過渡事象＋高圧注水失敗＋原子炉減圧失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過渡事象（給水流量の全喪失）を起因とする事故シー

ケンスは，事象進展が早いため，余裕時間の観点で厳し

い。また，逃がし安全弁の再閉鎖に成功する事故シーケ

ンスは，低圧の代替注水機能に期待する場合には，逃が

し安全弁の再閉鎖に失敗する事故シーケンスに比べて，

逃がし安全弁の設備容量の観点で厳しい。さらに，代表

性の観点からは①の事故シーケンスの炉心損傷頻度が最

も高い。 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンス

として選定した。 

 

なお，本事故シーケンス含まれる各事故シーケンスに

対して有効と考えられる対策に差異がないため，起因事

象発生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象を起因

とし，原子炉減圧時に必要な減圧幅の観点で厳しいと考

えられる，逃がし安全弁再閉鎖失敗を含まない①の事故

シーケンスは，②～⑥の事故シーケンスに対して包絡性

を有しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

(2) 高圧注水・減圧機能喪失 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

①過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗 

ⅰ) 事故シーケンス 

①過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗 

②手動停止／サポート系喪失（手動停止）＋高圧炉心

冷却失敗＋原子炉減圧失敗 

③サポート系喪失（自動停止）＋高圧炉心冷却失敗＋

原子炉減圧失敗 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

 

 

本事故シーケンスグループには，事故シーケンス（第 1

－8 表の本事故シーケンスグループの①～⑥）から，着眼

点「高」が最も多い事故シーケンス（第 1－8 表の本事故

シーケンスグループの①）を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，事故シーケンス（第1－8表の本事故シーケンスグ

ループの①～⑥）は有効と考えられる対策に差異がない。

このため，起因事象発生後の事象進展が早いと考えられる

過渡事象を起因とし，減圧時に必要な減圧幅の観点で厳し

いと考えられる，ＳＲＶ再閉失敗を含まない事故シーケン

ス（第1－8表の本事故シーケンスグループの①）は，事故

シーケンス（第1－8表の本事故シーケンスグループの②～

⑥）に対して包絡性を有しているものと考える。 

 

 

 

 

 

(2) 高圧注水・減圧機能喪失 

① 重要事故シーケンス 

「過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は高圧・

低圧注水機能喪失に津

波を起因とする事故シ

ーケンスは含まれてい

ないので，津波と対比

させる「ランダム故障

と地震に伴って生じる

事故シーケンス」とい

う表現はせず，「本事故

シーケンスグループ」

の記載に統一している 
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② 炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・代替自動減圧ロジック 

 

 

 

 

③ 選定理由 

着眼点「高」が多く，「高」の数が同じ場合は「中」の

数が多いシーケンス(第 1-8 表の本事故シーケンスグルー

プの①)を選定した。 

 

 

 

 

なお，本事故シーケンスグループは，各事故シーケンス

に対して有効と考えられる対策に差異がない。このため，

起因事象発生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象

を起因とし，減圧時に必要な減圧幅の観点で厳しいと考え

られる，SRV 再閉失敗を含まない事故シーケンス(第 1-8 

表の本事故シーケンスグループの①)は，本事故シーケン

スグループのほかの事故シーケンスに対して(第 1-8 表の

本事故シーケンスグループの②～⑥)に対して包絡性を有

しているものと考える。 

 

 

 

 

(3) 全交流動力電源喪失 

本事故シーケンスグループからは，機能喪失の状況が異な

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（ＬＯＣ

Ａを除く。）の発生後，高圧注水機能が喪失し，かつ，原

子炉減圧機能（自動減圧機能）が喪失し，炉心損傷に至

る事故シーケンスである。本事故シーケンスグループに

対する対策としては，代替減圧手段により原子炉を減圧

し，低圧ＥＣＣＳによる原子炉冷却等が考えられる。 

ⅲ) 有効性を確認する主な炉心損傷防止対策 

・低圧炉心スプレイ系 

・過渡時自動減圧機能 

・残留熱除去系 

 

 

ⅴ) 選定理由 

過渡事象（給水流量の全喪失）を起因とする事故シー

ケンスは，事象進展が早いため，余裕時間の観点及び原

子炉減圧に必要な設備容量の観点で厳しい。また，代表

性の観点からは①の事故シーケンスの炉心損傷頻度が最

も高い。 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンス

として選定した。 

なお，本事故シーケンスグループに含まれる各事故シ

ーケンスに対して有効と考えられる対策に差異がないた

め，起因事象発生後の事象進展が早いと考えられる過渡

事象を起因とした①の事故シーケンスは，②及び③の事

故シーケンスに対して包絡性を有しているものと考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 全交流動力電源喪失 

本事故シーケンスグループからは，機能喪失の状況が異な

 

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・代替自動減圧機能 

・残留熱除去系（低圧注水モード） 

 

 

 

③ 選定理由 

着眼点「高」が最も多い事故シーケンス（第1－8表の本

事故シーケンスグループの①）を選定した。 

 

 

 

 

 

なお，本事故シーケンスグループは，各事故シーケンス

に対して有効と考えられる対策に差異がない。このため，

起因事象発生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象

を起因とした事故シーケンス（第1－8表の本事故シーケン

スグループの①）は，本事故シーケンスグループの他の事

故シーケンス（第1－8表の本事故シーケンスグループの②

～③）に対して包絡性を有しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

(3) 全交流動力電源喪失 

本事故シーケンスグループからは，機能喪失の状況が異な

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，炉

心損傷防止対策として

注水手段について記載

している 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「高」

の数だけで選定できた

ため，「中」については

記載していない 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＳＲ

Ｖ１個の開放により原

子炉が減圧されるた

め，本事故シーケンス

グループにはＳＲＶの

再閉鎖失敗を含む事故

シーケンスは含まれな

い 
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るシーケンスが抽出されたため，4 つの事故シーケンスを重

要事故シーケンスとして選定した。4 つの事故シーケンス

は，PRA から抽出された電源喪失の事故シーケンスである，

長期TB，TBD，TBP 及びTBU と一致することから，この名称

で事故シーケンスグループを詳細化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，第 1-4 図に示すとおり，各重要事故シーケンスに対

し，地震 PRAからは，全交流動力電源喪失と最終ヒートシン

ク喪失の重畳を伴う事故シーケンスも抽出されるが，全交流

動力電源喪失時には，最終ヒートシンクの機能を有する設備

も電源喪失によって機能喪失に至るため，地震による損傷の

有無に関わらず最終ヒートシンクの喪失が生じる。交流電源

の復旧後については，電源供給に伴う最終ヒートシンクの復

旧可否の観点で対応に違いが現れると考えられ，設備損傷に

よって最終ヒートシンクの機能喪失が生じている場合の方

が緩和手段が少なくなる。ただし，設備損傷によって最終ヒ

ートシンクの喪失が生じている場合においても格納容器圧

る4つの事故シーケンスが抽出されたが，原子炉圧力，余裕

時間及び対応する主な炉心損傷防止対策の類似性に着目し

て事故シーケンスグループを以下の3つに細分化した。 

①長期ＴＢ 

②ＴＢＤ，ＴＢＵ 

③ＴＢＰ 

なお，ＴＢＵは，外部電源喪失の発生後，非常用ディーゼ

ル発電機等の故障により全交流動力電源喪失が発生し，原子

炉隔離時冷却系による炉心冷却にも失敗する事故シーケン

スである。また，ＴＢＤは，外部電源喪失の発生後，区分Ｉ

及び区分Ⅱの直流電源の喪失により非常用ディーゼル発電

機が機能喪失し，高圧炉心スプレイ系にも失敗することで全

交流動力電源喪失に至る事故シーケンスである。ＴＢＵにお

いては直流電源が健全であるため，設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備の計装設備は健全である。一方，ＴＢ

Ｄにおいては区分Ｉ及び区分Ⅱの直流電源の喪失により設

計基準事故対処設備の計装設備が機能喪失するが，直流電源

は重大事故等対処設備の常設代替直流電源設備が健全であ

り，重大事故等対処設備の計装設備は緊急用直流母線から給

電されるため，直流電源及び計装設備の機能は維持される。

また，ＴＢＤ，ＴＢＵはいずれも事象発生初期に高圧注水機

能が喪失する事故シーケンスであること，及び主な炉心損傷

防止対策はいずれも高圧代替注水系であることから，1つの

事故シーケンスグループとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る事故シーケンスが抽出されたため，４つの事故シーケンス

を重要事故シーケンスとして選定した。４つの事故シーケン

スは，ＰＲＡから抽出された電源喪失の事故シーケンスであ

る，長期ＴＢ，ＴＢＤ，ＴＢＰ及びＴＢＵと一致することか

ら，この名称で事故シーケンスグループを詳細化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，第1－4図に示すとおり，各重要事故シーケンスに対

し，地震レベル１ＰＲＡからは，全交流動力電源喪失と最終

ヒートシンク喪失の重畳を伴う事故シーケンスも抽出され

るが，全交流動力電源喪失時には，最終ヒートシンクの機能

を有する設備も電源喪失によって機能喪失に至るため，地震

による損傷の有無に関わらず最終ヒートシンクの喪失が生

じる。交流電源の復旧後については，電源供給に伴う最終ヒ

ートシンクの復旧可否の観点で対応に違いが表れると考え

られ，設備損傷によって最終ヒートシンクの機能喪失が生じ

ている場合の方が緩和手段は少なくなる。ただし，設備損傷

によって最終ヒートシンクの喪失が生じている場合におい

・分類の相違 

【東海第二】 

東海第二はＴＢＵと

ＴＢＤをまとめて１つ

の事故シーケンスグル

ープとして記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，地震

ＰＲＡから抽出される

全交流動力電源喪失と

最終ヒートシンク喪失

の重畳の取扱いについ

て記載 

 

 

 

付録1-52



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

力逃がし装置による除熱が可能であり，交流電源の復旧によ

って最終ヒートシンクの機能を復旧可能な場合には，これに

加えて代替原子炉補機冷却系の有効性を確認することがで

きる。これを考慮し，重要事故シーケンスには，設備損傷に

よる最終ヒートシンクの喪失を設定していない。 

 

 

a) 長期TB 

① 重要事故シーケンス 

「全交流動力電源喪失(外部電源喪失＋非常用ディー

ゼル発電機喪失)(蓄電池枯渇後 RCIC 停止)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 主な炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・原子炉隔離時冷却系(所内蓄電式直流電源設備の 24 

時間確保) 

・格納容器圧力逃がし装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3－1) 長期ＴＢ 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

①外部電源喪失＋ＤＧ失敗＋ＨＰＣＳ失敗（蓄電池枯

渇後ＲＣＩＣ停止） 

ⅰ) 事故シーケンス 

①外部電源喪失＋ＤＧ失敗＋ＨＰＣＳ失敗（蓄電池枯

渇後ＲＣＩＣ停止） 

②サポート系喪失（直流電源故障）（外部電源喪失）＋

ＤＧ失敗＋ＨＰＣＳ失敗（蓄電池枯渇後ＲＣＩＣ停

止） 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，外部電源喪失の発生後，非常用ディーゼル発電

機等の故障により全交流動力電源喪失が発生し，原

子炉隔離時冷却系により炉心を冷却するが，蓄電池

の直流電源供給能力が枯渇すると原子炉隔離時冷却

系が停止することで炉心の冷却が維持できなくな

り，原子炉が高圧状態で炉心損傷に至る事故シーケ

ンスである。本事故シーケンスグループに対する対

策としては，交流電源に依存しない代替注水手段に

よる原子炉注水等が考えられる。 

ⅲ) 有効性を確認する主な炉心損傷防止対策 

・原子炉隔離時冷却系 

・手動減圧 

・低圧代替注水系（可搬型） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

・残留熱除去系 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

ても格納容器フィルタベント系による除熱が可能であり，交

流電源の復旧によって最終ヒートシンクの機能を復旧可能

な場合には，これに加えて原子炉代替補機冷却系の有効性を

確認することができる。これを考慮し，重要事故シーケンス

には，設備損傷による最終ヒートシンクの喪失を設定してい

ない。 

 

ａ．長期ＴＢ 

① 重要事故シーケンス 

「外部電源喪失＋交流電源（ＤＧ－Ａ，Ｂ）失敗＋高

圧炉心冷却（ＨＰＣＳ）失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・原子炉隔離時冷却系 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「ａ．」

と記載（以下，同様の

相違は記載を省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の有効性

評価では，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）

や格納容器代替スプレ
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③ 選定理由 

シーケンスとしては1 種類のみ(第1-8 表の本事故シ

ーケンスグループの①)抽出されたことからこれを選定

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) TBU 

① 重要事故シーケンス 

「全交流動力電源喪失(外部電源喪失＋非常用ディー

ゼル発電機喪失)＋RCIC 失敗(RCIC 本体の機能喪

失)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ) 選定理由 

いずれの事故シーケンスも，蓄電池枯渇による原子炉

隔離時冷却系停止後の炉心損傷防止対策の実施に対する

余裕時間に有意な差はない。このため，事象発生初期の

炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間に着目する。

外部電源喪失を起因とする事故シーケンスについては，

起因事象の発生により給復水系が停止するため原子炉水

位の低下が早いことから，余裕時間及び設備容量の観点

で厳しい。また，代表性の観点からは①の事故シーケン

スの炉心損傷頻度が最も高い。 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンス

として選定した。 

なお，本事故シーケンスグループに含まれる各事故シ

ーケンスに対して有効と考えられる主な対策に差異がな

いため，①の事故シーケンスは，②の事故シーケンスに

対して包絡性を有しているものと考える。 

(3－2) ＴＢＤ，ＴＢＵ 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

③外部電源喪失＋直流電源失敗＋高圧炉心冷却失敗

（ＴＢＤ） 

 

 

ⅰ) 事故シーケンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

事故シーケンスとしては１種類のみ（第1－8表の本事

故シーケンスグループの①）抽出されたことからこれを

選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．ＴＢＵ 

① 重要事故シーケンス 

「外部電源喪失＋交流電源（ＤＧ－Ａ，Ｂ）失敗＋高

圧炉心冷却失敗」 

 

 

 

イ系（可搬型）等を考

慮している 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は本事故

シーケンスグループに

対する有効性評価の対

策として，格納容器代

替スプレイ系（可搬型）

及び残留熱除去系（格

納容器冷却モード）を

記載（以下，同様の相

違は記載を省略） 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は抽出さ

れた事故シーケンスが

１つであることから，

それを重要事故シーケ

ンスとして選定した旨

を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分類の相違 

【東海第二】 

東海第二はＴＢＵと

ＴＢＤをまとめて１つ

の事故シーケンスグル

ープとして記載 
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② 主な炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・高圧代替注水系(常設代替直流電源設備) 

・格納容器圧力逃がし装置 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

シーケンスとしては 1 種類のみ(第 1-8 表の本事故

シーケンスグループの①)抽出されたことからこれを

選定した。 

 

 

 

 

 

 

③外部電源喪失＋直流電源失敗＋高圧炉心冷却失敗

（ＴＢＤ） 

④外部電源喪失＋ＤＧ失敗＋高圧炉心冷却失敗（ＴＢ

Ｕ） 

⑤サポート系喪失（直流電源故障）（外部電源喪失）＋

ＤＧ失敗＋高圧炉心冷却失敗（ＴＢＵ） 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，外部電源喪失の発生後，直流電源又は非常用ディー

ゼル発電機等の故障により全交流動力電源喪失が発生

し，原子炉隔離時冷却系による炉心冷却も失敗すること

により，原子炉が高圧状態で炉心損傷に至る事故シーケ

ンスである。本事故シーケンスグループに対する対策と

しては，代替直流電源供給手段による代替高圧代替注水

手段又は原子炉減圧後の代替低圧代替注水手段による原

子炉注水等が考えられる。 

ⅲ) 有効性を確認する主な炉心損傷防止対策 

・高圧代替注水系 

・手動減圧 

・低圧代替注水系（可搬型） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

・残留熱除去系 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

 

 

ⅴ) 選定理由 

いずれの事故シーケンスも全交流動力電源が喪失して

いるため，共通原因故障・系統間機能依存性の観点では

差異がない。また，余裕時間及び設備容量の観点からは，

いずれの事故シーケンスも事象進展の早さには差異はな

いものの，直流電源が喪失する事故シーケンスは代替注

水設備の起動に必要な直流電源を緊急用125V系蓄電池か

ら給電するための直流電源の切替操作が必要となり，代

替直流電源の必要容量も大きくなるため，直流電源が喪

失する事故シーケンスの方が厳しい。さらに，代表性の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・高圧原子炉代替注水系 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

事故シーケンスとしては１種類のみ（第1－8表の本事

故シーケンスグループの①）抽出されたことからこれを

選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の有効性

評価では，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）

や格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）等を考

慮している 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は抽出さ

れた事故シーケンスが

１つであることから，

それを重要事故シーケ

ンスとして選定した旨

を記載 
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c) TBP 

① 重要事故シーケンス 

「全交流動力電源喪失(外部電源喪失＋非常用ディー

ゼル発電機喪失)＋SRV 再閉失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 主な炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・原子炉隔離時冷却系(動作可能な範囲に原子炉圧力

が保たれる間) 

・低圧代替注水系(可搬型) 

・格納容器圧力逃がし装置 

観点からは，③の事故シーケンスの炉心損傷頻度が最も

高い。 

以上より，③の事故シーケンスを重要事故シーケンス

として選定した。有効性評価においては，④及び⑤の事

故シーケンスを包含する条件として，原子炉隔離時冷却

系及び非常用ディーゼル発電機の本体故障を想定する。 

なお，本事故シーケンスグループに含まれる各事故シ

ーケンスに対して有効と考えられる主な対策に差異はな

く，③の事故シーケンスは緊急用125V系蓄電池への直流

電源の切替操作が必要となることから，④及び⑤の事故

シーケンスに対して包絡性を有しているものと考える。 

 

(3－3)ＴＢＰ 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

⑥外部電源喪失＋ＤＧ失敗＋逃がし安全弁再閉鎖失敗

＋ＨＰＣＳ失敗 

ⅰ) 事故シーケンス 

⑥外部電源喪失＋ＤＧ失敗＋逃がし安全弁再閉鎖失敗

＋ＨＰＣＳ失敗 

⑦サポート系喪失（直流電源故障）（外部電源喪失）＋

ＤＧ失敗＋逃がし安全弁再閉鎖失敗＋ＨＰＣＳ失敗 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，外部電源喪失の発生後，非常用ディーゼル発電機等

の故障により全交流動力電源喪失が発生し，原子炉隔離

時冷却系は作動するものの，逃がし安全弁再閉鎖失敗に

より原子炉圧力が徐々に低下することで，原子炉隔離時

冷却系も機能喪失し，原子炉が低圧状態で炉心損傷に至

る事故シーケンスである。本事故シーケンスグループへ

の対策としては，交流電源に依存しない代替注水手段に

よる原子炉注水等が考えられる。 

ⅲ) 有効性を確認する主な炉心損傷防止対策 

・原子炉隔離時冷却系（動作可能な範囲に原子炉圧力

が保たれる間） 

・手動減圧 

・低圧代替注水系（可搬型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．ＴＢＰ 

① 重要事故シーケンス 

「外部電源喪失＋交流電源（ＤＧ－Ａ，Ｂ）失敗＋圧

力バウンダリ健全性（ＳＲＶ再閉）失敗＋高圧炉心

冷却（ＨＰＣＳ）失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・原子炉隔離時冷却系（動作可能な範囲に原子炉圧力

が保たれる間） 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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③ 選定理由 

シーケンスとしては1 種類のみ(第1-8 表の本事故シ

ーケンスグループの①)抽出されたことからこれを選定

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) TBD 

① 重要事故シーケンス 

「全交流動力電源喪失(外部電源喪失＋非常用ディー

ゼル発電機喪失)＋直流電源喪失」 

② 炉心損傷防止対策 

・高圧代替注水系(常設代替直流電源設備) 

・格納容器圧力逃がし装置 

 

 

 

 

 

 

 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

・残留熱除去系 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

 

 

ⅴ) 選定理由 

いずれの事故シーケンスも，原子炉圧力の低下による

原子炉隔離時冷却系停止後の炉心損傷防止対策の実施に

対する余裕時間に有意な差はない。このため，事象発生

初期の炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間に着目

する。外部電源喪失を起因とする事故シーケンスについ

ては，起因事象の発生により給復水系が停止するため原

子炉水位の低下が早いことから，余裕時間及び設備容量

の観点で厳しい。また，代表性の観点からは⑥の事故シ

ーケンスの炉心損傷頻度が最も高い。 

以上より，⑥の事故シーケンスを重要事故シーケンス

として選定した。 

なお，本事故シーケンスに含まれる各事故シーケンス

に対して有効と考えられる主な対策に差異がないため，

⑥の事故シーケンスは，⑦の事故シーケンスに対して包

絡性を有しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

事故シーケンスとしては１種類のみ（第1－8表の本事

故シーケンスグループの①）抽出されたことからこれを

選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．ＴＢＤ 

① 重要事故シーケンス 

「外部電源喪失＋直流電源（区分１，２）失敗＋高圧

炉心冷却（ＨＰＣＳ）失敗」 

② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・高圧原子炉代替注水系 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の有効性

評価では，格納容器代

替スプレイ系（可搬型）

等を考慮している 

 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は抽出さ

れた事故シーケンスが

１つであることから，

それを重要事故シーケ

ンスとして選定した旨

を記載 

 

 

 

 

 

 

 

・分類の相違 

【東海第二】 

東海第二はＴＢＵと

ＴＢＤをまとめて１つ

の事故シーケンスグル

ープとして記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の有効性

評価では，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）

や格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）等での

注水を考慮している 

付録1-57



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

③ 選定理由 

本事故シーケンスグループには2 つの事故シーケン

ス(第1-8 表の本事故シーケンスグループの①, ②)が

含まれている。 

しかしながら，浸水による電源設備の機能喪失を含む

事故シーケンス(第1-8 表の本事故シーケンスグループ

の②)は津波PRA から抽出されたシーケンスであり，頻

度の観点で支配的であるものの，今回評価対象としたプ

ラント状態においては，地下開口部からの浸水によって

注水機能等が喪失し炉心損傷に至ることを考慮すると，

その対策は建屋内止水等の止水対策であり，事象進展に

応じた重大事故等対処設備の有効性の確認には適さな

いと判断した。 

以上より，「全交流動力電源喪失(外部電源喪失＋非常

用ディーゼル発電機喪失)＋直流電源喪失」を重要事故

シーケンスとして選定した。 

 

(4) 崩壊熱除去機能喪失 

① 重要事故シーケンス 

「過渡事象＋崩壊熱除去失敗」(炉心損傷防止対策の有

効性を確認する際の残留熱除去系の機能喪失の理由につ

いては残留熱除去系の機能喪失又は原子炉補機冷却水系

の機能喪失を考慮) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 崩壊熱除去機能喪失 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

①過渡事象＋ＲＨＲ失敗（炉心損傷防止対策の有効性

を確認する際の残留熱除去系の機能喪失の理由について

は，残留熱除去系の機能喪失又は残留熱除去系海水系の

機能喪失を考慮） 

ⅰ) 事故シーケンス 

①過渡事象＋ＲＨＲ失敗 

②過渡事象＋逃がし安全弁再閉鎖失敗＋ＲＨＲ失敗 

③外部電源喪失＋ＤＧ失敗（ＨＰＣＳ成功） 

④外部電源喪失＋ＤＧ失敗＋逃がし安全弁再閉鎖失敗

（ＨＰＣＳ成功） 

⑤外部電源喪失＋直流電源失敗（ＨＰＣＳ成功） 

⑥手動停止／サポート系喪失（手動停止）＋ＲＨＲ失

敗 

⑦手動停止／サポート系喪失（手動停止）＋逃がし安

全弁再閉鎖失敗＋ＲＨＲ失敗 

⑧サポート系喪失（自動停止）＋ＲＨＲ失敗 

 

③ 選定理由 

事故シーケンスとしては１種類のみ（第1－8表の本事

故シーケンスグループの①）抽出されたことからこれを

選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 崩壊熱除去機能喪失 

① 重要事故シーケンス 

「過渡事象＋崩壊熱除去失敗」(炉心損傷防止対策の有

効性を確認する際の残留熱除去系の機能喪失の理由につ

いては残留熱除去系の機能喪失又は原子炉補機冷却系の

機能喪失を考慮) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉において

津波を起因とする事故

シーケンスとして「直

接炉心損傷に至る事

象」のみを抽出してい

ることから，「ＴＢＤ」

には津波を起因とする

事故シーケンスは含ま

れない 
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② 炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

 

 

 

a. 残留熱除去系の機能喪失を考慮する場合 

・格納容器圧力逃がし装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 原子炉補機冷却水系の機能喪失を考慮する場合 

・代替原子炉補機冷却系 

 

⑨サポート系喪失（自動停止）＋逃がし安全弁再閉鎖

失敗＋ＲＨＲ失敗 

⑩サポート系喪失（直流電源故障）（外部電源喪失）＋

ＤＧ失敗（ＨＰＣＳ成功） 

⑪サポート系喪失（直流電源故障）（外部電源喪失）＋

ＤＧ失敗＋逃がし安全弁再閉鎖失敗（ＨＰＣＳ成功） 

⑫小破断ＬＯＣＡ＋ＲＨＲ失敗 

⑬中破断ＬＯＣＡ＋ＲＨＲ失敗 

⑭大破断ＬＯＣＡ＋ＲＨＲ失敗 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，運転時の異常な過渡変化等の発生後，炉心冷却には

成功するが，残留熱除去系の故障により崩壊熱除去機能

が喪失することで，炉心損傷前に格納容器が破損し，そ

の後，炉心損傷に至る事故シーケンスである。本事故シ

ーケンスグループに対する対策としては，代替除熱手段

による格納容器除熱等が考えられる。 

ⅲ) 有効性を確認する主な炉心損傷防止対策 

機能喪失した崩壊熱除去機能に対する代替除熱手段と

して，ＲＨＲ故障時及び取水機能喪失時の状況を想定し，

それぞれ以下の炉心損傷防止対策の有効性を確認する。 

【ＲＨＲ故障時】 

・原子炉隔離時冷却系 

・高圧炉心スプレイ系 

・手動減圧 

・低圧代替注水系（常設） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

・格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

 

 

 

【取水機能喪失時】 

・原子炉隔離時冷却系 

・手動減圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

 

 

 

a．残留熱除去系の機能喪失を考慮する場合 

・格納容器フィルタベント系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．原子炉補機冷却水系の機能喪失を考慮する場合 

・原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は耐圧強

化ベントは自主対策設

備とし，記載していな

い 
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③ 選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事故シーケンスグループには LOCA に伴う事故シーケ

ンス(第 1-8 表の本事故シーケンスグループの⑦～⑨)が

含まれており，いずれも格納容器圧力の上昇が早く，圧力

上昇の抑制に必要な設備容量の観点でも厳しいことから，

着眼点 b 及び c では「高」に分類されるが，これらは LOCA 

から派生したシーケンスである。LOCA を起因とするシー

ケンスについては，崩壊熱除去機能の代替手段の有効性も

含めてほかのシーケンスグループで評価することから，こ

れらの事故シーケンスは重要事故シーケンスの選定対象

から除外した。 

 

 

・低圧代替注水系（常設） 

・残留熱除去系 

・緊急用海水系 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

ⅴ) 選定理由 

いずれの事故シーケンスも代替除熱手段に係る炉心損

傷防止対策の実施に対する余裕時間に有意な差異はな

い。このため，炉心冷却に成功する事故シーケンスグル

ープではあるものの，事象発生初期の炉心損傷防止対策

の実施に対する余裕時間に着目する。原子炉水位の低下

が早い過渡事象（給水流量の全喪失），サポート系喪失（自

動停止）又はＬＯＣＡを起因とする事故シーケンスは，

余裕時間の観点で厳しい。また，事象初期の事象進展が

早く余裕時間が短い場合，崩壊熱が高く原子炉注水に必

要な設備容量が大きくなる。さらに，低圧の代替注水手

段に期待する場合，逃がし安全弁の再閉鎖に失敗する事

故シーケンスは，注水の開始時点で原子炉が一定程度減

圧されているため，逃がし安全弁の設備容量は再閉鎖成

功時の方が厳しくなる。代表性の観点からは①の事故シ

ーケンスの炉心損傷頻度が最も高い。 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンス

として選定した。 

 

なお，ＬＯＣＡを起因とする事故シーケンスについて

は，ＬＯＣＡ時注水機能喪失及び雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器過圧・過温破損）において，代替

除熱手段に係る重大事故等対策の有効性を含めて確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

また，本事故シーケンスグループには非常用交流電源

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事故シーケンスグループにはＬＯＣＡに伴う事故シ

ーケンス（第1－8表の本事故シーケンスグループの⑬～

⑱）が含まれており，いずれも格納容器圧力の上昇が早く，

圧力上昇の抑制に必要な設備容量の観点でも厳しいこと

から，着眼点ｂ及びｃでは「高」に分類されるが，これら

はＬＯＣＡから派生した事故シーケンスである。ＬＯＣＡ

を起因とする事故シーケンスについては，崩壊熱除去機能

の代替手段の有効性も含めてＬＯＣＡ時注水機能喪失で

評価することから，これらの事故シーケンスは重要事故シ

ーケンスの選定対象から除外した。 

 

また，事故シーケンス（第1－8表の本事故シーケンスグ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

運転時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス数の相違 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 
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このため，このほかの事故シーケンスから，着眼点「高」

が多く，「高」の数が同じ場合は「中」の数が多いシーケ

ンス(第 1-8 表の本事故シーケンスグループの①)を選定

した。 

なお，LOCA を起因としない事故シーケンス(第 1-8 表の

本事故シーケンスグループの①～⑥)は有効と考えられる

対策に差異がない。このため，起因事象発生後の事象進展

が早いと考えられる過渡事象を起因とし，減圧時に必要な

減圧幅の観点で厳しいと考えられる，SRV 再閉失敗を含ま

ない事故シーケンス(第 1-8 表の本事故シーケンスグルー

プの①)は，LOCA を起因としない事故シーケンス(第 1-8 

表の本事故シーケンスグループの①～⑥)に対して包絡性

を有しているものと考える。 

 

(5) 原子炉停止機能喪失 

① 重要事故シーケンス 

「過渡事象＋原子炉停止失敗」 

 

 

 

 

 

 

の喪失により崩壊熱除去機能が喪失している事故シーケ

ンスが含まれるものの，主要な炉心損傷防止対策の電源

を代替電源とする場合，有効と考えられる対策に差異が

ないため，過渡事象を起因とした①の事故シーケンスは，

②～⑭の事故シーケンスに対して包絡性を有しているも

のと考える（別紙4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 原子炉停止機能喪失 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

①過渡事象＋原子炉停止失敗 

ⅰ) 事故シーケンス 

①過渡事象＋原子炉停止失敗 

②サポート系喪失（自動停止）＋原子炉停止失敗 

③小破断ＬＯＣＡ＋原子炉停止失敗 

④中破断ＬＯＣＡ＋原子炉停止失敗 

⑤大破断ＬＯＣＡ＋原子炉停止失敗 

ループの⑲～㉑）は炉心冷却に成功した後，原子炉格納容

器の除熱手段を必要とする点で事故シーケンス（第1－8表

の本事故シーケンスグループの①）と類似している。格納

容器フィルタベント系は系統構成に必要な弁の駆動電源

を喪失した場合でも手動操作により対応可能であり，外部

電源及び非常用電源が喪失しているＴＢＷシーケンスに

おいても有効である。以上から事故シーケンス（第1－8表

の本事故シーケンスグループの⑲～㉑）は事故シーケンス

（第1－8表の本事故シーケンスグループの①）に包絡され

る。 

 

 

 

このため，このほかの事故シーケンスから，着眼点「高」

が多く，「高」の数が同じ場合は「中」の数が多い事故シ

ーケンス（第1－8表の本事故シーケンスグループの①）を

選定した。 

なお，ＬＯＣＡを起因としない事故シーケンス（第1－8

表の本事故シーケンスグループの①～⑫及び⑲～㉑)は有

効と考えられる対策に差異がない。このため，起因事象発

生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象を起因とし，

減圧時に必要な減圧幅の観点で厳しいと考えられる，ＳＲ

Ｖ再閉失敗を含まない事故シーケンス（第1－8表の本事故

シーケンスグループの①）は，ＬＯＣＡを起因としない事

故シーケンス（第1－8表の本事故シーケンスグループの①

～⑫及び⑲～㉑）に対して包絡性を有しているものと考え

る。（別紙４） 

(5) 原子炉停止機能喪失 

① 重要事故シーケンス 

「過渡事象＋原子炉停止失敗」 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，非常

用電源が喪失している

ＴＢＷシーケンスの扱

いについて記載した 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

非常用電源が喪失し

ているＴＢＷシーケン

スの扱いについて 

記載表現は異なるが

内容は同等 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

運転時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス数の相違 
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② 炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能 

・ほう酸水注入系 

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

着眼点「高」の数が最も多いシーケンス(第 1-8 表の本

事故シーケンスグループの①)を選定した。 

 

 

 

 

 

 

なお，本事故シーケンスグループでは，過渡事象を起因

とする事故シーケンスとLOCA を起因とする事故シーケン

スが抽出されている。本事故シーケンスグループに対して

は，重大事故等対処設備として代替制御棒挿入機能が整備

されており，これに期待する場合，LOCA を起因とする事

故シーケンス(第1-8 表の本事故シーケンスグループの②

～④)の事象進展はLOCA 時注水機能喪失の事故シーケン

スグループに包絡される。また，LOCA を起因とする場合，

水位低下の観点では厳しいものの，水位低下及びLOCA に

伴う減圧によってボイド率が上昇し，負の反応度が投入さ

れると考えられることから，事象発生直後の反応度投入に

伴う出力抑制の観点では過渡事象を起因とする事故シー

ケンス(第1-8 表の本事故シーケンスグループの①)が厳

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，運転時の異常な過渡変化等の発生後，原子炉停止機

能を喪失し，炉心損傷に至る事故シーケンスである。本

事故シーケンスグループへの対策としては，代替原子炉

停止手段による原子炉停止等が考えられる。 

ⅲ) 有効性を確認する主な炉心損傷防止対策 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機

能） 

・ほう酸水注入系 

・原子炉隔離時冷却系 

・高圧炉心スプレイ系 

・残留熱除去系 

 

ⅴ) 選定理由 

過渡事象（主蒸気隔離弁の誤閉止）に起因する事故シ

ーケンスは，原子炉圧力の上昇が早く，反応度印加の観

点で厳しい事象であり，事象進展が早く余裕時間が短く，

反応度印加の観点で厳しく出力抑制に必要な設備容量が

大きくなる。代表性の観点から，①の事故シーケンスの

炉心損傷頻度が最も高い。 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンス

として選定した。 

なお，本事故シーケンスグループでは，過渡事象を起

因とする事故シーケンスとＬＯＣＡを起因とする事故シ

ーケンスが抽出されている。本事故シーケンスグループ

に対しては，重大事故等対処設備として代替制御棒挿入

機能が整備されており，これに期待する場合，ＬＯＣＡ

を起因とする事故シーケンスの事象進展はＬＯＣＡ時注

水機能喪失の事故シーケンスグループに包絡される。 

また，ＬＯＣＡを起因とする場合，水位低下の観点で

は厳しいものの，水位低下及びＬＯＣＡに伴う減圧によ

ってボイド率が上昇し，負の反応度が投入されると考え

られることから，事象発生後の反応度印加に伴う出力抑

制の観点では過渡事象を起因とする事故シーケンスの方

が厳しいと考えられる。さらに，ＬＯＣＡを起因として

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・代替原子炉再循環ポンプトリップ機能 

・ほう酸水注入系 

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

着眼点「高」の数が最も多い事故シーケンス（第1－8表

の本事故シーケンスグループの①）を選定した。 

 

 

 

 

 

 

なお，本事故シーケンスグループでは，過渡事象を起因

とする事故シーケンスとＬＯＣＡを起因とする事故シー

ケンスが抽出されている。本事故シーケンスグループに対

しては，重大事故等対処設備として代替制御棒挿入機能が

整備されており，これに期待する場合，ＬＯＣＡを起因と

する事故シーケンス（第1－8表の本事故シーケンスグルー

プの②～④）の事象進展はＬＯＣＡ時注水機能喪失の事故

シーケンスグループに包絡される。また，ＬＯＣＡを起因

とする場合，水位低下の観点では厳しいものの，水位低下

及びＬＯＣＡに伴う減圧によってボイド率が上昇し，負の

反応度が投入されると考えられることから，事象発生直後

の反応度投入に伴う出力抑制の観点では過渡事象を起因

とする事故シーケンス（第1－8表の本事故シーケンスグル

 

 

 

 

 

 

・設備名称の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は後段で

記載しており，実質的

な差異はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，反応
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しいと考えられる。 

また，本事故シーケンスグループでは，ECCS が確保さ

れているシーケンスが抽出されていることから，水位低下

に対しては一定の対応が可能と考えられるため，反応度制

御の観点で厳しい事故シーケンスを選定することが妥当

であると考える。更に，LOCA と原子炉停止機能喪失が重

畳する事故シーケンスの炉心損傷頻度は1×10-13/炉年未

満であり，ほかの事故シーケンスグループの事故シーケン

スの炉心損傷頻度と比較しても極めて小さい。これらを踏

まえると，反応度制御の観点で厳しい，過渡事象を起因と

する事故シーケンス(第1-8 表の本事故シーケンスグルー

プの①)は，本事故シーケンスグループにおいて代表性を

有しているものと考える。 

 

(6) LOCA 時注水機能喪失 

① 重要事故シーケンス 

「中破断LOCA＋HPCF 注水失敗＋低圧ECCS 注水失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・手動減圧 

原子炉停止に失敗する事故シーケンスの炉心損傷頻度は

1×10－10／炉年未満であり極めて小さい。そのため，反応

度制御の観点で厳しい過渡事象を起因とする①の事故シ

ーケンスは，本事故シーケンスグループにおいて代表性

を有しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

③中破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却

失敗 

ⅰ) 事故シーケンス 

①小破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却

失敗 

②小破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失

敗 

③中破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却

失敗 

④中破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失

敗 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，小破断ＬＯＣＡ又は中破断ＬＯＣＡの発生後，高圧

注水機能の喪失に加え，低圧注水機能又は原子炉減圧機

能を喪失し，炉心損傷に至る事故シーケンスである。本

事故シーケンスグループへの対策としては，代替注水手

段による原子炉注水等が考えられる。 

ⅲ) 有効性を確認する主な炉心損傷防止対策 

・手動減圧 

ープの①）の方が厳しいと考えられる。 

本事故シーケンスグループでは，ＥＣＣＳが確保されて

いる事故シーケンスが抽出されていることから，水位低下

に対しては一定の対応が可能と考えられるため，反応度制

御の観点で厳しい事故シーケンスを選定することが妥当

であると考える。さらに，ＬＯＣＡと原子炉停止機能喪失

が重畳する事故シーケンスの炉心損傷頻度は１×10－12／

炉年未満であり，極めて小さい。これらを踏まえると，反

応度制御の観点で厳しい過渡事象を起因とする事故シー

ケンス（第1－8表の本事故シーケンスグループの①）は，

本事故シーケンスグループにおいて代表性を有している

ものと考える。 

 

 

(6) ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

① 重要事故シーケンス 

「冷却材喪失（中破断ＬＯＣＡ）＋高圧炉心冷却失敗＋

低圧炉心冷却失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・ＳＲＶの手動操作 

度「投入」と記載 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

運転時レベル１ＰＲ

Ａの相違により炉心損

傷頻度が異なっている 
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・低圧代替注水系(常設)(復水補給水系) 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

着眼点「高」の数が最も多いシーケンス(第 1-8 表の本

事故シーケンスグループの③)を選定した。なお，LOCA に

伴って生じる事故シーケンス(第 1-8 表の本事故シーケン

スグループの①～④)は，配管破断規模の大きさ及び重畳

する機能喪失が原子炉減圧機能喪失又は低圧注水機能喪

失である点で異なっている。配管破断規模の大きさの観点

では，中破断 LOCA の方が水位の低下が早く，厳しい事象

と考えられる。重畳する機能喪失の観点では，原子炉減圧

に用いる SRV は十分な台数が備えられている一方，低圧注

水の代替となる注水設備の容量は低圧 ECCS より少ない。

このため代替となる設備容量の観点で低圧注水機能喪失

を含むシーケンスが厳しいと考える。これらのことから，

配管破断規模が大きく，低圧注水機能喪失を含むシーケン

ス(第 1-8 表の本事故シーケンスグループの③)は，本事故

シーケンスグループのほかの事故シーケンスに対しても

包絡性を有しているものと考える。 

 

 

 

また，(4)の崩壊熱除去機能喪失においても LOCA を含む

事故シーケンス(第 1-8 表の事故シーケンスグループ「崩

壊熱除去機能喪失」の⑦～⑨)が抽出されている。これに

ついて，重要事故シーケンスによる包絡性を考えると，重

要事故シーケンスに低圧 ECCS 注水失敗が含まれており，

低圧 ECCS の機能喪失は残留熱除去系による原子炉格納容

器からの除熱にも期待できないこととほぼ同義であるこ

とから，本重要事故シーケンスでは，原子炉格納容器除熱

・低圧代替注水系（常設） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

・格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

 

 

 

ⅴ) 選定理由 

中破断ＬＯＣＡを起因とする事故シーケンスは，小破

断ＬＯＣＡに比べて破断面積が大きいことにより流出流

量が多く，事象進展が早いため，余裕時間の観点で厳し

い。また，設備容量の観点では，原子炉減圧に用いる逃

がし安全弁は十分な台数が設置されているが，低圧の代

替注水設備の設備容量は低圧ＥＣＣＳより少ないため，

低圧炉心冷却に失敗する事故シーケンスの方が厳しい。

代表性の観点からは，③の事故シーケンスの炉心損傷頻

度が高い。 

以上より，③の事故シーケンスを重要事故シーケンス

として選定した。 

なお，本事故シーケンスグループに含まれる事故シー

ケンスに対して有効と考えられる主な対策に差異がない

ため，重要事故シーケンスとして選定した③の事故シー

ケンスは，①，②，④の事故シーケンスに対しても包絡

性を有しているものと考える。 

 

 

 

また，「崩壊熱除去機能喪失」の事故シーケンスグルー

プにおいてもＬＯＣＡを起因とする事故シーケンスが抽

出されている。これについて，重要事故シーケンスによ

る包絡性を考えると，低圧炉心冷却失敗の事故シーケン

スを重要事故シーケンスとして選定することにより，崩

壊熱除去機能喪失に関する重大事故等対策の有効性につ

いても評価することとなる。このことから，選定した重

要事故シーケンスは「崩壊熱除去機能喪失」の事故シー

・低圧原子炉代替注水系（常設） 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選定理由 

着眼点「高」の数が最も多い事故シーケンス（第1－8表

の本事故シーケンスグループの③）を選定した。なお，Ｌ

ＯＣＡに伴って生じる事故シーケンス（第1－8表の本事故

シーケンスグループの①～④）は，配管破断規模の大きさ

及び重畳する機能喪失が原子炉減圧機能喪失又は低圧注

水機能喪失である点で異なっている。配管破断規模の大き

さの観点では，中破断ＬＯＣＡの方が水位の低下が早く，

厳しい事象と考えられる。重畳する機能喪失の観点では，

原子炉減圧に用いるＳＲＶは十分な台数が備えられてい

る一方，低圧注水の代替となる注水設備の容量は低圧ＥＣ

ＣＳより少ない。このため，代替となる設備容量の観点で

低圧注水機能喪失を含む事故シーケンスが厳しいと考え

る。これらのことから，配管破断規模が大きく，低圧注水

機能喪失を含む事故シーケンス（第1－8表の本事故シーケ

ンスグループの③）は，本事故シーケンスグループの他の

事故シーケンスに対しても包絡性を有しているものと考

える。 

 

 

また，「(4) 崩壊熱除去機能喪失」においてもＬＯＣＡ

を含む事故シーケンス（第1－8表の事故シーケンスグルー

プ「崩壊熱除去機能喪失」の⑬～⑱）が抽出されている。

これについて，重要事故シーケンスによる包絡性を考える

と，重要事故シーケンスに低圧注水失敗が含まれており，

低圧ＥＣＣＳの機能喪失は残留熱除去系による原子炉格

納容器からの除熱にも期待できないことをほぼ包絡して

いることから，本重要事故シーケンスでは，原子炉格納容

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は耐圧強

化ベントは自主対策設

備とし，記載していな

い 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，配管

破断規模の大きさ及び

重畳する機能喪失の観

点で理由を記載してお

り，実質的な差異はな

い 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，「他」

と記載 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

運転時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス数の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は残留熱
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機能に関する重大事故等対処設備の有効性についても評

価することとなる。このことから，本重要事故シーケンス

は，事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」の LOCA 

を起因とする事故シーケンスに対しても包絡性を有して

いるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA) 

① 重要事故シーケンス 

「ISLOCA」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・高圧炉心注水系 

 

 

 

 

 

 

ケンスグループにおけるＬＯＣＡを起因とする事故シー

ケンスに対しても包絡性を有しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

①インターフェイスシステムＬＯＣＡ 

ⅰ) 事故シーケンス 

①インターフェイスシステムＬＯＣＡ 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生後，破損

箇所の隔離に失敗し，格納容器貫通配管からの漏えいが

防止できずに炉心損傷に至る事故シーケンスである。本

事故シーケンスグループに対する対策としては，破損系

統の隔離及び破損系統を除くＥＣＣＳによる原子炉注水

等が考えられる。 

ⅲ) 有効性を確認する主な炉心損傷防止対策 

・手動減圧 

・破損系統を除く原子炉注水機能 

・破損系統の隔離 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

 

 

器除熱機能に関する重大事故等対処設備の有効性につい

ても評価することとなる。このことから，本重要事故シー

ケンスは，事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」

のＬＯＣＡを起因とする事故シーケンスに対しても包絡

性を有しているものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

① 重要事故シーケンス 

「格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣ

Ａ）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・ＳＲＶの手動操作 

・高圧炉心スプレイ系 

 

 

 

 

 

除去系以外の低圧ＥＣ

ＣＳであるＬＰＣＳ等

もあるため，低圧ＥＣ

ＣＳの機能喪失は残留

熱除去系と同義ではな

く包絡という記載をし

ている 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

重要事故シーケンス

の包絡性について記載

表現は異なるが内容は

同等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉において

は，インターフェイス

システムＬＯＣＡの発

生下において，系外漏
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③ 選定理由 

シーケンスとしては 1 種類のみ(第 1-8 表の本事故シー

ケンスグループの①)抽出されたことからこれを選定し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ) 選定理由 

抽出した事故シーケンスが1つであることから，①を重

要事故シーケンスとして選定した。 

 

(8) 津波浸水による最終ヒートシンク喪失  

ⅰ) 事故シーケンス 

①原子炉建屋内浸水による複数の緩和機能喪失（最終

ヒートシンク喪失） 

②最終ヒートシンク喪失（蓄電池枯渇後ＲＣＩＣ停止） 

③最終ヒートシンク喪失＋高圧炉心冷却失敗 

④最終ヒートシンク喪失＋逃がし安全弁再閉鎖失敗 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，防潮堤を越流した津波により非常用海水ポンプが被

水・没水し，最終ヒートシンクが喪失することにより，

炉心損傷に至る事故シーケンスである。本事故シーケン

スグループに対する対策としては，津波防護対策等が考

えられる。 

ⅲ) 有効性を確認する主な炉心損傷防止対策 

・津波防護対策 

・原子炉隔離時冷却系 

・手動減圧 

・低圧代替注水系（常設） 

・残留熱除去系 

・緊急用海水系 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

①原子炉建屋内浸水による複数の緩和機能喪失（最終

ヒートシンク喪失） 

ⅴ) 選定理由 

共通原因故障・系統間機能依存性の観点では，原子炉

建屋内浸水を起因とする①の事故シーケンスが厳しい。

余裕時間の観点では，事象発生初期に原子炉への注水に

 

 

③ 選定理由 

事故シーケンスとしては１種類のみ（第 1－8 表の本事

故シーケンスグループの①）抽出されたことからこれを選

定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えいを抑制するためＳ

ＲＶの手動操作を行う

ことを記載 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

東海第二は新たに追

加した「津波浸水によ

る最終ヒートシンク喪

失」の事故シーケンス

グループに対する重要

事故シーケンス選定に

ついて記載 
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なお，各事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

について，炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開

し，炉心損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主要

なカットセットに対する炉心損傷防止対策の整備状況等を確

認した。(別紙4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地震又は津波レベル1PRA から抽出される事故シーケ

ンスは，地震又は津波によって起因事象が引き起こされるもの

の，起因事象の後のシーケンスは緩和系の成功・失敗(地震又

は津波によって起因事象発生と同じタイミングで機能喪失し

ている場合を含む)の分岐によって決定されることから，整理

される事故シーケンスグループは内部事象PRA で抽出される

事故シーケンスグループと同等となる。内部事象では喪失時の

炉心損傷頻度への影響の大きな機器・系統等の信頼性向上や系

統機能を代替する設備の設置が対策となるが，外部事象では内

部事象の対策に加えて外部事象への対策(津波に対する止水対

策等)も挙げられる。外部事象自体による損傷(起因事象)の発

失敗する事故シーケンスが厳しい。設備容量の観点では，

原子炉建屋内浸水を起因とする①の事故シーケンスは津

波防護対策が広範囲に要求される。代表性の観点からは

②の事故シーケンスの炉心損傷頻度が最も高い。 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンス

として選定した。 

なお，有効と考えられる主な対策に差異がないため，

①の事故シーケンスは②～④の事故シーケンスに対して

包絡性を有しているものと考える。 

 

なお，各事故シーケンスグループに含まれる内部事象を起

因とする事故シーケンスについて，炉心損傷に至る要因をカ

ットセットレベルまで展開し，炉心損傷頻度に対する寄与割

合の観点で分析した結果，主要なカットセットに対して炉心

損傷防止対策がおおむね有効であることを確認した（別紙6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，各事故シーケンスグループにおける地震又は津波を

起因とする事故シーケンスについても，地震又は津波により

直接炉心損傷に至る事故シーケンスを除いて，炉心損傷に至

る要因をカットセットレベルまで展開し，主要なカットセッ

トに対して炉心損傷防止対策がおおむね有効であることを確

認した（別紙7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，各事故シーケンスグループに含まれる内部事象を起因

とする事故シーケンスについて，炉心損傷に至る要因をカット

セットレベルまで展開し，炉心損傷頻度に対する寄与割合の観

点で主要なカットセットに対する炉心損傷防止対策の整備状

況等を確認した。（別紙５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，各事故シーケンスグループにおける地震又は津波を起

因とする事故シーケンスについても，地震又は津波により直接

炉心損傷に至る事故シーケンスを除いて，炉心損傷に至る要因

をカットセットレベルまで展開し，主要なカットセットに対し

て炉心損傷防止対策がおおむね有効であることを確認した。

（別紙６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

別紙５に示すカット

セットは内部事象を対

象としているため，島

根２号炉は「内部事象

を起因とする」と記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は別紙５

で用いている用語と整

合させ，「寄与割合」と

している 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，地震

又は津波により直接炉

心損傷に至る事故シー

ケンスを除き，炉心損

傷防止対策がおおむね

有効であることを確認 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 
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生防止対策を実施することによっても当該事故シーケンスの

発生頻度は低下すること，及び，地震又は津波によって起因事

象が発生した場合であってもその後の対応は内部事象による

事故シーケンスに対する有効性評価で代表できることから，地

震又は津波レベル1PRA から抽出された事故シーケンスを重要

事故シーケンスとして選定していない。(別紙5) 

 

 

島根２号炉は，津波

ＰＲＡにおいて防波壁

等の止水対策を考慮し

たため，止水対策によ

る事故シーケンスの発

生頻度低下について記

載していない 
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第 1-1 表 PRA の対象とした主な設備・系統 

 

 

 第 1－1表 ＰＲＡの対象とした主な設備・系統 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＲＡ

の対象とした主な設

備，系統を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の主な設

備・系統について記載

した 
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第
1-
2 
表
 内

部
事
象
運
転
時
レ
ベ
ル

1P
RA
 に

お
け
る
起
因
事
象
と
発
生
頻
度
 

 

 

第
1
－
2
表
 
内
部
事
象
運
転
時
レ
ベ
ル
１
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
お
け
る
起
因
事
象
と
発
生
頻
度
 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＲＡ

における起因事象と発

生頻度を記載 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

内部事象運転時レベ

ル１ＰＲＡの起因事象

発生頻度が異なる（収

集期間の相違のため） 

島根２号炉は，今回

の内部事象運転時レベ

ル１ＰＲＡでは，手動

停止時のみ給復水系に

期待している 
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第 1-3 表 地震レベル 1PRA における起因事象と発生頻度 

 

 

 

 

 

 

 

第 1-4 表 津波高さ別の発生頻度 

 

 第 1－3表 地震レベル１ＰＲＡにおける起因事象と発生頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－4表 津波高さ別の発生頻度 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は地震Ｐ

ＲＡの起因事象と発生

頻度及び津波高さ別の

発生頻度を記載 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

地震ハザード，フラ

ジリティの相違によ

り，地震ＰＲＡの起因

事象発生頻度が異な

る。また，島根２号炉

では，地震ＰＲＡの事

故シーケンスの分析に

おいて，原子炉圧力容

器損傷と原子炉格納容

器損傷を分割している

こと，制御室建物損傷，

廃棄物処理建物損傷を

個別に抽出しているこ

とから，起因事象の分

類が異なる 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

津波ハザード，敷地

内浸水状況，浸水対策

への期待有無等によ

り，津波ＰＲＡの起因

事象の分類及び起因事

象発生頻度が異なる 
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第 1-5 表 イベントツリーにより抽出した事故シーケンス 

 

第1－1表 イベントツリーにより抽出した事故シーケンス 

 

第 1－5表 イベントツリーにより抽出した事故シーケンス 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第 1

－2図～第 1－5図に示

すイベントツリーの各

事故シーケンスとの対

比ができるよう，シー

ケンス No.を記載 

内部事象ＰＲＡの事

故シーケンスの相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＢＷ

Ｒ－５のため，ＨＰＣ

Ｓに失敗した事故シー

ケンスが抽出されてい

る(No.9,10,11,12) 

島根２号炉は，ＢＷ

Ｒ－５のため，ＳＲＶ

再閉失敗後の原子炉減

圧失敗の事故シーケン

スはない 

【東海第二】 

設備の相違により，

東海第二はサポート系

喪失（直流電源故障）

が起因事象の事故シー

ケンスが抽出されてい

る 
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【以下，比較のため第 1-5 表を再掲】 【以下，比較のため第 1－1表を再掲】 【以下，比較のため第 1－5表を再掲】 ・内部事象ＰＲＡの事

故シーケンスの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

高圧炉心冷却失敗

し，崩壊熱除去失敗し

た事故シーケンスもイ

ベントツリーから抽出

(No.5,7,21,23,28,30,

33,38,43)  

・地震ＰＲＡの事故シ

ーケンスの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は事故シ

ーケンスの分析におい

て，原子炉圧力容器損

傷と原子炉格納容器損

傷を分割しているこ

と，制御室建物損傷，

廃棄物処理建物損傷を

個別に抽出しているこ

とから，地震ＰＲＡの

事故シーケンスの分類

が異なる 

・津波ＰＲＡの事故シ

ーケンスの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

敷地内浸水状況，浸

水対策への期待有無等

により，津波ＰＲＡの

事故シーケンスの分類

が異なる 

第 1-5 表 イベントツリーにより抽出した事故シーケンス 

 

第1－1表 イベントツリーにより抽出した事故シーケンス 

 

第 1－5表 イベントツリーにより抽出した事故シーケンス 
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第

1-
6 
表
 P
RA
 の

結
果
に
基
づ
く
新
た
な
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
検
討
(
6 
号
炉
)
 

 

第
1
－
2
表
 
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
結
果
に
基
づ
く
新
た
な
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
検
討
 

 

第
1
－
6
表
 
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
結
果
に
基
づ
く
新
た
な
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
検
討
 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

運転時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス及び炉心損傷頻度の

相違 

・地震ＰＲＡの解析結

果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地震ハザード，フラ

ジリティの相違によ

り，地震ＰＲＡの炉心

損傷頻度が異なる。ま

た，島根２号炉では，

地震ＰＲＡの事故シー

ケンスの分析におい

て，原子炉圧力容器損

傷と原子炉格納容器損

傷を分割しているこ

と，制御室建物損傷，

廃棄物処理建物損傷を

個別に抽出しているこ

とから，事故シーケン

スの分類が異なる 

・津波ＰＲＡの解析結

果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

津波ハザード，敷地

内浸水状況，浸水対策

への期待有無等によ

り，津波ＰＲＡの事故

シーケンスの分類及び

炉心損傷頻度が異なる 
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第

1-
6 
表
 P
RA
 の

結
果
に
基
づ
く
新
た
な
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
検
討
(
7 
号
炉
)
 

 

  ・島根２号炉は単一プ

ラントの申請なので

該当なし 

【柏崎 6/7】 
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第
1-
7 
表
 事

故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
主
要
な
炉
心
損
傷
防
止
対
策
と
炉
心
損
傷
頻
度
(
6
 号

炉
) 

 

第
1－

3
表
 
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
主
要
な
炉
心
損
傷
防
止
対
策
及
び
炉
心
損
傷
頻
度
 

 

第
1－

7
表
 
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
主
要
な
炉
心
損
傷
防
止
対
策
と
炉
心
損
傷
頻
度
 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

運転時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス及び炉心損傷頻度並

びに主要な炉心損傷防

止対策の相違 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地震ハザード，フラ

ジリティの相違によ

り，地震ＰＲＡの炉心

損傷頻度が異なる 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では津波

防護施設及び浸水防止

設備に期待した津波Ｐ

ＲＡを実施した結果，

津波ＰＲＡの炉心損傷

頻度が小さくなってい

る。 
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【以下，比較のため第1-7 表を再掲】  【以下，比較のため第 1－3表を再掲】 【以下，比較のため第 1－7表を再掲】 ・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉と柏崎

6/7号，東海第二とで，

炉心損傷防止対策の有

効性評価の対象範囲に

含まれない事故シーケ

ンスの炉心損傷頻度の

絶対値に大きな相違は

ないが，島根２号炉で

は全炉心損傷頻度が小

さいため，上記事故シ

ーケンスの全炉心損傷

頻度への寄与割合が相

対的に大きくなる。こ

のため，島根２号炉で

は対策が有効となる事

故シ―ケンスの割合が

小さくなっている 

第
1-

7 
表

 事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
主
要
な
炉
心
損
傷
防
止
対
策
と
炉
心
損
傷
頻
度
(
6
 号

炉
) 

 

第
1－

3
表
 
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
主
要
な
炉
心
損
傷
防
止
対
策
及
び
炉
心
損
傷
頻
度
 

 

第
1－

7
表
 
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
主
要
な
炉
心
損
傷
防
止
対
策
と
炉
心
損
傷
頻
度
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第
1-
7 
表
 事

故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
主
要
な
炉
心
損
傷
防
止
対
策
と
炉
心
損
傷
頻
度
(
7
 号

炉
) 

 

  

・島根２号炉は単一プ

ラントの申請なの

で，該当なし 

【柏崎 6/7】 
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第
1-
8 
表
 重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
1/
3）

 

 

第
1－

4
表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
1／

2
）
 

 

第
1－

8
表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
１
／
３
）
 

 

・解析結果の相違 

運転時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス及び炉心損傷頻度並

びに主要な炉心損傷防

止対策の相違 

【東海第二】 

設備の相違により，

東海第二はサポート系

喪失（自動停止）の事

故シーケンスが抽出さ

れている 

東海第二は「着眼点

との関係と重要事故シ

ーケンス選定の考え

方」a.において，サポ

ート系喪失を「中」と

しているが，島根２号

炉は「高」としている

（柏崎 6/7と同様） 
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【以下，比較のため第1-8 表(1/3)を再掲】  【以下，比較のため第 1－4表(1/2)を再掲】 【以下，比較のため第 1－8表(1/3)を再掲】 ・解析結果の相違 

運転時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス及び炉心損傷頻度並

びに主要な炉心損傷防

止対策の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，「着眼

点との関係と重要事故

シーケンス選定の考え

方」d.において，事故

シーケンスグループの

中で最も炉心損傷頻度

の高い事故シーケンス

を「高」と整理してい

る（東海第二と同様）

が，それに加えて柏崎

刈羽 6/7 号炉のように

全炉心損傷頻度の 10%

以上を「高」としても，

島根２号炉のＰＲＡの

結果では，各事故シー

ケンスグループに２つ

以上 10％以上の事故シ

ーケンスがないため選

定に影響しない 

第
1-
8 
表
 重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
1/
3）

 

 

第
1－

4
表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
1／

2
）
 

 

第
1－

8
表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
１
／
３
）
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【以下，比較のため第1-8 表(1/3)を再掲】  【以下，比較のため第 1－4表(1/2)を再掲】 【以下，比較のため第 1－8表(1/3)を再掲】 ・解析結果の相違 

運転時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス及び炉心損傷頻度並

びに主要な炉心損傷防

止対策の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「高

圧・低圧注水機能喪失」

において，津波による

シーケンスが抽出され

ていない（東海第二と

同様） 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「高圧

注水・減圧機能喪失」

において，ＳＲＶ1個の

開放により原子炉が減

圧されるため，ＳＲＶ

の再閉鎖失敗を含む事

故シーケンスは含まれ

ない（東海第二と同様） 

 

第
1-

8 
表

 重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
1/
3）

 

 

第
1－

4
表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
1／

2
）
 

 

第
1－

8
表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
１
／
３
）
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 【以下，比較のため第 1－4表(1/2)を再掲】  ・解析結果の相違 

運転時レベル１ＰＲ

Ａの事故シーケンス及

び炉心損傷頻度並びに

主要な炉心損傷防止対

策の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎刈羽 6/7 号炉で

は津波ＰＲＡから「Ｔ

ＢＤ」が抽出されてい

るが，島根２号炉では

津波ＰＲＡから「直接

炉心損傷に至る事象」

のみが抽出されてお

り，「ＴＢＤ」として抽

出された事故シーケン

スが１つであることか

ら着眼点に照らした整

理は行っていない 

 

第
1-
8 
表
 重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
2/
3）

 

 

第
1－

4
表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
1／

2）
 

 

第
1－

8
表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
等
の
選
定
（
２
／
３
）
 

 

付録1-82



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

【以下，比較のため第1-8 表(2/3)を再掲】  【以下，比較のため第 1－4表(1/2)を再掲】 【以下，比較のため第 1－8表(2/3)を再掲】 ・解析結果の相違 

運転時レベル１ＰＲ

Ａの事故シーケンス及

び炉心損傷頻度並びに

主要な炉心損傷防止対

策の相違 

【東海第二】 

東海第二は「ＴＢＵ」

と「ＴＢＤ」を同じ事

故シーケンスグループ

として整理し，重要事

故シーケンスは「ＴＢ

Ｄ」のシナリオを選定

しているが，島根２号

炉は「ＴＢＵ」，「ＴＢ

Ｄ」それぞれ別の事故

シーケンスグループと

して整理している（柏

崎 6/7と同様） 

【東海第二】 

設備の相違により，

東海第二はサポート系

喪失（直流電源喪失）

の事故シーケンスが抽

出されている 
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第
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表
 重

要
事
故
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ケ
ン
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等
の
選
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（
3/
3）

 

 

第
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4
表
 
重
要
事
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シ
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の
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第
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表
 
重
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等
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・解析結果の相違 

運転時レベル１ＰＲ

Ａの事故シーケンス及

び炉心損傷頻度並びに

主要な炉心損傷防止対

策の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＢＷ

Ｒ－５のため「崩壊熱

除去機能喪失」におい

て，ＴＢＷのシーケン

スが抽出されている

が，重要事故シーケン

スに包絡されるもので

あり，事故シーケンス

選定の考え方は同様 

【東海第二】 

設備の相違により，

東海第二は崩壊熱除去

機能喪失において，サ

ポート系喪失（自動停

止），サポート系喪失

（直流電源喪失）の事

故シーケンスが抽出さ

れている 

【東海第二】 

東海第二は新たな事

故シーケンスグループ

として「津波浸水によ

る最終ヒートシンク喪

失」が抽出されている 
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・地震ＰＲＡの解析結

果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では，地

震ＰＲＡの事故シーケ

ンスの分析において，

原子炉圧力容器損傷と

原子炉格納容器損傷を

分割したこと，制御室

建物損傷，廃棄物処理

建物損傷を個別に抽出

したことから，事故シ

ーケンスの分類が異な

る 

・津波ＰＲＡの解析結

果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

敷地内浸水状況，浸

水対策への期待有無等

により，津波ＰＲＡの

事故シーケンスの分類

が異なる 
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・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第 1

－5 表の事故シーケン

スと対比できるよう，

シーケンス No.を記載

（以下，同様の相違は

省略） 

・解析結果の相違 

内部事象運転時レベ

ル１ＰＲＡのイベント

ツリーの相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，「過渡

事象」のイベントツリ

ーにおいて，ＳＲＶ１

個の開放により原子炉

が減圧されるため，Ａ

ＢＷＲのように圧力バ

ウンダリ健全性（ＳＲ

Ｖ再閉）失敗後に，原

子炉減圧の分岐を設け

ていない 
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【以下，比較のため第 1-2 図(1/3)を再掲】   【以下，比較のため第1－2図(1/3)を再掲】 ・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

「外部電源喪失」の

イベントツリーにおい

て，直流電源及び交流

電源のヘディングにつ

いて，区分Ⅰ及び区分

Ⅱの直流電源及び交流

電源の成功／失敗を展

開。なお，区分Ⅲの直

流電源故障及び交流電

源故障は高圧炉心スプ

レイ系のヘディングで

モデル化している（東

海第二と同様） 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は高圧炉

心冷却においてＨＰＣ

ＳとＲＣＩＣの分岐を

分けた記載とはしてい

ないが，ＨＰＣＳ又は

ＲＣＩＣの成功で事故

シーケンスグループを

分けているのは同様で

ある 
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・解析結果の相違 

内部事象運転時レベ

ル１ＰＲＡのイベント

ツリーの相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＳＲ

Ｖ１個の開放により原

子炉が減圧されるた

め，ＡＢＷＲのように

圧力バウンダリ健全性

（ＳＲＶ再閉）失敗後

に，原子炉減圧の分岐

を設けてない 
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・解析結果の相違 

【東海第二】 

設備の相違により東

海第二はサポート系喪

失（自動停止）のイベ

ントツリーを展開して

いる 
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・解析結果の相違 

【東海第二】 

設備の相違により東

海第二はサポート系喪

失（直流電源喪失）の

イベントツリーを展開

している 
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・解析結果の相違 

内部事象運転時レベ

ル１ＰＲＡのイベント

ツリーの相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，大破

断ＬＯＣＡ，中破断Ｌ

ＯＣＡ及び小破断ＬＯ

ＣＡについて同一のイ

ベントツリーを用いて

いる。大破断ＬＯＣＡ

については原子炉減圧

されるものとして取り

扱っており，東海第二

と実質的な差異はない

（柏崎 6/7と同様） 

 

付録1-91



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

【以下，比較のため第 1-2 図(3/3)を再掲】   【以下，比較のため第1－2図(3/3)を再掲】 ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉はインタ

ーフェイスシステムＬ

ＯＣＡの発生後，運転

員による隔離操作を行

うヘディングを記載し

ている 
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・階層イベントツリー

のヘディングの相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は原子炉圧

力容器損傷，原子炉格

納容器損傷及び原子炉

建屋損傷を１つの事故

シーケンスで取り扱っ

ているが，島根２号炉

ではこれらの事故シー

ケンスを分けて評価す

るイベントツリーとし

ている。このイベント

ツリー構造の相違によ

るシーケンス選定の結

果への影響はない 

・地震ＰＲＡの起点と

なる起因事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地震ＰＲＡの起点と

なる起因事象が「地震

加速度大」と「外部電

源喪失」とで異なる。

地震ＰＲＡで扱う地震

加速度の下限値等に相

違が生じるが，この相

違によるシーケンス選

定の結果への影響はな

い 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は階層イ

ベントツリーで抽出し

ている外部電源喪失の

イベントツリーを展開

しており，柏崎 6/7，東

海第二は，階層イベン

トツリーにおいて過渡

事象と外部電源喪失を

分けて抽出しているた

め過渡事象／外部電源

喪失を起因事象とした

イベントツリーを展開

しているが，この相違

によるシーケンス選定

の結果への影響はない 
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【以下，比較のため第 1-4図(1/2)を再掲】   【以下，比較のため第1-4図(1/2)を再掲】  ・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は階層イ

ベントツリーで抽出し

ている外部電源喪失の

イベントツリーを展開

しており，柏崎 6/7 及

び東海第二は，階層イ

ベントツリーにおいて

過渡事象と外部電源喪

失を分けて抽出してい

るため過渡事象／外部

電源喪失を起因事象と

したイベントツリーを

展開しているが，この

相違によるシーケンス

選定の結果への影響は

ない 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は階層イ

ベントツリーで抽出し

ている全交流動力電源

喪失のイベントツリー

を展開しており，柏崎

6/7は，階層イベントツ

リーにおいて全交流動

力電源喪失と，全交流

動力電源喪失＋最終ヒ

ートシンク喪失を分け

て抽出しているため，

全交流動力電源喪失／

全交流動力電源喪失＋

最終ヒートシンク喪失

を起因事象としたイベ

ントツリーを展開して

いるが，この相違によ

るシーケンス選定の結

果への影響はない 

【東海第二】 

島根２号炉は階層イ

ベントツリーにて直流

電源喪失からＴＢＤを

抽出しているが，東海

第二は階層イベントツ

リーにて直注電源喪失

を抽出し，直流電源喪

失を起因事象とするイ

ベントツリーを展開し

ＴＢＤを抽出している 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

敷地内浸水状況，浸

水対策への期待有無等

により，津波ＰＲＡの

事故シーケンスの分類

が異なる。島根２号炉

では，防波壁等の津波

防護施設及び浸水防止

設備に期待した評価と

しており，ＥＬ２0m 超

過津波襲来時の「直接

炉心損傷に至る事象」

のみが抽出された 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の津波Ｐ

ＲＡでは，評価対象と

する起因事象に対して

炉心損傷に直結する事

象のみが抽出されたた

め，イベントツリーを

作成していない 
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第 1-7 図 プラント全体の炉心損傷頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1－7図 プラント全体の炉心損傷頻度 

 

 

 

 

 

 

 

第1－6図 プラント全体の炉心損傷頻度 

・事象別の炉心損傷頻

度寄与割合の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は津波Ｐ

ＲＡにおいて津波防護

施設及び浸水防止設備

を考慮しており，津波

ＰＲＡの炉心損傷頻度

が相対的に小さくなっ

ているため，事象別の

炉心損傷頻度寄与割合

において津波ＰＲＡの

占める割合が小さい 

 

・事故シーケンスグル

ープ別の寄与割合の

相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7 では津波Ｐ

ＲＡの寄与割合が大き

く，結果として津波Ｐ

ＲＡから抽出される事

故シーケンスグループ

の高圧・低圧注水機能

喪失，全交流動力電源

喪失の寄与割合が大き

くなっている。東海第

二では内部事象ＰＲＡ

の寄与割合が大きくな

っているが，崩壊熱除

去機能喪失の寄与割合

が大きくなっているこ

と等は同様 
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第 1-8 図 各 PRA の結果と事故シーケンスグループごとの寄与割

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1－8図 事故シーケンスグループごとの寄与割合 

 

 

第1－7図 各ＰＲＡの結果と事故シーケンスグループごとの寄

与割合 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

運転時レベル１ＰＲ

Ａによる炉心損傷頻度

及び寄与割合の相違 

 

 

 

 

 

 

・地震ＰＲＡ結果の相

違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地震ハザード，フラ

ジリティの相違によ

り，各事故シーケンス

の寄与割合が異なって

いる 

・津波ＰＲＡ結果の相

違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉及び東海

第二では津波防護施設

及び浸水防止設備に期

待したＰＲＡを実施し

た結果，津波ＰＲＡの

炉心損傷頻度が小さ

い。島根２号炉の事故

シーケンスとしては

EL20m超過時の「直接炉

心損傷に至る事象」の

みが抽出された 
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2 格納容器破損防止対策の有効性評価における格納容器破損モ

ード及び評価事故シーケンスの選定について 

 

格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード

及び評価事故シーケンス選定の全体プロセスを第2-1図に示

す。また，以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。 

【概要】 

① 内部事象レベル1.5PRA及びPRAを適用できない外部事象

に係る定性的検討から格納容器破損モードを抽出し，解釈

の記載との比較検討・分類を実施した。 

② 抽出された格納容器破損モードのうち，炉心損傷発生時

点で原子炉格納容器の機能に期待できない格納容器バイ

パス，格納容器先行破損に該当するものは，解釈１－２(b)

に基づき炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。 

③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も踏

まえた検討を行い，新たに追加すべき格納容器破損モード

はないものと判断した。 

④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生の観

点で厳しいプラント損傷状態(以下「PDS」という。)を選

定し，その中で厳しい事故シーケンスを検討し，格納容器

破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスとして

選定した。 

 

 

2.1 格納容器破損モードの分析について 

解釈には，格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容

器破損モードの選定の個別プラント評価による抽出に関し，以

下のとおりに示されている。 

２－１ 

(a) 必ず想定する格納容器破損モード 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破

損) 

・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

・水素燃焼 

・格納容器直接接触(シェルアタック) 

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価における格納容器破損

モード及び評価事故シーケンスの選定について 

 

格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード

及び評価事故シーケンス選定の全体プロセスを第2－1図に示

す。また，以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。 

【概要】 

① 内部事象レベル１．５ＰＲＡ及びＰＲＡを適用できない

外部事象に係る定性的検討から格納容器破損モードを抽

出し，解釈の記載との比較検討・分類を実施した。 

② 抽出された格納容器破損モードのうち，炉心損傷発生時

点で格納容器の機能に期待できない格納容器バイパス，格

納容器先行破損に該当するものは，解釈１－２(b)に基づ

き炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。 

③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も

踏まえた検討を行い，新たに追加すべき格納容器破損モー

ドの要否を検討した。 

④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生の

観点で厳しいプラント損傷状態（以下「ＰＤＳ」という。）

を選定し，その中で厳しい事故シーケンスを検討し，格納

容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスと

して選定した。 

 

 

2.1 格納容器破損モードの分析について 

解釈には，格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容

器破損モードの個別プラント評価による抽出に関し，以下のと

おりに示されている。 

２－１ 

(a) 必ず想定する格納容器破損モード 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損） 

・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

・水素燃焼 

・格納容器直接接触（シェルアタック） 

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価における格納容器破損

モード及び評価事故シーケンスの選定について 

 

格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード

及び評価事故シーケンス選定の全体プロセスを第2－1図に示

す。また，以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。 

【概要】 

① 内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡ及びＰＲＡを適用でき

ない外部事象に係る定性的検討から格納容器破損モード

を抽出し，解釈の記載との比較検討・分類を実施した。 

② 抽出された格納容器破損モードのうち，炉心損傷発生時

点で原子炉格納容器の機能に期待できない格納容器バイ

パス，格納容器先行破損に該当するものは，解釈１－２(b)

に基づき炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。 

③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も

踏まえた検討を行い，新たに追加すべき格納容器破損モー

ドの要否を検討した。 

④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生の

観点で厳しいプラント損傷状態（以下「ＰＤＳ」という。）

を選定し，その中で厳しい事故シーケンスを検討し，格納

容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスと

して選定した。 

 

 

2.1 格納容器破損モードの分析について 

解釈には，格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容

器破損モードの選定の個別プラント評価による抽出に関し，以

下のとおりに示されている。 

２－１ 

(a) 必ず想定する格納容器破損モード 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損） 

・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

・水素燃焼 

・格納容器直接接触（シェルアタック） 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号は内部事象

運転時レベル 1.5ＰＲ

Ａと記載（以下，同様

の相違は記載を省略） 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

格納容器破損モード

の抽出プロセスを記載

しているため，島根２

号炉では「新たに追加

すべき格納容器破損モ

ードの要否を検討し

た」と記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 
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・溶融炉心・コンクリート相互作用 

(b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード 

① 個別プラントの内部事象に関するPRA 及び外部事象に関

するPRA(適用可能なもの)又はそれに代わる方法で評価を

実施すること。 

② その結果、上記２－１(a)の格納容器破損モードに含まれ

ない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モード

が抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとし

て追加すること。  

 

上記２－１(b)①に基づき，内部事象レベル1.5PRAを実施し，

格納容器破損モードを評価した。 

外部事象について，地震レベル1.5PRAは原子炉建屋，原子炉

格納容器等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に

至る過程の不確かさが大きく，定量評価結果の活用に際しては

損傷箇所，損傷モード等の精緻化の検討が必要な段階であるた

め，現段階では事故シーケンス選定の検討に適用しないことと

した。 

また，PRA の適用が困難と判断した外部事象については定性

的な検討により発生する事故シーケンスの分析を行った。 

 

実施した事故シーケンスグループに係る分析結果を以下に

示す。 

 

2.1.1 格納容器破損モードの抽出，整理 

(1) PRAに基づく整理 

内部事象レベル1.5PRAを実施し，事故の進展に伴い生じる

原子炉格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から，以

下の①～⑫に示す格納容器破損モードの抽出を行った。 

 

具体的には第2-2図のとおり，炉心損傷前，原子炉圧力容

器破損前，原子炉圧力容器破損直後，原子炉圧力容器破損以

降の各プラント状態に分類し，それぞれの状態で発生する負

荷を抽出している。また，事故進展中に実施される緩和手段

等を考慮し，第2-3図に示す格納容器イベントツリーを作成

し，原子炉格納容器の破損に至る格納容器破損モードを整理

・溶融炉心・コンクリート相互作用 

(b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード 

①個別プラントの内部事象に関するＰＲＡ及び外部事象に

関するＰＲＡ（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で

評価を実施すること。 

②その結果、上記２－１(a)の格納容器破損モードに含まれ

ない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モード

が抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとし

て追加すること。 

 

上記２－１(b)①に基づき，内部事象レベル１．５ＰＲＡを

実施し，格納容器破損モードを評価した。 

外部事象について，地震レベル１．５ＰＲＡは原子炉建屋，

格納容器等の損傷から格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過

程の不確かさが大きく，定量評価結果の活用に際しては損傷箇

所，損傷モード等の精緻化の検討が必要な段階であるため，現

段階では事故シーケンス選定の検討に適用しないこととした。 

 

また，ＰＲＡの適用が困難と判断した外部事象については定

性的な検討により発生する格納容器破損モードの分析を行っ

た。 

  実施した格納容器破損モード抽出に係る分析結果を以下に

示す。 

 

2.1.1 格納容器破損モードの抽出，整理 

(1) ＰＲＡに基づく整理 

内部事象レベル１．５ＰＲＡを実施し，事故の進展に伴い

生じる格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から，以

下のａ．～ｉ．に示す格納容器破損モードの抽出を行った。 

 

具体的には第2－2図のとおり，炉心損傷前，原子炉圧力容

器破損前，原子炉圧力容器破損直後，原子炉圧力容器破損以

降の各プラント状態に分類し，それぞれの状態で発生する負

荷を抽出している。また，事故進展中に実施される緩和手段

等を考慮し，第2－3図に示すイベントツリーを作成し，格納

容器の破損に至る格納容器破損モードを整理している。内部

・溶融炉心・コンクリート相互作用 

(b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード 

① 個別プラントの内部事象に関するＰＲＡ及び外部事象

に関するＰＲＡ（適用可能なもの）又はそれに代わる方法

で評価を実施すること。 

② その結果、上記２－１(a)の格納容器破損モードに含ま

れない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モー

ドが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードと

して追加すること。 

 

上記２－１(b)①に基づき，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡ

を実施し，格納容器破損モードを評価した。 

外部事象については，地震レベル1.5ＰＲＡは原子炉建物，

原子炉格納容器等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能

喪失に至る過程の不確かさが大きく，定量評価結果の活用に際

しては損傷箇所，損傷モード等の精緻化の検討が必要な段階で

あるため，現段階では事故シーケンス選定の検討に適用しない

こととした。 

また，ＰＲＡの適用が困難と判断した外部事象については定

性的な検討により発生する格納容器破損モードの分析を行っ

た。 

実施した格納容器破損モード抽出に係る分析結果を以下に

示す。 

 

2.1.1 格納容器破損モードの抽出，整理 

(1) ＰＲＡに基づく整理 

内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡを実施し，事故の進展に

伴い生じる原子炉格納容器の健全性に影響を与える負荷の

分析から，以下の①～⑫に示す格納容器破損モードの抽出を

行った。 

具体的には第2－2図のとおり，炉心損傷前，原子炉圧力容

器破損前，原子炉圧力容器破損直後，原子炉圧力容器破損以

降の各プラント状態に分類し，それぞれの状態で発生する負

荷を抽出している。また，事故進展中に実施される緩和手段

等を考慮し，第2－3図に示す格納容器イベントツリーを作成

し，原子炉格納容器の破損に至る格納容器破損モードを整理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は格納容

器破損モード抽出の観

点で分析を実施（以下，

同様の相違は記載を省

略） 
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している。内部事象レベル1.5PRAから抽出された格納容器破

損モード及び定量化結果を第2-1表に示す。また，格納容器

破損モードごとの格納容器破損頻度への寄与割合を第2-4図

に示す。 

 

 

 

 

① 原子炉未臨界確保失敗時の過圧破損 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉停止失敗時に，炉心で発生した大量の水蒸気が原子

炉格納容器へ放出され，格納容器圧力が早期に上昇して，原

子炉格納容器が過圧破損に至る事象として分類する。 

 

 

 

 

 

② 水蒸気(崩壊熱)による過圧破損(炉心損傷前) 

炉心の冷却が達成される中で，水蒸気の蓄積による準静的

加圧で原子炉格納容器が炉心損傷前に破損する事象として

分類する。 

③ インターフェイスシステムLOCA 

インターフェイスシステムLOCA の発生により，原子炉格

納容器をバイパスして原子炉冷却材が原子炉建屋内に放出

される事象として分類する。 

④ 格納容器隔離失敗 

炉心が損傷した時点で，原子炉格納容器の隔離に失敗して

おり，原子炉格納容器の閉じ込め機能を喪失している事象と

して分類する。 

事象レベル１．５ＰＲＡから抽出された格納容器破損モード

及び定量化結果を第2－1表に示す。また，格納容器破損モー

ドごとの格納容器破損頻度への寄与割合を第2－4図に示す。 

 

 

 

 

 

ａ．早期過圧破損（未臨界確保失敗） 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉停止失敗時に，炉心で発生した大量の水蒸気が格

納容器へ放出され，格納容器圧力が早期に上昇して，格納

容器が過圧破損に至る格納容器破損モードである。 

 

 

 

 

 

ｂ．過圧破損（崩壊熱除去失敗） 

炉心の冷却が達成される中で，水蒸気の蓄積による準静

的加圧で格納容器が炉心損傷前に破損する格納容器破損

モードである。 

ｃ．格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生により，格納

容器をバイパスして原子炉冷却材が原子炉建屋内に放出

される格納容器破損モードである。 

ｄ．格納容器バイパス（格納容器隔離失敗） 

炉心が損傷した時点で，格納容器の隔離に失敗してお

り，格納容器の閉じ込め機能を喪失している格納容器破損

モードである。 

している。内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡから抽出された

格納容器破損モード及び定量化結果を第2－1表に示す。ま

た，格納容器破損モードごとの格納容器破損頻度（以下「Ｃ

ＦＦ」という。）への寄与割合を第2－4図に示す。 

 

 

 

 

① 早期過圧破損（未臨界確保失敗時の過圧） 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉停止失敗時に，炉心で発生した大量の水蒸気が原子

炉格納容器へ放出され，格納容器圧力が早期に上昇して，原

子炉格納容器が過圧破損に至る事象として分類する。 

 

 

 

 

 

② 水蒸気（崩壊熱）による過圧破損（炉心損傷前） 

炉心の冷却が達成される中で，水蒸気の蓄積による準静的

加圧で原子炉格納容器が炉心損傷前に破損する事象として

分類する。 

③ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

  インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生により，原子炉

格納容器をバイパスして原子炉冷却材が原子炉建物内に放

出される事象として分類する。 

④ 格納容器バイパス（格納容器隔離失敗） 

  炉心が損傷した時点で，原子炉格納容器の隔離に失敗して

おり，原子炉格納容器の閉じ込め機能を喪失している事象と

して分類する。 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は格納容

器破損頻度をＣＦＦと

読み替え 

 

・格納容器破損モード

名称の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉ＰＲＡに

て抽出される格納容器

破損モード名称を記載

（以下，同じ相違は記

載を省略） 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号は「事象と

して分類する」と記載

（以下，同様の相違は

記載を省略） 
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⑤ 原子炉圧力容器内での水蒸気爆発 

高温の溶融炉心が下部プレナムの水中に落下して水蒸気

爆発が発生し，その際の発生エネルギーによって原子炉圧力

容器の蓋がミサイルとなって原子炉格納容器に衝突し，格納

容器破損に至る事象として分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 格納容器雰囲気直接加熱 

高圧状態で原子炉圧力容器が破損した場合に，溶融炉心が

なお，以下の格納容器破損モードは，今回実施した内部事象

レベル１．５ＰＲＡでは分析により除外した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｊ．原子炉圧力容器内での水蒸気爆発 

高温の溶融炉心が下部プレナムの水中に落下して水蒸

気爆発が発生し，その際の発生エネルギによって原子炉圧

力容器の蓋がミサイルとなって格納容器に衝突し，格納容

器破損に至る格納容器破損モードである。 

 

 

 

 

ただし，これまでの炉内溶融燃料－冷却材相互作用に係る研究等

の知見から，炉内溶融燃料－冷却材相互作用により格納容器が破

損する可能性は十分低いため，内部事象レベル１．５ＰＲＡでは

格納容器破損モードとして設定していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．格納容器雰囲気直接加熱 

高圧状態で原子炉圧力容器が破損した場合に，溶融炉心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 原子炉圧力容器内の水蒸気爆発 

  高温の溶融炉心が下部プレナムの水中に落下して水蒸気

爆発が発生し，その際の発生エネルギによって原子炉圧力容

器の蓋がミサイルとなって原子炉格納容器に衝突し，格納容

器破損に至る事象として分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 格納容器雰囲気直接加熱 

高圧状態で原子炉圧力容器が破損した場合に，溶融炉心が

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では除外

した格納容器破損モー

ドも記載しているので

除外理由記載していな

い。除外理由は「2.1.2 

内部事象運転時レベル

1.5ＰＲＡの定量化結

果及び影響度を踏まえ

た格納容器破損モード

の検討」に記載 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号は「エネル

ギ」と記載（以下，同

様の相違は記載を省

略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では除外

した格納容器破損モー

ドも記載しているので

除外理由記載していな

い。除外理由は「2.1.2 

内部事象運転時レベル

1.5ＰＲＡの定量化結

果及び影響度を踏まえ

た格納容器破損モード

の検討」に記載 
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原子炉格納容器の雰囲気中を飛散する過程で微粒子化し，雰

囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱・加圧の結

果，格納容器圧力が上昇し原子炉格納容器の破損に至る事象

として分類する。 

⑦ 原子炉圧力容器外での水蒸気爆発 

高温の溶融炉心が原子炉格納容器下部の水中に落下し，水

蒸気爆発又は水蒸気による圧力スパイクが発生する可能性

がある。このときに原子炉格納容器に付加される機械的エネ

ルギーによって原子炉格納容器の破損に至る事象として分

類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 溶融物直接接触 

原子炉圧力容器破損後に原子炉格納容器下部へ落下した

溶融炉心が原子炉格納容器下部の床からその外側のドライ

ウェルの床に広がり，高温の溶融炉心がドライウェルの壁

(バウンダリ)に接触してドライウェル壁の一部が溶融貫通

し，原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が格納容器の雰囲気中を飛散する過程で微粒子化し，雰囲

気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱・加圧の結

果，格納容器圧力が上昇し格納容器の破損に至る格納容器

破損モードである。 

ｈ．原子炉圧力容器外での水蒸気爆発 

高温の溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）の水中

又はサプレッション・プール水中に落下した場合，若しく

は格納容器内に放出されたデブリに対して注水を実施し

た場合に，水蒸気爆発又は水蒸気による圧力スパイクが発

生する可能性がある。このときに格納容器に付加される機

械的エネルギによって格納容器の破損に至る格納容器破

損モードである。 

 

 

 

 

 

 

ｌ．溶融物直接接触 

原子炉圧力容器破損後に格納容器下部へ落下した溶融

炉心が格納容器下部の床からその外側のドライウェルの

床に拡がり，高温の溶融炉心がドライウェルの壁（バウン

ダリ）に接触してドライウェル壁の一部が溶融貫通し，格

納容器の破損に至る格納容器破損モードである。 

 

 

 

ただし，東海第二発電所のＭａｒｋ－Ⅱ型格納容器にお

いては，ペデスタル（ドライウェル部）内に蓄積したデブ

リがドライウェル床には拡がらない格納容器構造となっ

ているため，内部事象レベル１．５ＰＲＡでは格納容器破

損モードとして設定してしない。 

 

 

 

 

原子炉格納容器の雰囲気中を飛散する過程で微粒子化し，雰

囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱・加圧の結

果，格納容器圧力が上昇し原子炉格納容器の破損に至る事象

として分類する。 

⑦ 原子炉圧力容器外の水蒸気爆発 

高温の溶融炉心が原子炉格納容器下部の水中に落下し，水

蒸気爆発又は水蒸気による圧力スパイクが発生する可能性

がある。このときに原子炉格納容器に付加される機械的エネ

ルギによって原子炉格納容器の破損に至る事象として分類

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 格納容器直接接触 

原子炉圧力容器破損後に原子炉格納容器下部へ落下した

溶融炉心が原子炉格納容器下部の床からその外側のドライ

ウェルの床に拡がり，高温の溶融炉心がドライウェルの壁

（バウンダリ）に接触してドライウェル壁の一部が溶融貫通

し，原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は原子炉

格納容器下部と記載

（以下，同様な相違は

記載を省略） 

・格納容器型式の相違 

【東海第二】 

東海第二はＭａｒｋ

－Ⅱ型格納容器である

ため，サプレッショ

ン・プール水中での水

蒸気爆発について記載 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

格納容器破損防止に

係るガイドの記載に従

い「拡がり」と記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では除外

した格納容器破損モー

ドも記載しているので

除外理由記載していな

い。除外理由は「2.1.2 

内部事象運転時レベル

1.5ＰＲＡの定量化結
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⑨ 水蒸気(崩壊熱)による過圧破損(炉心損傷後) 

炉心損傷後に溶融炉心の冷却が達成される中で，崩壊熱に

よって発生する水蒸気によって原子炉格納容器が過圧され，

破損に至る事象，又は，溶融炉心が冷却されない場合に，溶

融炉心・コンクリート相互作用による非凝縮性ガスの発生が

継続し，原子炉格納容器内が過圧されて原子炉格納容器の破

損に至る事象として分類する。 

⑩ 過温破損 

原子炉圧力容器破損後，原子炉格納容器内で溶融炉心が冷

却できない状態が継続した場合に，溶融炉心からの輻射及び

対流によってが原子炉格納容器の雰囲気が加熱され，原子炉

格納容器の貫通部等が熱的に損傷し，原子炉格納容器の破損

に至る事象として分類する。 

 

 

 

 

⑪ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

原子炉圧力容器の破損後，原子炉格納容器内に放出された

溶融炉心が十分に冷却できない状態が継続した場合に，原子

炉格納容器下部の側壁のコンクリートが浸食され，原子炉圧

力容器支持機能が喪失する事象又は原子炉格納容器のベー

スマットが溶融貫通し，原子炉格納容器の破損に至る事象と

して分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．過圧破損（長期冷却失敗） 

炉心損傷後に溶融炉心の冷却が達成される中で，崩壊熱

によって発生する水蒸気によって格納容器が過圧され，破

損に至る格納容器破損モード，又は，溶融炉心が冷却され

ない場合に，溶融炉心・コンクリート相互作用による非凝

縮性ガスの発生が継続し，格納容器内が過圧されて格納容

器の破損に至る格納容器破損モードである。 

ｆ．過温破損 

炉心損傷後に，溶融炉心が冷却できない状態が継続した

場合に，溶融炉心からの輻射及び対流によって格納容器の

雰囲気が加熱され，格納容器の貫通部等が熱的に損傷し，

格納容器の破損に至る格納容器破損モードである。 

 

 

 

 

 

ｉ．溶融炉心・コンクリート相互作用 

原子炉圧力容器の破損後，格納容器内に放出された溶融

炉心が十分に冷却できない状態が継続した場合に，ペデス

タル（ドライウェル部）床のコンクリートが侵食され，溶

融炉心はペデスタル（ドライウェル部）床を貫通してサプ

レッション・プールに落下する。その後，サプレッション・

プールにおける溶融炉心・コンクリート相互作用が継続

し，ベースマット溶融貫通に先行してペデスタル壁面の侵

食に伴う原子炉圧力容器支持機能の喪失により格納容器

の破損に至る格納容器破損モードである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 水蒸気（崩壊熱）による過圧破損（炉心損傷後） 

炉心損傷後に溶融炉心の冷却が達成される中で，崩壊熱に

よって発生する水蒸気によって原子炉格納容器が過圧され，

破損に至る事象，又は，溶融炉心が冷却されない場合に，溶

融炉心・コンクリート相互作用による非凝縮性ガスの発生が

継続し，原子炉格納容器内が過圧されて原子炉格納容器の破

損に至る事象として分類する。 

⑩ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過温破損） 

原子炉圧力容器破損後，原子炉格納容器内で溶融炉心が冷

却できない状態が継続した場合に，溶融炉心からの輻射及び

対流によって原子炉格納容器の雰囲気が加熱され，原子炉格

納容器の貫通部等が熱的に損傷し，原子炉格納容器の破損に

至る事象として分類する。 

 

 

 

 

 ⑪ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

原子炉圧力容器の破損後，原子炉格納容器内に放出された

溶融炉心が十分に冷却できない状態が継続した場合に，圧力

容器ペデスタル壁のコンクリートが侵食され，原子炉圧力容

器支持機能の喪失により原子炉格納容器の破損に至る事象

として分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果及び影響度を踏まえ

た格納容器破損モード

の検討」に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の過温破

損は，ＰＲＡの結果か

ら，圧力容器破損後に

発生するため「原子炉

圧力容器破損後」と記

載 

 

 

 

 

・格納容器型式の相違 

【東海第二】 

東海第二はＭａｒｋ

－Ⅱ型格納容器に固有

のサプレッション・プ

ールにおけるＭＣＣＩ

による破損モードの想

定について記載 

・解析結果及び格納容

器型式の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は圧力容

器ペデスタル壁のコン
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⑫ 水素燃焼 

原子炉格納容器内に酸素ガス等の反応性のガスが混在し

ていた場合にジルコニウム－水反応等によって発生した水

素ガスと反応して激しい燃焼が生じ，原子炉格納容器の破損

に至る事象として分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) PRAに代わる検討に基づく整理 

地震，津波及びその他の外部事象等に対する格納容器破損

モードについて，内部事象運転時レベル 1.5PRA の知見等を

活用して検討した結果，地震，津波及びその他の外部事象等

についても，炉心損傷後の原子炉格納容器内の事象進展は内

部事象と同等であると考えられることから，格納容器破損モ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｋ．水素燃焼 

格納容器内に酸素等の反応性のガスが混在していた場

合にジルコニウム－水反応等によって発生した水素と反

応して激しい燃焼が生じ，格納容器の破損に至る格納容器

破損モードである。 

 

 

 

ただし，東海第二発電所では，窒素置換による格納容器

内雰囲気の不活性化によって運転中の格納容器内の酸素

濃度が低く管理されているため，水素濃度及び酸素濃度が

可燃限界に至る可能性がは十分低い。このため，内部事象

レベル１．５ＰＲＡでは格納容器破損モードとして設定し

ていない。 

 

 

 

 

 

 

(2) ＰＲＡに代わる検討に基づく整理 

地震，津波及びその他の外部事象等に対する格納容器破損

モードについて，内部事象運転時レベル１．５ＰＲＡの知見

等を活用して検討した結果，地震，津波及びその他の外部事

象等についても，炉心損傷後の格納容器内の事象進展は内部

事象と同等であると考えられることから，格納容器破損モー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫ 水素燃焼 

原子炉格納容器内に酸素等の反応性のガスが混在してい

た場合にジルコニウム－水反応等によって発生した水素と

反応して激しい燃焼が生じ，原子炉格納容器の破損に至る事

象として分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ＰＲＡに代わる検討に基づく整理 

地震，津波及びその他の外部事象等に対する格納容器破損

モードについて，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡの知見等

を活用して検討した結果，地震，津波及びその他の外部事象

等についても，炉心損傷後の原子炉格納容器内の事象進展は

内部事象と同等であると考えられることから，格納容器破損

クリートが侵食され原

子炉圧力容器支持機能

が喪失する格納容器破

損モードが支配的であ

り，また原子炉格納容

器はベースマットで構

成されない構造のため

原子炉格納容器のベー

スマットの溶融貫通に

ついて記載していない 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では「ガ

ス」を記載していない

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では除外

した格納容器破損モー

ドも記載しているので

除外理由記載していな

い。除外理由は「2.1.2 

内部事象運転時レベル

1.5ＰＲＡの定量化結

果及び影響度を踏まえ

た格納容器破損モード

の検討」に記載 
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ードは内部事象と同等であり，今回，内部事象 PRAから選定

した格納容器破損モードに追加すべきものはないものと判

断した。(別紙 1) 

 

2.1.2 レベル 1.5PRA の定量化結果及び影響度を踏まえた格納容

器破損モードの検討 

第2-1表に示す格納容器破損モードについて，2.1.1項に示す

レベル1.5PRAから抽出された格納容器破損モードと解釈２－

１(a)に示されている必ず想定する以下の格納容器破損モード

との対応について検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認の結果，上記の必ず想定する格納容器破損モードに分類

ドは内部事象と同等であり，今回，内部事象ＰＲＡから抽出

された格納容器破損モードに追加すべきものはないものと

判断した（別紙1）。 

 

2.1.2 抽出した格納容器破損モードの整理 

2.1.2.1 必ず想定する格納容器破損モードとの対応 

第2－1表に示す格納容器破損モードについて，2.1.1項に示

すレベル１．５ＰＲＡから抽出された格納容器破損モードと解

釈２－１(a)に示されている必ず想定する以下の格納容器破損

モードとの対応について検討を行った。 

 

 

２－１ 

(a) 必ず想定する格納容器破損モード 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損） 

・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

・水素燃焼 

・格納容器直接接触（シェルアタック） 

・溶融炉心・コンクリート相互作用 

 

なお，レベル１．５ＰＲＡより抽出した溶融物がサプレッシ

ョン・プールへ落下した後に発生する格納容器破損モードにつ

いては，ペデスタル（ドライウェル部）床における溶融炉心・

コンクリート相互作用に引き続いて発生する格納容器破損モ

ードであること，及び当該格納容器破損モードの防止のために

はペデスタル（ドライウェル部）床における溶融炉心・コンク

リート相互作用を防止することが有効であることを考慮し，解

釈に基づき必ず想定する格納容器破損モード「溶融炉心・コン

クリート相互作用」として整理した。また，当該破損モードの

有効性評価では，ペデスタル床（ドライウェル部）における溶

融炉心・コンクリート相互作用に対する対策の有効性を確認

し，溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）内に保持可能で

あることを確認する（別紙8）。 

 

モードは内部事象と同等であり，今回，内部事象運転時レベ

ル1.5ＰＲＡから選定した格納容器破損モードに追加すべき

ものはないものと判断した。（別紙１） 

 

2.1.2 内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡの定量化結果及び影響

度を踏まえた格納容器破損モードの検討 

第2－1表に示す格納容器破損モードについて，「2.1.1 格納

容器破損モードの抽出，整理」に示すレベル1.5ＰＲＡから抽

出された格納容器破損モードと解釈２－１(a)に示されている

必ず想定する以下の格納容器破損モードとの対応について検

討を行った。 

 

２－１ 

(a) 必ず想定する格納容器破損モード 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破

損) 

・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

・水素燃焼 

・格納容器直接接触(シェルアタック) 

・溶融炉心・コンクリート相互作用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認の結果，上記の必ず想定する格納容器破損モードに分類

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では解釈

に記載の必ず想定する

格納容器破損モードを

記載 

 

 

 

 

・格納容器型式の相違 

【東海第二】 

東海第二はＭａｒｋ

－Ⅱ型格納容器である

ことを考慮し，ペデス

タル部でのＭＣＣＩの

取扱いを記載 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 
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されない以下(1)～(4)の破損モードが抽出されたため，これを

新たな格納容器破損モードとして追加することの要否につい

て検討を実施した。 

 

 

 

なお，必ず想定する格納容器破損モードのうち，格納容器直

接接触(シェルアタック)は，原子炉格納容器下部の床面とその

外側のドライウェルの床面とが同じ高さに設計されているBWR 

MARK-I型の原子炉格納容器に特有の破損モードであり，柏崎刈

羽原子力発電所6号及び7号炉の鉄筋コンクリート製原子炉格

納容器(RCCV型格納容器)では，溶融炉心が原子炉格納容器バウ

ンダリに直接接触することはない構造であることから，格納容

器破損モードとして考慮しない。(別紙6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉では，運転中，原

子炉格納容器内を窒素ガスで置換し，酸素濃度を低く管理して

いるため，水素濃度及び酸素濃度が可燃限界に至る可能性が十

分小さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

必ず想定する格納容器破損モードのうち，格納容器直接接触

（シェルアタック）は，格納容器下部の床面とその外側のドラ

イウェルの床面とが同じ高さに設計されているＢＷＲ Ｍａｒ

ｋ－Ⅰ型の格納容器に特有の破損モードであり，東海第二発電

所のＭａｒｋ－Ⅱ型格納容器では，溶融炉心が格納容器バウン

ダリに直接接触することはない構造であることから，格納容器

破損モードとして考慮しない（別紙9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，必ず想定する格納容器破損モードのうち，水素燃焼に

関しては，東海第二発電所では，窒素置換による格納容器内雰

囲気の不活性化によって運転中の格納容器内の酸素濃度が低

く管理されているため，水素濃度及び酸素濃度が可燃限界に至

る可能性は十分低い。 

 

されない以下(1)～(4)の格納容器破損モードが抽出されたた

め，これを新たな格納容器破損モードとして追加することの要

否について検討を実施した。 

 

 

 

なお，必ず想定する格納容器破損モードのうち，格納容器直

接接触※（シェルアタック）は，原子炉格納容器下部の床面と

その外側のドライウェルの床面とが同じ高さに設計されてい

るＢＷＲ Ｍａｒｋ－Ⅰ型の原子炉格納容器に特有の格納容

器破損モードであり，島根原子力発電所２号炉のＭａｒｋ－Ⅰ

改良型の原子炉格納容器では，溶融炉心が原子炉格納容器バウ

ンダリに直接接触することはない構造であることから，格納容

器破損モードとして考慮しない。（別紙７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 格納容器直接接触には，原子炉圧力容器が高圧の状態で破

損した場合に，溶融炉心が急激に噴出し，噴出した溶融炉

心が原子炉格納容器壁に接触しこれを侵食する事象が含

まれる。本事象は，原子炉圧力容器の破損までに減圧する

ことが対策であり「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接

加熱」も対策が同一であることから，この事象に含まれる

と整理 

 

また，島根原子力発電所２号炉では，運転中，原子炉格納容

器内を窒素で置換し，酸素濃度を低く管理しているため，水素

濃度及び酸素濃度が可燃限界に至る可能性が十分小さい。 

 

 

 

【東海第二】 

東海第二は「2.1.2.2 

追加すべき格納容器破

損モードの検討」に記

載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「な

お，」を記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「格納

容器破損モード」と記

載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉，柏崎刈

羽，東海第二のプラン

ト，格納容器型式の相

違 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は格納容

器直接接触の整理につ

いて記載 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

運転中の格納容器内

酸素濃度について記載

表現は異なるが内容は

同等 
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このため，本破損モードはレベル1.5PRAの定量化において想定

する格納容器破損モードからは除外した。一方，原子炉格納容

器内の窒素ガス置換が水素燃焼の発生防止対策であることを

踏まえ，窒素ガス置換対策の有効性として炉心の著しい損傷が

起こるような重大事故時においても原子炉格納容器の雰囲気

が水素ガスの可燃限界以下(水素濃度がドライ条件に換算して

4vol%以下又は酸素濃度5vol%以下)に維持できることを確認す

る必要があると考える。 

 

 

 

 

 

よって，水素燃焼については，有効性評価の評価対象とする格

納容器破損モードとした。(別紙6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉未臨界確保失敗時の過圧破損 

本破損モードはレベル1.5PRA上の破損モードとして抽出

されたが，解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉

このため，本破損モードはレベル１．５ＰＲＡの定量化におい

て想定する格納容器破損モードからは除外した。一方，可搬型

窒素供給装置による格納容器内への窒素封入が水素燃焼の格

納容器破損防止対策であることを踏まえ，対策の有効性として

炉心の著しい損傷が起こるような重大事故時においても，長期

にわたって格納容器の雰囲気が水素の可燃限界以下（水素濃度

がドライ条件に換算して4vol％以下又は酸素濃度5vol％以下）

に維持できることを確認する必要があると考える。 

 

 

 

 

 

よって，水素燃焼については，有効性評価の評価対象とする格

納容器破損モードとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 追加すべき格納容器破損モードの検討 

抽出した格納容器破損モードについて，必ず想定する格納容

器破損モードに対応しない以下の(1)～(4)の破損モードが抽

出されたため，これらを新たな格納容器破損モードとして追加

することの要否について検討を実施した。 

 

 

 

 

 

(2) 早期過圧破損（未臨界確保失敗） 

本破損モードはレベル１．５ＰＲＡ上の破損モードとして

抽出されたが，解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原

このため，本格納容器破損モードはレベル1.5ＰＲＡの定量化

において想定する格納容器破損モードからは除外した。一方，

原子炉格納容器内の窒素置換及び可搬式窒素供給装置による

原子炉格納容器内への窒素封入が水素燃焼の格納容器破損防

止対策であることを踏まえ，対策の有効性として炉心の著しい

損傷が起こるような重大事故時においても原子炉格納容器の

雰囲気が水素の可燃限界以下（水素濃度がドライ条件に換算し

て４vol％以下又は酸素濃度５vol％以下）に維持できることを

確認する必要があると考える。 

 

 

 

 

よって，水素燃焼については，有効性評価の評価対象とする格

納容器破損モードとした。（別紙７）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 早期過圧破損（未臨界確保失敗時の過圧） 

本格納容器破損モードは内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡ

評価上の格納容器破損モードとして抽出されたが，解釈の要

 

・対応方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は水素燃

焼に対する対策として

可搬式窒素供給装置を

記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

水素燃焼に対する対

策について記載表現は

異なるが内容は同等 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は別紙７

に「水素燃焼」及び「格

納容器直接接触（シェ

ルアタック）」を格納容

器破損モードの評価対

象から除外する理由を

記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「2.1.2 

内部事象運転時レベル

1.5ＰＲＡの定量化結

果及び影響度を踏まえ

た格納容器破損モード

の検討」に記載 
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格納容器の機能に期待することが困難なもの(格納容器先行

破損シーケンス，格納容器バイパス等)にあっては，炉心の

著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認す

る。」と記載されており，炉心損傷防止対策の事故シーケン

スグループ「原子炉停止機能喪失」にて有効性評価の対象と

している。なお，当該破損モードの格納容器破損頻度(5.1×

10-12/炉年)の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%

未満である。 

 

 

 

 

 

 

 

したがって，当該破損モードを個別プラント評価により抽

出された格納容器破損モードとして評価事故シーケンスに

追加する必要はないと判断した。 

 

 

 

(2) 過圧破損(炉心損傷前) 

本破損モードはレベル1.5PRA上の破損モードとして抽出

されたが，解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉

格納容器の機能に期待することが困難なもの(格納容器先行

破損シーケンス，格納容器バイパス等)にあっては，炉心の

著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認す

る。」と記載されており，炉心損傷防止対策の事故シーケン

スグループ「崩壊熱除去機能喪失」にて有効性評価の対象と

している。なお，当該破損モードの格納容器破損頻度(8.7×

10-6/炉年)の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は約

99.9%である。 

したがって，当該破損モードを個別プラント評価により抽

出された格納容器破損モードとして評価事故シーケンスに

追加する必要はないと判断した。 

 

子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器

先行破損シーケンス，格納容器バイパス等）にあっては，炉

心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認

する。」と記載されており，炉心損傷防止対策の事故シーケ

ンスグループ「原子炉停止機能喪失」にて有効性評価の対象

としている。なお，当該破損モードの格納容器破損頻度

（2.5×10－８／炉年）の全格納容器破損頻度に対する寄与割

合は0.1％未満である。 

 

 

 

 

 

 

 

したがって，当該破損モードを個別プラント評価により抽

出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと

判断した。 

 

 

 

(3) 過圧破損（崩壊熱除去失敗） 

本破損モードはレベル１．５ＰＲＡ上の破損モードとして

抽出されたが，解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原

子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器

先行破損シーケンス，格納容器バイパス等）にあっては，炉

心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認

する。」と記載されており，炉心損傷防止対策の事故シーケ

ンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」にて有効性評価の対象

としている。なお，当該破損モードの格納容器破損頻度

（6.0×10－５／炉年）の全格納容器破損頻度に対する寄与割

合は約99.8％である。 

したがって，当該破損モードを個別プラント評価により抽

出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと

判断した。 

 

求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期

待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格

納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止す

る対策に有効性があることを確認する。」と記載されており，

炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「原子炉停止機

能喪失」にて有効性評価の対象としている。なお，当該格納

容器破損モードのＣＦＦ（6.4×10－10／炉年)の全ＣＦＦに対

する寄与割合は0.1％未満である。 

 

 

 

 

 

 

 

したがって，当該格納容器破損モードを個別プラント評価

により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要

はないと判断した。 

 

 

 

(2) 水蒸気（崩壊熱）による過圧破損（炉心損傷前） 

本格納容器破損モードは内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡ

上の格納容器破損モードとして抽出されたが，解釈の要求事

項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待す

ることが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容

器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対

策に有効性があることを確認する。」と記載されており，炉

心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能

喪失」にて有効性評価の対象としている。なお，当該格納容

器破損モードのＣＦＦ（6.2×10－６／炉年)の全ＣＦＦに対す

る寄与割合は約100％である。 

したがって，当該格納容器破損モードを個別プラント評価

により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要

はないと判断した。 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

ＰＲＡの評価の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では格納

容器破損頻度をＣＦＦ

と記載（以下，同じ相

違は記載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では格納

容器破損モード抽出の

観点で記載（以下，同

じ相違は記載を省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

ＰＲＡの評価の相違 
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(3) 格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCA 

 

これらの破損モードは，事象の発生と同時に原子炉格納容

器の隔離機能を喪失している事象であり，解釈の要求事項に

おける「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待

することが困難なもの(格納容器先行破損シーケンス，格納

容器バイパス等)にあっては，炉心の著しい損傷を防止する

対策に有効性があることを確認する。」に該当する事故シー

ケンスグループである。 

このため，講じるべき対策は炉心損傷防止であり，これら

の破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容

器破損モードとして評価事故シーケンスに追加する必要は

ないと判断した。 

 

以下に，格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステム

LOCAで想定した事象及び評価事故シーケンスに追加する必

要はないと判断した理由を示す。 

 

 (3)-1 格納容器隔離失敗 

本破損モードは炉心が損傷した時点で原子炉格納容器

の隔離に失敗している事象を想定したものである。 

格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現

象に由来するものではなく，炉心損傷時点で原子炉格納容

器が隔離機能を喪失している事象を示している。隔離機能

喪失の原因として，ランダム要因による貫通部の機器の破

損や人的過誤を考慮している。 

 

現状の運転管理として原子炉格納容器内の圧力を日常

的に監視しているほか，格納容器圧力について 1日 1回記

録を採取していることから，格納容器隔離失敗に伴う大規

模な漏えいが生じた場合，速やかに検知できる可能性が高

いと考える。(別紙 7) 

今回実施したレベル1.5PRAでは，国内BWRプラントの格

納容器隔離失敗の実績がないことから，NUREG/CR-4220で

評価された隔離失敗確率を固定分岐確率として設定し当

該破損モードの格納容器破損頻度(5.5×10-11/炉年，全格

(1) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ，

格納容器隔離失敗） 

これらの破損モードは，事象の発生と同時に格納容器の隔

離機能を喪失している事象であり，解釈の要求事項における

「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待する

ことが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス，格納容器

バイパス等）にあっては，炉心の著しい損傷を防止する対策

に有効性があることを確認する。」に該当する事故シーケン

スグループである。 

このため，講じるべき対策は炉心損傷防止であり，これら

の破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容

器破損モードとして追加する必要はないと判断した。 

 

 

以下に，インターフェイスシステムＬＯＣＡ及び格納容器

隔離失敗で想定した事象及び格納容器破損モードとして追

加する必要はないと判断した理由を示す。 

 

ｂ．格納容器隔離失敗 

本破損モードは，炉心が損傷した時点で格納容器の隔離

に失敗している事象を想定したものである。 

格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現

象に由来するものではなく，炉心損傷時点で格納容器が隔

離機能を喪失している事象を示している。隔離機能喪失の

原因として，ランダム要因による貫通部の機器の破損や人

的過誤を考慮している。 

 

現状の運転管理として格納容器内の圧力を日常的に監

視しているほか，格納容器圧力について1日1回記録を採取

していることから，格納容器隔離失敗に伴う大規模な漏え

いが生じた場合，速やかに検知できる可能性が高いと考え

る（別紙10）。 

今回実施したレベル１．５ＰＲＡでは，国内ＢＷＲプラ

ントの格納容器隔離失敗の実績がないことから，ＮＵＲＥ

Ｇ／ＣＲ－4220に記載された米国における通常運転時の

長期間の格納容器隔離失敗実績に基づき，当該破損モード

(3) 格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムＬＯＣ

Ａ 

これらの格納容器破損モードは，事象の発生と同時に原子

炉格納容器の隔離機能を喪失している事象であり，解釈の要

求事項における「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機

能に期待することが困難なもの(格納容器先行破損シーケン

ス、格納容器バイパス等)にあっては、炉心の著しい損傷を

防止する対策に有効性があることを確認する。」に該当する

事故シーケンスグループである。 

このため，講じるべき対策は炉心損傷防止であり，これら

の格納容器破損モードを個別プラント評価により抽出され

た格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断し

た。 

 

以下に，格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステム

ＬＯＣＡで想定した事象及び格納容器破損モードに追加す

る必要はないと判断した理由を示す。 

 

ａ．格納容器隔離失敗 

本格納容器破損モードは炉心が損傷した時点で原子炉

格納容器の隔離に失敗している事象を想定したものであ

る。 

格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現

象に由来するものではなく，炉心損傷時点で原子炉格納容

器が隔離機能を喪失している事象を示している。隔離機能

喪失の原因として，ランダム要因による貫通部の機器の破

損や人的過誤を考慮している。 

現状の運転管理として原子炉格納容器内の圧力を日常

的に監視しているほか，格納容器圧力について１日１回記

録を採取していることから，格納容器隔離失敗に伴う大規

模な漏えいが生じた場合，速やかに検知できる可能性が高

いと考える。（別紙８） 

今回実施した内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡでは，国

内ＢＷＲプラントの格納容器隔離失敗の実績がないこと

から，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－4220で評価された隔離失敗確率

を固定分岐確率として設定し当該格納容器破損モードの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 
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納容器破損頻度に対する寄与割合0.1%未満)を定量化し

た。国内の運転管理実績を考慮すれば，当該破損モードの

格納容器破損頻度はさらに小さくなると推定される。(別

紙7) 

 

 

 

 

以上，本事象は発生と同時に原子炉格納容器が隔離機能

を喪失している事象であり，原子炉格納容器内で発生する

物理化学現象を重大事故等対処設備を用いて抑制し，原子

炉格納容器の機能喪失を防止する対策とはならない。 

 

 

 

通常の運転管理において原子炉格納容器の状態を確認す

る運用とすることが対策であり，本事象の分岐に至る前の

事故シーケンスによる炉心損傷を防止することが重要と

考えることから，格納容器隔離失敗を個別プラント評価に

より抽出された格納容器破損モードとして評価事故シー

ケンスに追加する必要はないと判断した。 

 

また，格納容器隔離失敗については地震レベル1PRAにお

いても抽出されており，地震レベル1PRAでは，地震によっ

て原子炉格納容器を貫通する高圧及び低圧設計の配管が

原子炉格納容器外で破断する事象を想定している。 

 

破断箇所や破断の程度の組み合わせを特定することは

困難であるため，定量的に分析することは難しいが，破断

箇所及び喪失した機能に応じて炉心損傷防止を試みる対

応が発生するものと考える。 

炉心損傷の後に原子炉格納容器の破損に至る事象では

なく，地震により原子炉格納容器の隔離機能が先行して喪

失する事象であるため，その対応は炉心損傷防止が重要と

なる。この観点から，地震レベル1PRAで抽出された格納容

器隔離失敗についても，評価事故シーケンスに追加する必

の格納容器破損頻度（6.1×10－10／炉年，全格納容器破損

頻度に対する寄与割合0.1％未満）を定量化した。国内の

運転管理実績を考慮すれば，当該破損モードの格納容器破

損頻度はさらに小さくなると推定される（別紙10）。 

 

 

 

 

以上，本事象は発生と同時に格納容器が隔離機能を喪失

している事象であり，格納容器内で発生する物理化学現象

を重大事故等対処設備を用いて抑制し，格納容器の機能喪

失を防止する対策とはならない。 

 

 

 

通常の運転管理において格納容器の状態を確認する運用

とすることが対策であり，本破損モードにより格納容器隔

離機能が喪失する頻度は十分に低く，本格納容器破損モー

ドに至る前に炉心損傷を防止することが重要と考えるこ

とから，格納容器隔離失敗を個別プラント評価により抽出

された格納容器破損モードとして追加する必要はないと

判断した。 

また，格納容器隔離失敗については地震レベル１ＰＲＡ

においても抽出されており，地震レベル１ＰＲＡでは，地

震によって格納容器を貫通する高圧及び低圧設計の配管

が格納容器外で破断する事象を想定している。 

 

破断箇所や破断の程度の組合せを特定することは困難

であり，本破損モードについては，有効性評価の対象とす

べき格納容器破損モードとして単独で定義するものでは

なく，発生する事象の程度や組合せに応じて対応していく

べきものと考える。また，地震レベル１ＰＲＡの評価から，

本破損モードにより格納容器隔離機能が喪失する頻度は

十分に低いことを確認している。 

この観点から，地震レベル１ＰＲＡで抽出された格納容

器隔離失敗についても，個別プラント評価により抽出され

格納容器破損頻度（5.5×10－11／炉年，全ＣＦＦに対する

寄与割合0.1％未満）を定量化した。国内の運転管理実績

を考慮すれば，当該格納容器破損モードのＣＦＦは更に小

さくなると推測される。（別紙８） 

 

 

 

 

以上，本事象は発生と同時に原子炉格納容器が隔離機能

を喪失している事象であり，原子炉格納容器内で発生する

物理化学現象を重大事故等対処設備を用いて抑制し，原子

炉格納容器の機能喪失を防止することが対策とはならな

い。 

 

 

通常の運転管理において原子炉格納容器の状態を確認す

る運用とすることが対策であり，本格納容器破損モードに

より格納容器隔離機能が喪失する頻度は十分に低く，本格

納容器破損モードに至る前に炉心損傷を防止することが

重要と考えることから，格納容器隔離失敗を個別プラント

評価により抽出された格納容器破損モードとして追加す

る必要はないと判断した。 

また，格納容器隔離失敗については地震レベル１ＰＲＡ

においても抽出されており，地震レベル１ＰＲＡでは，地

震によって原子炉格納容器を貫通する高圧及び低圧設計

の配管が原子炉格納容器外で破断する事象を想定してい

る。 

破断箇所や破断の程度の組合せを特定することは困難

であり，本格納容器破損モードについては，有効性評価の

対象とすべき格納容器破損モードとして単独で定義する

ものではなく，発生する事象の程度や組合せに応じて対応

していくべきものと考える。また，地震レベル１ＰＲＡの

評価から，本格納容器破損モードにより格納容器隔離機能

が喪失する頻度は十分に低いことを確認している。 

この観点から，地震レベル１ＰＲＡで抽出された格納容

器隔離失敗についても，個別プラント評価により抽出され

・解析結果の相違 

【東海第二】 

ＰＲＡの評価の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「更に」

と記載（以下，同じ相

違は記載を省略） 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「こと

が」を記載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は本破損

モードの頻度が十分低

いことを記載 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は地震に

よる当該破損モードを

「1.1.2.2 追加すべ

き事故シーケンスグル

ープの検討」の記載に

従い，頻度及び影響度
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要はないと判断した。 

 

 

(3)-2 インターフェイスシステムLOCA 

本破損モードは，発生と同時に原子炉格納容器の隔離機

能は喪失しているものの，炉心損傷までには時間余裕のあ

る事象である。対策としては炉心損傷の防止又は炉心損傷

までに原子炉格納容器の隔離機能を復旧することが挙げ

られる。炉心損傷防止の観点では内部事象運転時レベル

1PRAの結果から重要事故シーケンスとして抽出し，有効性

評価の対象としている。 

原子炉格納容器の隔離機能を復旧したものの，炉心損傷

を防止できなかった場合，その後の事象進展は原子炉圧力

容器内の状況に応じて，評価対象とした評価事故シーケン

スに包絡されるものと考える。 

したがって，当該破損モードを個別プラント評価により

抽出された格納容器破損モードとして評価事故シーケン

スに追加する必要はないと判断した。なお，当該破損モー

ドの格納容器破損頻度(9.5×10-11/炉年)の全格納容器破

損頻度に対する寄与割合は0.1%未満である。 

 

 

(4) 原子炉圧力容器内での水蒸気爆発 

本破損モードについては各種研究により得られた知見か

ら原子炉格納容器の破損に至る可能性は極めて低いと評価

されており，国内においてもリスクの観点からは大きな影響

がないものと認識されている。(別紙8) 

したがって，当該破損モードを個別プラント評価により抽

出された格納容器破損モードとして評価事故シーケンスに

追加する必要はないと判断した。 

 

以上から，PRAの知見等を踏まえて，格納容器破損防止対策

の有効性評価において，追加すべき新たな格納容器破損モード

はないことを確認した。 

 

2.2 評価事故シーケンスの選定について 

た格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断

した。 

 

ａ．インターフェイスシステムＬＯＣＡ 

本破損モードは，発生と同時に格納容器の隔離機能は喪

失しているものの，炉心損傷までには時間余裕のある事象

である。対策としては炉心損傷の防止又は炉心損傷までに

格納容器の隔離機能を復旧することが挙げられる。炉心損

傷防止の観点では内部事象運転時レベル１ＰＲＡの結果

から重要事故シーケンスとして抽出し，有効性評価の対象

としている。 

格納容器の隔離機能を復旧したものの，炉心損傷を防止

できなかった場合，その後の事象進展は原子炉圧力容器内

の状況に応じて，評価対象とした評価事故シーケンスに包

絡されるものと考える。 

したがって，当該破損モードを個別プラント評価により

抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はな

いと判断した。なお，当該破損モードの格納容器破損頻度

（4.8×10－10／炉年）の全格納容器破損頻度に対する寄与

割合は0.1％未満である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上から，ＰＲＡの知見等を踏まえて，格納容器破損防

止対策の有効性評価において，追加すべき新たな格納容器

破損モードはないことを確認した。 

 

2.2 評価事故シーケンスの選定について 

た格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断

した。 

 

ｂ．インターフェイスシステムＬＯＣＡ 

本格納容器破損モードは，発生と同時に原子炉格納容器

の隔離機能は喪失しているものの，炉心損傷までには時間

余裕のある事象である。対策としては炉心損傷の防止又は

炉心損傷までに原子炉格納容器の隔離機能を復旧するこ

とが挙げられる。炉心損傷防止の観点では内部事象運転時

レベル１ＰＲＡの結果から重要事故シーケンスとして抽

出し，有効性評価の対象としている。 

原子炉格納容器の隔離機能を復旧したものの，炉心損傷

を防止できなかった場合，その後の事象進展は原子炉圧力

容器内の状況に応じて，評価対象とした評価事故シーケン

スに包絡されるものと考える。 

したがって，当該格納容器破損モードを個別プラント評

価により抽出された格納容器破損モードとして評価事故

シーケンスに追加する必要はないと判断した。なお，当該

格納容器破損モードのＣＦＦ（3.3×10－９／炉年)の全ＣＦ

Ｆに対する寄与割合は0.1％未満である。 

 

 

(4) 原子炉圧力容器内での水蒸気爆発 

本格納容器破損モードについては各種研究により得られ

た知見から原子炉格納容器の破損に至る可能性は極めて低

いと評価されており，国内においてもリスクの観点からは大

きな影響がないものと認識されている。（別紙９） 

したがって，当該格納容器破損モードを個別プラント評価

により抽出された格納容器破損モードとして評価事故シー

ケンスに追加する必要はないと判断した。 

 

以上から，ＰＲＡの知見等を踏まえて，格納容器破損防止対

策の有効性評価において，追加すべき新たな格納容器破損モー

ドはないことを確認した。 

 

2.2 評価事故シーケンスの選定について 

の観点から考慮不要で

あることを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

ＰＲＡの評価の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は「2.1.1 

格納容器破損モードの

抽出，整理」に記載 
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設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性

評価の実施に際しては，格納容器破損モードごとに評価事故シ

ーケンスを選定している。 

評価事故シーケンス選定に当たっては，審査ガイド「3.2.3 

格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要

解析条件に示されている，当該破損モードの観点で厳しいシー

ケンスの選定を考慮している。 

 

 

 

 

 

(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷 

PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から，過圧及び

過温の観点で厳しいシーケンスを選定する。また，炉心損傷

防止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち

炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できる

もの」を包絡するものとする。 

 

(2) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から，原子炉圧

力が高く維持され，減圧の観点で厳しいシーケンスを選定す

る。 

(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から，原子炉圧

力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点で厳しいシー

ケンスを選定する。 

(4) 水素燃焼 

水素燃焼の観点で厳しいシーケンスを選定する。柏崎刈羽

原子力発電所6号及び7号炉では，運転中，原子炉格納容器内

を窒素ガスで置換し，酸素濃度を低く管理しているため，水

素濃度が可燃限界に至る可能性が十分小さいことから，本破

損モードはレベル1.5PRAの定量化において想定する格納容

器破損モードから除外しているが，評価事故シーケンスとし

ては炉心損傷後の原子炉格納容器内の酸素濃度上昇の観点

で厳しいシーケンスを選定する。 

設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性

評価の実施に際しては，格納容器破損モードごとに評価事故シ

ーケンスを選定している。 

評価事故シーケンス選定に当たっては，審査ガイド「3.2.3 

格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要

解析条件に示されている，当該破損モードの観点で厳しい事故

シーケンスの選定を考慮している。 

 

 

 

 

 

(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷 

ＰＲＡに基づく事故シーケンスの中から，過圧及び過温の

観点で厳しい事故シーケンスを選定する。また，炉心損傷防

止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち炉

心の著しい損傷後の格納容器の機能に期待できるもの」を包

絡するものとする。 

 

(2) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

ＰＲＡに基づく事故シーケンスの中から，原子炉圧力が高

く維持され，原子炉圧力容器破損までの余裕時間の観点で厳

しい事故シーケンスを選定する。 

(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

ＰＲＡに基づく事故シーケンスの中から，原子炉圧力容器

外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点で厳しい事故シーケ

ンスを選定する。 

(4) 水素燃焼 

水素燃焼の観点で厳しい事故シーケンスを選定する。東海

第二発電所では，運転中，格納容器内を窒素で置換し，酸素

濃度を低く管理しているため，水素濃度が可燃限界に至る可

能性が十分小さいことから，本破損モードはレベル１．５Ｐ

ＲＡの定量化において想定する格納容器破損モードから除

外しているが，評価事故シーケンスとしては炉心損傷後の格

納容器内の酸素濃度上昇の観点で厳しい事故シーケンスを

選定する。 

設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性

評価の実施に際しては，格納容器破損モードごとに評価事故シ

ーケンスを選定している。 

評価事故シーケンス選定に当たっては，審査ガイド「3.2.3 

格納容器破損モードの主要解析条件等」の各格納容器破損モー

ドの主要解析条件に示されている，当該格納容器破損モードの

観点で厳しいシーケンスの選定を考慮している。 

 

 

 

 

 

(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷 

ＰＲＡに基づく格納容器破損シーケンスの中から，過圧及

び過温の観点で厳しいシーケンスを選定する。また，炉心損

傷防止対策における「想定する事故シーケンスグループのう

ち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るもの」を包絡するものとする。 

 

(2) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

ＰＲＡに基づく格納容器破損シーケンスの中から，原子炉

圧力が高く維持され，原子炉圧力容器破損までの余裕時間の

観点で厳しいシーケンスを選定する。 

(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

ＰＲＡに基づく格納容器破損シーケンスの中から，原子炉

圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点で厳しいシ

ーケンスを選定する。 

(4) 水素燃焼 

水素燃焼の観点で厳しいシーケンスを選定する。島根原子

力発電所２号炉では，運転中，原子炉格納容器内を窒素で置

換し，酸素濃度を低く管理しているため，水素濃度が可燃限

界に至る可能性が十分小さいことから，本格納容器破損モー

ドは内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡの定量化において想定

する格納容器破損モードから除外しているが，評価事故シー

ケンスとしては炉心損傷後の原子炉格納容器内の酸素濃度

上昇の観点で厳しいシーケンスを選定する。 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「厳し

いシーケンス」と記載

（以下，同じ相違は記

載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「格納

容器破損シーケンス」

と記載（以下，同じ相

違は記載を省略） 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は具体的

な観点として，「原子炉

圧力容器破損までの余

裕時間」を記載 
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(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用 

PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から，溶融炉

心・コンクリート相互作用の観点から厳しいシーケンスを選

定する。 

 

 

 

 

 

 

上記に基づき，レベル1.5PRAの知見を活用した格納容器破損

防止対策に係る評価事故シーケンスの選定では，先ず格納容器

破損モードごとに原子炉格納容器の破損の際の結果が厳しく

なると判断されるPDSを選定し，その後，選定したPDSを含むシ

ーケンスの中から結果が厳しくなると判断されるシーケンス

を評価事故シーケンスとして選定することとした。この選定プ

ロセスにより，有効性評価に適した，厳しいシーケンスが選定

されるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 評価対象とするPDSの選定 

レベル1.5PRAでは，レベル1PRAで炉心損傷に至る可能性があ

るものとして抽出された事故シーケンスから，さらに事象が進

展して原子炉格納容器の破損に至る事故シーケンスを定量化

している。その際，原子炉格納容器内の事故進展の特徴を把握

するために「格納容器破損時期」，「原子炉圧力容器圧力」，「炉

心損傷時期」及び「電源有無」の4つの属性に着目してレベル

1PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し，PDSと

して定義している。PDSの分類結果を第2-2表に示す。 

 

ここで，AE，S1E，S2EはLOCAとして1つのPDSとした。これは

事故進展解析の結果，原子炉冷却材の流出口の大きさが炉心損

(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用 

ＰＲＡに基づく事故シーケンスの中から，ペデスタル(ド

ライウェル部)における溶融炉心・コンクリート相互作用の

観点から厳しいシーケンスを選定する。 

 

 

 

 

 

 

上記に基づき，レベル１．５ＰＲＡの知見を活用した格納容

器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定では，先ず格

納容器破損モードごとに格納容器の破損の際の結果が厳しく

なると判断されるＰＤＳを選定し，その後，選定したＰＤＳを

含む事故シーケンスの中から余裕時間，設備容量及び代表性の

観点より評価事故シーケンスを選定することとした。この選定

プロセスにより，有効性評価に適した，厳しい事故シーケンス

が選定されるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 評価対象とするＰＤＳの選定 

レベル１．５ＰＲＡでは，レベル１ＰＲＡで炉心損傷に至る

可能性があるものとして抽出された事故シーケンスから，さら

に事象が進展して格納容器の破損に至る事故シーケンスを定

量化している。その際，格納容器内の事故進展の特徴を把握す

るために「格納容器破損時期」，「原子炉圧力」，「炉心損傷時期」

及び「電源の状態」の4つの属性に着目してレベル１ＰＲＡか

ら抽出された事故シーケンスグループを分類し，ＰＤＳとして

定義している。ＰＤＳの分類結果を第2－2表に示す。 

 

ここで，ＡＥ，Ｓ１Ｅ，Ｓ２Ｅは，炉心損傷後の事象進展の

類似性を考慮し，4つの属性に着目してＬＯＣＡとして1つのＰ

(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用 

ＰＲＡに基づく格納容器破損シーケンスの中から，溶融炉

心・コンクリート相互作用の観点から厳しいシーケンスを選

定する。 

 

 

 

 

 

 

上記に基づき，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡの知見を活

用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選

定では，まず格納容器破損モードごとに原子炉格納容器の破損

の際の結果が厳しくなると判断されるＰＤＳを選定し，その

後，選定したＰＤＳを含むシーケンスの中から結果が厳しくな

ると判断されるシーケンスを評価事故シーケンスとして選定

することとした。この選定プロセスにより，有効性評価に適し

た，厳しいシーケンスが選定されるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 評価対象とするプラント損傷状態の選定 

内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡでは，内部事象運転時レベ

ル１ＰＲＡで炉心損傷に至る可能性があるものとして抽出さ

れた事故シーケンスから，更に事象が進展して原子炉格納容器

破損に至る事故シーケンスを定量化している。その際，原子炉

格納容器内の事象進展の特徴を把握するために「格納容器破損

時期」，「原子炉圧力容器圧力」，「炉心損傷時期」及び「電源有

無」の４つの属性に着目して内部事象運転時レベル１ＰＲＡか

ら抽出された事故シーケンスグループを分類し，ＰＤＳとして

定義している。ＰＤＳの分類結果を第2－2表に示す。 

ここで，ＡＥ，Ｓ１Ｅ及びＳ２ＥはＬＯＣＡとして１つのＰ

ＤＳとした。これは事故進展解析の結果，原子炉冷却材の流出

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二はサプレッ

ション・プールにおけ

るＭＣＣＩもあるため

「ペデスタル(ドライ

ウェル部)における」と

記載しているが内容は

同等 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＤＳ

選定において対応の厳

しさの観点で全交流動

力電源喪失（ＳＢＯ）

の重畳を設定してお

り，実質的な差異はな

い（以下，同じ相違は

記載を省略） 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 
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傷後の事象の進展速度に大きな影響を及ぼすものではないと

考えたためである。 

 

 

このPDSの定義に従い，格納容器破損モードごとに格納容器

破損頻度，当該破損モードに至る可能性のある全てのPDSを整

理した。また，各格納容器破損モードの発生の観点で事象進展

が最も厳しくなると考えられるPDSを検討し，評価対象とする

PDSを選定した。選定結果を第2-3表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，第2-2表において，格納容器破損時期が炉心損傷前と

分類されているTW，TC，ISLOCAについては，格納容器先行破損

の事故シーケンスであることから，解釈の要求事項を踏まえ，

事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」，「原子炉停止

機能喪失」，「格納容器バイパス(インターフェイスシステム

LOCA)」にて炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としている。 

 

したがって，これらの PDSは，第 2-3表に示す評価対象とす

る PDSの選定では考慮していない。 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＳとした。 

 

 

 

このＰＤＳの定義に従い，格納容器破損モードごとに格納容

器破損頻度，当該破損モードに至る可能性のある全てのＰＤＳ

を整理した。また，余裕時間，設備容量及び格納容器破損モー

ドの発生の観点で事象進展が最も厳しくなると考えられるＰ

ＤＳを検討し，評価対象とするＰＤＳを選定した。選定結果を

第2－3表に示す。 

なお，原子炉圧力容器外溶融燃料－冷却材相互作用のＰＤＳ

選定については，溶融炉心・コンクリート相互作用の対策であ

るペデスタル（ドライウェル部）への事前水張りが与える影響

を考慮し，全てのＰＤＳを対象に評価対象とするＰＤＳを選定

した。また，雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧・過温）

のＰＤＳ選定については，過圧・過温の各々において，各事故

シーケンスの対策は損傷炉心への注水（損傷炉心冷却）の点で

同じとなることから，有効性評価では過圧・過温を同じＰＤＳ

で評価している。 

 

また，第2－2表において，格納容器破損時期が炉心損傷前と

分類されているＴＷ，ＴＢＷ，ＴＣ及びＩＳＬＯＣＡについて

は，格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当するＰＤＳ

であることから，解釈の要求事項を踏まえ，事故シーケンスグ

ループ「崩壊熱除去機能喪失」，「原子炉停止機能喪失」及び「格

納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」にて

炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としている。 

したがって，これらのＰＤＳは，第2－3表に示す評価対象と

するＰＤＳの選定では考慮していない。 

 

 

 

 

 

 

 

口の大きさが炉心損傷後の事象の進展速度に大きな影響を及

ぼすものではないと考えたためである。 

 

 

このＰＤＳの定義に従い，格納容器破損モードごとにＣＦ

Ｆ，当該格納容器破損モードに至る可能性のあるすべてのＰＤ

Ｓを整理した。また，各格納容器破損モードの発生の観点で事

象進展が最も厳しくなると考えられるＰＤＳを検討し，評価対

象とするＰＤＳを選定した。選定結果を第2－3表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，第2－2表において，格納容器破損時期が炉心損傷前と

分類されているＴＷ，ＴＣ，インターフェイスシステムＬＯＣ

Ａについては，格納容器先行破損又は格納容器バイパスのＰＤ

Ｓであることから，解釈の要求事項を踏まえ，事故シーケンス

グループ「崩壊熱除去機能喪失」，「原子炉停止機能喪失」，「格

納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」にて

炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としている。 

したがって，これらのＰＤＳは，第2－3表に示す評価対象と

するＰＤＳの選定では考慮していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，「第 2

－3 表 評価対象とす

るプラント損傷状態の

選定について」に記載 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ＴＢ

ＷをＴＷに含めて整理

している。（以下，同じ

相違は記載を省略） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉ではイン

ターフェイスシステム

ＬＯＣＡと記載（以下，

同じ相違は記載を省

略） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 
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2.2.2 評価事故シーケンスの選定の考え方及び選定結果 

2.2.1項で格納容器破損モードごとに選定したPDSに属する

事故シーケンスを比較し，格納容器破損モードの発生の観点で

事象進展が最も厳しくなると考えられる事故シーケンスを検

討し，評価事故シーケンスを選定した。選定結果を第2-4表に

示す。 

 

なお，重大事故等対処設備により，炉心損傷後の原子炉圧力

容器底部の損傷及び原子炉格納容器下部への溶融炉心の落下

を防止できるため，有効性評価では重大事故等対処設備に期待

せず，炉心損傷後の原子炉圧力容器底部の損傷及び原子炉格納

容器下部への溶融炉心の落下に至る状況を仮定している。 

 

 

 

 

また，各格納容器破損モードについて，格納容器破損頻度が

支配的となるPDSと主要なカットセットの整理を実施し，格納

容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して今

回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認し

た。(別紙4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 評価事故シーケンスの選定の考え方 

2.2.1項で格納容器破損モードごとに選定したＰＤＳに属す

る事故シーケンスを比較し，余裕時間，設備容量及び事象の厳

しさの観点から評価事故シーケンスを選定した。 

選定結果を第2－4表に示す。 

 

 

なお，重大事故等対処設備により，炉心損傷後の原子炉圧力

容器底部の損傷及びペデスタル(ドライウェル部)への溶融炉

心の落下を防止できるため，原子炉圧力容器の損傷が前提とな

る「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「原子炉圧力

容器外溶融燃料－冷却材相互作用」，「溶融炉心・コンクリート

相互作用」の有効性評価では，物理現象及びその対策の有効性

を確認する観点から，一部の重大事故等対処設備に期待せず，

炉心損傷後の原子炉圧力容器底部の損傷及びペデスタル(ドラ

イウェル部)への溶融炉心の落下に至る状況を仮定している 

また，各格納容器破損モードについて，格納容器破損頻度が

支配的となるＰＤＳと主要なカットセットの整理を実施し，格

納容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して

今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認

した（別紙6）。 

 

2.2.3 評価事故シーケンスの選定結果 

(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷 

本格納容器破損モードに至る可能性のあるＰＤＳのうち，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 評価事故シーケンスの選定の考え方及び選定結果 

「2.2.1 評価対象とするプラント損傷状態の選定」で格納

容器破損モードごとに選定したＰＤＳに属する事故シーケン

スを比較し，格納容器破損モードの発生の観点で事象進展が最

も厳しくなると考えられる事故シーケンスを検討し，評価事故

シーケンスを選定した。選定結果を第2－4表に示す。 

 

なお，重大事故等対処設備により，炉心損傷後の原子炉圧力

容器底部の損傷及び原子炉格納容器下部への溶融炉心の落下

を防止できるため，原子炉圧力容器の損傷が前提となる「高圧

溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「原子炉圧力容器外の

溶融燃料－冷却材相互作用」，「溶融炉心・コンクリート相互作

用」の有効性評価では，物理現象及びその対策の有効性を確認

する観点から，一部の重大事故等対処設備に期待せず，炉心損

傷後の原子炉圧力容器底部の損傷及び原子炉格納容器下部へ

の溶融炉心の落下に至る状況を仮定している。 

また，格納容器破損モードについて，ＣＦＦが支配的となる

ＰＤＳと主要なカットセットの整理を実施し，ＣＦＦの観点で

支配的となるカットセットに対して今回整備した格納容器破

損防止対策が有効であることを確認した。（別紙５） 

 

 

 

 

 

柏崎 6/7 は「ＴＷ，

ＴＣ，ＩＳＬＯＣＡに

ついては，格納容器先

行破損の事故シーケン

ス」と記載しているが，

島根２号炉はインター

フェイスシステムＬＯ

ＣＡが格納容器バイパ

ス事象であることをふ

まえて記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は有効性

評価において，一部の

重大事故等対処設備に

期待せず，原子炉圧力

容器の損傷を仮定する

具体的な格納容器破損

モードを記載 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は第２－
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ＬＯＣＡは原子炉冷却材の流出を伴うことから水位低下が

早く，事象進展の観点で厳しい。また，格納容器圧力が高く

推移すること等，環境に放出される放射性物質量の観点でも

厳しい事故シーケンスとなると考えられる。対策の観点で

は，過圧破損に対しては格納容器の除熱が，過温破損に対し

ては損傷炉心への注水が必要となる。 

以上の観点を総合的に考慮し，本格納容器破損モードを代

表するＰＤＳとしてＬＯＣＡを選定する。また，このＰＤＳ

に全交流動力電源喪失を重畳させることで，電源の復旧，注

水機能の確保等の格納容器破損防止対策を講じるための対

応時間が厳しいシナリオとする。 

ａ．事故シーケンス 

①大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却

失敗 

②中破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却

失敗 

③中破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失

敗 

④小破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却

失敗 

⑤小破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失

敗 

ｂ．有効性を確認する主な格納容器破損防止対策 

・低圧代替注水系(常設) 

・代替格納容器スプレイ冷却系(常設) 

・代替循環冷却系 

・格納容器圧力逃がし装置 

ｃ．選定した評価事故シーケンス 

①大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却

失敗※※ 全交流動力電源喪失の重畳を考慮 

ｄ．選定理由 

ａ．の事故シーケンスのうち，中破断ＬＯＣＡ及び小破断

ＬＯＣＡに比べて破断口径が大きいことから事象進展が早

く，格納容器圧力及び格納容器雰囲気温度上昇の観点で厳し

い大破断ＬＯＣＡを起因とし，炉心損傷防止が困難な事故シ

ーケンスとして「1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３表及び第２－４表に

ＰＤＳ及び評価事故シ

ーケンスの選定結果を

記載 
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にて挙げた事故シーケンスとの包絡関係や，格納容器破損防

止対策を講じるための対応時間の厳しさの観点を踏まえて

評価事故シーケンスを選定した。 

(2) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

本格納容器破損モードに至る可能性のあるＰＤＳのうち，

長期ＴＢは炉心損傷に至る前にＲＣＩＣによる一時的な冷

却に成功しており，起因事象発生から原子炉減圧までの時間

余裕の観点ではＴＱＵＸ，ＴＢＤ，ＴＢＵが厳しいＰＤＳと

なる。高圧状態で炉心損傷に至る点ではＴＱＵＸ，ＴＢＤ，

ＴＢＵにＰＤＳ選定上の有意な違いはないことから，これら

のうち，本格納容器破損モードを代表するＰＤＳとして，Ｔ

ＱＵＸを選定する。また，このＰＤＳに全交流動力電源喪失

を重畳させることで，電源の復旧，注水機能の確保等の格納

容器破損防止対策を講じるための対応時間が厳しいシナリ

オとする。 

ａ．事故シーケンス 

①過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗＋炉

心損傷後の原子炉減圧失敗（＋ＤＣＨ） 

②手動停止／サポート系喪失（手動停止）＋高圧炉心冷

却失敗＋原子炉減圧失敗＋炉心損傷後の原子炉減圧

失敗（＋ＤＣＨ） 

③サポート系喪失（自動停止）＋高圧炉心冷却失敗＋原

子炉減圧失敗＋炉心損傷後の原子炉減圧失敗（＋ＤＣ

Ｈ） 

ｂ．有効性を確認する主な格納容器破損防止対策 

・手動減圧 

ｃ．選定した事故シーケンス 

①過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗＋炉

心損傷後の原子炉減圧失敗（＋ＤＣＨ）※ 

※ 全交流動力電源喪失の重畳を考慮 

ｄ．選定理由 

ＴＱＵＸに属する事故シーケンスのうち，事象進展が早

く，原子炉圧力容器破損までの時間の観点で厳しい過渡事象

（給水流量の全喪失）を起因とする事故シーケンスを評価事

故シーケンスとして選定した。 

(3) 原子炉圧力容器外溶融燃料－冷却材相互作用 
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本格納容器破損モードに至る可能性のあるＰＤＳのうち，

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（ＦＣＩ）の

観点からは，ペデスタル（ドライウェル部）へ落下する溶融

炉心の割合が多く，原子炉圧力容器破損時の溶融炉心の保有

エネルギが大きいシーケンスが厳しくなる。原子炉圧力容器

が高圧で破損に至る場合，格納容器に放出される溶融炉心が

分散され易いと考えると，原子炉圧力容器が低圧で破損に至

る場合の方が，ペデスタル（ドライウェル部）へ一体となっ

て落下する溶融炉心の割合が多くなると考えられる。 

また，本格納容器破損モードに対する事象の厳しさを考慮

する上では，溶融炉心・コンクリート相互作用の緩和対策で

ある，ペデスタル（ドライウェル部）への水張りが実施され

た状態を想定しているが，その一方で，原子炉圧力容器破損

が想定される状況では，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直

接加熱の発生を防止するため，原子炉圧力容器の減圧が実施

される。これらの状況も考慮し，原子炉圧力容器が低圧状態

で破損するＰＤＳを選定するものとし，高圧状態で破損する

ＴＱＵＸ，ＴＢＵ及び長期ＴＢは選定対象から除外する。Ｌ

ＯＣＡは，蒸気が急速に格納容器に流出するため，ジルコニ

ウムの酸化割合が他の低圧破損シーケンスより小さくなる

ことでデブリの内部エネルギが小さくなると考えられる。 

よって，本格納容器破損モードを代表するＰＤＳとして，

原子炉の水位低下が早く，原子炉圧力容器破損までの時間が

短いＴＱＵＶを選定する。また，このＰＤＳに全交流動力電

源喪失を重畳させることで，電源の復旧，注水機能の確保等

の格納容器破損防止対策を講じるための対応時間が厳しい

シナリオとする。 

ａ．事故シーケンス 

①過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋

損傷炉心冷却失敗（＋ＦＣＩ（ペデスタル）） 

②過渡事象＋逃がし安全弁再閉鎖失敗＋高圧炉心冷却

失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷却失敗（＋ＦＣ

Ｉ（ペデスタル）） 

③手動停止／サポート系喪失（手動停止）＋高圧炉心冷

却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷却失敗（＋Ｆ

ＣＩ（ペデスタル）） 
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④手動停止／サポート系喪失（手動停止）＋逃がし安全

弁再閉鎖失敗＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失

敗＋損傷炉心冷却失敗（＋ＦＣＩ（ペデスタル）） 

⑤サポート系喪失（自動停止）＋高圧炉心冷却失敗＋低

圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷却失敗（＋ＦＣＩ（ペデ

スタル）） 

⑥サポート系喪失（自動停止）＋逃がし安全弁再閉鎖失

敗＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉

心冷却失敗（＋ＦＣＩ（ペデスタル）） 

ｂ．有効性を確認する主な格納容器破損防止対策 

― 

ｃ．選定した評価事故シーケンス 

①過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋

損傷炉心冷却失敗＋（ＦＣＩ（ペデスタル））※ 

※ 全交流動力電源喪失の重畳を考慮 

ｄ．選定理由 

ＴＱＵＶに属する事故シーケンスのうち，事象進展が早い

過渡事象（給水流量の全喪失）を起因とし，発生頻度の観点

で大きいと考えられる逃がし安全弁再閉鎖失敗を含まない

事故シーケンスを評価事故シーケンスとして選定した。 

(4) 水素燃焼 

東海第二発電所では，通常運転時から格納容器内が窒素置

換され，初期酸素濃度が低く保たれている。炉心損傷に伴い，

水素濃度は容易に13vol％を超えることから，水素燃焼防止

の観点からは酸素濃度が重要となるため，炉心損傷により放

出される核分裂生成物による水の放射線分解に伴う酸素濃

度の上昇に着目する。 

本格納容器破損モードはＰＲＡから抽出されたものでは

ないが，評価のためにＰＤＳを格納容器先行破損の事故シー

ケンス以外のＰＤＳから選定する。酸素は水の放射線分解で

発生するが，酸素濃度は他の気体の存在量の影響を受けるた

め，炉心損傷後の格納容器内の気体組成を考える上で影響が

大きいと考えられるジルコニウム－水反応による水素発生

に着目する。原子炉注水に期待しない場合のジルコニウム－

水反応の挙動は事象発生時の原子炉圧力容器外への冷却材

の放出経路から，ＬＯＣＡとその他のＰＤＳに大別できる。
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ＬＯＣＡでは事象発生と同時に原子炉圧力容器が大きく減

圧され，冷却材が多量に原子炉圧力容器外に排出されること

から，ジルコニウム－水反応に寄与する冷却材の量が少なく

なり，水素濃度は13vol％を上回るものの，その他のＰＤＳ

に比べて水素発生量が少なくなると考えられる。 

このため，水の放射線分解によって増加する酸素濃度が他

のＰＤＳよりも相対的に高くなる可能性が考えられるＬＯ

ＣＡを選定する。これに加え，「雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の評価シーケンスでは，

対応の厳しさの観点で全交流動力電源喪失を重畳させてい

ることを考慮し，ＬＯＣＡに全交流動力電源喪失の重畳を考

慮するものとする。 

ａ．事故シーケンス 

― 

ｂ．有効性を確認する主な格納容器破損防止対策 

・可搬型窒素供給装置による格納容器内への窒素注入 

ｃ．選定した評価事故シーケンス 

・大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失

敗※ 

※ 全交流動力電源喪失の重畳を考慮 

ｄ．選定理由 

「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」において，格納容器破損防止対策を講じるための対

応時間の厳しさの観点を踏まえて選定した評価事故シーケ

ンスを本格納容器破損モードの評価事故シーケンスとして

選定した。 

(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用 

本格納容器破損モードに至る可能性のあるＰＤＳのうち，

溶融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）の観点からは，

ペデスタル（ドライウェル部）に落下する溶融炉心の割合が

多いシーケンスが厳しくなる。原子炉圧力容器が高圧で破損

に至る場合，格納容器に放出される溶融炉心が分散され易

く，また，落下速度が大きくなることで，ペデスタル（ドラ

イウェル部）に落下した際の粒子化割合が高くなり，落下し

た溶融炉心が冷却されやすいことを考えると，原子炉圧力容

器が低圧で破損に至る場合の方が，ペデスタル（ドライウェ
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ル部）へ一体となって落下する溶融炉心の割合が多くなると

考えられる。また，原子炉圧力容器破損が想定される状況で

は，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の発生を防止

するため，原子炉圧力容器の減圧が実施されている。 

これらの状況も考慮し，原子炉圧力容器が低圧状態で破損

するＰＤＳを選定するものとし，高圧状態で破損するＴＱＵ

Ｘ，ＴＢＵ及び長期ＴＢは選定対象から除外する。ＬＯＣＡ

は原子炉圧力容器破損のタイミングが過渡事象より早いた

め，溶融炉心の崩壊熱は過渡事象に比べて高いが，有効性評

価における本格納容器破損モードに対しては，原子炉圧力容

器破損までの原子炉注水に期待していない評価としている

こと，原子炉圧力容器破損までの時間余裕は事象発生から3

時間以上であることから，事象緩和のための対応操作の観点

でＴＱＵＶと大きな差異はない。また，ＬＯＣＡは，対策を

考慮しない場合，ペデスタル（ドライウェル部）に冷却材が

流入する可能性があり，ＭＣＣＩの観点で厳しい事象とはな

らないと考えられる。 

以上より，ＭＣＣＩの観点で厳しいＴＱＵＶを評価対象Ｐ

ＤＳとして選定する。また，このＰＤＳに全交流動力電源喪

失の重畳を考慮することで，電源の復旧，注水機能の確保等

の格納容器破損防止対策を講じるための対応時間が厳しい

シナリオとする。 

ａ．事故シーケンス 

①過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋

損傷炉心冷却失敗（＋デブリ冷却失敗（ペデスタル）） 

②過渡事象＋逃がし安全弁再閉鎖失敗＋高圧炉心冷却

失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷却失敗（＋デブ

リ冷却失敗（ペデスタル）） 

③手動停止／サポート系喪失（手動停止）＋高圧炉心冷

却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷却失敗（＋デ

ブリ冷却失敗（ペデスタル）） 

④手動停止／サポート系喪失（手動停止）＋逃がし安全

弁再閉鎖失敗＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失

敗＋損傷炉心冷却失敗（＋デブリ冷却失敗（ペデスタ

ル）） 

⑤サポート系喪失（自動停止）＋高圧炉心冷却失敗＋低
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2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容

器破損防止対策の有効性 

国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講

ずることが困難な事故シーケンスグループのうち，格納容器破

損防止対策に期待できるものについては，今回整備した格納容

器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待

できることを確認している。 

国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講

ずることが困難な事故シーケンス及び該当するPDSは以下のと

おり。以下の事故シーケンスは，「炉心の著しい損傷後の原子

炉格納容器の機能に期待できる」事故シーケンスである。(1.2

項参照) 

 

 

 

・大破断LOCA＋HPCF 注水失敗＋低圧ECCS 注水失敗 

 

 

 

圧炉心冷却失敗＋損傷炉心冷却失敗（＋デブリ冷却失

敗（ペデスタル）） 

⑥サポート系喪失（自動停止）＋逃がし安全弁再閉鎖失

敗＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋損傷炉

心冷却失敗（＋デブリ冷却失敗（ペデスタル）） 

ｂ．有効性を確認する主な格納容器破損防止対策 

・格納容器下部注水系（常設） 

ｃ．選定した評価事故シーケンス 

①過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗＋

損傷炉心冷却失敗＋デブリ冷却失敗（ペデスタル）※ 

※ 全交流動力電源喪失の重畳を考慮  

ｄ．選定理由 

ＴＱＵＶに属する事故シーケンスのうち，事象進展が早い

過渡事象（給水流量の全喪失）を起因とし，発生頻度の観点

で大きいと考えられる逃がし安全弁の再閉失敗を含まない

事故シーケンスを評価事故シーケンスとして選定した。 

 

2.2.4 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等における格納容

器破損防止対策の有効性 

国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講

ずることが困難な事故シーケンスグループのうち，格納容器破

損防止対策に期待できるものについては，今回整備した格納容

器破損防止対策により格納容器の閉じ込め機能に期待できる

ことを確認している。 

国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講

ずることが困難な事故シーケンスのうち，以下の事故シーケン

スは，「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きる」事故シーケンスである（1.2項参照）。 

 

 

 

 

① 破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容

器破損防止対策の有効性 

国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講

じることが困難な事故シーケンスグループのうち，格納容器破

損防止対策に期待できるものについては，今回整備した格納容

器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待

できることを確認している。 

国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講

じることが困難な事故シーケンスのうち，以下の事故シーケン

スは，「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で

きる」事故シーケンスである。（「1.2 有効性評価の対象とな

る事故シーケンスについて」参照） 

 

 

 

・冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋高圧炉心冷却失敗＋低圧

炉心冷却失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はＰＤＳ

選定の観点ではなく，

評価事故シーケンス選

定の観点から記載 

 

・事故シーケンス名称

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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2.2.1項のPDS選定では，上記のPDSを含めて格納容器破損モ

ードごとに厳しいPDSを選定している。したがって，炉心損傷

防止が困難な事故シーケンス等についても，今回整備した格納

容器破損防止対策により，原子炉格納容器の閉じ込め機能に期

待できることを確認している。 

 

 

 

 

 

2.2.4 直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対策 

1.1.2.2項において，炉心損傷防止に係る有効性評価におい

て想定する事故シーケンスグループとして新たに追加する必

要がないと判断した事故シーケンスグループについては，炉心

損傷後の原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待することが困

難な場合が考えられる。一方で，プラントの損傷規模によって

は，設計基準事故対処設備や今回整備した重大事故等対処設備

により原子炉格納容器の破損の防止が可能な場合も考えられ

る。 

原子炉格納容器の閉じ込め機能が喪失するような大規模損

傷が生じた場合は，可搬型設備(低圧代替注水系(可搬型)，可

搬型代替交流電源設備等)による対応や放射性物質の拡散を防

止する対策(大容量送水車，汚濁防止膜等)により敷地外への放

射性物質の拡散抑制等を行い，事故の影響緩和を図る。 

格納容器破損防止対策の有効性評価における評価シーケン

スの選定では，上記の事故シーケンスを含めて格納容器破損モ

ードごとに選定している。したがって，炉心損傷防止が困難な

事故シーケンス等についても，今回整備した格納容器破損防止

対策により，格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認

している。 

 

 

 

 

2.2.5 直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対策 

1.1.2.2項において，炉心損傷防止に係る有効性評価におい

て想定する事故シーケンスグループとして新たに追加する必

要がないと判断した事故シーケンスグループについては，炉心

損傷後の格納容器の閉じ込め機能に期待することが困難な場

合が考えられる。一方で，プラントの損傷規模によっては，設

計基準事故対処設備や今回整備した重大事故等対処設備によ

り格納容器の破損の防止が可能な場合も考えられる。 

 

格納容器の閉じ込め機能が喪失するような大規模損傷が生

じた場合は，可搬型のポンプ・電源，放水砲等を駆使した大規

模損壊対策による対応も含め，敷地外への放射性物質の拡散抑

制等を行い，事故の影響緩和を図る。 

格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シー

ケンスの選定では，上記の事故シーケンスを含めて格納容器破

損モードごとに厳しいＰＤＳを選定している。したがって，炉

心損傷防止が困難な事故シーケンス等についても，今回整備し

た格納容器破損防止対策により，原子炉格納容器の閉じ込め機

能に期待できることを確認している。 

 

 

 

 

2.2.4 直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対策 

「1.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討」に

おいて，炉心損傷防止に係る有効性評価において想定する事故

シーケンスグループとして新たに追加する必要がないと判断

した事故シーケンスグループについては，炉心損傷後の原子炉

格納容器の閉じ込め機能に期待することが困難な場合が考え

られる。一方で，プラントの損傷規模によっては，設計基準事

故対処設備や今回整備した重大事故等対処設備により原子炉

格納容器の破損の防止が可能な場合も考えられる。 

原子炉格納容器の閉じ込め機能が喪失するような大規模損

傷が生じた場合は，可搬型設備（大量送水車，高圧発電機車等）

による対応や放射性物質の拡散を防止する対策（放水砲，シル

トフェンス等）により敷地外への放射性物質の拡散抑制等を行

い，事故の影響緩和を図る。 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は評価事

故シーケンス選定の観

点から記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「厳し

いＰＤＳを」選定して

いることを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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第

2-
1
表
 格

納
容
器
破
損
モ
ー
ド
別
格
納
容
器
破
損
頻
度

※
1 

 

第
2－

1表
 
格
納
容
器
破
損
モ
ー
ド
別
格
納
容
器
破
損
頻
度
 

 

第
2－

1表
 
格
納
容
器
破
損
モ
ー
ド
別
格
納
容
器
破
損
頻
度
 

  

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

内部事象運転時レベ

ル 1.5ＰＲＡの相違に

より格納容器破損頻度

が異なる 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

表中の格納容器破損

モードの記載順序等に

相違があるが，格納容

器破損防止対策の有効

性評価で考慮しない理

由，考慮する格納容器

破損モードは同等であ

りＰＤＳ選定に影響は

ない 

・格納容器型式の相違 

【東海第二】 

東海第二はＭａｒｋ

－Ⅱ型格納容器である

ため，サプレッショ

ン・プールへの溶融物

落下に関する破損モー

ドの想定について記載 
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第 2-2表 PDSの定義 

 

第2－2表 プラント損傷状態（ＰＤＳ）の定義 

 

第2－2表 プラント損傷状態の定義 

 

  

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ＴＢ

ＷをＴＷに含めて整理

している。長期ＴＢに

ついて，島根２号炉は，

プラント損傷時点での

電源有無の観点から直

流電源を無と記載して

いる 
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S
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選
定
 

 

第
2－

3表
 
評
価
対
象
と
す
る
プ
ラ
ン
ト
損
傷
状
態
（
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
の
選
定
 

 

第
2
－
3表

 
評
価
対
象
と
す
る
プ
ラ
ン
ト
損
傷
状
態
の
選
定
に
つ
い
て
（
１
／
２
）
 

 

・解析結果の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

内部事象運転時レベ

ル 1.5ＰＲＡの相違に

より格納容器破損頻度

が異なる 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7 及び東海第

二は「該当するＰＤＳ

の項目」の項目にて，

ＰＲＡ結果として生じ

ないＰＤＳは「－」と

記載し，網羅的に記載

しているが，ＰＤＳ選

定の考え方は同等の内

容であり，選定したＰ

ＤＳは同等である（以

下，同じ相違は記載を

省略） 
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【以下，比較のため第 2-3表を再掲】  【以下，比較のため第2-3表を再掲】 【以下，比較のため第2-3表(1/2)を再掲】 ・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のレベル

1.5ＰＲＡでは外部電

源復旧を考慮していな

いため，雰囲気圧力・

温度による静的負荷

（格納容器過圧破損），

原子炉圧力容器外の溶

融燃料－冷却材相互作

用（ＦＣＩ）における

「該当するＰＤＳ」に

ＴＢシーケンス（長期

ＴＢ，ＴＢＵ，ＴＢＰ，

ＴＢＤ）が現れず，柏

崎 6/7 の「該当するＰ

ＤＳ」に比べ少ないＰ

ＤＳ数となっている

が，ＰＤＳ選定の考え

方は同等の内容であ

り，選定したＰＤＳは

同等である 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は雰囲気

圧力・温度による静的

負荷のＰＤＳをＳＢＯ

（全交流動力電源喪

失）の重畳をふまえて

記載（以下，同じ相違

は記載を省略） 

第
2-
3
表
 評

価
対
象
と
す
る

PD
S
の
選
定
 

 

第
2－

3表
 
評
価
対
象
と
す
る
プ
ラ
ン
ト
損
傷
状
態
（
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
の
選
定
 

 

第
2－

3表
 
評
価
対
象
と
す
る
プ
ラ
ン
ト
損
傷
状
態
の
選
定
に
つ
い
て
（
１
／
２
）
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【以下，比較のため第 2-3表を再掲】 【以下，比較のため第2-3表を再掲】  ・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

内部事象運転時レベ

ル 1.5ＰＲＡの相違に

より格納容器破損頻度

が異なる 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のレベル

1.5ＰＲＡでは外部電

源復旧を考慮していな

いため，溶融炉心・コ

ンクリート相互作用

（ＭＣＣＩ）における

「該当するＰＤＳ」に

ＴＢシーケンス（長期

ＴＢ，ＴＢＵ，ＴＢＰ，

ＴＢＤ）が現れず，柏

崎 6/7 の「該当するＰ

ＤＳ」に比べ少ないＰ

ＤＳ数となっている

が，ＰＤＳ選定の考え

方は同等の内容であ

り，選定したＰＤＳは

同等である 

 

第
2-
3
表
 評

価
対
象
と
す
る

PD
S
の
選
定
 

 

第
2－

3表
 
評
価
対
象
と
す
る
プ
ラ
ン
ト
損
傷
状
態
（
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
の
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定
 

 

第
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評
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２
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付録1-131



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

【以下，比較のため第 2-3表を再掲】 【以下，比較のため第2-3表を再掲】 【以下，比較のため第2-3表(2/2)を再掲】 ・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は水素燃

焼のＰＤＳをＳＢＯ

（全交流動力電源喪

失）の重畳をふまえて

記載 

・格納容器型式の相違 

【東海第二】 

東海第二はＭａｒｋ

－Ⅱ型格納容器である

ため，サプレッショ

ン・プールへの溶融物

落下に関する破損モー

ドが想定されており，

溶融炉心・コンクリー

ト相互作用（ＭＣＣＩ）

における「該当するＰ

ＤＳ」にＴＢＵ，ＴＢ

Ｐが現れている 

第
2-
3
表
 評

価
対
象
と
す
る

PD
S
の
選
定
 

 

第
2－

3表
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価
対
象
と
す
る
プ
ラ
ン
ト
損
傷
状
態
（
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
の
選
定
 

 

第
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す
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（
２
／
２
）
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納
容
器
破
損
防
止
対
策
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に
つ
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て
（
１
／
２
）
 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はレベル

１ＰＲＡにてＴＱＵＸ

にＳＲＶ再閉失敗を含

む事故シーケンスが含

まれず，高圧溶融物放

出／格納容器雰囲気直

接加熱（ＤＣＨ）にお

いて当該シーケンスが

含まれないため，柏崎

6/7 に比べ少ない事故

シーケンス数となって

いる 

・対策の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では雰囲

気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧

破損）における有効性

評価上の格納容器破損

防止対策として可搬式

窒素供給装置を記載 
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【以下，比較のため第 2-4表を再掲】 【以下，比較のため第2-4表を再掲】  ・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

記載体裁の相違はあ

るが，評価事故シーケ

ンスの選定の考え方は

同等の内容であり，選

定された事故シーケン

スは同等 

・対応方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は水素燃

焼の格納容器破損防止

対策として可搬式窒素

供給装置による対応を

記載 
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・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

記載体裁の相違はあ

るが，考慮している格

納容器破損モード抽出

及び評価事故シーケン

ス選定の全体プロセス

は同等であり選定結果

に影響を与えるもので

ない 
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・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

記載体裁の相違はあ

るが，考慮している事

象進展と格納容器破損

モードは同等であり格

納容器破損モードの抽

出に影響を与えるもの

でない 

・格納容器型式の相違 

【東海第二】 

東海第二はＭａｒｋ

－Ⅱ型格納容器である

ため，サプレッショ

ン・プールへの溶融物

落下に関する破損モー

ドの想定について記載 
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第2-3図 内部事象運転時レベル1.5PRA 格納容器イベントツリー

（1/2）※ 

※ 本イベントツリーでは炉心損傷後の物理現象の不確かさを 

踏まえて分岐及び格納容器破損モードを表示している。 

 

第
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3図
 
内
部
事
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ル
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Ｒ
Ａ
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3
）
 

 

 

第2－3図 内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡ格納容器イベントツ

リー(１／３) 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

記載表現に差異はあ

るが内容は同等 

・格納容器型式の相違 

【東海第二】 

東海第二はＬＯＣＡ

シーケンスにて，格納

容器注水に失敗した場

合，原子炉圧力容器破

損前に格納容器が過温

破損に至るとし，格納

容器注水失敗のヘディ

ングを設定している 
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【以下，比較のため第 2-3図を再掲】 

 

 

第2-3図 内部事象運転時レベル1.5PRA 格納容器イベントツリー

（1/2）※ 

※ 本イベントツリーでは炉心損傷後の物理現象の不確かさを 

踏まえて分岐及び格納容器破損モードを表示している。 
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第2－3図 内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡ格納容器イベントツ

リー(２／３) 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉と柏崎

6/7は，原子炉圧力容器

健全の場合のイベント

ツリーにおいて，長期

冷却のヘディングを記

載して明示している 
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第2-3図 内部事象運転時レベル1.5PRA 格納容器イベントツリー

（2/2）※ 

※ 本イベントツリーでは炉心損傷後の物理現象の不確かさを 

踏まえて分岐及び格納容器破損モードを表示している。 
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3図
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第2－3図 内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡ格納容器イベントツ

リー(３／３) 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

レベル 1.5ＰＲＡの

イベントツリーの相違

（格納容器型式の相違

による格納容器注水の

相違。ＲＣＣＶ型格納

容器である柏崎刈羽は

下部ドライウェル，上

部ドライウェルと記

載） 

【東海第二】 

Ｍａｒｋ－Ⅱ型格納

容器である東海第二は

サプレッション・プー

ルにおける格納容器破

損モードを記載 
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第 2-4図 内部事象運転時レベル 1.5PRAの定量化結果 

 

 

第2－4図 格納容器破損モードごとの寄与割合 

  

第2－4図 内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡの定量化結果 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

レベル 1.5ＰＲＡの

格納容器破損頻度の相

違 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

Ｍａｒｋ－Ⅱ型格納

容器である東海第二は

サプレッション・プー

ルにおける格納容器破

損モードを記載 
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3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の

運転停止中事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス

の選定について 

 

運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

の事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全

体プロセスは第 3-1 図に示すとおりであり，本プロセスにより

各検討ステップにおける実施内容を整理した。 

【概要】 

① 内部事象 PRA 及び PRA を適用できない外部事象等につい

ての定性的検討から事故シーケンスグループの抽出を実

施した。 

② 抽出した事故シーケンスグループと必ず想定する事故シ

ーケンスグループとの比較を行い，必ず想定する事故シー

ケンスグループ以外に抽出された外部事象特有の事故シ

ーケンスグループについて，頻度，影響等を確認し，事故

シーケンスグループとしての追加は不要とした。 

③ 有効性評価において想定する事故シーケンスグループご

とに，審査ガイドに記載の観点(余裕時間，設備容量，代

表性)に基づき，有効性評価の対象とする重要事故シーケ

ンスを選定した。 

 

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シー

ケンスの選定について 

 

運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

の事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全

体プロセスは第3－1図に示すとおりであり，本プロセスにより

各検討ステップにおける実施内容を整理した。 

【概要】 

① 内部事象ＰＲＡ及びＰＲＡを適用できない外部事象等に

ついての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施し

た。 

② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンス

グループとの比較を行い，必ず想定する事故シーケンスグ

ループに対応しない外部事象特有の事故シーケンスにつ

いて，頻度，影響等を確認し，事故シーケンスグループと

しての追加要否を検討した。 

③ 有効性評価において想定する事故シーケンスグループご

とに，審査ガイドに記載の観点（余裕時間，設備容量，代

表性）に基づき，有効性評価の対象とする重要事故シーケ

ンスを選定した。 

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シー

ケンスの選定について 

 

運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定

の全体プロセスは第3－1図に示すとおりであり，本プロセスに

より各検討ステップにおける実施内容を整理した。 

【概要】 

① 内部事象ＰＲＡ及びＰＲＡを適用できない外部事象等に

ついての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施した。 

 

② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンス

グループとの比較を行い，必ず想定する事故シーケンスグル

ープ以外に抽出された外部事象特有の事故シーケンスにつ

いて，頻度，影響等を確認し，事故シーケンスグループとし

ての追加要否を検討した。 

③ 有効性評価において想定する事故シーケンスグループご

とに，「実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における

燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」（以下

「停止中審査ガイド」という。）に記載の観点（余裕時間，

設備容量，代表性）に基づき，有効性評価の対象とする重要

事故シーケンスを選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

「実用発電用原子炉

に係る運転停止中原子

炉における燃料損傷防

止対策の有効性評価に

関する審査ガイド」を

「停止中審査ガイド」

と読み換えている 
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3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 

解釈において，運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策

の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個

別プラント評価による抽出に関し，以下のとおり記載されてい

る。 

４－１ 

(a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系の故障による停止時冷

却機能喪失) 

・全交流動力電源喪失 

・原子炉冷却材の流出 

・反応度の誤投入 

(b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケ

ンスグループ 

① 個別プラントの停止時に関するPRA(適用可能なもの)又

はそれに代わる方法で評価を実施すること。 

② その結果，上記４－１(a)の運転停止中事故シーケンス

グループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす

運転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合

には，想定する運転停止中事故シーケンスグループとし

て追加すること。 

 

上記４－１(b)を踏まえて， 6 号及び 7 号炉を対象とした内

部事象停止時レベル 1PRA 評価を実施し，事故シーケンスグル

ープの検討を行った。 

 

 

なお，事故シーケンスグループの選定は，炉心損傷防止対策

に係る事故シーケンスグループの分析と同様，従来の設置許可

取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件※1 で評

価した停止時 PRA の結果を用いた。 

 

 

 

 

 

3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 

解釈において，運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策

の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個

別プラント評価による抽出に関し，以下のとおり記載されてい

る。 

４－１ 

(a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失（ＲＨＲの故障による停止時冷却機能

喪失） 

・全交流動力電源喪失 

・原子炉冷却材の流出 

・反応度の誤投入 

(b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケ

ンスグループ 

①個別プラントの停止時に関するＰＲＡ（適用可能なもの）

又はそれに代わる方法で評価を実施すること。 

②その結果、上記４－１(a)の運転停止中事故シーケンスグ

ループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運

転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合に

は、想定する運転停止中事故シーケンスグループとして

追加すること。 

 

上記４－１(b) を踏まえて，内部事象停止時レベル１ＰＲＡ

評価を実施し，事故シーケンスグループの検討を行った。 

 

 

 

なお，事故シーケンスグループの選定は，炉心損傷防止対策

に係る事故シーケンスグループの分析と同様，従来の設置許可

取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件※で評価

した停止時ＰＲＡの結果を用いた。 

 

 

 

 

 

3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 

解釈において，運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策

の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個

別プラント評価による抽出に関し，以下のとおり記載されてい

る。 

４－１ 

(a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失（ＲＨＲの故障による停止時冷却機能

喪失） 

・全交流動力電源喪失 

・原子炉冷却材の流出 

・反応度の誤投入 

(b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケ

ンスグループ 

① 個別プラントの停止時に関するＰＲＡ（適用可能なも

の）又はそれに代わる方法で評価を実施すること。 

② その結果、上記４－１(a)の運転停止中事故シーケンス

グループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運

転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合には、

想定する運転停止中事故シーケンスグループとして追加

すること。 

 

上記４－１(b)を踏まえて，内部事象停止時レベル１ＰＲＡ

評価を実施し，事故シーケンスグループの検討を行った。 

 

 

 

なお，事故シーケンスグループの選定は，炉心損傷防止対策

に係る事故シーケンスグループの分析と同様，従来の設置許可

取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件※１で評

価した内部事象停止時レベル１ＰＲＡの結果を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「ＲＨ

Ｒ」について，解釈の

記載をそのまま記載し

ているが，内容は同様

である 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独の

申請のため号炉を記載

していない 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「内部

事象停止時レベル１Ｐ

ＲＡ」と記載（以下，

同様な相違は記載を省
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※1 従来から整備してきた AM 策や福島第一原子力発電所事故

以降に実施した各種対策，新規制基準に基づき配備する重

大事故等対処設備等を含めない条件 

 

3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの検

討・整理 

定期検査中はプラントの状態が大きく変化することから，停

止時レベル1PRA においては，定期検査における評価対象期間

を設定し，原子炉の水位，温度，圧力等のプラントパラメータ

の類似性，保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性，起

因事象，成功基準に関する類似性によって，評価対象期間を幾

つかのプラント状態(以下「POS」という。)に分類し評価を行

う。分類したプラント状態を，状態ごとのプラントの主要なパ

ラメータとともに第3-2 図に示す。また，POS ごとの期間及び

系統の待機状態を示した工程表を第3-3 図に示す。 

 

 

 

 

停止時 PRA においては，原子炉停止後の運転停止中の各 POS 

において燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について，

マスターロジックダイヤグラム，過去の国内プラントのトラブ

ル事例等から選定し，ここから燃料損傷に至ることを防止する

ための緩和手段の組み合わせ等を第 3-4 図のイベントツリー

で分析し，燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出している。

抽出した起因事象と発生頻度を第 3-1 表に示す。 

 

 

 

 

 

抽出された事故シーケンス別の燃料損傷頻度を整理し，審査

ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」

に含まれるか，それ以外の事故シーケンスグループであるかを

確認すると共に，燃料損傷状態を分類した。事故シーケンスグ

 

※ 従来から整備してきたＡＭ策や福島第一原子力発電所事

故以降に実施した各種対策，新規制基準に基づき配備する

重大事故等対処設備等を含めない条件 

 

3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの抽

出，整理 

施設定期検査中はプラントの状態が大きく変化することか

ら，停止時レベル１ＰＲＡにおいては，施設定期検査における

評価対象期間を設定し，原子炉の水位，温度，圧力等のプラン

トパラメータの類似性，保守点検状況等に応じた緩和設備の使

用可能性，起因事象，成功基準に関する類似性によって，評価

対象期間を幾つかのプラント状態（以下「ＰＯＳ」という。）

に分類し評価を行う。分類したＰＯＳを，状態ごとのプラント

の主要なパラメータとともに第3－2図に示す。また，ＰＯＳご

との期間及び系統の待機状態を示した工程表を第3－3図に示

す。 

 

 

 

停止時ＰＲＡにおいては，原子炉停止後の運転停止中の各Ｐ

ＯＳにおいて燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象につ

いて，マスターロジックダイヤグラム，過去の国内プラントの

トラブル事例等から選定し，ここから燃料損傷に至ることを防

止するための緩和手段の組合せ等を第3－4図のイベントツリ

ーで分析し，燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出してい

る。 

 

 

 

 

 

抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理し，審査

ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」

に含まれるか，それ以外の事故シーケンスグループであるかを

確認するとともに，燃料損傷状態を分類した。事故シーケンス

 

※１ 従来から整備してきたＡＭ策や福島第一原子力発電所

事故以降に実施した各種対策，新規制基準に基づき配備

する重大事故等対処設備等を含めない条件。 

 

3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの抽

出・整理 

定期事業者検査中はプラントの状態が大きく変化することか

ら，内部事象停止時レベル１ＰＲＡにおいては，定期事業者検

査における評価対象期間を設定し，原子炉の水位，温度，圧力

等のプラントパラメータの類似性，保守点検状況等に応じた緩

和設備の使用可能性，起因事象，成功基準に関する類似性によ

って，評価対象期間を幾つかのプラント状態（以下「ＰＯＳ」

という。）に分類し評価を行う。分類したＰＯＳを，状態ごと

のプラントの主要なパラメータとともに第3－2図に示す。ま

た，ＰＯＳごとの期間及び系統の待機状態を示した工程表を第

3－3図に示す。 

 

 

 

内部事象停止時レベル１ＰＲＡにおいては，原子炉停止後の

運転停止中の各ＰＯＳにおいて燃料損傷へ波及する可能性の

ある起因事象について，マスターロジックダイヤグラム，過去

の国内プラントのトラブル事例等から選定し，ここから燃料損

傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第3－4

図のイベントツリーで分析し，燃料損傷に至る各事故シーケン

スを抽出している。抽出した起因事象と発生頻度を第3－1表に

示す。 

 

 

 

 

抽出された事故シーケンス別の燃料損傷頻度を整理し，停止

中審査ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグル

ープ」に含まれるか，それ以外の事故シーケンスグループであ

るかを確認するとともに，燃料損傷状態を分類した。その結果，

略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「プラ

ント状態」を「ＰＯＳ」

に読み替えている（以

下，同様な相違は記載

を省略） 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＲＡ

で抽出した起因事象及

び発生頻度を記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は停止時

においては「燃料損傷
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ループ別の燃料損傷頻度を第 3-2 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起因事象別の燃料損傷頻度への寄与割合を第 3-5 図に，事故

シーケンスグループ別の燃料損傷頻度への寄与割合を第 3-6 

図に示す。 

 

 

 

＜選定した起因事象＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系機能喪失[フロントラ

イン]，代替除熱機能喪失[フロントライン]，補機冷却系機

能喪失) 

 

 

 

 

 

グループ別の炉心損傷頻度を第3－1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度への寄与割合を

第3－5図に示す。 

 

 

 

 

3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 

3.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

第3－1表に示す停止時ＰＲＡにより抽出した各事故シーケ

ンスについて，緩和機能の喪失状況，プラントの状態及び燃料

損傷に至る要因の観点で必ず想定する事故シーケンスグルー

プに対応する(1)から(3)の事故シーケンスグループとして整

理した。 

 

 

 

 

 

(1) 崩壊熱除去機能喪失 

 

 

 

 

 

 

 

今回実施したＰＲＡでは，必ず想定する事故シーケンスグルー

プに含まれない事故シーケンスは抽出されなかった。そのた

め，解釈に基づき想定する事故シーケンスグループに追加すべ

き新たな事故シーケンスグループはないと判断した。事故シー

ケンスグループ別の燃料損傷頻度を第3－2表に示す。 

 

 

 

 

 

起因事象別の燃料損傷頻度への寄与割合を第3－5図に，事故

シーケンスグループ別の燃料損傷頻度への寄与割合を第3－6

図に示す。 

 

 

 

＜選定した起因事象＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系機能喪失[フロントラ

イン]，補機冷却系機能喪失) 

 

 

 

 

 

 

頻度」と記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は追加す

べき新たな事故シーケ

ンスがないことについ

て記載しているが，柏

崎 6/7 及び東海第二と

整理は同様である 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は起因事

象別の燃料損傷頻度の

寄与割合を記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は抽出した

事故シーケンスグルー

プについて整理し，島

根２号炉は選定した起

因事象について整理し

ている。起因事象か事

故シーケンスグループ

かの違いはあるが同等

の内容である 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の停止時

ＰＲＡ施設定期検査工

程では，常に残留熱除

去系及び補機冷却系で

除熱しているため，代

替除熱機能喪失を起因
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運転中の除熱・代替除熱設備が弁やポンプの故障により機

能喪失する事象。 

 

 

 

 

b. 外部電源喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

送電系統のトラブル等により外部電源が喪失する事象。発

生した場合には，非常用所内電源設備(非常用ディーゼル発

電機)が起動して交流電源を供給するが，非常用ディーゼル

発電機の起動に失敗した場合に注水又は崩壊熱除去機能が

喪失する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

c. 一次冷却材バウンダリ機能喪失(再循環ポンプ（以下「RIP」

という。）・CRD・LPRM 点検時及び CUW ブロー時における作

業・操作誤りによる冷却材流出) 

 

 

 

 

 

 

 

運転中の残留熱除去系の故障が発生した後，崩壊熱除去・

炉心冷却に失敗し，燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈４

－１(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。 

 

 

 

(2) 全交流動力電源喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の電源確保に失

敗する等，全交流動力電源喪失の発生後に，崩壊熱除去・炉

心冷却の失敗により，燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈

４－１(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 原子炉冷却材の流出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転中の除熱設備が弁やポンプの故障により機能喪失す

る事象。 

 

 

 

 

ｂ．外部電源喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

送電系統のトラブル等により外部電源が喪失する事象。発

生した場合には，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発

電機）が起動して交流電源を供給するが，非常用ディーゼル

発電機の起動に失敗した場合に注水又は崩壊熱除去機能が

喪失する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．原子炉冷却材の流出（制御棒駆動機構点検時・局部出力領

域モニタ交換時及び原子炉浄化系ブロー時の冷却材流出） 

 

 

 

 

 

事象として想定してな

い 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は起因事

象の観点で記載してい

る 

 

・記載名称の相違 

【東海第二】 

東海第二は事故シー

ケンスグループ「全交

流動力電源喪失」を記

載しているが，島根２

号炉は起因事象名「外

部電源喪失」を記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は起因事

象の観点で記載してい

る 

・設備名称の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「非常

用交流電源設備」と記

載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「一次

冷却材バウンダリ機能

喪失」を「原子炉冷却

材の流出」と記載して

いるが，同等の内容で
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配管破断や運転員の弁の誤操作，点検時の人的過誤等によ

り原子炉冷却材が系外へ流出する事象。停止時には配管破断

による原子炉冷却材の流出の可能性は低いため，弁の誤操作

等による原子炉冷却材流出を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作

等により原子炉冷却材が系外に流出後，崩壊熱除去・炉心冷

却に失敗し，燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈４－１

(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。 

 

 

なお，必ず想定する事故シーケンスグループのうち「反応度

の誤投入」については，プラント停止時には原則として全制御

棒が挿入されており，複数の人的過誤や機器故障が重畳しない

限り反応度事故に至る可能性はないこと，万一反応度事故が起

こり臨界に至った場合でも，局所的な事象で収束し，燃料の著

しい損傷に至ることは考え難いことから，今回の停止時ＰＲＡ

では考慮していない。 

ただし，万一上記のような反応度事故が起こった場合におい

ても，実際に局所的な事象で収束し，燃料の著しい損傷に至ら

ないことを確認するため，「反応度の誤投入」については，有

効性評価の評価対象とする事故シーケンスグループとした。 

 

3.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 

今回実施したＰＲＡでは，緩和機能の喪失状況，プラントの

状態及び燃料損傷に至る要因の観点で解釈４－１(a)に示され

ている必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない事

故シーケンスは抽出されなかった。そのため，解釈に基づき想

定する事故シーケンスグループに追加すべき新たな事故シー

ケンスグループはないと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管破断や運転員の弁の誤操作，点検時の人的過誤等によ

り原子炉冷却材が系外へ流出する事象。運転停止中には配管

破断による原子炉冷却材の流出の可能性は低いため，弁の誤

操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。 

 

ある 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ＲＩＰ点検時の作業

誤りはＡＢＷＲ特有の

事象であり，島根２号

炉はＢＷＲ－５のため

起因事象としていない 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は起因事

象の観点で記載してい

る 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

「反応度の誤投入」

を停止時ＰＲＡでは考

慮していないが，有効

性評価の評価対象とす

る事故シーケンスグル

ープとすることについ

て，島根２号炉は「3.2

重要事故シーケンスの

選定について」で記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

「追加すべき事故シ

ーケンスの検討の結

果」については，「3.1.1 

燃料損傷に至る運転停

止中事故シーケンスグ

ループの抽出・整理」

で記載 
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3.2 重要事故シーケンスの選定について 

設置変更許可申請における運転停止中原子炉における燃料

損傷防止対策設備の有効性評価の実施に際しては，3.1 で抽出

した 3 つの運転停止中事故シーケンスグループに，必ず想定す

る運転停止中事故シーケンスグループである「反応度の誤投

入」※2 を追加した 4 つのグループについて重要事故シーケン

スの選定を実施した。 

 

※2 プラント停止時には原則として全制御棒が挿入されてお

り，複数の人的過誤や機器故障が重畳しない限り反応度事

故に至る可能性はない。万一，反応度事故が起こり臨界に

至った場合でも局所的な事象で収束し，燃料の著しい破損

又は大規模な炉心損傷に至ることは考え難いことから停

止時 PRAの起因事象から除外した。 

 

 

3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方 

重要事故シーケンスの選定に当たっては，以下に示す審査ガ

イドに記載の着眼点に沿って実施しており，具体的な検討内容

を以下に示す(第 3-3 表)。 

【審査ガイドに記載の着眼点】 

a．燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

b．燃料損傷回避に必要な設備容量(流量等)が大きい。 

c．運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特

徴を代表している。 

a. 余裕時間 

プラントの状態や起因事象等によって燃料損傷までの余

裕時間は異なるものの，いずれも緩和措置の実施までに掛か

る時間に比べて十分時間がある。反応度の誤投入について

は，事象発生後も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため，

それらの緩和措置実施までの余裕時間の考慮は不要である

(第3-3, 3-4 表)。 

 

 

 

 

3.2 重要事故シーケンスの選定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 重要事故シーケンス選定の考え方 

重要事故シーケンスの選定に当たっては，以下に示す審査ガ

イドに記載の着眼点に沿って実施しており，具体的な検討内容

を以下に示す(第3-3表)。 

【審査ガイドに記載の着眼点】 

ａ．燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

ｂ．燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 

ｃ．運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特

徴を代表している。 

ａ．余裕時間 

余裕時間については，事故シーケンスグループ内での燃

料損傷に至るまでの余裕時間の長さに応じて「高」，「中」，

「低」と3つに分類した。燃料損傷までの余裕時間を第3－2

表に示す。なお，反応度の誤投入については，事象発生後

も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため，それらの緩和

措置実施までの余裕時間の考慮は不要である（第3-2表，第

3-3表）。 

 

 

 

3.2 重要事故シーケンスの選定について 

設置変更許可申請における運転停止中原子炉における燃料

損傷防止対策設備の有効性評価の実施に際しては，「3.1 運転

停止中事故シーケンスグループの分析について」で抽出した３

つの運転停止中事故シーケンスグループに，必ず想定する運転

停止中事故シーケンスグループである「反応度の誤投入」※２

を追加した４つのグループについて重要事故シーケンスの選

定を実施した。 

※２ 運転停止中には原則として全制御棒が挿入されており，

複数の人的過誤や機器故障が重畳しない限り反応度事

故に至る可能性はない。万一，反応度事故が起こり臨界

に至った場合でも局所的な事象で収束し，燃料の著しい

損傷に至ることは考え難いことから内部事象停止時レ

ベル１ＰＲＡの起因事象から除外している。 

 

 

3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方 

重要事故シーケンス選定に当たっては，以下に示す停止中審

査ガイドに記載の着眼点に沿って実施しており，具体的な検討

内容を以下に示す。（第3－3表） 

【停止中審査ガイドに記載の着眼点】 

ａ．燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

ｂ．燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 

ｃ．運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特

徴を代表している。 

ａ．余裕時間 

プラントの状態や起因事象等によって燃料損傷までの余

裕時間は異なるものの，いずれも緩和措置の実施までに掛か

る時間に比べて十分時間がある。反応度の誤投入について

は，事象発生後も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため，

それらの緩和措置実施までの余裕時間の考慮は不要である。

(第3－3，3－4 表) 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

「反応度の誤投入」

を停止時ＰＲＡでは考

慮していないが，有効

性評価の評価対象とす

る事故シーケンスグル

ープとすることについ

て ， 東 海 第 二 は

「3.1.2.1 必ず想定

する事故シーケンスグ

ループとの対応」で記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分析の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は緩和措

置の実施まで十分時間

があることを考慮して

いる 
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b. 設備容量 

プラントの状態や起因事象等によって必要となる注水量

は異なるものの，いずれも緩和措置の設備容量に比べて十分

あり，反応度の誤投入については，事象発生後も崩壊熱除去

や注水機能は喪失しないため，それらの緩和措置実施までの

余裕時間の考慮は不要である(第3-3, 3-4 表)。 

 

c. 代表シーケンス 

第3-2 表の主要シーケンスごとの燃料損傷頻度を比較し，

事故シーケンスグループ内での寄与割合が支配的なものを

「高」，支配的ではないが1%以上のものを「中」，1%に満たな

いものを「低」と3 つに分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．設備容量 

設備容量については，事故シーケンスグループ内での必

要な設備容量の大きさに応じて「高」，「中」，「低」と3つに

分類した。なお，反応度の誤投入については，事象発生後

も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため，それらの緩和

措置実施までの余裕時間の考慮は不要である（第3-2表，第

3-3表）。 

ｃ．代表性 

第3－1表の事故シーケンスごとの炉心損傷頻度を比較

し，事故シーケンスグループの中で最も炉心損傷頻度の高

いドミナントシーケンスを「高」，事故シーケンスグループ

別炉心損傷頻度に対して1％以上の事故シーケンスを「中」，

1％未満の事故シーケンスを「低」とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．設備容量 

設備容量については，事故シーケンスグループ内での必要

な設備容量の大きさに応じて「高」，「中」，「低」と3つに分

類した。なお，反応度の誤投入については，事象発生後も崩

壊熱除去や注水機能は喪失しないため，それらの緩和措置実

施までの余裕時間の考慮は不要である。(第3－3，3－4表) 

 

ｃ．代表性 

第3－2表の事故シーケンスごとの燃料損傷頻度を比較し，

事故シーケンスグループ内での寄与割合が支配的なものを

「高」，支配的でないが１％以上のものを「中」，１％に満た

ないものを「低」と３つに分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分析の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設備

容量の観点も考慮して

いる 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は c.の観

点を「1.炉心損傷防止

対策の有効性評価の事

故シーケンスグループ

抽出及び重要事故シー

ケンス選定について」

に合わせ「代表性」で

統一しているが内容は

同等である（以下，同

様の相違は記載を省

略） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，「主要

シーケンス」を「事故

シーケンス」と記載し

ているが，内容は同等

である 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はドミナ

ントシーケンスに対し

「支配的なもの」と記

載しているが，同等の

内容である 
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3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果 

 

 

 

 

 

 

(1) 崩壊熱除去機能喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事故シーケンス： 

          崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系

機能喪失[フロントライン]）＋崩壊

熱除去・注水系失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果 

3.2.1の選定の着眼点を踏まえ，同じ事故シーケンスグループに

複数の事故シーケンスが含まれる場合には，事象進展が早いもの

等，より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定

した。各事故シーケンスグループに対する重要事故シーケンスの

選定理由及び選定結果について，第3－3表及び以下に示す。 

 

(1) 崩壊熱除去機能喪失 

ⅰ) 事故シーケンス 

①残留熱除去系の故障（ＲＨＲ喪失）＋崩壊熱除去・炉

心冷却失敗 

②残留熱除去系の故障（ＲＨＲＳ喪失）＋崩壊熱除去・

炉心冷却失敗 

③外部電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，運転中の残留熱除去系に故障等が発生した後，崩壊熱

除去・炉心冷却に失敗し，燃料損傷に至る事故シーケンス

である。 

 

【以下，比較のため，ⅳ)，ⅴ)，ⅲ)の順に記載，(2),(3)に

おいても同様とする】 

ⅳ) 重要事故シーケンス 

①残留熱除去系の故障（ＲＨＲ喪失）＋崩壊熱除去・炉

心冷却失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果 

「3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方」の選定の着

眼点を踏まえ，同じ事故シーケンスグループに複数の事故シー

ケンスが含まれる場合には，事象進展が早いもの等，より厳し

い事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。各事

故シーケンスグループに対する重要事故シーケンスの選定理

由及び選定結果について，第3－3表及び以下に示す。 

(1) 崩壊熱除去機能喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要事故シーケンス 

「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系機能喪失[フロン

トライン]）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は重要事

故シーケンスの選定の

考え方を記載 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は第3－3表

に記載している事故シ

ーケンス等の内容を本

文にも記載している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事故シーケンス名称

の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「残留

熱除去系の故障（ＲＨ

Ｒ喪失）」を崩壊熱除去

機能喪失（残留熱除去

系機能喪失[フロント

ライン]）と記載してい

るが内容は同等である 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「注水

系失敗」を「炉心冷却
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選定理由： 

 

 

 

 

 

     代表性の観点から，残留熱除去系機能喪失[フ

ロントライン]を起因事象とする事故シーケン

スを選定した。 

有効性評価では外部電源喪失との重畳を考

慮しており，外部電源喪失時に原子炉補機冷却

水系(海水ポンプを含む)が故障した場合につ

いては事象進展が全交流動力電源喪失と同様

となるため，「補機冷却系機能喪失」及び「外

部電源喪失」を起因事象とする事故シーケンス

の対策の有効性については全交流動力電源喪

失の事故シーケンスにて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・待機中の残留熱除去系[低圧注水モード] 

 

 

 

ⅴ) 選定理由 

余裕時間については事故シーケンス間で差異がなく，燃

料損傷防止対策の実施に必要な時間を保守的に見積もっ

た時間（約2時間）に比べて十分な余裕時間がある。また，

原子炉への注水に必要な設備容量についても事故シーケ

ンス間で差異がなく，ＥＣＣＳ・低圧代替注水系（常設）

の設備容量に比べて十分小さい。代表性の観点からは①の

事故シーケンスの炉心損傷頻度が最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

 

 

 

 

なお，残留熱除去系海水系の喪失により崩壊熱除去機能

が喪失した場合については，「全交流動力電源喪失」にて

燃料損傷防止対策の有効性を確認する。 

 

 

 

 

ⅲ) 有効性を確認する主な燃料損傷防止対策 

・待機中の残留熱除去系（低圧注水系） 

 

 

 

② 選定理由 

余裕時間の観点からは，異常の認知や待機中のＥＣＣ

Ｓ・低圧原子炉代替注水系（常設）による注水といった緩

和措置の実施までに掛かる時間（約２時間）に比べて十分

時間がある。設備容量の観点からは，待機中のＥＣＣＳ・

低圧原子炉代替注水系（常設）といった緩和設備の設備容

量に比べて蒸発量は十分小さい。代表性の観点からは，崩

壊熱除去機能喪失を起因事象とする事故シーケンスグル

ープに対する寄与割合が支配的である。 

有効性評価では外部電源喪失との重畳を考慮しており，

外部電源喪失時に原子炉補機冷却系（海水ポンプを含む）

が故障した場合については事象進展が全交流動力電源喪

失と同様となるため，「補機冷却系機能喪失」及び「外部

電源喪失」を起因事象とする事故シーケンスの対策の有効

性については全交流動力電源喪失の事故シーケンスにて

確認する。 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・待機中の残留熱除去系（低圧注水モード） 

 

失敗」と記載している

が，内容は同等である 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は重要事

故シーケンスの選定理

由を各着眼点の観点か

ら記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

選定した事故シーケ

ンス①について記載

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は原子炉

補機冷却水系の喪失時

については，上記に記

載 
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(2) 全交流動力電源喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事故シーケンス： 

          外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩

壊熱除去・注水系失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

選定理由： 

 

 

 

 

     代表性の観点から外部電源喪失とともに非常

用ディーゼル発電機が機能喪失し，全交流動力

電源喪失に至る事故シーケンスを選定する。 

「外部電源喪失＋直流電源喪失」は燃料損傷

頻度が低く，常設代替交流電源設備や可搬型代

替直流電源設備，常設代替直流電源設備による

電源供給，隣接プラントからの電源供給，低圧

(2) 全交流動力電源喪失 

ⅰ) 事故シーケンス 

①外部電源喪失＋交流電源失敗＋崩壊熱除去・炉心冷却

失敗 

②外部電源喪失＋直流電源失敗＋崩壊熱除去・炉心冷却

失敗 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の電源確保に

失敗して全交流動力電源喪失に至り，その後，崩壊熱除

去・炉心冷却の失敗によって，燃料損傷に至る事故シーケ

ンスである。 

 

ⅳ) 重要事故シーケンス 

①外部電源喪失＋交流電源失敗＋崩壊熱除去・炉心冷却

失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ) 選定理由 

余裕時間については事故シーケンス間で差異がなく，燃

料損傷防止対策の実施に必要な時間を保守的に見積もっ

た時間（約2時間）に比べて十分な余裕時間がある。また，

原子炉への注水に必要な設備容量についても事故シーケ

ンス間で差異がなく，低圧代替注水系（常設）の設備容量

に比べて十分小さい。代表性の観点からは①の事故シーケ

ンスの炉心損傷頻度が最も高い。 

 

 

 

(2) 全交流動力電源喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要事故シーケンス 

「外部電源喪失＋交流電源喪失」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 選定理由 

余裕時間の観点からは，常設代替交流電源設備の起動，

低圧原子炉代替注水系（常設）による注水といった緩和措

置の実施までに掛かる時間（約２時間）に比べて十分時間

がある。設備容量の観点からは，待機中のＥＣＣＳ・低圧

原子炉代替注水系（常設）といった緩和設備の設備容量に

比べて蒸発量は十分小さい。代表性の観点からは，外部電

源喪失とともに非常用ディーゼル発電機が機能喪失し，全

交流動力電源喪失に至る事故シーケンスが支配的である。 

なお，「外部電源喪失＋直流電源喪失」は燃料損傷頻度

が低く，常設代替交流電源設備や可搬型直流電源設備，所

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は第3－3表

に記載している事故シ

ーケンス等の内容を本

文にも記載している 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は今回の

停止時ＰＲＡにおい

て，交流電源喪失後に，

ディーゼル駆動ポン

プ，高圧炉心スプレイ

ディーゼル発電機等に

期待していないため，

イベントツリーに相違

が生じている 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は重要事

故シーケンスの選定理

由を各着眼点の観点か

ら記載 

 

 

 

・設備名称等の相違 
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代替注水系(可搬型)による注水等により燃料

損傷が防止できることから選定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・常設代替交流電源設備 

・低圧代替注水系（常設） 

・代替原子炉補機冷却系 

 

 

 

(3) 原子炉冷却材の流出： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

なお，直流電源が喪失する②の事故シーケンスについて

は，炉心損傷頻度が低く，ⅲ）に示した対策により①の事

故シーケンスと同様に燃料損傷防止が可能であり，さらに

可搬型代替直流電源設備による非常用ディーゼル発電機

の起動による対応にも期待できることから選定しない。 

 

ⅲ) 有効性を確認する主な燃料損傷防止対策 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・低圧代替注水系（常設） 

・緊急用海水系を用いた残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系） 

 

(3) 原子炉冷却材の流出 

ⅰ) 事故シーケンス 

①原子炉冷却材の流出（ＲＨＲ系統切替時のＬＯＣＡ）

＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

②原子炉冷却材の流出（ＣＵＷブロー時のＬＯＣＡ）＋

崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

③原子炉冷却材の流出（ＣＲＤ点検時のＬＯＣＡ）＋崩

壊熱除去・炉心冷却失敗 

④原子炉冷却材の流出（ＬＰＲＭ点検時のＬＯＣＡ）＋

崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

内常設蓄電式直流電源設備による電源供給，低圧原子炉代

替注水系(可搬型)による注水等により燃料損傷が防止で

きることから選定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・常設代替交流電源設備 

・低圧原子炉代替注水系（常設） 

・原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

(3) 原子炉冷却材の流出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

単独プラントの申請

であり，隣接プラント

からの電源供給は記載

していないが，燃料損

傷頻度が低く，燃料損

傷を防止できる設備が

多いため，選定しない

ことは同等である 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は直流電

源が喪失する事故シー

ケンスについては，上

記に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は第3－3表

に記載している事故シ

ーケンス等の内容を本

文にも記載している 
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            原子炉冷却材流出(残留熱除去系系

統切替え時のミニマムフロー弁操

作誤り)＋崩壊熱除去・注水系失敗 

 

選定理由： 

     「残留熱除去系系統切替え時のミニマムフロー

弁操作誤り」は，発生しても燃料の露出に至ら

ないために PRA で起因事象の選定の際に除外

した事象であるが審査ガイドにおける有効性

評価の評価項目である「放射線の遮蔽が維持さ

れる水位を確保すること」を考慮し，改めて重

要事故シーケンスの選定対象として追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操

作等により原子炉冷却材が系外に流出後，崩壊熱除去・炉

心冷却の失敗によって，燃料損傷に至る事故シーケンスで

ある。 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

①原子炉冷却材の流出（ＲＨＲ系統切替時のＬＯＣＡ）

＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

 

 

ⅴ) 選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余裕時間の観点からは，①，②の事故シーケンスが厳し

く，設備容量の観点からは，流出流量の大きい③，④の事

故シーケンスが厳しい。また，代表性の観点からは①の事

故シーケンスの炉心損傷頻度が最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要事故シーケンス 

「原子炉冷却材の流出(残留熱除去系切替時の冷却材流

出)＋流出隔離・炉心冷却失敗」 

 

 

② 選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余裕時間の観点からは，異常の認知，漏えい箇所の隔離

や待機中のＥＣＣＳ・低圧原子炉代替注水系（常設）の起

動といった緩和措置の実施までにかかる時間（最大２時

間）に比べて長い。設備容量の観点からは，待機中のＥＣ

ＣＳ・低圧原子炉代替注水系（常設）といった緩和設備の

設備容量に比べて原子炉冷却材流出流量は十分小さいが，

その中で最も大きい「残留熱除去系切替時の冷却材流出」

の事故シーケンスが 94m3/hと他の漏えい事象より厳しい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

「残留熱除去系系統

切替え時のミニマムフ

ロー弁操作誤り」につ

いて，島根２号炉では

同事象をＰＲＡでもモ

デル化している（ＡＢ

ＷＲと違いＢＷＲ－５

は，残留熱除去系配管

の接続部が燃料有効長

頂部より低いため，残

留熱除去系から冷却材

が流出した場合，燃料

有効長頂部の露出に至

る可能性がある） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は重要事

故シーケンスの選定理

由を各着眼点の観点か

ら記載 

・分析の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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「RIP 点検時の作業誤り」等の点検作業に伴

う冷却材流出事象は，運転操作に伴う冷却材流

出事象と異なり，作業・操作場所と漏洩発生箇

所が同一であるため，認知が容易であること， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また「残留熱除去系系統切替え時のミニマムフ

ロー弁操作誤り」は流出流量が 87m3/h とほか

の漏洩事象より大きいことから，事故シーケン

スを重要事故シーケンスとして選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の事故シーケンスについては，原子炉水位を低下させ

る操作であるため，原子炉水位は適宜監視されており，中

央制御室の運転員の他にＲ／Ｗの運転員も廃液収集タン

ク等の水位高により認知することができるため，認知が容

易であることから選定しないこととする。 

 

 

 

 

また，③，④の事故シーケンスについては，流出流量と

比較して燃料損傷防止対策となる待機中のＥＣＣＳ・低圧

代替注水系（常設）の設備容量が十分大きいこと，作業・

操作場所と漏えい発生箇所が同一であるため認知が容易

代表性の観点からは「原子炉浄化系ブロー時の冷却材流

出」が 2.7×10－10／定期事業者検査と最も大きいが，「残留

熱除去系切替時の冷却材流出」は 8.4×10－11／定期事業者

検査となり，どちらも燃料損傷頻度としては非常に低く大

きな差はない。 

 

 

 

 

 

 

 

「制御棒駆動機構点検時の冷却材流出」等の点検作業に

伴う原子炉冷却材流出事象は，運転操作に伴う原子炉冷却

材流出事象と異なり，作業・操作場所と漏えい発生箇所が

同一であるため，認知が容易であること， 

 

 

 

 

 

 

 

「原子炉浄化系ブロー時の冷却材流出」については，原子

炉水位を低下させる操作であるため，原子炉水位は適宜監

視されており，原子炉冷却材流出発生時には，ブロー水の

排水先である機器ドレンタンクの水位高等によっても認

知することができるため，認知は容易である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備設計等の違いか

ら各事故シーケンスに

おける流出流量等に相

違があるが，事故シー

ケンスの選定において

は，下記に記載の検知

性の要素も踏まえて検

討することにより，「残

留熱除去系切替時の冷

却材流出」を選定する

結果は同様である 

 

・例示する設備の相違 

【柏崎 6/7】 

「ＲＩＰ点検時の作

業誤り」はＡＢＷＲ特

有の事象であり，島根

２号炉では起因事象と

していないので，「制御

棒駆動機構点検時の冷

却材流出」を例示して

いる 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では「原

子炉浄化系ブロー時の

冷却材流出」の検知性

の観点からの分析につ

いても記載した（東海

第二と同様） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

冷却材流出流量と設

備容量を考慮している
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燃料損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・待機中の残留熱除去系[低圧注水モード] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 反応度の誤投入 

重要事故シーケンス：反応度の誤投入 

 

 

 

 

選定理由： 

     代表性の観点から停止余裕検査や停止時冷温

臨界試験等の制御棒が 2 本以上引き抜ける試

験時に，制御棒 1 本が全引き抜きされている状

態から，ほかの 1 本の制御棒が操作量の制限を

超える誤った操作によって引き抜かれ，臨界近

接を認知できずに臨界に至る事象を想定する。 

 

 

 

 

 

 

であることから選定しないこととする。 

 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

ⅲ) 有効性を確認する主な燃料損傷防止対策 

・待機中の残留熱除去系（低圧注水系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 反応度の誤投入 

ⅰ) 事故シーケンスグループの特徴 

反応度事故により，燃料損傷に至る事故シーケンスであ

る。 

 

【以下，比較のため，ⅲ)を記載】 

ⅲ) 選定理由 

代表性の観点から，停止中に実施される検査等により，

最大反応度価値を有する制御棒1本が全引き抜きされてい

る状態から，他の1本の制御棒が操作量の制限を超える誤

った操作によって引き抜かれ，異常な反応度の投入を認知

できずに燃料の損傷に至る事故を想定する。 

 

 

ⅱ) 有効性を確認する主な燃料損傷防止対策 

・起動領域モニタペリオド短（10秒）による原子炉スク

ラム 

 

 

 

 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・待機中の残留熱除去系（低圧注水モード） 

・原子炉冷却材流出箇所の隔離操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 反応度の誤投入 

① 重要事故シーケンス 

「反応度の誤投入」 

 

 

 

② 選定理由 

代表性の観点から，運転停止中に実施される検査等によ

り，最大反応度価値を有する制御棒１本が全引き抜きされ

ている状態から，他の１本の制御棒が操作量の制限を超え

る誤った操作によって引き抜かれ，異常な反応度の投入を

認知できずに燃料の損傷に至る事故を想定する。 

 

 

③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・中性子束高スクラム信号によるスクラム 

 

 

 

点は同じであり島根２

号炉は上記に記載して

いる  

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は燃料損

傷防止対策において，

漏えいを防ぐための冷

却材流量の隔離操作に

ついても記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は有効性

評 価 の 記 載 表 現

（5.4.2(1)）に整合す

るように記載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は反応度

誤投入の燃料損傷防止

対策についても記載 

・設備名称の相違 
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なお，各事故シーケンスグループに分類される事故シーケン

スについて，燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展

開し，燃料損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主

要なカットセットに対する重大事故等対策の整備状況等を確

認している(別紙4)。 

 

 

 

 

 

なお，各事故シーケンスグループに分類される事故シー

ケンスについて，燃料損傷に至る要因をカットセットレベ

ルまで展開し，事故シーケンスの炉心損傷頻度に対する寄

与割合の観点で分析した結果，主要なカットセットに対し

て重大事故等対策がおおむね有効であることを確認して

いる（別紙6）。 

 

 

 

 

 

なお，各事故シーケンスグループに分類される事故シーケン

スについて，燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展

開し，燃料損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主

要なカットセットに対する重大事故等対策の整備状況等を確

認している（別紙５）。 

 

【東海第二】 

島根２号炉は「中性

子束高スクラム信号に

よるスクラム」と記載 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

重大事故等対策の確

認に関する記載表現の

相違があるが，同等の

確認をしている 
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第

3-
1 
表

 内
部
事
象
停
止
時
レ
ベ
ル

1P
RA
 に

お
け
る
起
因
事
象
と
発
生
頻
度
 

 

 

第
3
－
1
表
 
内
部
事
象
停
止
時
レ
ベ
ル
１
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
お
け
る
起
因
事
象
と
発
生
頻
度
 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＲＡ

の起因事象と発生頻度

について記載 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

停止時レベル１ＰＲ

Ａの起因事象発生頻度

が異なる（起因事象の

集計期間等による） 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の停止時

ＰＲＡ施設定期検査工

程では，常に残留熱除

去系及び補機冷却系で

除熱しているため，代

替除熱機能喪失を起因

事象として想定してな

い 
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第

3
-2

表
 運

転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
燃
料
損
傷
頻
度
（
6
号
炉
）

*1
 

 

第
3－

1
表
 
運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
炉
心
損
傷
頻
度
 

 

第
3－

2表
 
運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
燃
料
損
傷
頻
度
 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

停止時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス及び燃料損傷頻度の

相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は第 3－4

図に示すイベントツリ

ーの各事故シーケンス

との対比ができるよう

にシーケンス No.を記

載 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の停止時

ＰＲＡでは「崩壊熱除

去機能喪失＋崩壊熱除

去・炉心冷却失敗」の

事故シーケンスに「Ｒ

ＨＲ機能喪失[フロン

トライン]」と「補機冷

却系機能喪失」を含め

て評価している 
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【以下，比較のため再掲】 【以下，比較のため再掲】 【以下，比較のため再掲】  

第
3-
2
表
 運

転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
燃
料
損
傷
頻
度
（
6
号
炉
）

*1
 

 

第
3－

1
表
 
運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
炉
心
損
傷
頻
度
 

 

第
3－

2表
 
運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
燃
料
損
傷
頻
度
 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の停止時

ＰＲＡ施設定期検査工

程では，常に残留熱除

去系及び補機冷却系で

除熱しているため，代

替除熱機能喪失の事故

シーケンスを想定して

ない。このため，「崩壊

熱除去機能喪失」の事

故シーケンスに差異が

ある 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ＲＩＰ点検の作業誤

りはＡＢＷＲ特有の事

象であり，島根２号炉

では起因事象とはして

いない 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は備考欄

に燃料損傷防止対策が

カバーする割合を記載 
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第

3-
2
表

 運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
燃
料
損
傷
頻
度
（
7
号
炉
）

*1
 

 

  

・島根２号炉は単一プ

ラントの申請のた

め，該当なし 

【柏崎 6/7】 
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第

3-
3
表
 重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
(運

転
停
止
中

)の
選
定
に
つ
い
て
（
1
/
2）

 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
に
つ
い
て
（
１
／
２
）
 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

停止時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス及び燃料損傷頻度並

びに主要な燃料損傷防

止対策の相違 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，「崩壊

熱除去機能喪失＋崩壊

熱除去・炉心冷却失敗」

の事故シーケンスに

「ＲＨＲ機能喪失[フ

ロントライン]」と「補

機冷却系機能喪失」を

含めて評価しているこ

とや，交流電源喪失後

にディーゼル駆動ポン

プ，高圧炉心スプレイ

ディーゼル発電機等に

期待していないため，

事故シーケンスが異な

っているが，重要事故

シーケンスの選定理由

（代表性）及び選定さ

れた重要事故シーケン

スは同様である 
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 【以下，比較のため再掲】   

第
3
-3

表
 重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
(運

転
停
止
中

)の
選
定
に
つ
い
て
（
2
/
2）

 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
に
つ
い
て
（
２
／
２
）
 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ＲＩＰ点検の作業誤

りはＡＢＷＲ特有の事

象であり，島根２号炉

では起因事象とはして

いない 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

残留熱除去系切替時

の冷却材流出は，柏崎

6/7号炉では，ＡＢＷＲ

であるため，燃料の露

出には至らず，ＰＲＡ

で除外された事象であ

るが，島根２号炉は，

ＢＷＲ－５のため，Ｐ

ＲＡで除外していない 
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【以下，比較のため再掲】 【以下，比較のため再掲】 【以下，比較のため再掲】  

第
3
-3

表
 重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
(運

転
停
止
中

)の
選
定
に
つ
い
て
（
2
/
2）

 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
に
つ
い
て
（
２
／
２
）
 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

着眼点 a.において，

東海第二は余裕時間の

長さから「高」「中」「低」

を設定しているが，島

根２号炉は，柏崎 6/7

号同様に緩和措置の実

施まで十分時間がある

ことを考慮し「低」と

している 

【柏崎 6/7】 

「原子炉冷却材の流

出」で冷却材流出流量

が大きい事象を選定し

た点は同じである。島

根２号炉では，柏崎 6/7

号炉の分析に加えて

「原子炉浄化系ブロー

時の冷却材流出」の検

知性，頻度の観点から

の分析についても記載

した 
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第

3-
4
表
 燃

料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
に
つ
い
て
 

 

 
第

3－
2表

 
燃
料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
（

1／
2）

 

 

 

   

第
3－

4表
 
燃
料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
に
つ
い
て
 

  

 

・「(b)原子炉冷却材の

流出を起因事象とす

る場合」の比較につ

いては次頁に記載 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の相違等によ

り，燃料損傷までの余

裕時間に相違がある 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二はプラント

状態の推移及び原子炉

水位について表中に記

載しているが，島根２

号炉においても考慮し

ている内容は同様であ

り，第 3－2図に記載し

ている 
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【以下，比較のため再掲】 【以下，比較のため再掲】 

第
3-
4
表
 燃

料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
に
つ
い
て
 

第
3－

2表
 
燃
料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
（

2／
2）

 

第
3－

4表
 
燃
料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
に
つ
い
て
 

・解析結果の相違

【柏崎 6/7】 

設備設計等の相違に

よる流出量及び余裕時

間の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

ＲＩＰ点検はＡＢＷ

Ｒ特有の事象であり，

島根２号炉では起因事

象としていない 

・解析結果の相違

【柏崎 6/7】 

残留熱除去系切替時

の冷却材流出は，柏崎

6/7号炉では，ＡＢＷＲ

であるため，燃料の露

出には至らず，ＰＲＡ

で除外された事象であ

るが，島根２号炉はＰ

ＲＡで考慮しているた

め，ＰＲＡの評価で用

いた流出流量を記載 

・記載表現の相違

【東海第二】 

東海第二は原子炉水

位についても表中に記

載しているが，島根２

号炉は原子炉水位につ

いて第3－2図に記載し

ている 
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第
3-
1 
図
 運

転
停
止
中
の
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
抽
出
及
び
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
選
定
の
全
体
プ
ロ
セ
ス
 

 

     

第
3－

1図
 
運
転
停
止
中
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
抽
出
及
び
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
選
定
の
全
体
プ
ロ
セ
ス
  

第
3－

1図
 
運
転
停
止
中
の
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
抽
出
及
び
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
選
定
の
全
体
プ
ロ
セ
ス
 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「個別

プラント評価により抽

出するもの」について，

「ＰＲＡに代わる方法

による評価」について

も記載している。詳細

を別紙１に記載してい

ることについては東海

第二と同様である 

付録1-166



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

第
3-
2 
図
 定

期
検
査
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
態
と
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
移
 

 

第
3－

2図
 
施
設
定
期
検
査
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
態
と
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
移
 

 

 

第
3－

2図
 
定
期
事
業
者
検
査
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
態
と
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
移
 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備の相違による主

要パラメータの相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は主要操

作についても記載して

いるが，考慮している

内容は同様である 
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第
3-
3 
図
 P
OS
 の

分
類
及
び
定
期
検
査
工
程
 

 

第
3－

3図
 
停
止
時
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
お
け
る
プ
ラ
ン
ト
状
態
の
分
類
及
び
施
設
定
期
検
査
工
程

 

 

  

第
3－

3図
 
Ｐ
Ｏ
Ｓ
の
分
類
及
び
定
期
事
業
者
検
査
工
程
 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

停止時ＰＲＡの施設

定期検査工程の相違 

島根２号炉は停止時

ＰＲＡにおいて原子炉

浄化系，高圧炉心スプ

レイ系等に期待してい

ない。また，復水輸送

系は，施設定期検査に

先行して点検を実施し

ている 
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第 3-4図 運転停止時における燃料損傷に至る事故シーケンスの

グループ化 

(停止時 PRAイベントツリー) 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3－4図 停止時ＰＲＡにおけるイベントツリー 

  

 

 

 

 

第3－4図 内部事象停止時レベル１ＰＲＡイベントツリー 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，外部

電源復旧，除熱機能（原

子炉浄化系），注水機能

（高圧炉心スプレイ系

等）に期待しておらず，

イベントツリー及び注

釈に相違が生じている 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は今回の

停止時ＰＲＡにおい

て，交流電源喪失後に，

ディーゼル駆動ポン

プ，高圧炉心スプレイ

ディーゼル発電機等に

期待していないため，

イベントツリーに相違

が生じている 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は第 3－2

表に示すイベントツリ

ーの各事故シーケンス

との対比ができるよ

う，シーケンス No.を記

載 

付録1-169



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

第 3-5 図 起因事象別の寄与割合 

 

 

 

 

第 3-6 図 事故シーケンスグループ別の寄与割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3－5図 事故シーケンスグループごとの寄与割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（燃料損傷頻度：6.0E-06／定期事業者検査） 

 

 

第3－5図 起因事象別の寄与割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（燃料損傷頻度：6.0E-06／定期事業者検査） 

 

第3－6図 事故シーケンスグループ別の寄与割合 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は起因事

象別の寄与割合につい

ても記載 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は停止時

ＰＲＡにて崩壊熱除去

機能喪失の起因事象に

崩壊熱除去機能喪失

[フロント系]と補機冷

却系機能喪失を含めて

いる 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

停止時ＰＲＡの燃料

損傷頻度の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉及び東海

第二は外部電源の復旧

に期待していないた

め，「外部電源喪失」及

び「全交流動力電源喪

失」の寄与割合が大き

くなる 

 

 

全交流動力電源喪失 

約 100％ 

外部電源喪失 

約 100％ 

崩壊熱除去機能喪失 <0.1％ 

 

原子炉冷却材の流出 <0.1％ 

崩壊熱除去機能喪失 <0.1％ 

 

原子炉冷却材の流出 <0.1％ 
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4 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に

活用した PRAの実施プロセスについて 

 

事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に際して適用可能とした PRA は，一般社団法人 日本原子力学

会において標準化された実施基準を参考に実施した。 

これらの PRA について，PRA の実施プロセスの確認及び更な

る品質向上を目的とし，一般社団法人 日本原子力学会の実施

基準への対応状況及び PRA の手法の妥当性について，海外のレ

ビュアーを含む専門家によるピアレビューを実施した。なお，

本ピアレビューでは，第三者機関から発行されている「PSA ピ

アレビューガイドライン」(平成 21 年 6 月 一般社団法人 日

本原子力技術協会)を参考にした。ピアレビューの結果，実施

した PRA において，事故シーケンスグループ及び重要事故シー

ケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点が

ないことを確認した。その結果を別紙 9 に示す。 

また，各実施項目について「PRA の説明における参照事項」

(平成 25 年 9 月原子力規制庁)において参照すべき事項として

挙げられているレベル１PRA（内部事象，内部事象（停止時），

外部事象（地震及び津波），レベル 1.5PRA（内部事象），外部事

象（地震））の対応状況を確認した。その結果を別紙 10に示す。 

4. 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に活用したＰＲＡの実施プロセスについて 

 

事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に際して適用可能としたＰＲＡは，一般社団法人 日本原子力

学会において標準化された実施基準を参考に実施した。 

これらのＰＲＡについて，ＰＲＡの実施プロセスの確認及び

更なる品質向上を目的とし，一般社団法人 日本原子力学会の

実施基準への対応状況及びＰＲＡの手法の妥当性について，海

外のレビュアーを含む専門家によるピアレビューを実施した。

なお，本ピアレビューでは，第三者機関から発行されている「Ｐ

ＳＡピアレビューガイドライン」（平成 21年 6月 一般社団法

人 日本原子力技術協会）を参考にした。ピアレビューの結果，

実施したＰＲＡにおいて，事故シーケンスグループ及び重要事

故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問

題点がないことを確認した。 

また，各実施項目について「ＰＲＡの説明における参照事項」

（平成 25 年 9 月 原子力規制庁）において参照すべき事項と

して挙げられているレベル１ＰＲＡ（内部事象，内部事象（停

止時），外部事象（地震及び津波）），レベル１．５ＰＲＡ（内

部事象，外部事象（地震））の対応状況を確認した。 

4. 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に活用したＰＲＡの実施プロセスについて 

 

事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に際して適用可能としたＰＲＡは，一般社団法人日本原子力学

会において標準化された実施基準を参考に実施した。 

これらのＰＲＡについて，ＰＲＡ実施プロセスの確認及び更

なる品質向上を目的とし，一般社団法人日本原子力学会の実施

基準への対応状況及びＰＲＡの手法の妥当性について，海外の

レビューアを含む専門家によるピアレビューを実施した。な

お，本ピアレビューでは，第三者機関から発行されている「Ｐ

ＳＡピアレビューガイドライン」（平成21年６月 一般社団法

人 日本原子力技術協会）を参考にした。ピアレビューの結果，

実施したＰＲＡにおいて，事故シーケンスグループ及び重要事

故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問

題点がないことを確認した。その結果を別紙10に示す。 

また，各実施項目について「ＰＲＡの説明における参照事項」

（平成25年９月 原子力規制庁）において参照すべき事項とし

て挙げられているレベル１ＰＲＡ（内部事象，内部事象（停止

時），外部事象（地震及び津波）），レベル1.5ＰＲＡ（内部事象，

外部事象（地震））の対応状況を確認した。その結果を別紙11

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号は関連する

別紙について記載 
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別紙1 

 

有効性評価の事故シーケンスグループ選定における 

外部事象の考慮について 

 

重大事故の有効性評価に関わる個別プラントの事故シーケン

スグループ選定に際しては，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解

釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関する確率論的リ

スク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又

はそれに代わる方法で評価すること。」と記載されている。 

 

今回の申請書作成に当たって，外部事象に関してはPRA手法が

適用可能な段階にあると判断した地震，津波を対象に出力運転時

レベル1PRAを実施した。 

内部溢水，内部火災及びその他の外部事象に関するレベル1PRA 

及び外部事象レベル1.5PRA 並びに外部事象に関する停止時レベ

ル1PRA については，PRA手法の確立に向けた検討が進められてい

る段階であったり，現実的な定量評価の実施に向けて必要なデー

タ整備を進めていく段階であることから，現段階では「適用可能

なもの」に含まれないと判断し，「それに代わる方法」とし 

て，これらの外部事象に誘発される起因事象について検討するこ

とで，これらの外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンス

グループ選定への影響について以下のとおり，整理した。 

 

 

 

 

 

1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループの選定に関わる

検討 

1.1 内部溢水，内部火災の影響 

今回はPRAの適用を見合わせたが，内部溢水，内部火災につい

てはレベル1PRA の手法確立・個別プラントへの展開に関わる検

討作業がある程度進んでいる。このことを踏まえ，PRA を念頭に

して，内部溢水，内部火災の発生によって誘発される可能性があ

別紙1 

 

有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際して

の外部事象の考慮について 

 

重大事故の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケン

スグループの選定に際しては，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解

釈」という。）に，「個別プラントの内部事象に関する確率論的リ

スク評価（ＰＲＡ）及び外部事象に関するＰＲＡ（適用可能なも

の）又はそれに代わる方法で評価を実施すること。」と記載され

ている。 

今回の申請に当たって，外部事象に関しては手法が適用可能な

段階にあると判断した地震，津波を対象に出力運転時レベル１Ｐ

ＲＡを実施した。 

内部溢水，内部火災及びその他外部事象に関するレベル１ＰＲ

Ａ及び外部事象レベル１．５ＰＲＡ並びに停止時レベル１ＰＲＡ

については，ＰＲＡ手法の確立に向けた検討が進められている段

階又は現実的な定量評価の実施に向けて必要なデータ整備を進

めていく段階であることから，現段階では「適用可能なもの」に

含まれないと判断し，「それに代わる方法」として，これら外部

事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ選定への

影響について以下のとおり整理した。 

 

 

 

 

 

 

1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検

討 

1.1 内部溢水，内部火災の影響 

今回はＰＲＡの適用を見合わせたが，内部溢水，内部火災につ

いてはレベル１ＰＲＡの手法確立・個別プラントへの展開に係る

検討作業がある程度進んでいる。このことを踏まえ，ＰＲＡを念

頭にして，内部溢水，内部火災の発生によって誘発される可能性

別紙１ 

 

有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定における 

外部事象の考慮について 

 

 重大事故等の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケ

ンスグループの選定に際しては，解釈に「個別プラントの内部事

象に関する確率論的リスク評価（ＰＲＡ）及び外部事象に関する

ＰＲＡ（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施す

ること。」と記載されている。 

 

 

 今回の申請に当たっては，外部事象に関しては，ＰＲＡ手法が

適用可能な段階にあると判断した地震，津波を対象にレベル１Ｐ

ＲＡを実施した。 

 内部溢水，内部火災及びその他の外部事象に関する運転時レベ

ル１ＰＲＡ，外部事象運転時レベル1.5ＰＲＡ並びに外部事象停

止時レベル１ＰＲＡについては，ＰＲＡ手法の確立に向けた検討

を実施中の段階であること，又は現実的な定量評価の実施に向け

て必要なデータ整備を進めていく段階であることから，現段階で

は「適用可能なもの」に含まれないものと判断し，「それに代わ

る方法」として，これらの外部事象に誘発される起因事象につい

て検討することで，これらの外部事象の影響を考慮した場合の事

故シーケンスグループ及び格納容器破損モード選定への影響に

ついて，以下のとおり整理した。 

 

 

 

 

1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ選定に係る検

討 

(1) 内部溢水，内部火災の影響 

 今回はＰＲＡの適用を見合わせたが，内部溢水，内部火災につ

いては運転時レベル１ＰＲＡの手法確立・個別プラントへの展開

に係る検討作業がある程度進んでいる。このことを踏まえ，ＰＲ

Ａを念頭にして，内部溢水，内部火災の発生によって誘発される

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，検討

する項目として，格納

容器破損モード選定を

記載 
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る起因事象を，定性的な分析によって抽出した。抽出結果を第1 

表に示す。 

第1表に示す起因事象が発生した場合，屋内に設置されている

安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが，これ

らを起因とする事故シーケンスは，同機器のランダム故障・誤操

作を想定する内部事象出力運転時レベル1PRA に用いた起因事象

に含まれている。 

また，設計基準対象施設によって，内部溢水，内部火災の影響

拡大防止対策が図られることで，異なる区画等，広範囲における

重畳的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。 

したがって，内部溢水，内部火災を起因とした炉心損傷頻度の

定量化には上記の課題が残るものの，定性的な起因事象の抽出結

果から想定される事故シーケンスは，内部事象出力運転時レベル

1PRA の検討から得られる事故シーケンスの一部として分類でき

るため，新たに追加が必要となる事故シーケンスグループが発生

する可能性は低いと考える。 

 

第1 表 内部溢水／内部火災により誘発される起因事象の例 

 

 

1.2 その他の外部事象の影響 

その他の外部事象としては，設置許可基準の解釈第6条第2項に

具体的な自然現象として以下が記載されている。 

がある起因事象を，定性的な分析によって抽出した。抽出結果を

表1に示す。 

表1に示す起因事象が発生した場合，屋内に設置されている安

全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが，これら

に起因する事故シーケンスは，同機器のランダム故障・誤操作を

想定する内部事象出力運転時レベル１ＰＲＡにおいて評価対象

とした起因事象に含まれている。 

また，設計基準対象施設によって，内部溢水，内部火災の影響

拡大防止が図られることで，異なる区画等，広範囲における重畳

的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。 

したがって，内部溢水・内部火災に起因した炉心損傷頻度の定

量化には上記の課題が残るものの，定性的な起因事象の抽出結果

から想定される事故シーケンスは，内部事象出力運転時レベル１

ＰＲＡの検討から得られる事故シーケンスの一部として分類で

きるため，新たに追加が必要となる事故シーケンスグループが発

生する可能性は低いと考える。 

 

表1 内部溢水及び内部火災により誘発される起因事象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 その他の外部事象の影響 

その他の外部事象としては，解釈第６条第２項に自然現象及び

第８項に発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

可能性がある起因事象を，定性的な分析によって抽出した。抽出

結果を第１表に示す。 

 第１表に示す起因事象が発生した場合，屋内に設置されている

安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが，これ

らを起因とする事故シーケンスは，同機器のランダム故障・誤操

作を想定する内部事象運転時レベル１ＰＲＡに用いた起因事象

に含まれている。 

 また，設計基準対象施設によって，内部溢水，内部火災の影響

拡大防止対策が図られることで，異なる区画等，広範囲における

重畳的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。 

 したがって，内部溢水，内部火災を起因とした炉心損傷頻度の

定量化には上記の課題が残るものの，定性的な起因事象の抽出結

果から想定される事故シーケンスは，内部事象運転時レベル１Ｐ

ＲＡの検討から得られる事故シーケンスの一部として分類でき

るため，新たに追加が必要となる事故シーケンスグループが発生

する可能性は低いと考える。 

 

第１表 内部溢水，内部火災により誘発される起因事象の例 

 

 

(2) その他の外部事象の影響 

 その他の外部事象としては，解釈第六条第二項に自然現象及び

第八項に発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

起因事象 起因事象を誘発する要因の例 

過渡事象 内部溢水，内部火災による過渡変化 

外部電源喪失 
内部溢水，内部火災による常用母線の機能

喪失 

手動停止 
内部溢水，内部火災による緩和設備の機能

喪失に伴う手動停止 

サポート系喪失 
内部溢水，内部火災によるサポート系の機

能喪失 

ＬＯＣＡ 
内部溢水，内部火災による逃がし安全弁制

御回路の誤作動 

インターフェイス

システムＬＯＣＡ 

内部溢水，内部火災による隔離弁制御回路

の誤作動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・起因事象の分類の相

違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「非隔

離事象」，「隔離事象」，

「全給水喪失」等を過

渡事象として記載 

またＩＳＬＯＣＡに

ついても記載 
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 敷地の自然環境を基に，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象又は森林火災等

から適用されるものをいう。 

 

また，設置許可基準の解釈第6 条第8 項に具体的な人為事象と

して以下が記載されている。 

 

 敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり，飛来

物(航空機落下等)，ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒

ガス，船舶の衝突又は電磁的障害等 

 

 

 

 

 

これらの地震，津波以外の自然現象及び人為事象がプラントに

与え得る影響について，設計基準及びそれを超える場合，現象等

の重畳も含めて定性的に分析した結果を別紙1(補足1)に示す。 

 

地震，津波以外の自然現象及び人為事象について，事故シーケ

ンスの発生可能性を検討した結果，出力運転時を対象として実施

した内部事象，地震及び津波レベル1PRA にて抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

 

 

2. 格納容器破損モード選定に関わる検討 

外部事象レベル1.5PRA については，地震PRA のみ学会標準に

一部関連する記載があるものの，その他の事象については標準的

なPRA 手法が確立されておらず，定量評価を実施できる状況では

ないことから，以下のとおり定性的な検討を実施した。 

 

2.1 地震の影響 

それがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）（以下「外部人為事象」という。）として，具体的に以下が

記載されている。 

第６条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

（中略） 

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の

自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、

積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林

火災等から適用されるものをいう。 

（中略） 

８ 第３項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の

状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下

等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、

船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。 

 

 

これらの地震，津波を除く各種自然現象及び外部人為事象が

プラントに与え得る影響について，設計基準及びそれを超える

場合，現象等の重畳を含めて定性的に分析した結果を添付1に

示す。 

地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象について，起因

事象発生の可能性を検討した結果，出力運転時を対象として実

施した内部事象，地震及び津波レベル１ＰＲＡにて抽出した起

因事象を誘発する要因による事故シーケンスグループ以外に

新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないもの

と判断した。 

 

2. 格納容器破損防止対策の格納容器破損モードの抽出に係る

検討 

外部事象レベル１．５ＰＲＡについては，地震ＰＲＡのみ学会

標準に一部関連する記載があるものの，その他の事象については

標準的なＰＲＡ手法が確立されておらず，定量評価を実施できる

状況ではないことから，以下のとおり定性的な検討を実施した。 

2.1 地震の影響 

それがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）（以下「人為事象」という。）として，具体的に以下が記載

されている。 

第６条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

  （中略） 

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然

環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、

落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等か

ら適用されるものをいう。 

  （中略） 

８ 第３項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意

によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもと

に選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの

崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は

電磁的障害等をいう。 

  （略） 

 

 これらの地震，津波以外の自然現象及び人為事象がプラントに

与え得る影響について，設計基準及びそれを超える場合，自然現

象及び人為事象の重畳も含めて定性的に分析した結果を別紙１

（補足資料１）に示す。 

 地震，津波以外の自然現象及び人為事象について，事故シーケ

ンスの発生可能性を検討した結果，運転時を対象として実施した

内部事象，地震及び津波レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケ

ンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグ

ループはないものと判断した。 

 

 

2. 格納容器破損モード選定に係る検討 

 外部事象運転時レベル1.5ＰＲＡについては，地震ＰＲＡのみ

学会標準に一部関連する記載があるものの，その他の事象につい

ては標準的なＰＲＡ手法が確立されておらず，定量評価を実施で

きる状況ではないことから，以下のとおり定性的な検討を実施し

た。 

(1) 地震の影響 
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地震がプラントに与え得る特有の影響について，新たに有効性

評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性

的に分析した結果を別紙1(補足2)に示す。 

また，出力運転時を対象として実施した地震時レベル1PRA の

結果からは，地震特有の炉心損傷モードとして原子炉建屋の破損

や原子炉格納容器の破損等の炉心損傷直結事象が抽出されてい

る。これらの事象では原子炉格納容器も破損に至るが，この場合

の原子炉格納容器の破損は事象進展によって原子炉格納容器に

負荷が加えられて破損に至るものではなく，地震による直接的な

原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失である。これらについて原子

炉格納容器の破損防止の観点での対策は，緩和系による収束では

なく耐震補強等による発生防止によって達成されるものであり，

有効性評価における評価事故シーケンスとしては適切でないと

考える。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル1.5PRA にて抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

 

2.2 津波の影響 

津波がプラントに与え得る特有の影響について，建屋外部の設

備が機能喪失することは想定されるものの，原子炉格納容器が津

波による物理的負荷(波力・漂流物の衝撃力)によって直接破損す

ることは想定し難い。また，炉心損傷後の原子炉格納容器内の物

理化学現象についても内部事象出力運転時レベル1.5PRA で想定

するものと同等と考えられる。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル1.5PRA にて抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

 

2.3 内部溢水・内部火災の影響 

1.1に示したレベル1PRAの観点での起因事象の検討からも，炉

心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象出力運

転時レベル1PRA で用いた事象以外に追加すべきものは発生しな

いものと判断しており，原子炉格納容器が直接破損することも想

地震がプラントに与え得る特有の影響について，新たに有効性

評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性

的に分析した結果を添付2に示す。 

また，出力運転時を対象として実施した地震時レベル１ＰＲＡ

の結果からは，地震特有の事象として原子炉建屋損傷や格納容器

損傷等の炉心損傷直結事象が抽出されている。これらの事象につ

いては，深刻な事故の場合には格納容器も破損に至るが，この場

合の格納容器破損は事象進展によって格納容器に負荷が加えら

れて破損に至るものではなく，地震による直接的な格納容器の閉

じ込め機能喪失である。これらについては，耐震補強等による事

象の発生防止を図ること，あるいは大規模損壊対策として可搬型

のポンプ・電源，放水砲等を駆使した対応により影響緩和を試み

ることで対応していく事象であり，有効性評価において取り扱う

事象としては適切でないと考える。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル１．５ＰＲＡにて抽出した格納

容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モ

ードはないものと判断した。 

 

2.2 津波の影響 

津波がプラントに与え得る特有の影響について，建物外部の設

備が機能喪失することは想定されるものの，格納容器が津波によ

る物理的負荷（波力・漂流物の衝撃力）によって直接損傷するこ

とは想定し難い。また，炉心損傷後の格納容器内の物理化学現象

についても内部事象出力運転時レベル１．５ＰＲＡで想定するも

のと同等と考えられる。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル１．５ＰＲＡにて抽出した格納

容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モ

ードはないものと判断した。 

 

2.3 内部溢水，内部火災の影響 

1.1に示した起因事象の検討からも，炉心損傷に至る事故シー

ケンスグループとしては内部事象出力運転時レベル１ＰＲＡで

用いた事象以外に追加すべきものは発生しないと推定しており，

格納容器が直接破損することは想定し難い。また，炉心損傷後の

 地震がプラントに与え得る特有の影響について，新たに有効性

評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性

的に分析した結果を別紙１（補足資料２）に示す。 

 また，運転時を対象として実施した地震レベル１ＰＲＡの結果

からは，地震特有の炉心損傷モードとして原子炉建物の損傷や原

子炉格納容器の破損等の炉心損傷直結事象が抽出されている。こ

れらの事象では原子炉格納容器も破損に至るが，この場合の原子

炉格納容器の破損は事象進展によって原子炉格納容器に負荷が

加えられて破損に至るものではなく，地震による直接的な原子炉

格納容器の閉じ込め機能喪失である。これらについて，耐震補強

等による事象の発生防止を図ること，あるいは大規模損壊対策と

して可搬型のポンプ，電源，放水砲等を駆使した対応により影響

緩和を試みることで対応していく事象であり，有効性評価におけ

る評価事故シーケンスとしては適切でないと考える。 

 したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡにて抽出した格納容器破

損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードは

ないものと判断した。 

 

(2) 津波の影響 

 津波がプラントに与え得る特有の影響について，建物外部の設

備が機能喪失することは想定されるものの，原子炉格納容器が津

波による物理的負荷（波力・漂流物の衝撃力）によって直接破損

することは想定し難い。また，炉心損傷後の原子炉格納容器内の

物理化学現象についても内部事象運転レベル1.5ＰＲＡで想定す

るものと同等と考えられる。 

 したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡにて抽出した格納容器破

損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードは

ないものと判断した。 

 

(3) 内部溢水・内部火災の影響 

 1.(1)に示した運転時レベル１ＰＲＡの観点での起因事象の検

討からも，炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部

事象運転時レベル１ＰＲＡで用いた事象以外に追加すべきもの

は発生しないと判断しており，原子炉格納容器が直接破損するこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緩和

系の収束によるもので

はない事象として，同

じ意味合いの大規模損

壊対策による事象を記
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定し難い。また，炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象

についても内部事象出力運転時レベル1.5PRA で想定するものと

同等と考えられる。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル1.5PRA にて抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

 

2.4 その他の外部事象の影響 

1.2 に示したプラントに与える影響の検討からは，屋外施設の

損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの，炉心損傷

に至る事故シーケンスグループとしては内部事象出力運転時レ

ベル1PRAの結果抽出されたシーケンスグループに追加すべきも

のは発生しないものと判断している。また，炉心損傷後の原子炉

格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レベ

ル1.5PRA で想定するものと同等と考えられる。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル1.5PRA にて抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

 

3. 運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケ

ンスグループ抽出に関わる検討 

停止時レベル1PRA については，地震，津波，内部溢水，内部

火災及びその他の外部事象に関するレベル1PRA の標準的なPRA 

手法が確立されておらず，定量評価を実施できる状況にない。こ

のため，出力運転時の地震，津波レベル1PRA の評価結果，内部

溢水，内部火災及びその他の外部事象に関する整理，第1図に示

す内部事象停止時レベル1PRA のマスターロジックダイヤグラム

を参考に，地震，津波，内部溢水，内部火災及びその他の外部事

象によって発生する起因事象を以下のとおり定性的に分析し起

因事象の抽出結果を第2表にまとめた。 

さらに抽出した起因事象をもとに，内部事象停止時レベル1PRA 

にて抽出した事故シーケンスグループ以外に，新たに追加が必要

となる事故シーケンスグループの有無を確認した。 

 

格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レベ

ル１．５ＰＲＡで想定するものと同等と考えられる。 

 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル１．５ＰＲＡにて抽出した格納

容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モ

ードはないものと判断した。 

 

2.4 その他の外部事象の影響 

1.2に示したプラントに与え得る影響の検討からは，屋外施設

の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの，炉心損

傷に至る事故シーケンスグループとしては，内部事象出力運転時

レベル１ＰＲＡにて抽出された事故シーケンスグループに追加

すべきものは発生しないものと推定している。また，炉心損傷後

の格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レ

ベル１．５ＰＲＡで想定するものと同等と考えられる。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとし

て，内部事象出力運転時レベル１．５ＰＲＡにて抽出した格納容

器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モー

ドはないものと判断した。 

 

3. 停止時原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケンス

グループ抽出に係る検討 

停止時レベル１ＰＲＡについては，地震，津波，内部溢水，内

部火災及びその他外部事象に関するレベル１ＰＲＡの標準的な

ＰＲＡ手法が確立されておらず，定量評価を実施できる状況にな

い。このため，出力運転時の地震・津波レベル１ＰＲＡの評価結

果，内部溢水・内部火災及びその他の外部事象に関する整理，図

1に示す内部事象停止時レベル１ＰＲＡのマスターロジックダイ

ヤグラムを参考に，地震，津波，内部溢水，内部火災及びその他

の外部事象により発生する起因事象を以下のとおり定性的に分

析し，表2にまとめた。 

さらに，抽出した起因事象を基に，内部事象停止時レベル１Ｐ

ＲＡにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が

必要となる事故シーケンスグループの有無を確認した。 

 

とは想定し難い。また，炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化

学現象についても，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡで想定する

ものと同等と考えられる。 

 したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡにて抽出した格納容器破

損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードは

ないものと判断した。 

 

(4) その他外部事象の影響 

 1.(2)に示したプラントに与える影響の検討からは，屋外施設

の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの，炉心損

傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象運転時レベ

ル１ＰＲＡの結果抽出された事故シーケンスグループに追加す

べきものは発生しないものと判断している。また，炉心損傷後の

原子炉格納容器内の物理化学現象についても，内部事象運転時レ

ベル1.5ＰＲＡで想定するものと同等と考えられる。 

 したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡにて抽出した格納容器破

損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードは

ないものと判断した。 

 

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケ

ンスグループ選定に係る検討 

 停止時レベル１ＰＲＡについては地震，津波，内部溢水，内部

火災及びその他の外部事象に関するレベル１ＰＲＡの標準的な

手法が確立されておらず，定量評価を実施できる状況にない。こ

のため，運転時の地震及び津波レベル１ＰＲＡの評価結果，内部

溢水，内部火災及びその他の外部事象に関する整理並びに第１図

に示す内部事象停止時レベル１ＰＲＡのマスターロジックダイ

ヤグラムを参考に，地震，津波，内部溢水，内部火災及びその他

の外部事象によって発生する起因事象を以下のとおり定性的に

分析し，起因事象の抽出結果を第２表にまとめた。 

 さらに抽出した起因事象をもとに，内部事象停止時レベル１Ｐ

ＲＡにて抽出した事故シーケンスグループ以外に，新たに追加が

必要となる事故シーケンスグループの有無を確認した。 
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3.1 出力運転時と運転停止中のプラント状態等の差異 

運転停止中における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグル

ープの抽出においては，出力運転時を対象に実施した整理を参考

に評価を行ったが，評価に当たってはその前提として，出力運転

時と運転停止中のプラント状態等の差異を把握することが重要

と考え，その整理を行った。整理にあたり，一般的な出力運転時

と運転停止中の違いとして以下の観点に着目し，それぞれについ

て事故シーケンスグループの抽出において，考慮が必要であるか

確認した。 

・崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力 

 運転停止中の崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力は出力運転時

と比べ，小さくなるため，事象進展は緩やかになるが，事故シー

ケンスグループの抽出においては影響しない。 

 

・燃料損傷防止に必要となる機能 

 運転停止中の燃料損傷防止に必要となる機能は，出力運転時と

異なり，原子炉停止機能，高圧注水機能等が不要となる。そのた

め，事故シーケンスグループの抽出においてはこれらの差異につ

いて考慮する必要がある。 

 

・原子炉水位，原子炉圧力容器・原子炉格納容器の状態 

 原子炉水位の変化は時間余裕へ影響するものの，事故シーケン

スグループ抽出には影響しない。 

 運転停止中は原子炉圧力容器・原子炉格納容器が開放されてい

る状態も考えられるが，これらの状態に依らず，必要な機能は崩

壊熱除去又は注水機能であり変わらない。そのため，事故シーケ

ンスグループの抽出において考慮不要である。 

 

・緩和設備・サポート系設備の状態 

 運転停止中において，一部の緩和設備及びサポート系設備の点

検又は試験によりその機能に期待できない状態も想定される。た

だし，期待できる設備は少なくなるものの，必要な機能は保安規

定により担保されるものであり，また既に内部事象停止時レベル

1PRA でこれらの設備の点検又は試験により機能に期待できない

ことは考慮されている。そのため，本観点は事故シーケンスグル

ープの抽出において考慮不要である。 

3.1 出力運転時と停止時のプラント状態等の差異 

停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループ

の抽出においては，出力運転時を対象に実施した整理を参考に評

価を行ったが，評価に当たってはその前提として，出力運転時と

停止時のプラント状態等の差異を把握することが重要と考え，そ

の整理を行った。整理に当たり，一般的な出力運転時と停止時の

違いとして以下の観点に着目し，それぞれについて事故シーケン

スグループの抽出において，考慮が必要であるか確認した。 

 

・崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力 

停止時の崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力は出力運転時と比

べ小さくなるため，事象進展は緩やかになるが，事故シーケンス

グループの抽出においては影響しない。 

 

・燃料損傷防止に必要となる機能 

停止時の燃料損傷防止に必要となる機能は，出力運転時と異な

り，原子炉停止機能，高圧注水機能が不要となる。そのため，事

故シーケンスグループの抽出においては，これらの差異について

考慮する必要がある。 

 

・原子炉水位，原子炉圧力容器・格納容器の状態 

原子炉水位の変化は時間余裕へ影響するものの，事故シーケン

スグループ抽出には影響しない。 

停止時は原子炉圧力容器・格納容器が開放されている状態も考

えられるが，これらの状態に依らず，停止時の必要な機能は変化

しないため，事故シーケンスグループの抽出において考慮不要で

ある。 

 

・緩和設備・サポート系設備の状態 

停止時において，一部の緩和設備及びサポート系設備の点検又

は試験によりその機能に期待できない状態も推定される。ただ

し，期待できる設備は少なくなるものの，必要な機能は原子炉施

設保安規定により担保されるものであり，また既に内部事象停止

時レベル１ＰＲＡでこれらの設備の点検又は試験により期待で

きないことは考慮されている。そのため，本観点は事故シーケン

スグループの抽出において考慮不要である。 

(1) 運転時と運転停止中のプラント状態等の差異 

 運転停止中における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグル

ープの抽出においては，運転時を対象に実施した整理を参考に評

価を行ったが，評価に当たってはその前提として，運転時と運転

停止中のプラント状態等の差異を把握することが重要と考え，そ

の整理を行った。整理に当たり，一般的な運転時と運転停止中の

違いとして以下の観点に注目し，それぞれについて事故シーケン

スグループの抽出において，考慮が必要であるか確認した。 

 

・崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力 

 運転停止中の崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力は運転時に比

べ小さくなるため，事象進展は緩やかになるが，事故シーケンス

グループの抽出においては影響しない。 

 

・燃料損傷防止に必要となる機能 

 運転停止中の燃料損傷防止に必要となる機能は，運転時と異な

り，原子炉停止機能，高圧注水機能等が不要となる。そのため，

事故シーケンスグループの抽出においてはこれらの差異につい

て考慮する必要がある。 

 

・原子炉水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の状態 

 原子炉水位の変化は時間余裕へ影響するものの，事故シーケン

スグループの抽出には影響しない。 

 運転停止中は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器が開放され

ている状態も考えられるが，これらの状態によらず，必要な機能

は崩壊熱除去又は注水機能であり変わらない。そのため，事故シ

ーケンスグループの抽出において考慮不要である。 

 

・緩和設備・サポート系設備の状態 

 運転停止中において，一部の緩和設備及びサポート系設備の点

検又は試験によりその機能に期待できない状態も想定される。た

だし，期待できる設備は少なくなるものの，必要な機能は原子炉

施設保安規定により担保されるものであり，また，既に内部事象

停止時レベル１ＰＲＡでこれらの設備の点検又は試験により機

能に期待できないことは考慮されている。そのため，本観点は事

故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。 
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・停止時特有の作業の影響 

 運転停止中において，出力運転時と異なり，点検作業等に伴う

開口箇所の発生等現場の状態が異なることが考えられる。そのた

め，事故シーケンスグループの抽出においてはこれらの差異につ

いて考慮する必要がある。 

 

以上より，運転停止中における燃料損傷防止対策の事故シーケ

ンスグループの抽出においては，出力運転時を対象に実施した整

理を参考にする際は「燃料損傷防止に必要となる機能」，「停止

時特有の作業の影響」について考慮する必要がある。 

 

3.2 地震の影響 

個々の機器が地震を受けた際に損傷する可能性は運転時と停

止時で異なるものではないが，各系統の機能喪失がプラントに与

える影響の観点では運転時と停止時で異なり，停止時には，燃料

の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。 

停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去

に関する系統及びそのサポート系であり，フロント系としては残

留熱除去系，サポート系としては原子炉補機冷却水系及び外部電

源が該当する。 

地震により原子炉補機冷却水系又は残留熱除去系が機能喪失

すると「崩壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生し，また，碍子，

所内電源設備等の送受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起

因事象が発生する。これらの起因事象が発生した場合，屋内に設

置されている安全機器の機能喪失を経て燃料損傷に至る可能性

があるが，事故シーケンスは，同機器のランダム故障・誤操作を

想定する内部事象運転停止時レベル1PRA にて抽出されたものに

含まれる。 

地震特有の事象として，原子炉建屋，原子炉格納容器等の建

屋・構築物の破損， 格納容器バイパス， 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ喪失（Excessive-LOCA），計測制御電源喪失の発生が挙げ

られるが，これらについては出力運転時を対象とした炉心損傷に

至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様，損傷の規模に

応じて，機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処

設備，可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。一

 

・停止時特有の作業の影響 

停止時において，出力運転時とは異なり，点検作業等に伴う開

口箇所の発生など現場の状態が異なることが考えられる。そのた

め，事故シーケンスグループの抽出においては，これらの差異に

ついて考慮する必要がある。 

 

以上より，停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンス

グループの抽出においては，出力運転時を対象に実施した整理を

参考にする際は，「燃料損傷防止に必要となる機能」，「停止時特

有の作業の影響」について考慮する必要がある。 

 

3.2 地震の影響 

地震により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止

時で異なるものではないが，各系統の機能喪失がプラントに与え

る影響の観点では出力運転時と停止時で異なり，停止時は燃料の

崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。 

停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は，残留熱除去系及

びそのサポート系である残留熱除去系海水系，外部電源から給電

される所内電源設備である。 

 

地震により残留熱除去系又は残留熱除去系海水系が機能喪失

すると「残留熱除去系の故障」の起因事象が発生し，碍子又は所

内電源設備等の送受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起因

事象が発生する。これらの起因事象が発生した場合，屋内に設置

されている安全機能を有する系統が機能喪失した場合は燃料損

傷に至るが，この事故シーケンスは，同じ系統がランダム故障等

で発生することを想定している内部事象停止時レベル１ＰＲＡ

にて抽出される事故シーケンスと同じである。 

地震特有の事象として，原子炉建屋損傷，格納容器損傷，原子

炉圧力容器損傷，格納容器バイパス，原子炉冷却材圧力バウンダ

リ喪失（Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ），計装・制御系喪失が

発生すると，直接炉心損傷に至る事象が発生するが，これらにつ

いては出力運転時を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンス

の抽出における考え方と同様，損傷の規模に応じて，機能を維持

した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備，可搬型の機器

 

・停止時特有の作業の影響 

 運転停止中において，運転時と異なり，点検作業等に伴う開口

箇所の発生等，現場の状態が異なることが考えられる。そのため，

事故シーケンスグループの抽出においてはこれらの差異につい

て考慮する必要がある。 

 

 以上より，運転停止中における燃料損傷防止対策の事故シーケ

ンスグループの抽出においては，運転時を対象に実施した整理を

参考にする際は，「燃料損傷防止に必要となる機能」，「停止時特

有の作業の影響」について考慮する必要がある。 

 

(2) 地震の影響 

 個々の機器が地震を受けた際に損傷する可能性は運転時と運

転停止中で異なるものではないが，各系統の機能喪失がプラント

に与える影響の観点では運転時と運転停止中で異なり，運転停止

中には燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。 

 運転停止中に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は，崩壊熱

除去に関する系統及びそのサポート系であり，フロントライン系

としては残留熱除去系，サポート系としては原子炉補機冷却系及

び電源系が該当する。 

 地震により原子炉補機冷却系又は残留熱除去系が機能喪失す

ると「崩壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生し，また，碍子，

所内電源設備等の受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起因

事象が発生する。これらの起因事象が発生した場合，屋内に設置

されている安全機器の機能喪失を経て燃料損傷に至る可能性が

あるが，事故シーケンスは，同機器のランダム故障・誤操作を想

定する内部事象運転停止時レベル１ＰＲＡにて抽出したものに

含まれる。 

 地震特有の事象として，原子炉建物損傷，原子炉格納容器損傷，

原子炉圧力容器損傷，Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ，制御室建

物損傷，廃棄物処理建物損傷，計装・制御系喪失，格納容器バイ

パスの発生が挙げられるが，これらについては運転時を対象とし

た炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様，

損傷の規模に応じて，機能を維持した設計基準事故対処設備や重

大事故等対処設備等で炉心損傷防止を試みるものと考える。一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，地震

ＰＲＡの事故シーケン

スの分類に基づき，原

子炉格納容器損傷と原
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方，損傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備又は重大事故等

対処設備に期待できない場合には，大規模損壊対策を含め，建屋

以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し，影響緩和を図

ることで対応するべきものと考える。 

 

したがって，運転停止時の地震の発生を考慮しても，内部事象

停止時レベル1PRA において抽出した事故シーケンスグループ以

外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないも

のと判断した。 

 

 

3.3 津波による影響 

停止時には点検等に伴い，運転時にはない開口が生じている可

能性が考えられるが，運転時の津波PRAにおいても，地下開口部

からの浸水を考慮していることから，浸水及びその伝播経路につ

いては運転時と停止時において相違はないものと考えるが，各系

統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止

時で異なり，停止時には，燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重

要となる。 

停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去

に関する系統及びそのサポート系であり，フロント系としては残

留熱除去系，サポート系としては原子炉補機冷却水系及び外部電

源が該当する。外部電源について，運転時の津波PRA では期待し

ていないことから，停止時においても期待しないものとすると，

そのバックアップとなる非常用電源が重要となる。 

 津波により海水が建屋内へ浸水すると，海水が機器の設置高さ

に到達した時点で，原子炉補機冷却水系の機能喪失が発生し，「崩

壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生する。以降，海水の浸水高

さに応じて「全交流動力電源喪失」「直流電源喪失」が発生する

と考えられる。浸水高さに応じて発生する起因事象が異なるとい

う考え方は，出力運転時を対象とした津波PRA と同様である。ま

た，燃料損傷防止対策も出力運転時を対象とした津波PRA と同

様，津波による浸水防止である。 

 

 

 

等で燃料損傷防止を試みるものと考える。一方，損傷の程度が大

きく，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に期待でき

ない場合には，大規模損壊対策を含め，原子炉建屋以外に分散配

置した設備や可搬型の機器を駆使し，影響緩和を図ることで対応

するべきものと考える。 

したがって，停止時の地震の発生を考慮しても，内部事象停止

時レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスグループ以外に

新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと

判断した。 

 

 

3.3 津波の影響 

停止時においては，点検作業等に伴い，出力運転時にはない開

口（大物搬入口の水密扉等の建屋開口部，防潮堤貫通部の止水防

止対策の点検に伴う一時的な開口部）が発生することが考えら

れ，事故シーケンス選定においては，この差異について考慮する

必要がある。 

 

 

大物搬入口の水密扉等については，出力運転時の津波レベル１

ＰＲＡにおいて期待しておらず，防潮堤を超え敷地に遡上する津

波が原子炉建屋1階床面に到達すると「原子炉建屋内浸水による

複数の緩和機能喪失」の事故シーケンスとして取り扱っている。

停止時においてもこの考え方を適用すると，大物搬入口の水密扉

等の建屋開口部の有無による事故シーケンス選定への影響はな

い。 

一方，防潮堤については，出力運転時の津波レベル１ＰＲＡに

おいて期待しているが，停止時における防潮堤貫通部の止水対策

の点検作業に伴い，一時的に開口部が生じている間に防潮堤高さ

未満の津波が発生した場合は，津波が開口部から敷地内に浸水す

ることが考えられる。この場合でも，敷地内に浸水する津波の量

が限定的であり，非常用海水ポンプの健全性は維持されると考え

られるものの，非常用海水ポンプが没水，被水により機能喪失し

た場合は「最終ヒートシンク喪失」の起因事象が発生する。ただ

し，これを起因とする事故シーケンスに対しては，内部事象停止

時レベル１ＰＲＡから抽出される「全交流動力電源喪失」の事故

方，損傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備又は重大事故等

対処設備に期待できない場合には，大規模損壊対策を含め，建物

以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し，影響緩和を図

ることで対応すべきものと考える。 

 

 したがって，運転停止中の地震の発生を考慮しても，内部事象

停止時レベル１ＰＲＡにおいて抽出した事故シーケンスグルー

プ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはな

いものと判断した。 

 

 

(3) 津波の影響 

 運転停止中には点検等に伴い，運転時にはない開口が生じてい

る可能性が考えられるが，運転停止中においても防波壁の機能は

維持されることから，防波壁を超えて敷地に遡上する津波による

プラントへの影響は，運転時と運転停止中において相違はないも

のと考えるが，各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点

では運転時と運転停止中で異なり，運転停止中には燃料の崩壊熱

除去に関連する系統が重要となる。 

 津波特有の事象として，直接炉心損傷に至る事象が発生する

と，緩和系の機能に期待できず炉心損傷に至るが，これらについ

ては運転時を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出

における考え方と同様，損傷の規模に応じて，機能を維持した設

計基準事故対処設備や重大事故等対処設備等で炉心損傷防止を

試みるものと考える。一方，損傷の程度が大きく，設計基準事故

対処設備又は重大事故等対処設備に期待できない場合には，大規

模損壊対策を含め，建物以外に分散配置した設備や可搬型の機器

を駆使し，影響緩和を図ることで対応すべきものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子炉圧力容器損傷を分

割し，さらに制御室建

物損傷及び廃棄物処理

建物損傷を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波ＰＲＡの想定の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は防波壁

を考慮した津波ＰＲＡ

を実施 

【東海第二】 

島根２号炉は水密扉

等を考慮した津波ＰＲ

Ａを実施 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，津波

ＰＲＡの事故シーケン

スの分類に基づき，直

接炉心損傷に至る事象

を記載 
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したがって，運転停止時の津波の発生を考慮しても，内部事象停

止時レベル1PRA において抽出した事故シーケンスグループ以外

に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないもの

と判断した。 

なお，プラント停止時において，必要な浸水防止対策がすべて

喪失することがないように複数の同時点検等は実施しない等，少

なくとも1 区分は機能維持可能な運用とする。 

 

 

 

 

 

3.4 内部溢水，内部火災の影響 

個々の機器が内部溢水又は内部火災の影響を受けた際に損傷

する可能性は運転時と停止時で異なるものではないが，各系統の

機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止時で

異なり，停止時には，燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要と

なる。 

停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去

に関する系統及びそのサポート系であり，フロント系としては残

留熱除去系，サポート系としては原子炉補機冷却水系及び外部電

源が該当する。 

内部溢水，内部火災により原子炉補機冷却水系又は残留熱除去

系が機能喪失すると「崩壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生し，

外部電源設備が機能喪失すると「外部電源喪失」の起因事象が発

生するが，これらを起因とする事故シーケンスは，同機器のラン

ダム要因による同系統の機能喪失を想定する内部事象運転停止

シーケンスグループと同様，常設代替高圧電源装置，低圧代替注

水系（常設）等により燃料損傷を防止できる。 

また，防潮堤高さを超える津波に対しては，防潮堤貫通部の止

水対策の点検作業の有無に関わらず，非常用海水ポンプが没水，

被水により機能喪失し「最終ヒートシンク喪失」の起因事象が発

生する。ただし，この場合においても，内部事象停止時レベル１

ＰＲＡから抽出される「全交流動力電源喪失」の事故シーケンス

グループと同様，常設代替高圧電源装置，低圧代替注水系（常設）

等により燃料損傷を防止できる。 

以上より，停止時の津波の発生を考慮しても，内部事象停止時

レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新

たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判

断した。 

なお，停止時は，常設代替高圧電源装置等の重大事故等対処設

備が点検に伴い待機除外となる場合もあるものの，燃料損傷防止

対策が全て喪失するような複数の同時点検は実施しない運用と

するとともに，その対策の機能維持に必要な浸水防止設備を維持

する運用とする。 

 

 

 

3.4 内部溢水，内部火災の影響 

内部溢水，内部火災により個々の機器が損傷する可能性は出力

運転時と停止時で異なるものではないが，各系統の機能喪失がプ

ラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり，停

止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。 

 

停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は，残留熱除去系及

びそのサポート系である残留熱除去系海水系，外部電源から給電

される所内電源設備である。 

 

内部溢水，内部火災により運転中の残留熱除去系又は残留熱除

去系海水系が機能喪失すると「残留熱除去系の故障」の起因事象

が発生し，所内電源設備が機能喪失すると「外部電源喪失」の起

因事象が発生するが，これらを起因とする事故シーケンスは，同

系統の機器のランダム故障による機能喪失を想定する内部事象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 したがって，運転停止中の津波の発生を考慮しても，内部事象

停止時レベル１ＰＲＡにおいて抽出した事故シーケンスグルー

プ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはな

いものと判断した。 

なお，運転停止中において，必要な浸水防止対策がすべて喪失

することがないように複数の同時点検等は実施しない等，少なく

とも１区分は機能維持可能な運用とする。 

 

 

 

 

 

(4) 内部溢水，内部火災の影響 

 個々の機器が内部溢水又は内部火災の影響を受けた際に損傷

する可能性は運転時と運転停止中で異なるものではないが，各系

統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と運転

停止中で異なり，運転停止中には燃料の崩壊熱除去に関連する系

統が重要となる。 

 運転停止中に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は，崩壊熱

除去に関する系統及びそのサポート系であり，フロントライン系

としては残留熱除去系，サポート系としては原子炉補機冷却系及

び電源系が該当する。 

 内部溢水又は内部火災により原子炉補機冷却系又は残留熱除

去系が機能喪失すると「崩壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生

し，また，受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起因事象が

発生するが，これらを起因とする事故シーケンスは，同機器のラ

ンダム故障・誤操作を想定する内部事象運転停止時レベル１ＰＲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，停止

時の点検において，設

計基準対処設備が少な

くとも１区分は維持可

能な運用としている 
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時レベル1PRA にて抽出された事故シーケンスに含まれている。 

したがって，運転停止時の内部溢水又は内部火災の発生を考慮

しても，内部事象停止時レベル1PRA において抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

なお，停止時においても必要な内部溢水，内部火災の影響拡大

防止対策を講じ，異なる区画等，広範囲における重畳的な安全機

器の同時機能喪失の発生を防止する※。 

 

※内部溢水：定期検査時等でのハッチ開放時の運用として異区

分の安全機器の点検中に当該ハッチを開放しない

等，内部溢水が複数の安全機能に影響しないよう対

応を実施する 

内部火災：原子炉停止時も必要な防護処置等は実施される 

 

3.5 その他の外部事象の影響 

地震，津波以外の自然現象及び人為事象について，出力運転時

の整理（別紙1（補足1））を参考に起因事象が発生し得るかを確

認した。確認の結果，出力運転時と運転停止中を比較し，プラン

ト状態，必要な機能の違いが評価に影響しないことを確認した。 

 

その他の自然現象の発生に伴う起因事象は，内部事象停止時レ

ベル1PRAにおいて抽出される起因事象に包含されるため，内部事

象停止時レベル1PRA において抽出した事故シーケンスグループ

以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはない

ものと判断した。 

 

4. まとめ 

今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して，現段階で

PRA を適用可能と判断した出力運転時地震レベル1PRA，出力運転

時津波レベル1PRA 以外の外部事象について，定性的な分析・推

定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ等は発生しな

いものと評価した。 

なお，今回定性的な分析とした各PRA や地震発生時に想定され

る地震随伴津波，地震随伴火災および地震随伴溢水を対象とした

PRA については，手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検

停止時レベル１ＰＲＡで考慮している起因事象に含まれている。 

したがって，停止時の内部溢水，内部火災による起因事象の発

生を考慮しても，内部事象停止時レベル１ＰＲＡにて抽出した事

故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シー

ケンスグループはないものと判断した。 

なお，停止時においても，燃料損傷防止に必要な機能を全て喪

失することのないよう，必要な内部溢水，内部火災の影響拡大防

止対策を維持する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 その他の外部事象の影響 

地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象について，出力運

転時を対象とした整理を参考に，停止時に起因事象が発生し得る

かを確認した。その結果，その他の外部事象の発生に伴う起因事

象は，内部事象停止時レベル１ＰＲＡにおいて抽出した起因事象

に包含されるため，内部事象停止時レベル１ＰＲＡにて抽出した

事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シ

ーケンスグループはないものと判断した。 

 

 

 

 

4. まとめ 

今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して，現段階でＰ

ＲＡを適用可能と判断した出力運転時地震レベル１ＰＲＡ，出力

運転時津波レベル１ＰＲＡ以外の外部事象について，定性的な分

析・推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ及び格納

容器破損モードはないものと評価した。 

なお，今回定性的な分析とした各ＰＲＡや地震発生時に想定さ

れる地震随伴津波，地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象とした

ＰＲＡについては，手法整備の研究及び実機プラントへの適用の

Ａにて抽出したものに含まれる。 

 したがって，運転停止中の内部溢水又は内部火災の発生を考慮

しても，内部事象停止時レベル１ＰＲＡにおいて抽出した事故シ

ーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケン

スグループはないものと判断した。 

なお，運転停止中においても必要な内部溢水，内部火災の影響

拡大防止対策を講じ，異なる区画等，広範囲における重畳的な安

全機器の同時機能喪失の発生を防止する※。 

 

※内部溢水：定期事業者検査時等でのハッチ開放時の運用とし

て異区分の安全機器の点検中に当該ハッチを開放

しない等，内部溢水が複数の安全機能に影響しない

よう対応を実施する。 

内部火災：原子炉停止時も必要な防護処置等は実施される。 

 

(5) その他外部事象の影響 

 地震，津波以外の自然現象及び人為事象について，運転時の整

理（別紙１（補足資料１））を参考に起因事象が発生し得るかを

確認した。確認の結果，出力運転時と運転停止中を比較し，プラ

ント状態，必要な機能の違いが評価に影響しないことを確認し

た。 

 その他の自然現象の発生に伴う起因事象は，内部事象停止時レ

ベル１ＰＲＡにおいて抽出される起因事象に包含されるため，内

部事象停止時レベル１ＰＲＡにおいて抽出した事故シーケンス

グループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグルー

プはないものと判断した。 

 

4. まとめ 

 今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して，現段階でＰ

ＲＡが適用可能と判断した運転時地震レベル１ＰＲＡ，運転時津

波レベル１ＰＲＡ以外の外部事象について，定性的な分析及び推

定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ並びに格納容

器破損モードはないものと評価した。 

 なお，今回定性的な評価とした各ＰＲＡや地震発生時に想定さ

れる地震随伴津波，地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象とした

ＰＲＡについては，評価手法整備に向けた研究及び実機プラント
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討を順次進めていく予定である。 

以 上 

 

検討を順次進めていく予定である。 

 

への適用の検討を順次進めていく予定である。 

以上 
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第1 図 炉心損傷に至る可能性のある異常事象 

マスターロジックダイヤグラム 

 

 

 

 

 

図1 内部事象停止時レベル１ＰＲＡの 

マスターロジックダイヤグラム 

  

第１図 燃料損傷に至る可能性のある異常事象 

マスターロジックダイヤグラム 

（内部事象停止時レベル１ＰＲＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録1-183



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 
第

2 
表
 運

転
停
止
中
原
子
炉
に
お
け
る
各
外
部
事
象
で
発
生
す
る
起
因
事
象
及
び
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
抽
出
結
果
 

 

表
2 

停
止
時
原
子
炉
に
お
け
る
各
外
部
事
象
で
発
生
す
る
起
因
事
象
の
抽
出
結
果
 

 

第
２
表
 
運
転
停
止
中
原
子
炉
に
お
け
る
各
外
部
事
象
で
発
生
す
る
起
因
事
象
及
び
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
抽
出
結
果
 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，地震

ＰＲＡの事故シーケン

スの分類に基づき，原

子炉格納容器損傷と原

子炉圧力容器損傷を分

割し，さらに制御室建

物損傷及び廃棄物処理

建物損傷を記載。また，

津波ＰＲＡの事故シー

ケンスの分類に基づ

き，直接炉心損傷に至

る事象を記載 
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別紙1（補足1） 

 

有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての地震・津

波以外の外部事象の考慮について 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則の解釈」（原規技発第1306193号（平成２５年

６月１９日原子力規制委員会決定））第37条第1-1項では，運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性

を損なうことがないよう設計することを求められる構築物，系統

及び機器がその安全機能を喪失した場合であって，炉心の著しい

損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグループを

抽出するため，個別プラントのPRA又はそれに代わる方法で評価

を実施することが求められている。 

外部事象の内，日本原子力学会標準として実施基準が定められ

ておりPRAの適用実績がある地震及び津波については，それぞれ

PRAを実施し事故シーケンスグループの抽出を実施している。（た

だし，地震随伴火災や津波随伴火災等，随伴事象の評価はまだ未

確立であり，今回，評価はできていない。） 

また，地震，津波以外の自然現象については現段階でのPRA評

価は実施困難であるため，「それに代わる方法」として以下に示

す方法にて定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い，重大

事故の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケ

ンスグループの有無について確認を行った。 

さらに人為事象についても定性的に事故シーケンスグループ

の抽出を行い，重大事故の有効性評価において新たに追加が必要

となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。 

 

 

 

 

 

 

1. 前提条件 

(1) 評価対象事象 

 設計基準を設定する自然現象の選定は，一般的な事象に加え，

添付1 

 

有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての地震，津

波以外の外部事象の考慮について 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193号（平成２５年６

月１９日原子力規制委員会決定））第37条第1-1項では，運転時の

異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損

なうことがないよう設計することを求められる構築物，系統及び

機器がその安全機能を喪失した場合であって，炉心の著しい損傷

に至る可能性があると想定する事故シーケンスグループを抽出

するため，個別プラントのＰＲＡ又はそれに代わる方法で評価を

実施することが求められている。 

外部事象のうち，日本原子力学会標準として実施基準が定めら

れておりＰＲＡの適用実績がある地震及び津波については，それ

ぞれＰＲＡを実施し事故シーケンスグループの抽出を実施して

いる。 

 

また，地震，津波以外の自然現象については現段階でのＰＲＡ

評価は実施困難であるため，「それに代わる方法」として以下に

示す方法にて定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い，重

大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事

故シーケンスグループの有無について確認を行った。 

さらに外部人為事象についても定性的に事故シーケンスグル

ープの抽出を行い，重大事故等対策の有効性評価において新たに

追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認

を行った。 

また，自然現象，外部人為事象が重畳することによる影響につ

いても，定性的な評価を行い，重大事故等対策の有効性評価にお

いて新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無に

ついて確認を行った。 

 

1. 前提条件 

(1) 評価対象事象 

設計基準を設定する自然現象（以下「設計基準設定事象」とい

別紙１（補足資料１） 

 

有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての地震，津

波以外の外部事象の考慮について 

 

 解釈第37条第１－１項では，運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよう設計

することを求められる構築物，系統及び機器がその安全機能を喪

失した場合であって，炉心の著しい損傷に至る可能性があると想

定する事故シーケンスグループを抽出するため，個別プラントの

ＰＲＡ又はそれに代わる方法で評価を実施することが求められ

ている。 

 

 

 外部事象の内，日本原子力学会標準として実施基準が定められ

ておりＰＲＡの適用実績がある地震及び津波については，それぞ

れＰＲＡを実施し事故シーケンスグループの抽出を実施してい

る。（ただし，地震随伴火災や津波随伴火災等，随伴事象の評価

はまだ未確立であり，今回，評価はできていない。） 

 また，地震，津波以外の自然現象については現段階でのＰＲＡ

評価は実施困難であるため，「それに代わる方法」として以下に

示す方法にて定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い，重

大事故等の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シ

ーケンスグループの有無について確認を行った。 

 さらに人為事象についても定性的に事故シーケンスグループ

の抽出を行い，重大事故等の有効性評価において新たに追加が必

要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。 

 

 また，自然現象，人為事象が重畳することによる影響について

も，定性的な評価を行い，重大事故等の有効性評価において新た

に追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確

認を行った。 

 

1. 前提条件 

(1) 評価対象事象 

 設計基準を設定する自然現象（以下「設計基準設定事象」とい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，外部

事象の重畳の確認につ

いても記載 
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国内外の規格基準から収集した様々な自然現象に対し，そもそも

柏崎刈羽原子力発電所において発生する可能性があるか，非常に

苛酷な状況を想定した場合，プラントの安全性が損なわれる可能

性があるか，影響度の大きさから代表事象による評価が可能かと

いった観点でスクリーニングを実施している。 

 設計基準の設定を行っていないものについては，そもそもプラ

ントの安全性が損なわれる可能性がないか（もしくは有意な頻度

では発生しないか），影響度の大きさがほかの自然現象に包絡さ

れるものである。 

 したがって，事故シーケンスの有無の確認は，設計基準を設定

している以下の7事象を対象に実施するものとする。 

 

＜設計基準設定事象＞ 

 

 ・風（台風） 

 ・竜巻 

 ・低温（凍結） 

 ・降水 

 ・積雪 

 ・落雷 

 

 ・火山 

 

 

 

 

 なお，設計基準設定事象以外については，上述のとおり，基本

的には事故シーケンスに至ることはない（もしくは，有意な頻度

では発生しない）と判断しているものの，各自然現象により想定

される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ，考え

得る起因事象について整理しており，その結果からも上記7事象

に加え詳細評価が必要な事象はないことを確認している。（添付

資料1-1） 

 

 

 

う。）の設定は，一般的な事象に加え，国内外の規格基準から収

集した様々な自然現象に対し，そもそも東海第二発電所において

発生する可能性があるか，プラントの安全性が損なわれる可能性

があるか，影響度の大きさから代表事象による評価が可能かとい

った観点でスクリーニングを実施している。 

したがって，設計基準設定事象以外のものについては，そもそ

もプラントの安全性が損なわれる可能性がないか，有意な頻度で

は発生しないか，若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包

絡されるものであるため，事故シーケンスの有無の確認は，設計

基準設定事象である以下の11事象を対象に実施するものとする。 

 

 

 

・洪水 

・風（台風） 

・竜巻 

・凍結 

・降水 

・積雪 

・落雷 

 

・火山の影響 

・生物学的事象 

・森林火災 

・高潮 

 

なお，設計基準設定事象以外については，上述のとおり，基本

的には事故シーケンスに至ることはないか，有意な頻度では発生

しないか，若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡され

るものであると判断しているものの，各自然現象により想定され

る発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ，考え得る

起因事象について整理しており，その結果からも上記11事象に加

え詳細評価が必要な事象は無いことを確認している。なお，この

うち5事象については，他事象に包絡される（洪水，風（台風），

降水，高潮）か，起因事象の発生はない（生物学的事象）ことを

確認している。（補足1） 

う。）の選定は，一般的な事象に加え，国内外の規格基準から収

集した様々な自然現象に対し，そもそも島根原子力発電所におい

て発生する可能性があるか，プラントの安全性が損なわれる可能

性があるか，影響度の大きさから代表事象による評価が可能かと

いった観点でスクリーニングを実施している。 

 設計基準設定事象以外のものについては，そもそもプラントの

安全性が損なわれる可能性がないか，有意な頻度では発生しない

か，又は影響度の大きさが他の自然現象に包含されるものであ

る。 

 したがって，事故シーケンスの有無の確認は，設計基準設定事

象である以下の11事象を対象に実施するものとする。 

 

＜設計基準設定事象＞ 

 ・洪水 

 ・風（台風） 

 ・竜巻 

 ・凍結 

 ・降水 

 ・積雪 

 ・落雷 

 ・地滑り 

 ・火山 

 ・生物学的影響 

 ・森林火災 

 

 

 なお，設計基準設定事象以外については，上述のとおり，基本

的には事故シーケンスに至ることはないか，有意な頻度では発生

しないか，又は影響度の大きさが他の自然現象に包含されるもの

であると判断しているものの，各自然現象により想定される発電

所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ，考え得る起因事

象について整理しており，その結果からも上記11事象に加え詳細

評価が必要な事象はないことを確認している。さらに，設計基準

設定事象のうち５事象については，他事象に包含される（風（台

風））か，起因事象の発生はない（洪水，降水，地滑り，生物学

的事象）ことを確認している。（添付資料１－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

「洪水」，「地滑り」，「生

物学的影響」，「森林火

災」を選定したうえで，

添付資料１－１によ

り，他事象に包含され

る又は起因事象の発生

はないことを確認して

いる 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

「洪水」，「地滑り」，「生

物学的影響」，「森林火
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 また，各人為事象により想定される発電所への影響（損傷・機

能喪失モード）を踏まえ，考え得る起因事象についても整理して

おり，その結果から新たな起因事象がないこと，事象の影響とし

て設計基準設定自然現象に包絡されることを確認している。（添

付資料1-2） 

 

 

(2) 想定範囲 

 上記自然現象については，それぞれ考慮すべき最も苛酷と考え

られる条件を設計基準として設定している。具体的には，既往最

大や年超過確率10-4～10-5を目安としていることから，それよりも

低頻度（10-7/年）で発生する規模を仮定する。 

 

 

 

2. 評価方法 

2.1 起因事象の特定 

(1)構築物，系統及び機器（以下，設備等）の損傷・機能喪失モ

ードの抽出 

 1.にて示した風，積雪等の自然現象が既往最大や年超過確率

10-4～10-5といった設計基準よりも低頻度（10-7/年）となる規模で

発生した場合に，発電所に与える影響は地震，津波ほど十分な知

見がない。そこで，ここでは国外の評価事例，国内のトラブル事

例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し，対象

とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与

えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。 

 

(2)評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける

可能性がある設備等の内，プラントの運転継続や安全性に影響を

及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 

(3)起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した損傷・機能喪失モードに対して，(2)項で選定

した評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリ

オを選定する。 

また，各外部人為事象により想定される発電所への影響（損

傷・機能喪失モード）を踏まえ，考え得る起因事象についても整

理しており，その結果から新たな起因事象がないこと，事象の影

響として設計基準設定事象に包絡されることを確認している。 

（補足2） 

 

 

(2) 想定範囲 

上記設計基準設定事象については，それぞれ考慮すべき最も過

酷と考えられる条件を設定している。具体的には，設計基準設定

を超えた規模を仮定する。 

 

 

 

 

2. 評価方法 

2.1 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

1.にて示した風，積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で

発生した場合に，発電所に与える影響は地震，津波ほど十分な知

見がない。そこで，ここでは国外の評価事例，国内のトラブル事

例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し，対象

とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与

えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。 

 

 

(2) 評価対象設備の選定 

(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可

能性がある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響を

及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 

(3) 起因事象となり得るシナリオの選定 

(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して，(2)で選定した

評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリオを

選定する。 

 また，各人為事象により想定される発電所への影響（損傷・機

能喪失モード）を踏まえ，考え得る起因事象についても整理して

おり，その結果から新たな起因事象がないこと，事象の影響とし

て設計基準設定事象に包含されることを確認している。（添付資

料１－２） 

 

 

(2) 想定範囲 

 上記自然現象については，それぞれ考慮すべき最も過酷と考え

られる条件を設計基準として設定している。具体的には，設計基

準を超える規模を仮定する。 

 

 

 

 

2. 評価方法 

(1) 起因事象の特定 

a. 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

 1.にて示した風，積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で

発生した場合に，発電所に与える影響は地震，津波ほど十分な知

見がない。そこで，ここでは国外の評価事例，国内のトラブル事

例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し，対象

とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与

えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。 

 

 

b. 評価対象設備の選定 

 a.項で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可

能性がある設備等の内，プラントの運転継続や安全性に影響を及

ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 

c. 起因事象になり得るシナリオの選定 

 a.項で抽出した損傷・機能喪失モードに対して，b.項で選定し

た評価対象設備への影響を検討のうえ，発生可能性のあるシナリ

オを選定する。 

災」を選定したうえで，

添付資料１－１によ

り，他事象に包含され

る又は起因事象の発生

はないことを確認して

いる 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は評価に

年超過確率は用いてい

ない（以下，②の相違） 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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 シナリオの選定に当たっては，事故シーケンスグループ抽出に

当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。 

 なお，起因事象の選定は，日本原子力学会標準「原子力発電所

の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基

準（レベル1 PSA編）：2008」（以下，学会標準）等に示される

考え方等を参考に行う。 

 

(4)起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し，事

故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特

定を行う。 

 なお，過去の観測実績や統計的な評価結果等をもとに発生可能

性を評価可能なものについては，有意な頻度（10-7/年）又は影響

のある事故シーケンスの要因となる可能性について考察を行う。 

 

2.2 事故シーケンスの特定 

2.1(4)項にて特定した起因事象について，内部事象レベル1PRA

や地震，津波レベル1PRAにて考慮しておらず，重大事故の有効性

評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつながる可能

性のあるものの有無について確認を行う。 

また，新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起因事象

が確認された場合，事故シーケンスに至る可能性について評価の

上，有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認

を行う。 

事故シーケンスに至る可能性の評価については，旧原子力安

全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法等

を参考に実施するものとする。 

 

3. 個別事象評価のまとめ 

1.に示した各評価対象事象について，事故シーケンスに至る可

能性について検討を実施した結果（添付資料2参照），内部事象，

地震及び津波レベル1PRAにて抽出した事故シーケンスグループ

に対して新たに追加が必要となる事故シーケンスグループは発

生しないものと判断した。 

 

 

シナリオの選定に当たっては，事故シーケンスグループ抽出に

当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。 

なお，起因事象の選定は，日本原子力学会標準「原子力発電所の

出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基

準：2008（レベル１ＰＳＡ編）」（以下「学会標準」という。）に

示される考え方などを参考に行う。 

 

(4) 起因事象の特定 

(3)で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し，事故

シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定

を行う。 

なお，過去の観測実績等をもとに発生可能性を評価可能なもの

については，影響のある事故シーケンスの要因となる可能性につ

いて考察を行う。 

 

2.2 事故シーケンスの特定 

2.1(4)にて特定した起因事象について，内部事象レベル１ＰＲ

Ａや地震，津波レベル１ＰＲＡにて考慮しておらず，重大事故の

有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつなが

る可能性のあるものの有無について確認を行う。 

また，新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起因事象

が確認された場合，事故シーケンスに至る可能性について評価の

上，有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認

を行う。 

事故シーケンスに至る可能性の評価については，旧原子力安

全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法な

どを参考に実施するものとする。 

 

3. 個別事象評価のまとめ 

1.にて示した各評価対象事象について，事故シーケンスに至る

可能性のある起因事象について特定した結果（補足1-1～6参照），

内部事象や地震，津波レベル１ＰＲＡで考慮している起因事象に

包含されることを確認した。また，各評価対象事象によって機能

喪失する可能性のある緩和設備について確認し，起因事象が発生

した場合であっても，緩和設備が機能維持すること等により，必

要な機能を確保することは可能であることを確認した（補足

 シナリオの選定に当たっては，事故シーケンスグループ抽出に

当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。 

 なお，起因事象の選定は，日本原子力学会標準「原子力発電所

の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基

準（レベル1 PSA編）：2008」等に示される考え方等を参考に行う。 

 

 

d. 起因事象の特定 

 c.項で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し，事故

シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定

を行う。 

 なお，過去の観測実績等をもとに発生可能性を評価可能なもの

については，影響のある事故シーケンスの要因となる可能性につ

いて考察を行う。 

 

(2) 事故シーケンスの特定 

 (1)d.項にて特定した起因事象について，内部事象レベル１Ｐ

ＲＡや地震，津波レベル１ＰＲＡにて考慮しておらず，重大事故

等の有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつ

ながる可能性のあるものの有無について確認を行う。 

 また，新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起因事象

が確認された場合，事故シーケンスに至る可能性について評価の

うえ，有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確

認を行う。 

 事故シーケンスに至る可能性の評価については，旧原子力安

全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法等

を参考に実施するものとする。 

 

3. 個別事象評価のまとめ 

 1.に示した各評価対象事象について，事故シーケンスに至る可

能性のある起因事象について特定した結果（添付資料２－１～

６），内部事象，地震及び津波レベル１ＰＲＡで考慮している起

因事象に包含されることを確認した。また，各評価対象事象によ

って機能喪失する可能性のある緩和設備について確認し，起因事

象が発生した場合であっても，緩和設備が機能維持すること等に

より，必要な機能を確保することは可能であることを確認した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，各評

価対象事象における起
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4. 設計基準を超える自然現象・人為事象の重畳の考慮について 

(1)自然現象の重畳影響 

 自然現象の重畳評価においては，損傷・機能喪失モードの相違

に応じて，以下に示す影響を考慮する必要がある。また，事象の

想定範囲は，自然現象の重ね合わせが設計基準より低頻度（10-7/

年）で発生する規模を仮定する。 

Ⅰ. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース（例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の重

ね合わせ） 

Ⅱ. ある自然現象の防護施設がほかの自然現象によって機能喪

失することにより，影響が増長するケース（例：地震により

止水機能が喪失して浸水量が増加） 

Ⅲ-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増

長するケース（例：降水による降下火砕物密度の増加（降水

時は，降下火砕物自体が発電所へ届きにくくなると考えられ

るため，堆積後の降水を想定）） 

Ⅲ-2. ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケー

ス（例：斜面に降下火砕物が堆積した後に大量の降水により

滑り，プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる

状態。単独事象としては想定していない。） 

 

(2)自然現象の重畳によるシナリオの選定 

設計基準を設定する自然現象の選定において収集した自然現

象を対象に，2つの異なる事象が重畳した際の影響を，(1)に示す

Ⅰ～Ⅲ-2に分類した（添付資料3参照）。ただし，以下の観点か

ら明らかに事故シーケンスにはつながらないと考えられるもの

については重畳の影響を考慮する必要がないものと判断し確認

対象から除外した。 

○柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺では発生しない（もしく

は，発生が極めて稀）と判断した事象。 

 No.8：結氷板，流氷，氷壁，No.11：砂嵐，No.22：洪水，No.23：

池・河川の水位低下，No.24：河川の迂回，No.25：干ばつ，No.39：

1-7）。したがって，内部事象や地震，津波レベル１ＰＲＡにて抽

出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケン

スは発生しないものと判断した。 

 

4. 設計基準を超える自然現象の重畳の考慮について 

(1) 自然現象の重畳影響 

自然現象の重畳評価については，損傷・機能喪失モードの相違

に応じて，以下に示す影響を考慮する。 

 

 

Ⅰ．各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース（例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の増

加） 

Ⅱ．ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失す

ることにより影響が増長するケース（例：地震により浸水防

止機能が喪失して浸水量が増加） 

Ⅲ-1．他の自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増長

するケース（例：降水による降下火砕物密度の増加） 

 

 

Ⅲ-2．他の自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース

（例：斜面に降下火砕物が堆積した後に大量の降水により滑

り，プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる状

態。単独事象としては想定していない。） 

 

(2) 自然現象の重畳によるシナリオの選定 

基本的には一般的な事象に加え，国内外の規格基準から収集し

た自然現象について(1)Ⅰ～Ⅲ-2に示した重畳影響の確認を実施

した。 

ただし，以下の観点から明らかに事故シーケンスにはつながら

ないと考えられるものについては重畳影響を考慮不要と判断し

確認対象から除外した。 

○東海第二発電所及びその周辺では発生しない（若しくは，発生

が極めて稀）と判断した事象（No.は補足1参照） 

 No.2：隕石，No.9：土壌の収縮又は膨張，No.14：雪崩，No.24：

草原火災，No.28：ハリケーン，No.31：氷壁，No.32：土砂崩れ

（添付資料２－７）。したがって，内部事象，地震及び津波レベ

ル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加す

べき事故シーケンスは発生しないものと判断した。 

 

4. 設計基準を超える自然現象，人為事象の重畳の考慮について 

(1) 自然現象の重畳影響 

 自然現象の重畳評価においては，損傷・機能喪失モードに応じ

て，以下に示す影響を考慮する必要がある。 

 

 

Ⅰ．各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース（例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の重

ね合わせ） 

Ⅱ．ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失す

ることにより，影響が増長するケース（例：地震により止水

機能が喪失して浸水量が増加） 

Ⅲ-1．他の自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増長

するケース（例：降水による降下火砕物密度の増加） 

 

 

Ⅲ-2．他の自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース

（例：斜面に降下火砕物が堆積した後に大量の降水により滑

り，プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる状

態。単独事象としては想定していない。） 

 

(2) 自然現象の重畳によるシナリオの選定 

 設計基準を設定する自然現象の選定において収集した自然現

象を対象に，２つの異なる事象が重畳した際の影響を，(1)に示

すⅠ～Ⅲ-2に分類した（添付資料３参照）。ただし，以下の観点

から明らかに事故シーケンスにはつながらないと考えられるも

のについては重畳の影響を考慮する必要がないものと判断し確

認対象から除外した。 

〇島根原子力発電所及びその周辺では発生しない（又は，発生が

極めて稀）と判断した事象（No.は，添付資料１－１参照） 

 No.15：隕石，No.19：雪崩，No.22：カルスト，No.23：地下水

による浸食，No.32：氷結（水面の凍結），No.34：氷壁， No.44：

因事象発生時の緩和設

備による対応について

記載 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 
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隕石，衛星の落下，No.41：土石流 

 

 

○単独事象での評価において設備等への影響が無い（もしくは，

非常に小さい）と判断した事象で，他の事象との重畳を考慮して

も明らかに設備等への影響が無いと判断した事象。 

 

 No.7：霜，霜柱，No.12：霧，靄，No.16：低温水（海水温低） 

 

 

 

 

 

 

重畳事象については，(1)に示すⅠ～Ⅲ-2の影響が考えられる

ものの，以下に示す理由から，単独事象での評価において抽出さ

れたシナリオを超えるシナリオが生じることはなく，新たなシナ

リオは確認されない。 

 

 

 

 

 

Ⅰ. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース 

 重畳により影響度合いが大きくなるのみであり，元々，単独事

象で設計基準を超える事象に対してシナリオの抽出を行ってい

ることを踏まえると，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅱ. ある自然現象の防護施設がほかの自然現象によって機能喪

失することにより，影響が増長するケース 

 単独の自然現象に対するシナリオの選定において，設計基準を

越える事象を評価対象としているということは，つまり設備耐力

や防護対策に期待していないということであり，単独事象の評価

において抽出された以外の新たなシナリオは生じない。 

 

（山崩れ，がけ崩れ），No.42：地滑り，No.43：カルスト，No.44：

地下水による浸食，No.47：地下水による地滑り，No.53：土石流，

No.54：水蒸気 

○単独事象での評価において設備等への影響がない（若しくは，

非常に小さい）と判断した事象で，他の事象との重畳を考慮して

も明らかに設備等への影響が無いと判断した事象（No.は補足1参

照） 

No.4：河川の迂回，No.16：海岸浸食，No.17：干ばつ，No.21：

濃霧，No.23：霜・白霜，No.26：極高温，No.34：湖又は河川の

水位低下，No.36：陥没・地盤沈下・地割れ，No.38：もや，No.39：

塩害・塩雲，No.40：地面の隆起，No.51：低温水（海水温低），

No.52：泥湧出（液状化） 

 

 

確認した結果としては，重畳影響Ⅰ～Ⅲ-1については，以下に

示す理由から，単独事象での評価において抽出されたシナリオ以

外のシナリオが生じることはなく，重畳影響Ⅲ-2についても，他

事象にて抽出したシナリオであり，新たなものが確認されなかっ

た。個別自然現象の重畳影響の確認結果を補足3に示す。また，

外部人為事象との重畳影響については，補足4に示すとおり自然

現象の重畳影響に包絡されると判断した。 

 

 

Ⅰ．各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース 

重畳により影響度合いが大きくなるのみであり，単独で設計基

準を超える事象に対してシナリオの抽出を行っていることを踏

まえると，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅱ．ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失す

ることにより，影響が増長するケース 

単独の自然現象に対するシナリオの選定において，設計基準を

超える事象を評価対象としているということは，つまり設備耐力

や防護対策に期待していないということであり，単独事象の評価

において抽出された以外の新たなシナリオは生じない。 

 

ハリケーン，No.47：陥没，No51：土砂崩れ（山崩れ，崖崩れ），

No.53：水蒸気・熱湯噴出，No.54：土壌の収縮又は膨張 

 

〇単独事象での評価において設備等への影響がない（又は，非常

に小さい）と判断した事象で，他の事象との重畳を考慮しても明

らかに設備等への影響がないと判断した事象（No.は，添付資料

１－１） 

 No.3：高温，No.9：もや，No.10：霜，No.11：干ばつ，No.12:

塩害・塩雲，No.24：海岸浸食，No.25：湖又は河川の水位低下，

No.26：湖又は河川の水位上昇，No.30：低水温（海水温低），No.40：

濃霧，No.45：河川の迂回 

 

 

 

 重畳事象については，(1)に示すⅠ～Ⅲ-1の影響が考えられる

ものの，以下に示す理由から，単独事象での評価において抽出さ

れたシナリオ以外のシナリオが生じることはなく，重畳影響Ⅲ-2

についても，他事象にて抽出したシナリオであり，新たなシナリ

オは確認されなかった。個別自然現象の重畳影響の確認結果を添

付資料３に示す。 

 

 

 

Ⅰ．各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース 

 重畳により影響度合いが大きくなるのみであり，単独事象で設

計基準を超える事象に対してシナリオの抽出を行っていること

を踏まえると，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅱ．ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失す

ることにより，影響が増長するケース 

 単独の自然現象に対するシナリオの選定において，設計基準を

超える事象を評価対象としていることは，つまり設備耐力や防護

対策に期待していないということであり，単独事象の評価におい

て抽出された以外の新たなシナリオは生じない。 

 

柏崎 6/7 は自然現象

55 事象を類似・随伴事

象に整理後，44 事象と

して評価しているが，

島根２号炉は自然現象

55 事象の評価を実施し

ていることによる相違

及び評価内容の相違 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

立地条件等の相違に

伴う事象想定の考え方

の相違 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，人為

事象の重畳について

は，後述の(3)に記載 
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Ⅲ-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増

長するケース 

 一方の自然現象の前提条件が，他方の自然現象により変化し，

元の自然現象の影響度が大きくなったとしても，Ⅰ.と同様，単

独事象で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行って

いるため，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅲ-2. ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケー

ス 

 単独事象では影響が及ばない評価であったのに対し，事象が重

畳することにより影響が及ぶようになるものは，降下火砕物と降

水の組み合わせのみであったが，屋外設備（変圧器，軽油タンク

等）の損傷を想定しても，起因事象としては外部電源喪失，全交

流動力電源喪失であり，新しいシナリオが生じるものではない。 

 

 

 

 

 

(3)人為事象の重畳影響 

 外部人為事象の重畳影響については，添付資料4に示すとおり

自然現象の重畳影響に包絡されると判断した。 

 

 

(4)重畳事象評価のまとめ 

 事故シーケンスの抽出という観点においては，上述のとおり，

自然現象・人為事象が重畳することにより，単独事象の評価で選

定されたシナリオに対し新たなものが生じることはなく，自然現

象・人為事象の重畳により追加すべき新たな事故シーケンスはな

いと判断した。 

 

5. 全体まとめ 

 地震，津波以外の自然現象，人為事象について，事故シーケン

スに至る可能性を検討した結果，内部事象，地震及び津波レベル

1PRAにて抽出した事故シーケンスグループに対して新たに追加

が必要となる事故シーケンスグループはないと判断した。 

Ⅲ-1．他の自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増長

するケース 

一方の自然現象の前提条件が，他方の自然現象により変化し，

元の自然現象の影響度が大きくなったとしても，Ⅰ．と同様，単

独で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行っている

ため，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅲ-2．他の自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース 

 

単独事象では影響が及ばない評価であったのに対し，事象が重

畳することにより影響が及ぶようになるものは，降下火砕物と降

水の組合せのみであったが，屋外設備（外部電源系，海水ポンプ

等）の損傷を想定しても，起因事象としては外部電源喪失，全交

流動力電源喪失及び最終ヒートシンク喪失であり，新しいシナリ

オは生じない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重畳影響評価まとめ 

事故シーケンスの抽出という観点においては，上述のとおり，

自然現象が重畳することにより，単独事象の評価で特定されたシ

ナリオに対し新たなものが生じることはなく，自然現象の重畳に

より新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断

した。 

 

5. 全体まとめ 

地震，津波以外の自然現象，外部人為事象について，事故シー

ケンスに至る可能性のある起因事象について特定した結果，内部

事象や地震，津波レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスに

対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判

Ⅲ-1．他の自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増長

するケース 

 一方の自然現象の前提条件が，他方の自然現象に変化し，元の

自然現象の影響度が大きくなったとしても，Ⅰ．と同様，単独事

象で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行っている

ため，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅲ-2．他の自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース 

 

 単独事象では影響が及ばない評価であったのに対し，事象が重

畳することにより影響が及ぶようになるものは，降下火砕物と降

水の組合せのみであったが，屋外設備（送受電設備等）の損傷を

想定しても，起因事象としては外部電源喪失であり，新しいシナ

リオは生じない。 

 

 

 

 

 

(3) 人為事象の重畳影響 

 外部人為事象の重畳影響については，添付資料４に示すとおり

自然現象の重畳影響に包含されると判断した。 

 

 

(4) 重畳事象評価のまとめ 

 事故シーケンスの抽出という観点においては，上述のとおり，

自然現象，人為事象が重畳することにより，単独事象の評価で選

定されたシナリオに対し新たなものが生じることはなく，自然現

象，人為事象の重畳により追加すべき新たな事故シーケンスはな

いと判断した。 

 

5. 全体まとめ 

 地震，津波以外の自然現象，人為事象について，事故シーケン

スに至る可能性を検討した結果，内部事象，地震及び津波レベル

１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスグループに対して新たに

追加が必要となる事故シーケンスグループはないと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のディー

ゼル燃料貯蔵タンクは

地下設置のため，また，

海水ポンプは斜面から

離れているため評価対

象外 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

東海第二は，人為事

象の重畳については，

上記(2)に記載 
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 また，地震，津波を含む，各自然現象の重畳影響についても確

認を実施した結果，単独事象での評価と同様に，内部事象，地震

及び津波レベル1PRAにて抽出した事故シーケンスグループに対

して新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないと

判断した。 

 

（添付資料） 

 添付資料1-1 各自然現象について考え得る起因事象の抽出 

 

 添付資料1-2 各人為事象について考え得る起因事象の抽出 

 

 

 

 添付資料2-1 設計基準を超える積雪事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 添付資料2-2 設計基準を超える低温（凍結）事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 添付資料2-3 設計基準を超える落雷事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 添付資料2-4 設計基準を超える火山事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 

 

 添付資料2-5 設計基準を超える風（台風）事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 添付資料2-6 設計基準を超える竜巻事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

断した。 

また，地震，津波を含む，各自然現象の重畳影響についても確

認を実施した結果，単独事象での評価と同様に，内部事象や地震，

津波レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスに対して新た

に追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。 

 

 

補足資料 

補足1 過酷な自然現象により考え得る起因事象等 

 

 

 

 

 

補足1-1 凍結事象に対する事故シーケンス抽出 

 

補足1-2 積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

 

補足1-3 火山の影響に対する事故シーケンス抽出 

 

補足1-4 竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足1-5 森林火災事象に対する事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 また，地震，津波を含む各自然現象の重畳影響についても確認

した結果，単独事象での評価と同様に，内部事象，地震及び津波

レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスグループに対して

新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないと判断

した。 

 

（添付資料） 

 添付資料１－１ 各自然現象について考え得る起因事象の 

抽出 

 添付資料１－２ 各人為事象について考え得る起因事象の 

抽出 

 

 

 添付資料２－１ 設計基準を超える竜巻事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 添付資料２－２ 設計基準を超える凍結事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 添付資料２－３ 設計基準を超える積雪事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 添付資料２－４ 設計基準を超える落雷事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 添付資料２－５ 設計基準を超える火山事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料２－６ 設計基準を超える森林火災事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

東海第二は，補足 2

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，風（台

風）について竜巻に包

含される事象として整

理 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，森林

火災について防火帯外
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 添付資料2-7 設計基準を超える降水事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料3 自然現象の重畳マトリックス 

 

 添付資料4 外部人為事象に関わる重畳の影響について 

 

以 上 

 

 

 

補足1-6 落雷事象に対する事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

補足1-7 起因事象の発生が考えられるその他の自然現象 

    と起因事象発生時の対応 

 

補足2 過酷な外部人為事象により考え得る起因事象等 

 

 

 

補足3 自然現象の重畳確認結果 

 

補足4 外部人為事象に関わる重畳の影響について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料２－７ 起因事象の発生が考えられるその他の 

       自然現象と起因事象発生時の対応 

 

 

 

 

 

 添付資料３   自然現象の重畳マトリックス 

 

 添付資料４   外部人為事象に係る重畳の影響について 

 

以上 

 

の送電線が火災により

損傷すると想定 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，降水

による設備に対する影

響は大きくないと整理 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，添付

資料１－２に記載 
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に
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料
１
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１
 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
１
／
1
1）

 

 

 

「各自然現象について

考え得る起因事象の抽

出」の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備

に対する影響の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は自然現象

55 事象を類似・随伴事

象に整理後，44 事象と

して評価しているが，

島根２号炉は自然現象

55 事象の評価を実施し

ていることによる相違

及び評価内容の相違 

（以下，記載は省略） 
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３
／
1
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付録1-196



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

過
酷
な
自
然
現
象
に
よ
り
考
え
得
る
起
因
事
象
等

 

 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
４
／
1
1
）
 

 

 

付録1-197



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

過
酷
な
自
然
現
象
に
よ
り
考
え
得
る
起
因
事
象
等

 

 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
５
／
1
1
）
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